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研究の窓

私は，長年にわたって福祉サービス（personal social services）の政策的研究に携わってきて，
近年になり社会保障政策研究に学問的関心を移動させてきたが，その点で今回の特集企画テーマ：
「『準市場』と社会保障」は大変に関心のあるところのものである。
いうまでもなく準市場（quasi‒market）という概念は，1990年代にイギリスの経済学者，ルグ
ラン（Le Grand）教授らが国営医療や公教育の民営化のあり方を研究対象とするための独創的な
理論的枠組みとして提示したものとして知られている。ルグラン教授がブレア旧労働党政権におけ
る社会政策上の最高顧問だったことはつとに知られているが，その理論と実証に関しては国際的な
レベルで研究がきわめて精力的に進められている割には，わが国では，ごく一部の社会科学者にし
か知られていないので，本誌に寄せられた各論稿はきわめて今日的意義をもっており，各々が最新
の研究成果を盛り込んだ力作揃いであると評価されよう。
もちろん，後述するようにルグラン教授の準市場論にしても，開発途上にあり，経済理論的にみ
ての検討課題も少なくないとはいえ，公共政策的色彩が余りに濃かった従来の社会保障の改革方向
にとっては，準市場の概念が極めて有力な視座を与えてくれることは間違いないだろう。
ところで準市場とは，さしあたり準経済市場（quasi‒economic market）のことであり，特に社
会保障の準市場化に対しては，相対立する反対論が存在している。すなわち，一方では新自由主義
的立場に近い見解として，中途半端だとみて，より一層の自由市場化に向けての反対論があり，他
方では統制主義に近い立場から，社会保障の市場化そのものを拒否する反対論があり，各々が相対
立している状況にある。ということは，準市場論がこれら双方の議論の中間領域にあることにな
る。それは，おそらく，準市場そのものの存在が純粋の公共政策の領域と自由競争的な経済市場の
領域とのいわば中間領域にあることのイデオロギー的反映であるからに他ならないからであろう。
なお，ルグラン教授らによれば，準市場を活用するメリットは次の両面にあり，一方で市場原理
を抑制して低所得の人々の費用負担に配慮することが可能となる面があり，他方で低品質化や低効
率化などの官僚的弊害を防ぐことが可能となる面があるとしているが，これら両面のどちらを強調
するかで，準市場を支持する論者もいくつかのタイプに分かれてくるだろう。
私は，従来の社会保障政策を改革していくために，ルグラン教授らの準市場の概念をきわめて肯
定的に捉えている。しかし，テイトマス（R. Titmas）やギルバート（N. Gilbert）がかつて提唱し
た社会市場（social market）という概念をさらに発展させ，準市場をも包摂する混合市場
（incorporated market　私の造語で社会市場と経済市場との重複領域）という枠組みで社会保障研
究を再構築したらどうかと，最近は考えている。混合市場の枠組みからは，準市場論で必ずしも捉
えられなかった社会保険（social insurance）や減税支出（tax expenditure）や社会的資本（social 
capital）なども位置づけられ，学際的コラボレーションも可能となるからである。（拙稿「社会市
場の理論入門（上）（下）」『経済セミナー』�008年 4月号及び 5月号所収，参照）

準市場と「社会市場」



研 究 の 窓Summer  ’08 �

経済市場と対比された社会市場とは，税支出による公共政策のみならず，贈与経済や互酬性など
を含めた社会的交換―社会学者のコールマン（J. Coleman）のいう social exchange―の場（いわ
ゆる政策空間）を意味する。この社会市場が経済市場と重複する領域である混合市場では，例えば
介護保険制度下の介護サービスのように，企業などの民間事業者に委ねられれば，経済市場とオー
バーラップして準市場が形成されると把握できるわけである。
いずれにしても，準市場（ないし混合市場）にしても，公共政策（あるいは社会市場）と経済市
場の中間領域にある限り，いくつかの段階とバリエーションが存在する。そこで，今回の特集企画
の各労作にみられるように特に社会保障の実証分析においては，利用者の立場，事業者の立場，政
策当局の立場から，各々どのような効果があるかを制度ごとにキメ細かな議論を展開する必要があ
る。問題は，単に当該社会保障部門が準市場（ないし混合市場）の領域に属するか否かではなく，
準市場（ないし混合市場）にあるとしても，どのようなプラス・マイナスの効果が生じているかを
実証的に論ずるものでなければならない。しかも �1世紀における先進諸国の国民経済にとって，
社会市場の発展が，したがってまた準市場（または混合市場）の発展がその内在的拡大の障壁では
なく，むしろ成長の鍵となりえるかがさらに問われなければならないだろう。（拙著『社会保障と
日本経済』慶應義塾大学出版会，�007年，参照）

京　極　髙　宣
（きょうごく・たかのぶ　国立社会保障・人口問題研究所所長）
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はじめに

措置制度から脱却し，福祉サービスの保障を施
設と利用者の対等な契約関係の仕組みに切り替え
ようとした社会福祉基礎構造改革として，2000
年 �月に社会福祉事業法他関連 �法の改正が行わ
れた。社会福祉基礎構造改革は，まさに措置でも
市場でもない準市場メカニズムを志向したもので
ある。措置から契約へのシフトは，介護保険や障
害者福祉で制度化されつつあるが，その問題点も
明らかになっている。本稿では，準市場メカニズ
ム導入が具体化するなかで，どのような問題が生
まれたのか検証し，今後，新たに検討される保育
サービスではこうした問題がおきないように工夫
すべき点を考察する。

I　準市場メカニズムの仕組みと課題

1　準市場メカニズムの仕組みと最近の議論
医療や教育といった従来，公的部門によってサ
ービスが提供されると考えられてきた分野に，競
争メカニズムを部分的に適用し，効率化を図ろう
という準市場メカニズム1）の発想は，1��0年代後
半に英国でうまれ，�0年代から各国で，多くの
対人社会サービスの分野で試みられてきた。こう
した動きは，サービス生産そのものは公的主体で
はなくてもよいという点から民営化や行政の現代
化，効率化という NPM（ニューパブリックマネ
ージメント論）の動きと同一視される傾向があ

る。しかし，準市場メカニズムの考えは，一時的
な流行として解釈すべきではない。準市場メカニ
ズムの考えは，情報の非対称性，質やアウトカム
の評価が困難である対人社会サービスの特性を考
慮しつつ，市場メカニズムの手法を取り入れて，
効率的なサービス生産・流通システムをどのよう
に構築するかという課題へのアプローチと見るべ
きであろう。
準市場メカニズムのアプローチが最初に重要に
なったのが，欧州では医療サービスである。医療
サービスのように内容・評価について患者と医師
の情報の非対称性の高い分野では，完全な市場メ
カニズムは機能せず，公的に制御された市場が現
実的である2）。英国では，NHS（National Health 
Service）による医療保障制度の不効率が課題と
なり，部分的に競争メカニズムの導入を行った3）。
ドイツ，オランダでは，被保険者が保険者を選択
できる制度を導入し，保険者間競争を進め，医療
保険の効率化を進めている。
準市場メカニズムの発想は，医療に止まらず，
教育，介護，保育といった分野にも広がった。こ
うした準市場メカニズムの考えを整理し，理論的
な主柱になったのが，Le Grandである�）。Le 
Grand〔1��1〕は，政府が対人社会サービスの独
占的な供給者である必要なく，多様な主体が競争
的に対人社会サービスを供給する準市場メカニズ
ムの導入を提唱，整理した。その後，主張を補強
し た Le Grand〔2003〕 は knight-knave，Queen-
Pawnの議論を提起した�）。knight-knave，Queen-
Pawnの議論とは，従来の社会民主主義福祉国家

準市場メカニズムと新しい保育サービス制度の構築

駒　村　康　平
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（Social Democracy）が想定する対人社会サービ
スは，利他性の高い knight（騎士）のような供
給者と Pawn（チェスの歩）のような受け身の利
用者で構成されていたが，第三の道や新自由主義
の下では，利己心が強い knave（ならず者）と利
用者として積極的に主張する Queen（女王）の
ような利用者によって構成されるようになる，と
いうものである（図 1）。
対人社会サービスのシステムを準市場メカニズ
ムのもとで，どのような属性の主体が対人社会サ
ービスのシステムに参加するかが大事ではない。
適切に機能するためには，参加主体にロバストな
モチベーション，インセンティブを与える，そう
した制度設計が重要である。準市場メカニズム
は，経済学から社会政策・福祉国家を解説する標
準的なテキストである Barr，Nicholasの The 
Economics of the Welfare State第 �版〔200�〕で
も紹介されており，対人社会サービスにおける一
つのアプローチとして確立されている。

2�　準市場メカニズム導入としての社会福祉�
基礎構造改革
日本の福祉分野も，長期間続いた措置制度のも
と，英国の NHSと同様の不効率性という課題を
抱えていた。公立機関とその代理である社会福祉
法人のみに，福祉サービスの供給を独占させた措

置制度は，「福祉の昭和 20年体制」�），「配給シス
テム」とよばれ，統制経済・計画経済の性格を強
く引き継ぐものであった。たしかに，利用者の意
向を十分に慮ることもなく，一方的なサービスの
提供と公共部門の非効率性を内包する措置制度
は，前近代的なものであった。そして，IIで検討
する保育所もまた長く措置制度のもとで運営さ
れてきた�）。
措置制度が継続したのは，福祉サービスをめぐ
る情報の非対称性や質やアウトカムの評価が困難
であるという福祉サービスの特性に内在する。行
政は，社会福祉法人が提供する福祉サービスの質
のモニターが困難だったため，その代わり社会福
祉法人会計により資源の流れを厳しく制約し，イ
ンプットコントロールによって，質の担保をおこ
なってきた�）。このため，社会福祉法人は，民間
組織であるにもかかわらず，利用者のほうを見る
ことなく，多様性を失い，非効率化した�）。
こうしたなか，介護保険導入をきっかけに，従
来の公共部門のサービス提供あるいは社会福祉法
人の代理提供やサービス割当システムからなる措
置制度から脱却し，利用者がサービス提供者を選
択し，直接契約する仕組みへの移行が進んだ。こ
うした動きは，社会福祉基礎構造改革のもと，新
しい福祉サービスの提供システムの基盤を整備す
るため，苦情処理の仕組み，地域福祉権利事業，

図 1　knight-knave，Queen-Pawnアプローチ
出典）　Le Grand ,Julian〔2003〕
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情報提供・第三者評価の導入が行われた。この動
きは，介護に止まらず，障害者福祉，児童福祉に
拡大しつつある。
今日，社会福祉基礎構造改革は，福祉の市場

化・民営化，規制緩和と評価されているが，むし
ろ準市場メカニズムという，措置とも市場メカニ
ズムとも別の新しいシステム構築を行おうという
試みであったと評価すべきであろう10）。

3　準市場メカニズムが直面している課題
福祉サービスにおける準市場メカニズムの導入
であるが，今日，大きく 3つの問題を抱えてい
る。それは，①準市場メカニズムの不徹底，②イ
ンセンティブ設計の困難さ，③質や成果評価の不
在である。まず，①準市場メカニズムの不徹底と
は，社会福祉基礎構造改革が，準市場メカニズム
原理に基づく改革であることが理論的に整理され
なかったため，準市場メカニズムと規制緩和が混
同され，より純粋に市場メカニズムが機能するよ
うに官製市場改革が求められるようになったこと
である。準市場メカニズムは，税や公的保険料に
よって財源調達される社会保障制度の内で市場メ
カニズムを利用した「公的システム」であり，市
場化を目指すものではなく，単純に規制緩和の前
段階として位置づけられるものでない。
②インセンティブ設計の困難さは，介護サービ
スで発生している。サービス提供者にとっての直
接的なインセンティブは，最終サービス市場の価
格である介護報酬であるが，これは公定価格であ
り，3年に一度調整される。一方，要素市場であ
る労働市場と資本市場は競争的に機能しており，
資本市場で競争的に資本調達をしている株式会社
は，常に利益を最大化することが求められる。し
かし，コストカットし，利益を出すと次の介護報
酬改定でこの部分についてカットされる。そこ
で，株式会社は利益を出すために，さらなるコス
トカット行い，賃金抑制を目指すという「介護の
デフレスパイラル」に向かってしまった11）。労働
条件の悪化のなかで，景気回復に伴い労働市場の
需給が逼迫してきたことも加わり，介護労働者の
確保は極めて困難になっている。本来は，労働力

を確保するために，一定の労働分配を確保し，労
働市場の需給が逼迫したときには，介護報酬の引
き上げを行うべきである。しかし，本格的な高齢
化を迎え，厳しい財政制約と介護保険料の引き上
げのコンセンサスを得られない政府は，介護報酬
の抑制を余儀なくされる。要素価格の変動が公定
価格にフィードバックする機能が内在していない
点が制度の持続可能性を揺るがすことになる12）。
③質やアウトカム評価の不在とは，なにが良質
のサービスであるか，またアウトカム評価を行う
ための評価技術の開発が関連研究分野でおこなわ
れなかったため，サービスの質の低下をモニタ
ー，防止することができなくなっている点であ
る。要介護度別に設定された介護給付は，介護労
働時間という量的な尺度で計算されているが，質
的な側面は考慮していない。しかし，認知症高齢
者の増加など，高い介護技能が必要な高齢者が増
加してくると，介護の質の評価は重要な課題にな
る。すぐれた介護労働者を確保できず，非正規労
働者が中心となり，介護サービスの質の低下が指
摘されている。事業者の行動を変化させるインセ
ンティブは適切な報酬の設定であるが，サービス
の質やアウトカムが測定できないと供給者に報酬
を与えることもできない。介護のように，個別事
業者別のアウトカム評価が困難な場合は，インプ
ットやサービスのプロセス評価で代替するしかな
い。資格や経験のある介護労働者による介護が，
要介護者の心身の状態を改善するという実証的な
根拠を積み重ねたうえで，インプットやプロセス
に連動した介護報酬，たとえば資格のあるスタッ
フの比率，正規スタッフ比率，転職率，スタッフ
の技能開発支援と介護報酬をリンクさせる，ある
いは加算するような仕組みを導入する必要があ
る。

II　準市場メカニズムと新しい保育サービスの
　　システム

Iでは，準市場メカニズム導入が先行しておこ
なわれた介護市場において発生した課題を検討し
たが，IIでは，今後，新しいシステムの導入が急
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務になっている保育サービス制度において，準市
場メカニズムを導入する際に検討すべき点を考え
ていこう。
日本においては，これまで包括的，体系的な家
族政策が存在してこなかったが，ようやく，両立
支援，包括的な家族支援・次世代育成への取り組
みが加速している。200�年 12月に取りまとめら
れた「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検
討会議の提言では，包括的な次世代育成支援の枠
組みの構築のための検討ポイントが提示された。
より具体化するために，政府から新待機児童ゼロ
作戦が打ち出されている。社会保障審議会少子化
対策特別部会では，これらの提言を取りまとめ，
「仕事と生活の調和を推進し，国民の希望する結
婚や出産・子育ての実現を支える給付・サービ
ス」のために「包括的な次世代育成支援の枠組
み」をめざし，新しい枠組みに向けた議論を進め
ている。次世代育成のポイントは多岐にわたる
が，本論では，保育所サービスに視点を限定し
て，次世代育成支援の枠組みのなかでどのような
保育サービスのシステムが考えられるのか，準市
場メカニズムの可能性を検討していくことにす
る。

1　次世代育成と安定財源の確保
「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討
会議によると，児童・家族関連の社会支出額は �
兆 3300億円で GDPの 0. �3％であり，欧州諸国
の 3分の 1から �分の 1程度に過ぎない。就業と
子育てを両立するためには，1. �兆～2. �兆円が
必要であると報告しており，その安定財源確保は
急務である。同戦略検討会議が指摘しているよう
に，給付の性質と財源構成は同時に考える必要が
ある。次世代育成政策の目標，給付の性格，最終
的な受益者を考慮しながら，国，地方，企業，家
計の負担のあり方について検討すべきであろう。
次世代育成政策の目標は，①両立支援，②子ど
も達への良好な養育環境を普遍的に保障すること
である。このように考えると，仕事と生活・子育
ての両立支援のメリットは企業と労働者に及ぶた
め，これの給付と負担が密接に対応するような財

源が望ましい。この仕組みとして候補になるの
が，社会保険方式であり，育児保険構想などの提
案もある。しかし，子どもを持つことや保育が
「リスク」なのか，保険方式にそぐわないという
指摘もある。ただし，これは社会保険制度そのも
のが大きく変質していることを理解していない指
摘である。基礎年金拠出金，介護保険拠出金，後
期高齢者医療拠出金といったように，すでに日本
の社会保険方式におけるリスクと給付の対応関係
が弱くなっており，事実上の目的税の性格が強ま
っている。こうした社会保険制度の変質を追認す
るならば，社会保険料という事実上の目的税で財
源を確保することも可能であろう。あるいは，擬
似目的税である児童手当拠出金を改編し，これに
財源を求める方法もあろう13）。
一方，のちの 3でみるように，良好な育成環

境の保障が，子どもの成長に望ましい影響を与え
ることを確認した海外の研究は多く，良質の保育
サービスは将来の日本経済社会に貢献する。良好
な育成環境の保障は，すべての世代にメリットが
及ぶため，その費用負担を社会保障目的税として
の消費税に求めることも可能であろう1�）。
また，再分配政策としての低所得者や障害をも
つ児童にも，普遍的に保育所サービスを保障する
ためには公費を財源にすることも正当化できる。
このように，保育サービスの財源構成は，①社会
保険料あるいは疑似的目的税としての企業負担の
拠出金，②社会保障給付を目的にした消費税，③
再分配機能を持つ公費負担，の三者によって構成
することは，正当化できるであろう。

2　新待機児童ゼロ作戦と供給確保
「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討
会議では，政策目標を「働き方の見直しによる仕
事と生活の調和の実現をめざし，希望するすべて
の人が安心して子どもを預け働くことができる社
会を目指す」とし，社会的基盤整備として，新た
な次世代育成支援の枠組みを構築することを求め
ている。保育所サービスについて見てみると，限
定的な「保育に欠ける」子どもへの給付から両立
支援，良好な育成環境を普遍的に保障することと
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言い換えることができる。政府は，質・量共に充
実，強化するために，すでに新待機児童ゼロ作戦
を打ち出してる。新待機児童ゼロ作戦は，10年
後の目標とし，①保育サービス（3歳未満児）提
供割合を現在の 20％から 3�％まで増やし，0歳
から �歳までの利用児童数を 100万人増やす，②

放課後児童クラブの提供割合を現行の 1�％から
�0％まで増やし，登録児童数を 1��万人増やす
という野心的なものである。
保育所サービスは，表 1で示すように 1���年
の改革以来，改革が行われ，保護者の選択が尊重
されたが，市町村と施設の委託関係と市町村と保

図 2　新待機児童ゼロ作戦の概要

出典）　厚生労働省社会保障審議会少子化対策特別部会 200�年 3
月 21日「次世代育成支援に関するサービス・給付の現状」
（1）（現物給付）から一部抜粋

表 1　保育所の運営ルールおよび規制について

注）１）　社会福祉法人，日赤，公益法人のみ。
　　２）　公立は市町村の一般財源。

保育所（社会福祉法人）  最近の改革 認定こども園（地方裁量型） 認定こども園（幼保連携型）

利用者資格 保育に欠ける 保育に欠ける なし なし

利用者優先 ポイント制 ポイント制 施設の裁量 施設の裁量

応諾義務 あり あり なし あり

参入規制 公立機関，社会福祉法人のみ 民間参入可能 民間参入可能 民間参入可能

料金規制 保育単価上限 �万円上限 自由 自由（低所得者に配慮）

施設費補助 あり あり（注１） なし あり（注１）

運営費補助 あり あり（注２） なし あり（注２）

保護者負担
応能負担 応益原則に基づき負担軽減 施設の裁量 施設の裁量（低所得者に入

り）

利益規制
社会福祉法人会計（利益非配
分）

会計規則緩和（特定の用途に
つき積立可能） 

なし（条例） 保護者負担分は利益処分可能

サービス水準規制 施設最低基準，保育指針 施設最低基準，保育指針 都道府県の裁量 施設最低基準，保育指針

行政のかわり 委託 委託 委託関係なし 委託関係なし
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護者の契約関係という点は変化なく，表向きは選
択制度導入としつつも，その内実は措置制度が強
く残っている1�）。
措置制度のまま，どのように供給量確保する

か，従来の通り，社会福祉法人と公立保育所中心
でいくか，多様なサービス提供者の参入を認める
かという点が課題になる。
この点について，2003年の厚生労働省「次世
代育成支援施策のあり方に関する研究会報告書」
（以下，あり方研究会報告書）は，「民でできるこ
とは民で」という官民の役割分担の観点を踏まえ
ると，今後とも公設民営形式の推進や公営保育所
の民営化など民間活力の導入を進めていくことが
適当である」とし，民間組織の参入を認める提案
をしている。以降，こうした保育所サービスにお
ける新しいシステムについて，準市場メカニズム
の考えに基づいて考察していく。

3　保育所サービスの特性
準市場メカニズムが機能する際に，対人社会サ
ービスのアウトカムやサービスの質の評価とイン
センティブ設計が重要になる。保育サービスにお
いても，準市場メカニズムを導入する際には，保
育の質やアウトカムは何なのか，検証する必要が
ある。

（1）　保育所に求められる保育サービス内容とは
保育所，保育サービスに何を求めるか。保育の
目的は多様であろう。ヨーロッパ諸国では，3歳
以上と 3歳未満では考え方を分けている国が多
く，多くの国では 3歳以上については就学前教育
の普遍化という方向であるが，3歳未満について
は，親の役割をめぐり国によって考え方が異なっ
ている1�）。保育所サービスを実際に提供する保育
士に期待される内容は，この保育所の役割，保育
所サービスの目的によって異なるが，おおむね，
幼児専門職，教育職，社会的ネットワーク職（ソ
ーシャルワーカーモデル）に分類される。
日本においては，保育所保育指針改定に関する
検討会報告書（平成 1�年 12月 21日）で，子ど
もの生活環境の変化，保護者の子育て環境の変化

をうけて，保育所の基本的な機能を，①質の高い
養護と教育機能，②子どもの保育とともに保護者
に対する支援とし，それに対応した指針改定が行
われることになった1�）。保育所，保育サービスの
機能は，単なる親の満足度向上ではなく，養護・
教育機能に加え親支援も含めたソーシャルワー
ク1�）の性格を持つことが明確にされている。
まず，この親支援という点に着目して，保育所
サービスの特質について考えてみよう。宮垣
〔2003〕は，ヒューマンサービスの特性として，
①労働集約的，接触性，個別性，②不可逆性，③
相互関与性・相互編集性1�）を指摘している。これ
らは，保育所サービスにも当てはまる。特に③の
相互関与性については，親，子どもと保育士の信
頼関係が保育の質を左右する20）。専門職である保
育士の一方的な押し付けだけでも，あるいは消費
者としての親の自由気ままな選択でも，この目的
は達成されない。この点については，「あり方研
究会報告書」でも，「単に親のニーズに迎合する
のではなく，その専門性を発揮し，保育所と保護
者が「共に育てる」という視点から，保護者への
働きかけ，子どもたちの育成に努めることが求め
られる」と確認されている。
親支援を考慮すると，保育士は，専門知識に基
づき効果が確認されたアドバイスを親に提案する
ことになる。保育所サービス契約を，保育所と親
の単純な経済取引と考えるべきではない。専門職
は利用者と意思決定をともに行う補完者になると
いう利用者と専門職の新しい関係を構築する必要
がある21）。

（2） 　保育の質の測定と情報の非対称性をめぐ
る問題

養護および教育という点からの保育の質につい
ては，①質そのものの測定が困難，②サービス内
容に関する情報の非対称性という課題を抱えてい
る。
①の何が良質の保育サービスであるかは，直接
観測は困難である。また，質の低い保育サービス
の弊害はただちに明らかになるわけではなく，子
どもの将来の発達に影響を与えることになる。保
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育サービスのプロセスが児童発達に与える影響に
ついては研究蓄積の必要があるが，日本では十分
ではない。直接的なアウトカム評価が困難である
以上，実証研究で適切と確認されているプロセス
をもって保育の質を評価せざるを得ない。この点
については，4で再論する。
もう一つの課題は，経済学でいう「隠された行
動」という情報の非対称性が問題である。保育サ
ービスを選択するのは親であるが，最終的な消費
者は子どもである。選択者と消費者が分離されて
いる。このため，親がモニターできないところで
保育サービスの質が切り下げられている可能性が
ある22）。職業倫理性を身につけた専門職である保
育士の配置を充実することにより，こうした問題
を部分的に回避することもできるであろう。

（3）人的投資としての良好な育成環境の保障
保育サービスは，個々の子どもがその便益を受
けるため，私的財であるという指摘もある。しか
し，良好な育成環境を保障することにより，子ど
もの健全発展は，将来の社会政策コストを削減で
きる可能性がある23）。さらに，良好な保育環境の
保障は，経済的にも十分価値のある人的投資とな
ることが知られている2�）。また，低所得者に対す
る保育サービスは，貧困防止という点から所得再
分配政策上の意義もあり，保育サービスは，一部
に外部性をもった公共財的な性質を持っていると
評価できる。

4　利用者補助システムの設計
これまで述べたように，新しい保育サービスの
システムとしては，多様な民間組織の参入と利用
者による選択制からなる準市場メカニズムが候補
になるであろう。このシステムを費用補助という
視点からみれば，施設補助方式から利用者補助方
式への転換，すなわち広義のバウチャー方式とい
うことになる。

（1） 　利用者補助方式・広義のバウチャー方式
とは

対人社会サービスにおける費用補助としては，

措置制度に見られる施設補助と利用者補助方式，
広義のバウチャー方式がある。いわゆるバウチャ
ー方式は，市場メカニズムの導入の典型例とさ
れ，福祉サービス関係者のなかでは人気がない。
しかし，これはバウチャー方式に対する誤解に基
づくものである。広義のバウチャー方式とは，補
助金は施設ではなく，利用者に対して支給され，
そのサービス選択を保障する，利用者補助そのも
のである。多様なサービス提供主体が参入する
と，利用者を確保するために，施設はサービスの
改善を競うことになる2�）。保育においても契約制
度導入2�）ということになれば，当然，利用者補助
制度，広義のバウチャー制度に切り替わることに
なる。
バウチャー方式の歴史は古く 1��0年代にフラ

ンス議会で導入が検討された歴史もある。利用者
補助方式であるバウチャー方式は，その政策目的
によりさまざまなバリエーションがあり，「純粋
バウチャー，典型的バウチャー方式」というもの
は存在しない。
ここで注意しておくべきことは，①バウチャー
方式においては，政府の財政負担額そのものは，
必ずしも引き下がらない，②多額の自己負担がな
い限り，価格競争が生まれる必然性はなく，供給
が増えないと価格が上昇する可能性もある，との
帰結を伴う。バウチャー方式にすると費用を抑制
できる，サービス供給が拡大するといったことが
期待されているが，必ずしもそのような成果がも
たらされるわけではない。サービス利用時の自己
負担割合が大きければ，価格競争がうまれるだろ
うし，参入規制緩和が行われれば，サービス供給
も増えるが，バウチャー導入単体ではそこまで政
策効果はない。逆に，バウチャー方式になると政
府の公的サービス責任が低下する，サービスの利
用が利用者の経済状況によって左右されるなどの
欠点が主張されるが，これもバウチャー方式に必
ず伴うものでもない。これらはいずれも，議論し
ているバウチャー方式がどのような設計になって
いるのかを明示せず，あるいはバウチャー方式に
多様な形態があるということを理解しないで議論
しているためである。この点については，「あり
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方研究会報告書」も十分認識しており，「保育の
利用補助券を子育て家庭に配布する，いわゆるバ
ウチャー制度についてはさまざまな定義があり，
何を持ってバウチャーと呼ぶかは議論があるが，
諸外国で導入されたような自由価格制の下で追加
的な差額負担が家計に生じる仕組みを我が国に導
入することは， ア） 市町村の公的関与が後退する
のではないか， イ） 低所得者などの利用が事実上
排除・制約されるのではないか といった懸念な
どがあり，今日の我が国の現状からすれば慎重に
考えるべきである。」と，バウチャーの種類を限
定して，問題点を指摘している。

（2）　多様なバウチャー方式
バウチャー方式を有名にしたのが，ミルトン・
フリードマンの教育バウチャー案である。そこで
は，公立学校に集中する公費による機関補助をや
めて，私立学校にも費用補助すべきであるという

発想に基づき，自由な教育市場で親がバウチャー
を使って学校を選択すべきだと主張した。フリー
ドマン型バウチャーの特徴は，①所得に関係なく
定額給付，②自由価格で，高価な教育サービスを
購入できるように自己負担分の上乗せ払いができ
ること，③学校側が希望者を選択できるようにす
る，を特徴にしている。以来，バウチャー方式＝
競争市場における利用者補助制度として誤解され
ている。しかし，先に述べたように，フリードマ
ン型バウチャーは一つの変種にすぎない。これに
対して，ジェンクス（Jencks）は，①サービス価
格固定，②追加自己負担なし，③供給者側による
選別禁止などの，制限を付けたバウチャーを提案
している。Blaug 〔1���〕は，バウチャーを構成
するさまざまな要素を整理し，制限なしバウチャ
ーから制限の強いバウチャーまで識別したバウチ
ャーツリー（Voucher tree）（図 3）を考案してい
る。フリードマン型バウチャーはほかのバウチャ

表 2　バウチャーの性格付け

注）　 別の地域の施設を選択した場合の移動コストを含めるかいなかという制約もある。
　　著者作成。

 制限なしバウチャー  制限ありバウチャー

 ①給付水準（value）  定額 定率

 ②追加支出（Supplmentable）  認める 認めない

 ③価格設定（fees） 自由（Cost fees） 制限あり（Uniform fees）

 ④所得との関係（Income　Related）  なし  あり

図 3　バウチャーツリー
出典）　Blaug〔1���〕



季刊・社会保障研究12 Vol. 44  No. 1

ーと区別するため，「制限のないバウチャー」と
呼ばれている2�）。
教育分野（初等中等教育）では，アメリカ，カ
ナダの一部，イギリス，オランダ，スウェーデ
ン，ニュージーランド，ポーランドなどでバウチ
ャーが導入された2�）。保育分野では，保育市場が
発展しているアメリカでは低所得世帯を対象にバ
ウチャーが給付された2�）。英国では，1���年に
保守党政権下で就学前教育・保育バウチャー制度
の導入が行われた。この英国のバウチャー制度
は，サービス供給の増加につながらなかったた
め，施設不足が発生し，また一部名門学校付属の
プレスクールに希望者集中という問題を引き起こ
し，労働党政権によっては廃止された。スウェー
デンでは，民間市場が福祉供給を一部代替し，一
部補完するだけでなく，コスト意識の乏しい福祉
部門自体に市場的機能を導入して効率的マネジメ
ントをする動きが進み，マルメ市などで，民間供
給を含む保育サービスなどにバウチャー制度を導
入している。また，フィンランドでも，1���年
から民間保育手当制度として導入されたことがあ
る30）。
日本においても，教育再生会議などで，学校選
択とセットで教育バウチャー制度が議論され，規
制改革会議などでも保育バウチャーの議論があ
る31）。

（3）　保育における利用者補助システム
保育サービスにおける契約システム，利用者補
助システム（広義のバウチャー方式）の具体的な
設計はどのように考えるべきであろうか。利用者
補助制度の目的は，①各保育所は，それぞれの特
徴的な保育サービスを用意し，保育サービスに創
意工夫を行うインセンティブを持たせること，②
かりに保育所と子育ての考えが合わなかった場合
でも親は保育所を変更できる選択肢を持っている
という意味で，対等の立場で保育の質の向上に取
り組むことができるような仕組みを構築すること
である。専門職である保育士が，子どもの成長に
とって必要と判断するサービス内容，「ニーズ」
と利用者が望む「需要」を接続する役割を果た

す。ただし，保育サービス助成の目標が子どもの
健全な発展が目標であるため，利用者補助制度
は，親の満足度や親に都合のよい生活を支援する
ためのものではない。過度の消費者主権のもと
で，親に転々と都合のよい保育所を探す手段とし
て利用者補助システムが使われないように，一定
の公的介入の仕組みも導入する必要がある。

5�　新しいサービス保育システムに向けての�
検討課題
以上，述べてきたように新しい保育サービスシ
ステムを準市場メカニズムに基づいて機能させる
ためには，以下の項目について検討する必要があ
る。

（1）　保育サービス利用の範囲
現在，保育所を利用するためには，「保育に欠
ける」という要件を満たしている必要がある。こ
の具体的な要件は，各自治体が政令で定める基準
にしたがって条例で定めている32）。さらに待機児
童がいる場合の選考基準については，各自治体が
ポイント制を導入し，優先順位をつけて選考して
いる33）。新しい次世代育成支援のもとで，保育所
サービスの目的，内容が変わり，その財源構成も
変化するのかで，「保育に欠ける」要件を大幅に
見直し，なるべく普遍的に両立支援や子どもの発
達上の必要性の点から評価する基準を導入すべき
である。

（2）　供給主体
保育サービスの供給主体については，保育サー
ビスの質を確保できれば，民間企業でも参入を認
めるべきであろう。また，措置制度からの脱却の
ために，保育サービス本体部分については，施設
補助は行わず，施設は利用者数に応じて公的主体
から支払われる金額，すなわち保育サービス報酬
と利用者負担で保育サービスに必要な費用をまか
なう仕組みにすべきである3�）。

（3）　補助・利用者負担のあり方
利用者の保育料負担である保育料基準額は，保
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育単価を上限に，所得階層別に設定されている。
1���年の児童福祉法改正により，保育料基準額
は，従来の 1�区分から �区分に変更され，児童
福祉法 ��条も改正前の費用徴収の規定は，「その
扶養義務者から，その負担能力に応じて」という
規定から「家計に与える影響を考慮して」と変わ
り，応能負担ではなく，応益性の性格が強まっ
た3�）。この点について新しいシステムではどのよ
うに考えるか。
まず，保育にかかる費用をすべて利用者から徴
収するかどうかである。ジャッジ3�）は，社会福祉
サービスの価格設定において，配分効率補助金と
外部性補助金の二つの補助金を提案しており，前
者については，保育サービスの費用構造を測定し
てから判断しなければならいが，後者について
は，政府が保育サービスを価値財と判断するか，
あるいは保育サービスの外部性を評価すれば，価
格補助は正当化でき，また新しい財源構成とも整
合性がある。保育サービス費用から公的な費用補
助を除いた，受益者負担分の費用負担について
は，二つの考え方がある。一つは応益負担を中心
に考え，受益者負担分を利用者人数で割って，一
人当たりの費用負担を計算する。その上で，低所
得者に限定し，公費を財源にした負担軽減措置を
行う方法である。もう一案としては，応能負担と
して，給付に必要な費用を家計間で再分配する仕
組みである。応能負担の場合，所得の単位をどの
ように考えるか，個人単位で考えるのか，世帯単
位で考えるのかが課題になる。世帯単位で考える
と，妻の就労所得に対する保育料の限界負担が大
きくなり，就労意欲を減退させる可能性もある。
保育料負担による所得再分配は避けて，基本的に
は応益・定額負担とし，低所得世帯については，
児童手当の増額か，あるいは公費による保育料負
担の減免措置を行うべきであろう。一方，各供給
主体が利用者に請求する価格については，公的に
コントロールすべきであろう。すくなくとも，利
用者負担について，質の低下が伴うおそれのある
引き下げ競争を認めるべきではない。基本部分に
ついては公定価格にしつつ，付加・上乗せサービ
スについては，自由価格を認めるべきだと考える。

（�）　情報提供・第三者評価について
医療，教育，対人社会サービスに準市場メカニ
ズムを導入する際は，国はサービスの質の向上を
支援するとともに，サービスに対する検査，認定
を行い情報の非対称性を取り払う必要がある。す
でに，保育所の情報開示，第三者評価について
は，社会福祉法第 ��条で定められており，第三
者評価の狙いは，「個々の事業者が事業運営にお
ける具体的な問題点を把握し，サービスの質の向
上に結びつけること」と「利用者が福祉サービス
の内容を十分に把握できるようにする」というこ
とになっており，評価対象はソフト面が中心とな
っている。2002年の「児童福祉施設における福
祉サービスの第三者評価事業の指針について」，
200�年の「保育所版の福祉サービス第三者評価
基準ガイダンスにおける各評価項目の判断基準に
関するガイドライン及び福祉サービス内容評価基
準ガイドライン等について」をうけて，第三者評
価のガイドラインは，福祉サービス共通の ��評
価項目と保育の特性に着目した 3�評価項目3�）で
構成されている。実際に評価する機関は，社団法
人保育士養成協議会が評価機関を立ち上げ，評価
された保育所許可を得て，財団法人子ども未来財
団 i－子育てネットに掲載することになってい
る。また各都道府県が今後評価態勢を整備するこ
とになっている。
こうした保育所に関する情報公開，第三者評価
は準市場メカニズムが機能するかどうかの鍵にな
る。先に述べたように，利用者にとって，専門的
な保育のサービスの質やアウトカムの測定・評価
は困難であろう。また「親の満足度調査」だけを
アウトプットの代理指標に使うと，保育所に誤っ
たインセンティブを与えることになる。
大宮〔200�〕は，現在の第三者評価を，「欧米
での保育の質に関する評価システムが，保育の質
に関する研究の一定の集積をふまえて構築されて
いるのに対して，わが国ではその蓄積がほとんど
ない中で，あまりにも拙速な取り組みではない
か。しかも，はじめから，保育条件に関する評価
項目は質の要素から除外されている点は重大な問
題である」と指摘し，保育プロセス，保育条件を
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評価項目に加えるべきだと指摘している。これは
説得力のある指摘である。たしかに，施設の設
備，保育士数などの外形的なものについては，施
設最低基準（行政監察）でチェックしているが，
今後，多様な民間組織の参入を認める際には，保
育サービスのプロセスに着目した評価を行うべき
であろう3�）。労働集約的な保育サービスでは，保
育士の資格，経験，熟練，スキルが保育の質を左
右する重要な要素であろう3�）。こうした保育士の
能力，人員配置が，子どもの発達段階にどのよう
な影響を与えるか，発達心理学などの手法を使っ
て実証的検証をし，効果が確認された項目につい
ては，その項目をインプット評価�0）にいれたイン
センティブ設計が必要になる�1）。介護サービス市
場で起きた質の低下を繰り返さない工夫が必要で
ある。

（�）　保育サービス報酬の設定
国が施設に支払う保育サービスに対する報酬の
設定は慎重に行うべきである。障害児を回避し，
コスト・手のかからない児童だけを受け入れるよ
うなクリーム・スキミング，チェリー・ピッキン
グが発生しないような仕組み�2）や（�）で述べた
ようにプロセス，保育士配置を通じて質の確保を
行うように，インセンティブを持たせる報酬体系
を導入すべきである。

（�）直接契約に対する公的介入の余地
保育サービスの特徴としては，消費者である子

どもと選択者・購入者である親が分離している点
である。子どもの代理人である親は，当然，子ど
もの真の福祉のために選択を行うことが期待され
るが，親の都合による，過度な長時間保育など誤
った消費者主権モデルが発生しないように，施設
と利用者の契約に公的な介入の余地を残す必要が
ある。
これらは，表 3のようにまとめることができる
であろう。

III　まとめと今後の課題

以上，Iでは，準市場メカニズム導入によって
明らかになった課題，IIでは保育サービスに準市
場メカニズムを導入する際に検討すべき項目を整
理した。もちろん，保育サービスの充実だけで
は，就労と子育てが両立可能になるわけではな
い。現在のような長時間労働をそのままにしてい
けば，保育サービスの負荷が高まるのは明らかで
ある。
本稿では，いくつか検討課題を残している。一
つは，保育所と幼稚園の役割分担である。地域に
よっては，両者の役割が補完関係ではなく，代替
関係になっている場合もある。このため，保育利
用に対する支援と整合性のある幼稚園に対する利
用者支援も考える必要があり，3歳児以降の幼保
一元化も視野に入れる必要がある�3）。さらに三世
代同居家族が多く，保育サービスが必ずしも普遍
的に必要ではない地域もあることを考慮する必要

表 3　現行方式と新しいシステムの比較

出典）　 著者作成。

現行制度 準市場メカニズムに基づく新しいシステム（契約、利用者補助方式）

財源 公費 公費・消費税・拠出金
目的 児童福祉 両立支援・良好な育成環境を普遍的に保障する
利用者の範囲 保育に欠ける 希望する児童に養護・教育・親支援を保障
供給主体 公立・社会福祉法人中心 多様な事業者の参入を促進する
利用者負担 応益負担 応益負担（低所得者世帯に対する負担減額）
保育価格 固定 固定・上乗せサービスあり
第三者評価 あり あり
施設最低基準 あり あり
報酬体系 運営費・施設費補助 利用者数と保育士配置に応じた加算した保育サービス報酬
公的介入 措置 あり（過剰な消費者主権や親の誤った選択への対応）
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がある。また，これと関係するが，保育サービス
のための地域負担をどのように考えるかも本稿で
は検討していない。
本稿では，保育コストに最も影響を与える保育
士の労働条件，賃金についても検討していない。
民間保育所，社会福祉法人経営の保育所と公立保
育所の保育コストの違いは，保育士の年齢構成と
賃金構造が年功給であるかによって発生している
とされている。賃金構造が年功給であれば，ベテ
ランの保育士が多くなれば，費用は嵩むことにな
る。そこで明らかにしなければならないのは，年
功給体系が専門職にふさわしい賃金体系であるか
どうかである。一般的には，専門職の生産性，賃
金は，資格や技能によって左右され，必ずしも年
齢効果は強くない。もちろん，経験年数によって
技能は向上する可能性が高いが，かならずしも公
務員のような年功給である必要はない。一方で，
長期にわたり，専門職としての意欲を維持するた
めの賃金体系の工夫は必要となる。福祉専門職の
賃金構造をどのように設定するかという点も，今
後の実証研究の蓄積を待ちたい。
最後に，Iの準市場メカニズムの展開で述べた
ように，Knaveや Queenも対人社会サービス，
保育サービスの参加者になる。準市場メカニズム
を機能させるためには，評価とインセンティブが
重要になり，そのためには介護，保育などの関連
分野の研究蓄積，連携が不可欠である。こうした
研究蓄積と情報の経済学，新しい産業組織論など
のツールが結びつけば，医療の経済学同様にこの
分野は実り多いものになるであろう��）。

行われた。NHS改革が，医療サービスに与え
た影響についての多くの研究蓄積がある。例
えば，GP（家庭医）が GPFH（独立性の高い
予算管理一般家庭医）になることによって，
登録住民数に応じた医療費総予算を預かるこ
とになり，登録住民のために必要な入院サー
ビスを購入することになる。効率的に入院サ
ービスを購入したり，薬剤を使用することに
よって残った予算を事業の再生産に投入でき
る こ と に な っ た。GPFHと HAs（Health 
Authority地方医療当局）は，ともに NHSトラ
スト病院からの入院サービスの購入するが，
GPFHは低価格の医療サービス購入からの利
益は大きいが，HAsは年間予算内であれば利
益を出す必要はないというインセンティブ設
計が異なるため GPFH と HAsとの行動は異な
り，HAsは GPFHよりも価格弾力性は小さく
なる 。Propper , Wilson and  Soderland〔1���〕
は，GPFHの直面する価格は，病院の独占力
や需要の価格弾力性に依存するというモデル
を想定し，実証分析を行い，HAsのシェアが
大きい病院ほど GPFHへの価格引き下げる傾
向があることを確認している。

 �） 駒村〔1���〕が，対人社会サービスの分野に
おける準市場メカニズムを最初に紹介した。
その後の準市場の研究展望は，佐橋〔200�〕
を参照せよ。

 �） Mc Master, Robert〔2002〕は，Le Grandの準
市場アプローチが制度，現象の記述的な研究
にとどまり，情報の経済学などの研究蓄積を
十分に生かし切っていないと指摘している。

 �） 荻島・小山・山崎〔1��2〕。
 �） 福田〔200�〕は，「保育所の措置制度は，1�3�
年に制定された社会事業法に盛り込まれた託
児所への収容委託制度にその原型を求めるこ
とができる」としている。また，こうした措
置制度が保育に長く残った政治的要因につい
ても福田〔200�〕を参照せよ。

 �） 千葉〔200�〕p. �2。
 �） 坂田〔2003〕p. 1�2。
10） 社会福祉基礎構造改革の推進者が，市場メカ
ニズムでも公的セクターでもない第三の道で
ある準市場メカニズムをどの程度はっきり意
識していたか不明である。炭谷〔2003〕p. 2�
参照。

11） 千葉〔200�〕。
12） 下山〔2001〕P�2はこうした危険性を指摘して
いる。

13） 拠出金は，企業負担であり受益者である労働
者が負担しないというのはおかしいという指
摘もあろう。しかし，経済学的には，保険料
でも拠出金でもその負担の一部あるいは全部

注
 1） quasi-marketについては，擬似市場と訳すこと

ができるが，本特集に合わせて本論では準市
場と表記する。

 2） この考えは，医療サービス市場において，医
療費の高騰を招いているアメリカや，「管理さ
れた競争」概念として逆に公的医療制度が整
備されている欧州でも共有されることになっ
た。

 3） 英国では，準市場メカニズム導入の一類型と
して，Purchaser－ Provider Spiltの考えに基
づいて，NHS改革とコミュニティケア改革が
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が賃金調整という形で，労働者に転嫁されて
いることになる。

1�） これは，次世代育成支援に止まらず，社会保
障制度全体に通じた課題であろう。すでに，
高齢化社会において，社会保障給付の世代間
移転の性格が強まっているため，社会保険料
と公費による財源政策の限界に近づいてい
る。特に世代間移転が大きい社会保障制度の
新しい主要財源として，社会保障目的税化し
た消費税を導入し，社会保険料，公費に加
え，三本目の主要財源にすべきである。

1�） 福田〔200�〕は，この結果，「双務的な契約が
ある場合に，明確になる利用者と保育所の権
利義務関係は不明確であり，当事者であるは
ずの保育所が利用者に直接責任を負っている
かどうかわからないという制度的欠陥は放置
されたままである」と指摘している。

1�） 親中心と考えている国は，オランダ，イギリ
ス，ドイツ。施設を中心に考えている国は，
フィンランド，スウェーデン，スペイン。パ
メラ・オーバー・ヒューマ，ミハエラ・ウー
リッチ〔200�〕参照。

1�） 指針改定の具体的な内容は，①保育所の役割
として，保育・教育と保護者支援という保育
所の役割，保育士の業務，保育所の社会的責
任が明確化され，②保育の内容，養護と教育
の充実，③小学校との連携，④保護者に対す
る支援，⑤自己評価，評価結果の公表，職員
の資質向上，施設長の責務明確化などであ
る。また質の向上の観点から，保育指針は最
低基準としての性格を持つことになる。

1�） 「あり方に関する研究会報告書」では，「家庭
や地域の子育て力が低下し，特別な配慮を必
要とする家庭が増加している状況も踏まえ，
市町村は，地域内の社会資源を適切に活用し
ながら，いわゆるケース・マネジメント機能
をより一層強化する」としている。

1�） サービスの質を高めるためには，利用者とサ
ービス提供者が相互に主体的に参加しなけれ
ばならない。

20） 大宮〔200�〕p. 1�1。
21） すなわち EBSW（根拠に基づくソーシャルワ
ーク）とソーシャルワークにおけるインフォ
ームド・コンセントである。EBSWとは「実
証的に検証された文献や論文を体系的に収集
し系統立て，そこで得た知識と手順が，援助
目的に最も適切で効果的な結果をもたらすよ
うに，実践者に介入法の選択と実施を支援す
るもの」である（三島亜紀子〔200�〕P1��）。

22） このような場合，利益の分配制約のある非営
利は，利益最大化を目的としている営利法人
よりも手抜きをする動機が低いと親が信じる

ことにより，非営利に需要が集中することを
「契約の失敗」という。

23） 保育所における保育の効果が，子どもの発達
に与える研究としてはアメリカ，ミシガン州
におけるペリープリスクール研究（Perry 
Preschool）が有名であり，長期間の観測によ
って，保育所保育をうけたグループのほうが
家庭保育をのみのグループよりも，基礎学
力，大学進学率，就職率，犯罪率などの項目
において，優れた成績を示していることが確
認されている。またスウェーデンでも，学力
において同様の傾向が確認されている。Sheila 
B .  Kamer man,  Miche l le  Neuman,  Jane 
Waldfogel and Jeanne Brooks‒Gunn（2003）を
参考。

2�） Schweinhar t, L. J., H. V. Barnes, and D. P.  
Weikart.〔1��3〕を参考。

2�） 利用者人数にしたがって，サービス提供機関
の収入が変動する仕組みになっている医療保
険・医療扶助，介護保険，障害者支援費制
度，雇用保険における教育訓練給付はいずれ
も一種のバウチャー方式とよぶことができる。

2�） 「あり方に関する研究会報告書」では「保育の
利用申込みやその受諾が利用世帯と保育所と
の間で直接行われる仕組みとなれば，利用世
帯と保育所の双方で，保育に関する当事者意
識がより高まり，子どもの状況に応じた保育
の在り方が検討されるようになることが期待
される。具体的には，利用者側からみれば，
より主体的に保育所の運営方針や保育内容を
確認しつつ保育所を選択することができるよ
うになり，一方，保育所としても，広く地域
に情報提供するインセンティブが生まれると
ともに，利用者のニーズに合ったサービスの
提供が期待される。」さらに，「平成 �年に
は，市町村の措置に基づく入所の仕組みを見
直し，保護者が希望する保育所を選択して，
市町村に利用申込みを行うという改正が行わ
れている。しかし，最近の保育を取り巻く環
境の変化や周辺分野における改革動向を踏ま
えると，新たな次世代育成支援システムの一
環として，市町村が自らあるいは委託という
形態で行う現行の仕組みを見直し，子の育ち
に関する市町村の責任・役割をきちんと確保
しつつ，保護者と保育所が直接向き合うよう
な関係を基本とする仕組みを検討することが
考えられる。」と契約制度導入を示唆してい
る。

2�） サービスの必要度と給付額をリンクしたバウ
チャーも設計可能である。

2�） 内閣府政策統括官（2001）が詳細な国際比較
を行っている。
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2�） 市場メカニズムで保育サービスが提供されて
いるアメリカでは，保育の経済分析に関する
蓄積が多い。特に保育サービスについて包括
的に分析している Blau（2001）は，保育の質
と費用の間には正の相関関係を確認してい
る。そこでは，児童発達学などの手法で測定
される保育サービスの質ポイントを 1点引き
上げためには，保育コストが �. �％上昇する
ことが確認されている。

30） フィンランドの保育バウチャー導入の効果に
関する論文としては Viitanen〔200�〕が実証的
な研究を行っている。

31） 赤林〔200�〕。
32） 昼間労働を常態にしている，妊娠中・出産直
後，疾病・負傷・精神・身体の障害，同居の
親族の常時介護，災害などである。

33） 選考基準は，就労状況，就労時間，就労場
所，出産前後にあるか，身体の状況，家族の
状況などについてポイントをつけている。地
域間で保育に欠ける要件が具体的にどの程度
差異があるのか，選考時のポイントにおいて
どのような違いがあるのかは明らかではない。

3�） 社会福祉法人などが，公益性の高い事業を行
い，利用者補助がそぐわない場合は，その部
分に限定した施設補助をすればよい。

3�） 「あり方に関する研究会報告書」では，「利用
者負担については，地方公共団体の上乗せ軽
減措置もあって，認可外保育施設や幼稚園の
利用者負担との比較，在宅育児家庭とのバラ
ンスといった観点から低いとの指摘もあり，
待機児童解消に向けた効率的な資源配分の観
点から，必要に応じ見直しを行うことを検討
すべきである。あわせて，現行の保育所利用
の見直しに際しては，負担能力に応じ７段階
にも細かく区分されている利用者負担区分の
簡素化を図るべきである」と指摘している。

3�） ジャッジの価格づけ理論については，坂田
〔2003〕p. 1�1。

3�） 評価項目は，子どもの発達援助項目，保護者
の育児支援など子育て支援項目，安全・事故
防止から構成されている。

3�） 大宮〔200�〕p. ��は，アメリカにおいても保
育の質の測定としては，プロセス評価が行わ
れており，具体的な測定尺度としては，保育
条件（グループ人数・比率・経験・専門的訓
練等），保育者の労働環境の指標（賃金・転職
率・運営参加度・ストレス）が採用されてい
るとしている。

3�） ハード面の整備も当然のことである。また，
保育施設の規模が費用に与える効果ついても
考慮する必要がある。

�0） 具体的には，経験の長い保育士や正規保育士

を雇用するほど，あるいは保育士の転職率が
低いほど，政府が施設に支払う保育報酬を高
くするなどである。

�1） アメリカの研究蓄積については，大宮
〔200�〕p. 20�参照。

�2） 「あり方に関する研究会報告書」では，その方
法としては，障害児や母子家庭などへの適切
な配慮を前提としつつ，保育所利用の必要性
や優先度の判断に関する新たな仕組み（要保
育認定）なども提案している。

�3） さらに就学前教育に関する無償化の動きも考
慮する必要もある。

��） 例えば，赤木博文・稲垣秀夫・鎌田繁則・森
徹〔200�〕はこうした試みの一つと評価する
ことができる。
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I　はじめに

医療サービスの提供形態，すなわち医療提供シ
ステムをどのように運営すべきか。これは経済体
制，経済の発展段階，財政状況，人口構成，国民
の価値観などさまざまな要因により，国によって
多様な形態が見られる。しかし，医療システムの
運営を純粋に市場原理に委ねている先進国は存在
しない。その第一の理由は，市場原理では医療ア
クセスの公平性を確保することが困難だからであ
り，第二の理由は，医療システムは市場原理によ
って効率的な資源配分を導くことができない市場
の失敗のケースだからである。しかし，公平性や
効率性を向上させる目的に，医師や患者の自由度
を極端に制限した計画経済のような医療システム
運営を行っている国もない。強制によって患者の
病状や社会的背景の多様性を無視することや，一
律の規制によって医療技術の複雑性や医療効果の
不確実性を軽視することは医療提供のあり方とし
てふさわしくないからである。先進各国では患者
や医師の行動の自由を一定レベル保障しつつも，
さまざまな規制とインセンティブを張りめぐらせ
て公平性と効率性を向上させようと試みているの
が実態である。その意味では，医療システムは
「準市場」原理で運営されているといえよう。
本稿では，はじめに医療提供システムの運営に
市場原理が有効でないことを再検討する。次いで
医療提供のあり方として市場原理と計画原理の中
間形態であるネットワーク原理という概念を提示

し，今日の医療制度改革にとってネットワーク原
理に基づくシステム運営が重要であることを示
す。最後に，ネットワーク原理によるシステム運
営だと考えられる実例を観察する。

II　医療提供システムと市場原理の非親和性

1　医療提供システムと市場の失敗
医療提供システムの運営を完全に市場原理にゆ
だねている先進国は存在しない。その第一の理由
は医療アクセスの公平性の確保である。医療サー
ビスは必需性が高いことと，患者の医療需要量と
所得には負の相関が見られることから，所得に制
約されることなく必要な医療にアクセスできるべ
きだという社会的規範は大きい。市場原理に基づ
く資源配分ではアクセスの公平性を確保する保証
はない。そのため全ての先進国では公的医療保険
（保障）が導入されている。公的医療保険は強制
加入であるから加入者に選択の自由がなく，市場
原理の対極にあるといえる。医療提供システムが
完全に市場原理にゆだねられない第二の理由は，
医療提供システムは市場原理では効率的な資源配
分が達成されない市場の失敗のケースだからであ
る。その原因の第一は先の理由で導入された公的
医療保険によるものである。公的医療保険では，
（i）医療の価格は公定化される場合が多く，かつ
（ii）患者自己負担額が軽減されるので需要の価
格弾力性が小さくなる。これらの理由で公的医療
保険の導入は，市場原理の最たる特徴である価格
変化による需給調整機能を著しく低下させること

わが国の医療提供システムと準市場
――ネットワーク原理に基づく医療提供システム――

遠　藤　久　夫
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になる。市場の失敗の第二の理由は，医師－患者
間の医学知識の偏在により，患者が医療の内容を
正確に評価することを困難にしていることであ
る。いわゆる情報の非対称性による非効率であ
る。このように医療システムは市場の失敗のケー
スであるため，資源配分の効率性を高めるために
規制やインセンティブの形でさまざまな公的な介
入が行われている。
それでは医療提供システムにはどのような介入
方法が望ましいのであろうか。この考察を行うに
先立って，予備的考察として（i）市場原理とそ
の対極にある計画経済の資源配分原理（計画原
理）の特性を比較整理し，次いで（ii）医療サー
ビスの取引を行う上で重要な意味をもつ情報の伝
達について整理する。

2　市場原理と計画原理の特性
表 1は市場原理と計画原理の特性を整理したも

のである。
① 　資源配分方法：市場原理では需要者が価格
と質を選択のシグナルとして財・サービスを
選択することにより調整が行われる。計画原
理では中央の命令（規制）によって需給が調
整される。
② 　行動目的：市場原理では市場に参加する需
要者，供給者はともに自己利益の追求を目的
として取引することが求められる。計画原理
では各参加者の自己利益の追求は容認され
ず，全体利益が追求される。
③ 　要素間関係：市場原理では自己利益の追求
が前提となるため需要者と供給者間，需要者
間，供給者間の関係は競合関係となる。計画
原理では各要素は中央の命令（規制）に従うの
で，要素間は競争的にも協力的にもなりうる。

④ 　情報：市場原理が有効に機能するには，
財・サービスの価格と質に関する情報が参加
者全員に開示されていることが求められる。
計画原理ではこれらの情報が中央に集中する
ことが求められる。
⑤ 　選択の自由：市場原理が有効に機能するに
は需要者・供給者とも選択の自由が保証され

ていることが前提となる。この場合の選択の
自由とは，権利としての自由だけでなく十分
な選択肢が存在することも意味している。計
画原理では中央の意向により各要素の選択の
自由は大きく制限される。
⑥ 　取引期間：市場原理が有効に機能するに
は，取引が短期的で取引のペイオフが個々の
取引で完結的であることが求められる。なぜ
ならこのような状況では，取引の開始や終了
のタイミングによる不利益が発生しないた
め，いつでも始められ，いつでも止めること
ができる。すなわち取引の粘着度が低下して
需要者の選択行動の自由度を高めることにつ
ながる。このように，短期的，自己完結的取
引は需要者の選好を市場に伝達しやすい。一
方，計画原理においては，取引期間は一般的
に長期的である。

3　医療取引に伴う「情報の束」
次いで医療提供システムの運営原理を考察する
上で重要な意味をもつ，医療に関する一連の情
報，「情報の束」について整理する。これらの情
報が適切に伝達されないと医療のパフォーマンス
は低下することとなる。

（1） 　情報の束 A：医師（医療機関）から患者
へ伝達される情報

（A‒a）　病状や診療内容に関する情報
医師と患者の間では医学知識が医師に偏在して
いるため，患者は自身の病状を正しく把握するこ
とが困難であり，また医師が提供する医療内容が
適正なものかどうかを正しく判断することも困難

表 1　市場原理と計画原理の特徴

市場原理 計画原理

①資源配分の手段 市場圧力 規制（命令）
②行動目的 自己利益の追求 全体利益の追求
③要素間関係 競争 規制（命令）に従属
④情報 各参加者に開示 中央に集中
⑤選択の自由 高い 低い
⑥取引期間 短期的 長期的
⑦システムの構造 柔軟 硬直
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である。そのため患者の病状や治療内容に関する
正確な情報が医師から患者に伝達されることが必
要である。
（A‒b）　医師や医療機関に関する情報
医師の専門や臨床経験，医療機関の設備や症例
数，医療体制などの正確な情報は，患者が医療機
関や医師を適切に選択する上で必要である。

（2） 　情報の束 B：患者から医師へ伝達される
情報

（B‒a）　患者の病歴や受療歴
疾病構造が感染症から慢性疾患に移行するにし
たがって，診断精度の向上や的確な治療方法の選
択のために，患者の過去の病歴や受療歴などの時
系列情報が医師に伝達されることの重要性は高ま
っている。
（B‒b） 　他の医療機関での治療や処方に関する

情報
高齢者は複数疾患に罹患しやすいことに加え，
医療機関の機能分化が進んでいるため，高齢化の
進展は複数受診を行う患者を増加させる。このた
め，他の医療機関での検査・治療や処方に関する
情報を共有することは，重複検査や薬剤の重複投
与を回避する上で重要である。
（B‒c） 　生活状況や勤務状況などの生活関連情

報
生活習慣病などの慢性疾患の治療は，感染症の
治療のように短期間入院して集中的に治療が行わ
れ，完治して退院するというプロセスを経るもの
ではない。日常生活を続けながら経過を観察しつ
つ長期的に治療が行われる場合が一般的である。
そのため，患者の生活状況や勤務状況に関する情
報が医師に伝わることは，より適切な治療を選択
することに貢献する。
（B‒d）　治療に関する患者の選好や価値観
慢性疾患への疾病構造の変化と患者の権利意識
の高まりの中で，医療の決定に患者自らが関与す
る自己決定権が重視されてきている。このため医
療に対する患者の選好基準や価値観が的確に医師
に伝わることが必要である。

（3） 　情報の束 C：医師（医療機関）と医師
（医療機関）間で伝達される情報

（C‒a） 　医師の専門・技能・治療方針や医療機
関の医療体制・設備に関する情報

医療機能が分化している中，患者を他の医師
（医療機関）に紹介，転院させる機会が増加して
いるので，医師（医療機関）相互において医師の
専門・技能・治療方針や医療機関の医療体制・設
備などの情報が伝達される必要が高まっている。

III　医療提供システムとネットワーク原理

1�　医療提供システムが市場原理に適さない�
理由
市場原理の特性と医療取引に伴う情報の束につ
いて整理したが，次に主として情報の伝達に着目
して医療提供システムの運営原理が市場原理に適
さない理由を示し，望ましい運営原理について考
察する。

（1）　自己利益の追求モデルから協働モデルへ
①　自己利益の追求から生ずる非効率
市場原理では，供給者と需要者が自己利益の増
加を目的に，財・サービスの質と価格をめぐって
駆け引きを行うという交渉モデルが前提となる
が，医療現場ではこのようなモデルはあるべき姿
として適切ではない。なぜなら，このような交渉
モデルでは情報の非対称性を利用した医師の機会
主義的1）な行動を合理的な行動と見なすことにな
るからである。この場合，情報が非対称な状態を
維持すべく医師（医療機関）から患者に伝達され
る情報（情報の束 A）の量が抑制される可能性が
ある。これは患者にとって三つのリスクを高める
ことになる。第一は，医師や医療機関に関する情
報（A‒b）の伝達が抑制されるため，患者が病状
に最も適した医師や医療機関を選択するのに失敗
するリスクである。第二は，病状や診療内容に関
する情報（A‒a）の伝達が抑制されることによ
り，患者の医療内容の理解が不十分となり治療の
効果が低下するリスクである。特に，長期の服薬
や食生活・運動習慣の改善が必要な慢性疾患治療
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においてこのリスクは大きい。第三のリスクは，
自己利益の追求が優先されて情報の共有ができな
いと，患者と医師との間に信頼関係を築くことが
できなくなることである。このような状況下で
は，患者は医師を盲信するが，期待通りの結果が
得られないと反発して訴訟にまで発展する。この
ようなぎくしゃくした関係は医師を過度に防衛的
にさせ，ハイリスクの患者の受療機会を制約する
ことになりかねない。最近の産科医や小児科医不
足の背景には，このような医師－患者関係がある
と考えられる。
②　協働モデル
医療の取引において，自己利益の追求を基本と
した交渉モデルは患者の不利益につながり，望ま
しくないことを述べた。これは医師－患者関係の
あるべき論，規範論として不適当なだけでなく，
現実の医療関係者の行動を普遍化したモデルとし
ても適切ではない。多くの医療関係者は患者の利
益を最優先に行動しているのが実態である2）。医
師と患者の関係は相互信頼に基づいて，医療者だ
けでなく患者自身も積極的に治療に参加する協働
モデルととらえるのが適切であり，このような医
師‐患者関係が構築できるような政策介入が行わ
れるべきである。

（2）　供給者間の競争から相互補完へ
①　供給者間の競争から生ずる非効率
市場原理では供給者間の競争こそが効率化とイ
ノベーションの源泉だととらえ，供給者間は競争
関係にあることが前提となる。医療においても医
師や医療機関が医療サービスの質の向上のために
切磋琢磨することは患者にとって望ましいことは
いうまでもない。特に一つの医療機関が自己完結
的に医療提供を行う場合は医療機関間の競争効果
は大きい。しかし，近年は，患者の専門的医療に
対する強い要求，医療費の適正化要請，感染症か
ら生活習慣病への疾病構造変化などを反映して，
医療機関の機能分化が進んでいるため，患者は病
状の変化に応じて適切なサービスを提供する医療
機関・介護施設を移動する必要が生じている。具
体例として脳卒中のケースを見てみよう。（i）脳

卒中を発症した場合，急性期病院の救命センター
や脳外科病院に搬送される。そこで専門的な治療
を受け，急性期のリハビリテーションが実施され
る。（ii）その後，リハビリテーション病院や一
般病院の回復期リハビリテーション病棟に転院し
て，身体機能を回復させるリハビリテーションが
実施される。（iii）障害が残れば介護保険施設や
在宅等で日常生活を送るとともに，機能維持のた
めのリハビリテーションが実施される。このよう
に患者の病状によって適切なサービスは変化する
ので，患者が切れ目なく適切な医療を受けるため
には，多様な医療・介護サービス供給者が連携し
て相互補完的にサービスを提供することが必要と
なる。医療機関が過度に競争すれば，医療機関相
互の連携や情報伝達が抑制されることになり，特
にこの場合，患者から医師へ伝達される情報（情
報の束 B）や医療機関相互間で伝達される情報
（情報の束 C）の開示が抑制されかねない。その
結果，（i）患者の最適な医療機関選択を失敗させ
る，（ii）重複検査・重複薬剤投与などの無駄を
生じさせる，といった非効率が生ずる。
②　相互補完モデル
医療機関の機能分化が進む状況下においては，
異なる機能をもつ医療機関相互が競合関係ではな
く，相互補完関係にあるのが望ましい一方，サー
ビスの質を向上させるという意味からは，同機能
を有する医療機関の間には適度に競争関係がある
ことが適当である。

（3）　短期的取引から長期的取引へ
①　短期的取引から生ずる非効率
取引が短期的であれば，需要者の選好を速やか
に市場に反映させることができるが，医療につい
ては次に示す情報の伝達効率の視点から長期的な
取引が望ましい。
（i）   　生活習慣病などの慢性疾患の診断や治療

の決定において，過去の病歴や治療歴に関
する情報（B‒a）は重要な意味をもつ。医
師自身が過去から継続して治療に当たって
いる場合の方が（すなわち長期的取引），
過去は他医にかかっていた患者から問診に
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よって情報を入手する場合より正確で豊富
な情報を獲得可能である。

（ii）  　慢性疾患の治療は日常生活をしつつ長期
的に行われる場合が多いため，医師が治療
法を選択する際には患者の生活状況や勤務
状況などの生活関連情報（B‒c）や治療に
関する患者の選好や価値観（B‒d）の把握
が重要である。これらの情報が医師に伝達
されるには長期的・継続的な受診を前提と
した医師患者間の信頼関係の構築が必要と
なる。

（iii） 　いわゆるドクターズショッピングに見ら
れるような過度な担当医の変更は，医師患
者間に信頼関係が構築しづらく，医師から
患者に伝達される病状や診療内容に関する
情報（A‒a）に対する患者の理解が不十分
となり治療効果にも悪い影響をもたらす可
能性がある。

②　長期的取引モデルへ
このように慢性疾患の治療では，スポット的な
短期取引ではなく長期的で継続的な取引が有効で
ある。そのために誘導することが必要である。

（4） 　需要者の無制約な選択の自由から社会的
トリアージ（選別）へ

① 　需用者の無制約な選択の自由から生ずる非
効率
市場原理は需要者が安価で質の高い財・サービ
スを自由に選択することにより，生産効率の悪い

供給者は駆逐されて市場全体の効率性が向上する
というメカニズムであるから，需要者には無制約
な選択の自由が保証されることが必要である。し
かし，このメカニズムが有効に機能するために
は，（i）価格が伸縮的に変化すること，（ii）需要
者が質に関する正確な情報を持っていること，
（iii）供給者の数が多く需要者にとっての選択肢
が豊富にあることが前提となる。しかし，医療シ
ステムはこれらの条件を満たしていない。第一
に，一律の公定価格が適用されるため価格に供給
者間の効率性の違いや需給関係は反映されていな
い。第二に，患者が医療の内容を適切に評価する
ことは困難である。そもそも患者は自身の病気が
何か，その治療に適した医療は何なのかを把握す
ることすら困難なのであるから，合理的な消費者
として行動することができない。第三に，医療需
要には緊急性が高い場合があり，また医療は生産
と消費が同時であるというサービス財としての特
性をもつため選択可能な医療機関は一定の空間範
囲に限定される。一方，医師などの医療者は免許
制であるため，その供給量は制約される。これら
の理由で，患者の選択肢は大きく制限される。
このように市場原理の前提が満たされていない
ため，患者に無制約な選択の自由があると次のよ
うな不均衡が生じて調整が困難となる。患者は自
身の病気が何であるのか正確には判断できないた
め，危険回避的な患者であれば高機能病院や専門
医を積極的に受診する傾向がある。しかし，公定
価格であるから医療の価格変化による需給調整は

表 2　医療提供システムに市場原理が適さない根拠と新しいモデル

市場原理の前提 市場原理から生ずる非効率性 望ましいモデル

自己利益の追求
（駆け引きモデル）

情報の束Ａの伝達の抑制
・医療機関選択の失敗
・治療効果の低下
・信頼関係の低下（訴訟リスクの上昇）

協働モデル
医師―患者間の協働から生ずる利益を重視

供給者間の競争 情報の束Ｂ，Ｃの伝達の抑制
・医療機関選択の失敗
・重複検査などの無駄

相互補完モデル
医療機関相互の補完関係から生ずる利益を重視

短期的取引 情報の束Ａ，Ｂの伝達が不十分
・治療効果の低下
・信頼関係の低下（訴訟リスクの上昇）

長期的取引モデル
長期的な医師－患者関係から生ずる利益を重視

無制約な選択の自由 不均衡の発生
・高機能病院志向
・真に必要とする患者の排除

選択の自由の抑制
供給制約と不完全な価格機能により選択の自由を抑制しなけれ
ば不均衡の調整が不可能
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行われず，さらに医療機関の数に制約があること
から高機能病院には患者が集中し，その結果，高
機能病院で専門的な治療を必要としている患者の
受診を妨げることになる。
②　選択の自由の抑制：社会的トリアージ
このような非効率を改善させるには，患者の選
択の自由を制限することになるが，何らかの方法
で医療機関の機能に応じて患者をトリアージ（選
別）することが必要である3）。
以上の検討を整理したものが表 2である。

2　医療提供システムとネットワーク原理
（1）　規制かインセンティブか
以上の考察から医療提供システムの運営原理と
して市場原理は不適当であることが再確認された
が，市場原理の対極にある計画原理は適切なので
あろうか。計画原理を最も特徴づけるのは資源配
分の手段が規制であることから，Zeckhauser and 
Zook〔1981〕は，資源配分機能として規制とイ
ンセンティブのどちらが優れているのかを，シス
テム（市場）の特性に応じて考察し，医療市場で
は規制よりインセンティブの方が適していること
を示している。表 3はシステム（市場）の特性に
応じて資源配分機能として規制とインセンティブ
のどちらが優れているのかを整理したものであ
る。適正な規制を行うためには供給者の行動を規
制当局が正確にモニタリングする必要がある。そ
のため，供給者の数が多い，生産物の構造が複
雑，生産物の数が多い，生産費用や生産数量に関
する情報の収集が困難，という状況ではモニタリ
ングコストが大きくなるため規制による調整は不
利となり，個別にモニタリングの必要のないイン
センティブの方が適している。（経済的）インセ
ンティブは価格に影響を与えることであるから，
需要や供給の価格弾力性が大きいほどその効果は
大きいといえる。さらに politicalな面に着目する
と，政策介入に対して反対する勢力が大きい場合
は，介入が直接的な規制より間接的なインセンテ
ィブの方が反対されにくい。また政策介入の目的
が複雑，曖昧な場合はきめ細かく規制を構築する
必要があるため，規制よりインセンティブの方が

容易に実行できる。
それでは，医療提供システムにおける資源配分
手段として規制とインセンティブのどちらがふさ
わしいのであろうか。供給者の数は医療機関数で
みても医師数でみても多数である。医療は専門的
な知識や技術を基に医薬品や診断・治療機器を駆
使して行うサービスであるから，その構造は極め
て複雑だといえる。また，傷病の種類の多さや患
者の病状が多様であるため，提供される医療サー
ビスの種類も非常に多い。公定価格の変更，すな
わち診療報酬の改定が医師の医療選択に少なから
ず影響を与えることも知られている。したがっ
て，医療供給に対する公定価格の弾力性は大きい
と考えられる。医療サービスの費用を計算するた
めには複雑な原価計算を用いる必要があり，ま
た，医療機関ごとに費用のばらつきが大きいた
め，医療サービスごとの費用を正確に把握するこ
とは難しい。医療に対する利害間集団は多く，中
には政治的に一定の影響力を行使できる団体もあ
り，政策介入に対する反対の勢力は大きいといえ
る。医療政策の目的は，医療の技術進歩の促進，
医療アクセスの公平性の確保，医療費上昇の抑制
等々多目的である。しかも，これらには相互に対
立する概念もある。それゆえ，医療政策の目的は
単一で明快なものだとはいえない。
このような考察から，医療システムに対する効
果的な介入方法は規制よりインセンティブだとい
える。このことは，医療提供システムの運営管理
原理としては，市場原理は適さないが規制を調整
手段とする計画原理も適さないことを示している。

表 3　規制とインセンティブの介入効果

出所）　 Zeckhauser and Zook,〔1981〕を著者が一部修正。

効果的な介入

規制 インセンティブ

供給者の数 少数 多数
生産物の構造 単純 複雑
生産物の種類 少数 多数
価格弾力性 低い 高い
費用と数量に関する情報 入手が容易 入手が困難
介入反対の勢力 小さい 大きい
介入の目的 単一，明快 複雑，曖昧
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（2）　医療提供システムとネットワーク原理
これまでの考察を基に，あらたな運営原理とし
てネットワーク原理を提唱する。ネットワーク原
理の特性は表 4に示したように市場原理と計画原
理の中間的な性格をもつ。以下，ネットワーク原
理の特徴について概説する。
［資源配分の方法］積極的な情報開示の強制と
インセンティブによる調整。
［行動目的］各参加者が近視眼的な自己利益の
追求ではなく，参加者間の協力から得られる利益
を重視した自己利益の追求（啓発された自己利
益）を目的とする。
［要素間関係］参加者の行動目的が単なる自己
利益の追求ではないため，要素間関係は自発的な
相互補完関係が重視される。
［情報の流通］情報は各参加者に開示される。
［選択の自由］選択の自由は確保されるが，そ
れによって生ずる非効率を意識して自発的に選択
の自由を抑制することも重視する。
［取引期間］長期的取引から得られるメリット
を重視する。
［システムの構造］メンバー間の関係は自由で
あり，システムは多様性，柔軟性をもつが，長期
取引を重視するため一定の安定性をもつ。
以上を総括すると，ネットワーク原理は，（i）
医師－患者間の協働，医療提供者間の相互補完，
長期的な医師－患者関係の構築，選択の自由の自
発的な抑制などから得られる利益を重視して，
（ii）情報開示とインセンティブにより，（iii）参
加者の行動変容を引き起こさせる運営原理だとい
える。

IV 　現実の医療提供システムとネットワーク
原理

1　市場原理の失敗の補完
（1）　協働モデルへのインセンティブ
医療者と患者が協働するためには，情報の共有
を促進することが有効である。信頼関係の上に成
立する協働が情報の共有をさらに促進させるとい
う好循環を生み出す。このために具体的に，以下
の施策が考えられる。
① 　診療に関する情報（A‒a）や医師や医療機
関の特性に関する情報（A‒b）が積極的に開
示されるインセンティブの構築。
② 　インフォームドコンセントやセカンドオピ
ニオンに対する積極的な診療報酬による評
価。
③ 　医療機関が主催して医療者と患者の交流す
ることに対するインセンティブの構築。
④ 　院内での苦情や事故後の初期対応の際に患
者側と医療側の対話の橋渡しをする「医療メ
ディエーター」の育成を推進するインセンテ
ィブの構築。

（2）　相互補完モデルへのインセンティブ
医療機関相互の補完関係を強化する施策として
は次のような施策が考えられる。
① 　医療機関相互の連携関係の強化に対する積
極的な診療報酬による評価。
② 　電子カルテの普及により診療情報のポータ
ビリティを高めることに対するインセンティ
ブの構築。

表 4　ネットワーク原理の特徴

市場原理 ネットワーク原理 計画原理

①資源配分の手段 市場圧力 インセンティブ 規制（命令）
②行動目的 自己利益の追求 協働の利益を重視 全体利益の追求
③要素間関係 競争 相互補完の利益を重視 規制（命令）に従属
④情報 各参加者に開示 各参加者に開示 中央に集中
⑤選択の自由 高い 一部抑制 低い
⑥取引期間 短期的 長期的 長期的
⑦システムの構造 柔軟 中間 硬直
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③　地域における医療機関の交流の場の創設。

（3）　長期的取引モデル
特定の医師と患者の受療関係を継続的，長期的
に持続させるためにはかかりつけ医の普及が考え
られる。しかし，かかりつけ医制を強制すること
は，患者の選択権を大きく侵害することになり適
切ではない。患者の選択権を維持しつつ，長期的
な医師－患者関係を推奨するインセンティブを構
築することが必要である。また，ドクターズショ
ッピング的な受療行動のメリットが少ないことを
啓蒙する教育活動も重要であろう。

（4）　社会的トリアージ
トリアージの主体が患者自身なのか医師なのか
によって二つのスキームが考えられる。
①　患者自身によるトリアージ
医師の専門や医療機関の機能に関する情報

（A‒b）を積極的に開示することを通じて，患者
が自身の病状に合わせて最適な医師や医療機関を
選択することを可能にさせる，いわば患者自身に
よる自己選抜のスキームである。これは患者の選
択の自由が確保されるものの，患者自身は自分の
病状を正確に診断できないため，危険回避度の高
い患者は，実際には不必要であっても大病院等の
有名病院に集中する傾向に歯止めがかからず，資
源配分の最適化という点では一つの欠点を有す
る。場合によっては病院情報の開示は大病院志
向，有名病院志向を加速させることも考えられ
る。
②　プライマリーケア医によるトリアージ
医師や医療機関の選択にプライマリーケア医が
介入し，患者の病状に最適な医療機関を紹介する
というスキームである。このスキームは一般に価
格政策と組み合わせて実行される。最初にプライ
マリ－ケア医を受診し，専門的高度な治療が必要
だと判断した場合に専門の医療機関を紹介する。
患者がプライマリーケア医の診断を受けずに大病
院や専門医を受診した場合は，紹介がない場合と
比較して医療価格を引き上げるという仕組みであ
る。イギリス，デンマーク，スウェーデン，カナ

ダなどは，このタイプのスキームを導入してい
る。このスキームには次の二つの課題が考えられ
る。第一に，プライマリーケア医がゲートキーパ
ーとして有効に機能するためには，診療科横断的
な診断能力をもたなくてはならないが，そのよう
なプライマリーケア医の育成が課題となる。第二
は，患者のプライマリーケア医を選択する自由を
どこまで認めるべきかという課題である。選択の
自由度を大きくすればトリアージ機能が低下し，
自由度を大きく制限すれば患者とプライマリーケ
ア医に良好な関係が形成できなかった場合に患者
の不利益は大きくなる。

2�　最近の事例に見るネットワーク原理の視点
からの若干の考察
最近の医療に関連する二つの動きをネットワー
ク原理の視点から考察してみよう。一つは医療機
関の「連携」推進を目的として行政が積極的な情
報開示と診療報酬による誘導を行った例である。
あと一つは，患者自身が自発的に「協働」と「ト
リアージ」を行い，医療体制の崩壊を守った例で
ある。

（1）　政策としての機能分化と連携の促進
①　医療計画の見直し
医療制度改革の一環として，（i）患者を中心と
した医療連携体制，（ii）主要な事業ごとに柔軟
な医療連携体制，（iii）病院の医療機能を重視し
た医療連携体制等の構築を目指して，これまでの
医療計画が修正された。この新医療計画を実現す
るための具体的施策として，「4疾病 5事業の連
携構築」と「医療機能に関する情報提供制度」が
ある。前者は，がん，脳卒中など 4疾病，救急医
療，小児救急医療など主要な 5事業ごとに医療連
携体制を構築することで，医療機関相互の連携の
下で，適切な医療サービスが切れ目なく提供され
ることを目標としたものである。各都道府県は
2008年度を目途に，疾病又は事業ごとに，必要
となる医療機能を明らかにした上で，各医療機能
を担う医療機関等の名称や数値目標が記載される
新しい医療計画を作成することになる4）。後者
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は，各医療機関が指定された項目について都道府
県に提出し，その内容を都道府県がインターネッ
トで住民に開示するというという制度であり，
2008年度から実施された。開示項目は診療科目
や診療時間などの基本的な情報に加え，医療の実
績や医療連携体制や差額ベッドの料金など幅広く
病院で 56項目，診療所で 50項目に及んでいる。
②　診療報酬改定
さらに医療機関の連携が推進するように，表 5
に示したように診療報酬による連携のインセンテ
ィブが設けられた。2006年度改定では，がん専

門病院と一般病院との連携を促進する「がん診療
連携拠点病院加算」，病院と在宅療養との連携促
進を目的とした「地域連携退院時共同指導料」，
大腿骨頸部骨折治療における医機連携の促進を図
った「地域連携診療計画退院時指導料」などがあ
る。2008年度改定では，「がん診療連携拠点病院
加算」の報酬が引き上げられ，「地域連携診療計
画退院時指導料」の対象疾患に新たに脳卒中が加
わった。また，2008年度から 75歳以上を対象と
した後期高齢者医療制度（長寿医療制度）が導入
されたが，その中では，入院患者が退院後の療養

表 5　連携のインセンティブとしての診療報酬の例

2006年度改定

名　称 評価する内容 点　数 目　的

がん診療連携拠点病
院加算

がん拠点病院において他の医療機関からの紹介されたが
ん患者が入院した場合

200点
（入院初日）

一般病院とがん専門病院
との連携

地域連携退院時協同
指導料

退院後に患者を診る医師が入院医療機関の医師と協同し
て在宅医療について説明・指導した場合

310点⇒ 1000点（在宅療
養支援診療所の場合）

病院と在宅との連携

地域連携診療計画退
院時指導料

地域連携クリティカルパス（大腿骨頸部骨折）に基づい
た退院後の療養計画を説明し，連携医療機関に文書で渡
した場合

1500点 大腿骨頸部骨折治療にお
ける医療機関や介護施設
相互の連携

2008年度改定

名　称 評価する内容 点　数 目　的

がん診療連携拠点病
院加算

がん拠点病院が他の医療機関からの紹介で入院医療を提
供した場合

200点⇒ 400点 がん拠点病院と他の医療
機関との連携

地域連携診療計画退
院時指導料

地域連携クリティカルパス（脳卒中）に基づく退院後の
療養計画を説明し，連携医療機関に文書で渡した場合

600点 脳卒中における医療機関
や介護施設相互の連携

2008年度改定（後期高齢者医療）

名　称 評価する内容 点　数 目　的

後期高齢者総合評価
加算

入院中に生活能力，認知機能などを総合的に評価した場
合

50点 退院後の療養生活への円
滑な連携

後期高齢者退院調整
加算

退院困難な要因がある患者に対し，その要因の解消を含
めた退院支援計画を作成した場合

100点 退院後の療養生活への円
滑な連携

後期高齢者退院時薬
剤情報提供料

入院時に投与された薬剤情報等を経時的に管理できる手
帳に記載した場合

100点 薬剤投与に関する情報を
退院後の療養に連携

後期高齢者外来患者
緊急入院診療加算

診療所から患者の急変時にあらかじめ定められた病院に
入院させる場合

500点 病院と診療所の連携

在宅患者連携指導料 医師が在宅療養患者を訪問して他業種（看護，福祉）と
連携して患者や家族を指導する場合

900点 在宅医療における医療と
介護の連携

在宅患者緊急時等カ
ンファレンス料

患者の急変時に主治医が患家を訪問し，関係する医療従
事者とカンファレンスを行い，患者を指導する場合

200点 在宅医療における緊急時
の医療連携
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生活に円滑に移行することができるようにと「後
期高齢者総合評価加算」「後期高齢者退院調整加
算」が設けられ，また診療所と病院の連携を図る
目的で「後期高齢者外来患者緊急入院診療加算」
が設けられた。在宅療養において医療と介護など
多職種間の連携を図る「在宅患者連携指導料」も
創設された。情報開示と診療報酬というインセン
ティブを用いたこの施策が目的通りに医療連携の
推進に寄与するかどうかは未知数であるが，大い
に注目すべきである。

（2）　協働と患者自身によるトリアージの実現
特段の政策介入がないにもかかわらず患者が主
体となり，医師と患者の「協働」が実現し，同時
に患者自身が自発的に「トリアージ」を行って需
給調整に成功した事例がある。医師不足から病院
の小児科が閉鎖される危機に直面して，母親たち
が中心に 2007年 4月に発足させた「兵庫県立柏
原病院小児科を守る会」がそれである。この会の
特徴は，署名活動や関係団体への陳情を行って医
師の招聘を求めるという活動にとどまらず，病院
の小児科医の窮状を理解し，共感し，（i）コンビ
ニ受診（夜間や休日などに受診する）を控えよ
う，（ii）かかりつけ医を持とう，（iii）お医者さ
んに感謝の気持ちを伝えよう，というスローガン
をつくり，それを実践した点にある。実際には，
小児科医が監修した分かりやすい小児救急に関す
る冊子を作成して母親に配布し，節度ある受診を
促した。また，医師に対して感謝の手紙や手作り
のお菓子を贈るなど，患者の感謝の気持ちを積極
的に伝えている。このような患者達の行動に対し
て，医師達も，小児救急に関する冊子の作成に協
力したり，ホームページ上で「私たちは柏原病院
小児科を守る会の方々に感謝しています。小児科
がまだ存続しているのは革命的とも言える柏原病
院小児科を守る会ができたからです！」で始まる
感謝の意を表明している。このような患者に守ら
れている病院で働きたいという医師も現れたとい
う。この活動の特徴は，（i）行政の支援なく，自
律的に医師と患者が協働関係が構築されたこと，
（ii）小児医療を守るために患者が自発的にトリ

アージを行ったこと，（iii）ホームページや報道
を通じてこの運動が広く知れわたり，他の同様の
活動を誘発していることにある。このように政策
の積極的な介入がなくとも，必要に迫られてネッ
トワーク原理に基づく行動が取られる場合もある
ことは注目に値する。

V　おわりに

医療提供システムの合理的な運営原理としてネ
ットワーク原理を提唱した。これは医師－患者間
の協働，医療提供者間の相互補完，長期的な医師
－患者関係の構築，選択の自由の自発的な抑制な
どから得られる利益を重視して，情報開示とイン
センティブにより参加者の行動変容を引き起こさ
せる運営原理である。医療機関の機能分化と連携
の推進を図る政府は，医療機能に関する情報開示
や診療報酬による連携の誘導を開始した。これは
ネットワーク原理によるアプローチだといえる
が，有効に機能するかどうかを見極めることは重
要である。一方，「柏原病院小児科を守る会」は
特段の政策介入がないにもかかわらず，自律的に
医師－患者間の協働，患者自身によるトリアージ
を実現したケースである。また尾道市の高齢者の
地域ケアの有名な事例は，政府が連携のインセン
ティブを構築する以前に，主治医機能を中核に医
療機関（介護施設）相互の補完関係を自律的に達
成した先進例だといえる。このように，行政介入
がなくてもシステムの参加者が自律的にネットワ
ーク原理に基づく行動をとっている実例が散見で
きる。このことはネットワーク原理が有効に機能
する上で，行政介入以外に重要な要素があること
を示唆している。たとえばリーダーシップのあり
方，情報伝達手段，医療のタイプ，コミュニティ
の広がりなどの要素はどのような意味をもつの
か。このような考察を省いて，行政が情報開示の
促進やインセンティブの設計を行っても「笛ふけ
ど踊らず」ということになるかもしれない。それ
ゆえ，自律的にネットワーク原理が機能するメカ
ニズムについて研究することは大きな意義があ
る。とりあえず「柏原病院小児科を守る会」のよ
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うに「奇跡的」に生まれた自律的なネットワーク
原理の火種を，大きな炎にし，広く普及させるこ
とに行政は関与すべきではないか，この支援プロ
セスを通じて，行政もネットワーク原理に火がつ
くための「触媒」を発見することができるかもし
れない。

尿病。5事業は，救急医療，災害時における医
療，へき地の医療，周産期医療，小児救急医療
を含む小児医療。
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注
 1） 　機会主義（opportunism）は，情報の不完全
性や交渉力の格差を利用して悪賢いやり方で自
己利益を追求すること。

 2） 　医師が収入を増やそうとする行動をとること
もあるが，その場合でも病状の改善や治癒を最
優先するという範囲内で行われるのが一般的
で，収入増を理由に医学的に最善な医療を放棄
することは希ではないか。

 3） 　供給者の選択の自由も再検討する必要があ
る。産科等のハイリスクな医療を行う医師が急
速に不足しているし，過疎地で勤務する医師も
不足している。診療科や地域での不均衡を何ら
かの方法で是正しなければならない。

 4） 　4疾病は，がん，脳卒中，急性心筋梗塞，糖
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はじめに

1990年代初頭のバブル経済1）の崩壊は，わが国
経済社会に大きな打撃を与え，わが国をそれまで
支えてきた諸システムを抜本的に変革する必要に
迫られた。そしてそれは社会保障・社会福祉の分
野においても例外ではなかった。すなわち 1990
年代中盤以降に見られる社会保障構造改革と社会
福祉基礎構造改革の展開である。換言すれば福祉
ニーズの多様化・高度化，またサービス提供主体
の多様化と同時に新自由主義的な政策展開がなさ
れる傾向が顕著に見られるようになったことを意
味する。
財政構造改革の一環として位置づけられた社会
保障構造改革では「改革の基本的方向」として，
①国民経済と調和しつつ社会保障に対する国民の
需要に適切に対応すること，②個人の自立を支援
する利用者本位の仕組みの重視，③公私の適切な
役割分担と民間活力促進，の三点が据えられ，そ
の第一歩として「介護保険制度」が創設されるこ
ととなった。
介護保険制度は高齢者福祉，高齢者医療，そし
て老人保健に関して制度の効率化を図るものとし
て，介護ニーズという点に着目し，応益負担・社
会保険方式および市町村単位での運営でサービス
が提供される仕組みとなった。また要介護認定等
を受けることを前提としつつ，サービス提供者と
その利用者の間で契約制が導入され，旧来の行政
処分的性格2）を持つ措置制度に基づくサービス利

用から，サービス利用者が「自由」にサービス提
供者を選ぶことが可能となった。しかしその「自
由性」は サービス資源の不足・偏在によって充
分に保障されているとは言いがたい状況に陥って
いる。
さらにその後における社会福祉基礎構造改革で
は，社会保障構造改革の流れを引き継ぎつつ，新
自由主義的な「自立支援」の姿勢をさらに先鋭化
させ，サービスの利用者と提供者が対等な関係で
あると位置付けて，「社会福祉事業法」を「社会
福祉法」に改正した。この社会福祉法では，①利
用者の立場に立った社会福祉制度の構築，②サー
ビスの質の向上，③社会福祉事業の充実・活性
化，④地域福祉の推進，の四点が大きな目標とし
て掲げられた。これらをうけて 2003年から障害
（児）者の分野において「支援費制度」が導入さ
れ，サービスの利用にあたって「契約」が求めら
れることになった。ただし，同制度では利用料の
負担方式が応能負担であった。その結果，潜在的
ニーズが顕在化し，予算も少なかったため財政補
填が必要となった。これに対し，政府は 2005年
に「障害者自立支援法」を制定し，サービス利用
の抑制を一つの狙いとして利用料の負担方式を応
能負担から応益負担へと転換させた。
これらの動向をみると，そこにいわば市場的要
素が組み込まれている「福祉市場」が形成されて
いることに気がつく。サービス提供費用の利用者
補助化，多様なサービス提供主体の存在と「競
争」，公的部門によるサービスの直接的提供から
の撤退など，わが国における福祉サービスの提供

「準市場」の介護・障害者福祉サービスへの適用

佐　橋　克　彦
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体制は新たな局面を迎えている。すなわち福祉サ
ービスにおける「準市場化」である。そこで本稿
ではわが国における準市場3）の介護・障害者福祉
サービスへの適用について，先行研究をおさえた
うえでその枠組みおよび準市場の適用が各主体に
与える影響を論じる。

I　先行研究

介護保険制度に関する総合的な分析としては平
岡〔2002〕がある。平岡〔2002〕は「介護保険制
度の問題に疑似市場の理論を適用する場合の基本
的な論点はどこにあるのかを検討し，それらの点
について実際に調査データを用いて若干の分析を
行い，その分析結果の一端を紹介」する研究を行
っている〔平岡 2002，p. 13〕。平岡は実際に地方
自治体の介護保険担当課に対して介護サービスに
関する調査を実施し，「以前の体制との連続性，
あるいは緩やかな変化が見られた」としており，
市場化が急速に進展しているわけではないと実態
に即して述べている〔同上書，p. 26〕。さらに平
岡〔2004〕は「社会サービスの市場化とは現実に
は，擬似市場化を意味する。それだけに，市場化
の是非について論じる前に，実際の社会サービス
においてどの程度までの市場化が可能であるの
か，あるいは現実にどの程度まで市場メカニズム
が作用しているかを客観的に評価・分析すること
が重要である」〔平岡 2004，p. 297〕と平岡
〔2002〕にひき続いて実証的な検討が必要である
と論じている。
また長澤〔2002〕は，イギリスのナショナルヘ
ルスサービスにおける「疑似市場」の展開を手が
かりに「疑似市場の手法とダイナミズムの研究
は，わが国の保健医療・福祉領域への適用を考え
る上でも重要な視点である」とし，準市場の枠組
みが持つ可能性を指摘している〔長澤 2002, 
p. 93〕。さらに準市場が導入された背景として，
長澤〔2005〕は「公的部門は，ニーズへの応答性
に欠け，柔軟性に乏しく，供給が非効率であると
の認識があった」〔長澤 2005，p. 49〕と指摘して
いる。これはわが国の措置制度の問題点にも共通

するものである。
駒村〔2004〕は後述する LeGrandらの理論体
系を敷衍して詳細に「擬似市場」（準市場）を整
理している。駒村は「擬似市場のポイントは『供
給者』と『購入者』の分離である。これまで政府
は自らの部門で公的サービスを生産し，自ら購入
してきた。しかし擬似市場では政府は自らサービ
スの生産を行わない。サービスの生産は政府では
なく多様な民間競争的な事業者が行う。さらに
『購入者』と『財政（支出者）』の分離も重要であ
る」〔駒村 2004, p. 213〕とし，それがうまく機能
するために，①十分な供給主体が存在すること，
②「インセンティブ設計」の重要性，③ニーズ把
握の問題，④サービスの安定供給の問題，⑤コス
ト増加の問題，をあげている〔駒村 2004，
pp. 215‒216〕。そのうえで，市場メカニズムと
「擬似市場メカニズム」を対比させ，「擬似市場で
は供給者優先の社会福祉から利用者優先の社会福
祉システムになる」〔p. 225〕と指摘している。
さらに準市場の定義に関わるものとして河野

〔2005〕があげられる。河野は「準市場システム
は，競争を促すエンジンとして用いられた。サー
ビスの購入者と提供者を分離し，国家が財源をコ
ントロールする権限は残すが，サービスの配分は
顧客を求めて競争する提供者へ委ねる。サービス
購入資金は国から提供されるが，利用者はサービ
ス購入の際，情報不足を補うために代理人
（agency）を使うかバウチャーを利用する方法を
用いる。サービス提供者には純粋市場とは異な
り，非営利組織も含まれる」〔河野 2005，p. 74〕
と整理している。
また岡崎〔2007〕は準市場の特徴を「市場から
の公的部門の撤退ではなく社会制度（介護保険）
の導入が市場化の鍵をにぎっていること，供給主
体が多様化され利用者の選択を基礎に競争が行わ
れること，サービスの利用にあたってはエージェ
ント（ケアマネジャー）の介在を行わせているこ
と」〔岡崎 2007，p. 28〕としている。
このように先行研究において準市場（化）は，
公的規制・財源のコントロールを伴いつつ市場メ
カニズムを導入したサービス提供体制として取り



季刊・社会保障研究32 Vol. 44  No. 1

扱われていることが分かる。

II 　準市場の枠組み－ LeGrand, J.と
Bartlett,W.の枠組み－

準市場（化）には諸説あるが，ここでは準市場
の枠組みを体系的に整理したイギリスの
LeGrand,J.と Bartlett,W.の 編 に よ る“Quasi-
markets and Social policy”〔1993〕からその特徴
を抽出する。
準市場の形成にはある一定の「成功条件」

（conditions for success）が必要であり，それを満
た し た 場 合，「 評 価 基 準 」（evaluations for 
criteria）から準市場化の程度を把握できるとさ
れる。
そもそも準市場（quasi-market）という言葉
は，国家によるサービスの独占的提供体制を改め
市場競争的なものにしつつも，サービスの利用が
最終的に金銭を媒介として行われないことおよび
第三者によるサービスの購入を意味しており，ま
た行政にはイネーブラー（enabler）4）と規制主体
としての役割が期待されている〔LeGrand, J. ＆ 
Bartlett, W., 1993, p. 10〕。
さて，そこで必要となる「成功条件」は，①市
場構造の転換，②情報の非対称性の防止，③取引
費用と不確実性への対応，④サービスの提供者，
購入者の動機付けのあり方，⑤クリームスキム
（「いいとこどり」）の防止，である〔Ibid., pp. 19‒

33〕。
第一の「市場構造の転換」とは，サービスの提
供者を小規模化・分散化し競争を促進させること
である。もう一点重要なこととして公定価格の設
定があげられる。つまり限られた予算（価格）の
中でサービスを提供しなければならず，これが最
終的に効率性の向上に資するとされる〔Ibid., 
p. 24〕。第二の「情報の非対称性の防止」は，適
切な価格設定とサービスの質の確保のために必要
であるとされる〔Ibid.〕。第三の「取引費用と不
確実性への対応」は取引過程の複雑化に伴う取引
費用5）の発生および不測の事態への対応を意味す
る。第四に「動機付けのあり方」である。サービ

ス提供者は市場において好反応を得るため利潤追
求動機を持たなければならない反面，（第三者に
よる）サービスの購入は福祉追求の動機を持たな
ければならない〔Ibid., p. 30〕。これにより双方に
緊張関係が生まれ，利用者のニーズに対応したサ
ービスの提供につながることになる。最後の「ク
リームスキムの防止」であるが，これは低所得層
に対してサービス費用の無料化や減免を行うこと
で，サービス提供者側にいいとこどりをさせな
い，すなわちサービス提供主体にとって自らの利
益を最大化するように利用者を選別し，「クリー
ムスキム」させないことである〔Ibid., p. 32〕。
一方，「評価基準」においては，①生産性効率
の上昇，②応答性の向上，③選択性の確保，④公
平性の確保，があげられている〔Ibid., pp. 13‒
19〕。
第一の「生産性効率の上昇」は，質を確保しな
がらコストを抑制していくことを意味する。これ
によりサービスの利用者に対して量，質ともにす
ぐれたサービスが提供されることになる〔Ibid., 
p. 15〕。第二の「応答性の向上」は，福祉官僚制
に対する反省から来ているものである。官僚的で
画一的なサービス提供体制ではなく，利用者のニ
ーズに応えられるようになることである〔Ibid., 
p. 16〕。第三の「選択性の確保」とはサービスの
選択と同時にサービス提供者の選択そのものも含
んでいる〔Ibid., p. 17〕。最後の「公平性の確保」
とは低所得であるか否かに関らず，ニーズに着目
して費用負担の無料化，減免を行うことによりサ
ービスに手が届くようにすることである〔Ibid., 
p. 19〕。

III　本論文の分析枠組

以下，上記の LeGrandらの枠組みを受けてわ
が国における介護サービス，障害者福祉サービス
の準市場化を分析していく。
分析の視点としては，まず各制度の展開および
概要をおさえ，それがもつ「準市場的」な特徴を
整理する。次に各制度を準市場（化）の観点から
分析する。その際，第一にサービス利用主体，第
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二にサービス提供主体，第三に運営主体，のそれ
らに与える影響を論じたうえで小括を行うことと
する。これにより準市場を形成するアクター，す
なわち利用者（購入者），サービス提供者，運営
主体の各関係が，準市場化によっていかなる影響
をこうむることになっているかを明らかにする。
また介護サービスと障害者福祉サービスを同時
に分析し，比較するのは，いずれの領域において
も市場化を推進する「構造改革」の一環として取
り組まれたこと，対象（者）は異なるが，制度枠
組みの類似性・共通性と同時に差異性が見られる
からである。

IV　準市場の介護サービスへの適用

1　介護保険制度の展開
（1）　2000年介護保険制度の特徴
社会保障構造改革の「第一歩」として位置づけ
られた介護保険制度は，社会保険という枠組みと
介護サービスの提供という二つの枠組みを持つこ
ととなった。これに関して重要な点は，要援護高
齢者に対するサービス提供体制が措置から契約へ
と転換したことである。介護保険制度施行以前は
行政処分性を持つ「措置」によりサービスが提供
されていたが，社会保障構造改革においてその問
題性が指摘され，契約制へと転換した。
措置制度の問題性とは，税を中心とした応能負
担方式であるため不公平や非効率をもたらすと同
時に，「福祉サービスが受益者にとって，選択の
余地のない行政処分を通じて，もっぱら配分され
る制度となっている」点とされる〔八代 1997，
p. 26〕。
これらを受けて介護保険制度は 40歳以上のす
べての国民を対象にし，市町村が運営主体となる
構図が出来上がった。とくに 65歳以上の高齢者
については保険料の納付と同時に，介護サービス
を受けた場合には反対給付として 1割の応益負担
でサービスを利用できることとなった。
また，サービス提供側の動向では，第二種社会
福祉事業に営利・非営利を問わず一定の要件を満

たしたものが介護サービス市場に参入できる規制
緩和が行われた。これにより在宅福祉サービスを
提供できる裾野が拡大した。また「選択される
側」になったことにより提供者間で競争が始まっ
た。これを異なる視角からみれば従来の事業者補
助方式から利用者補助方式へと転換を遂げたこと
を意味する。
一方，行政は，市町村レベルで見れば要介護認
定（行政処分），保険料の設定，介護保険事業計
画の策定が，国レベルで見れば介護報酬単価の設
定，というように，規制・監督者としての役割を
果たすこととなった。

（2）　2005年改正介護保険制度の特徴
2005年の法改正では以下の五点が改正の目玉

となった。第一に予防重視型システムへの転換，
第二に利用者負担の見直し，第三に新たなサービ
ス体系の確立，第四にサービスの質の確保・向
上，第五が制度運営・保険料の見直し，である。
第一の予防重視システムへの転換とは，要支援
および要介護 1の者に地域包括支援センターに所
属するケアマネジャーが介護予防計画を立案し支
給される各種のサービスである。これにより重度
化が防がれるためサービス提供費用の抑制が見込
まれる。一方で市町村を責任主体とした地域支援
事業も創設され，柔軟なサービス提供体制が期待
できる。また要介護の者は居宅介護支援事業所を
通じて介護給付を受給することになっている〔厚
生労働省老健局『全国介護保険担当課長会議資
料』（2005年 8月 5日）〕。
第二の利用者負担の見直しであるが，最大の特
徴はホテルコスト，すなわち居住費用および食費
を施設サービス利用者から徴収するようになった
点である。それによりサービス利用の抑制傾向が
強まった。
第三の新たなサービス体系の確立とは，地域密
着型サービスの提供，および地域包括支援センタ
ーの設置である。身近な地域で地域特性に応じた
多様で柔軟なサービスを提供するものとされる。
なお，地域支援包括センターの重要な役割として
ケアマネジメントだけでなく権利擁護事業も実施
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されるようになったことがあげられる。
第四のサービスの質の確保・向上については

2006年度より介護支援専門員の 5年ごとの資格
更新，事業者規制の見直し，サービス情報の公開
が挙げられる。
最後の制度運営，保険料の見直しであるが，こ
れは初回認定時の要介護認定を原則として市町村
が行うように改められたこと，市町村の保険者機
能の強化，第一号被保険者の保険料の見直し―全
体としては高額化したものの，低所得層の保険料
率は引き下げ―などである〔介護保険研究会
2006，pp. 22‒31〕。
これにより 2000年度から開始の介護保険制度
は，2005年度の法改正によって全体として利用
者側にはホテルコストを含む更なる費用負担を，
事業者側には厳しい規制・監督が行われることな
った。

2　介護サービスに対する準市場の適用
（1）　サービス利用主体への影響
介護サービスの利用者のほとんどは第一号被保
険者である 65歳以上の者である。この場合，サ
ービスを利用すると保険料のほかに 1割の応益負
担が求められ，二重の負担をすることになる。こ
の結果，介護サービスを利用したくても利用でき
ない，あるいは利用を手控えるという傾向が見ら
れるのは周知の事実である。これは公定価格であ
る介護報酬単価の設定水準に由来するものであ
る。
準市場においてはサービスに公定価格が設定さ
れること（価格規制が行われること）が必要であ
るが，それは利用者にとってサービスが届けられ
るようにするためであり，決してサービスの利用
を抑制するためのものではない。これが出来てい
ないことがわが国の介護サービスにおける弱点の
一つである。しかしながら介護報酬単価が過度に
低く設定されてしまうと，サービス提供者は採算
が合わなくなる可能性に直面する。したがって介
護報酬単価を慎重に設定するか，サービス費用を
全額公費でまかない，利用者負担をなくすことも
検討に値する。

また契約化に伴い利用者は自らのニーズを伝え
ることも必要となってくる。介護支援専門員はケ
アプランを立案するが，その際には，利用者はそ
のニーズを自ら伝える能力が求められるのであ
る。しかしながら認知症高齢者などの場合，それ
は困難である。その際いかなるニーズを持ってい
るか，公正中立に把握されなければならない。そ
もそも契約書を交わすような契約行為自体，人生
では数少ない。成年後見人制度を活用するなど不
利な契約が結ばされていないかといった点から契
約段階からの監視が必要である。そうでなければ
いかなるサービスを受けても契約の範囲内か範囲
外（あるいは違法行為）かが区別できないからで
ある。

（2）　サービス提供主体への影響
第一に提供主体間で競争が発生することであ
る。この場合の「競争」は，質の高いサービスを
低コストで実現するような競争である。そして同
時に提供者が利潤追求的でなければならないとい
う側面を持つ。このような生産性効率を重視した
競争のあり方は一見理想的であるが，質の高いサ
ービスの提供を利潤追求と並立させることは難し
い。言うまでもなく「コムスン事件」6）がこれを
裏付けている。しかもサービス市場への参入・退
出は自由であり不安定性を内包している。コムス
ン事件の場合，事業，顧客の承継が行政主導で行
われたことを考えると，市場化といっても最終的
にサービスの提供は行政が責任を持たなければな
らない場合があるということである。
第二は事業者補助から利用者補助への転換がも
たらす影響である。選択されるサービス提供者に
ならなければ準市場の下では淘汰されてしまうこ
とになっている。そこでサービス提供者はサービ
ス購入者（利用者）に選ばれるための努力を行う
が，そこには情報の非対称性が生まれがちであ
る。購入者側にサービスに関する正しい内容が伝
えられなければならない。利用者補助への転換は
一面で選択を可能にするが，その一方で正しい選
択が出来るかどうかが重要である。したがってサ
ービス提供者は利用者のニーズに対応するサービ
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スに関する情報を正しく伝えなければならず，利
用者から不当な収奪を行うようなことがあっては
ならない。
第三はサービス提供に関わる人材の待遇につい
てである。福祉サービスは労働集約的サービスで
あり，まさに「福祉は人なり」である。特に営利
法人としての事業者は株主等に対し利潤を分配し
なければならない。そして専門職たる従業員もま
た収益のためモチベーションを高めていくという
作業が要求される。準市場においてはそのような
意味でも営利追求を容認しているのであるといえ
る。しかし利潤をあげることが出来なかったり，
利潤の分配に経営者が否定的であれば（儲けを独
り占めしようとすれば）専門職として待遇される
可能性は低い。そのため介護報酬単価は単なる人
件費ではなく，むしろ専門職によるサービスの提
供費用という形で反映させることが必要である。
またそれが専門職の位置づけ・役割を高めていく
ことにもつながると考えられる。

（3）　運営主体への影響
準市場が形成されるにあたって制度の運営は重
要である。
介護保険制度の場合これらを担うのが主として
市町村である。そこでの市町村の役割は第一号被
保険者の保険料の徴収7），要介護認定，利用者負
担分以外の 9割分の保険給付が主なものとなる。
そこで市町村はこれらに関わる事務を行わなけ
ればならない。とくに要介護認定ではその一次判
定はコンピュータによって行われる。その後有識
者による二次判定が行われることになるが，「認
識を共有化」〔「ゆたかなくらし」編 2001，
p. 115〕するために，その判定時間はおよそ 1件
につき 4分足らず〔鍋谷 2001，p. 93〕となって
いるという。
一方，規制・監督主体の存在は欠かせない。い
わゆる不正事業者問題への対応である。制度開始
当初の不正事業者に対する指定の取り消しは，別
の都道府県や別法人での再申請が可能であり，脱
法的な行為が行われる可能性があった。そこで改
正介護保険制度では事業者指定を 6年の更新制に

すること，連座制を導入すること，指定取り消し
を受けた事業者と廃業した事業者の再指定を 5年
間禁止できる規定が盛り込まれた。これにより都
道府県は規制主体として強い権限を持つにいたっ
た。

3　小括
わが国の介護サービス提供体制に対する準市場
の適用は，現段階では形成途上といわざるを得な
い。規制・監督がようやく本格的に端緒についた
ものの，依然として利用者，提供者の側面からは
不完全な準市場化が見られる。利用者主体はまだ
未確立であるといえるし，サービス提供者は質を
巡る競争よりもコスト低減の競争を行っている。
介護報酬単価は専門家が提供するサービスの対価
として位置付けられていない。
また本稿では直接には触れなかったが，利用者
のホテルコストの負担の問題も存在する。佐橋
〔2006〕では，それを「制度からのクリームスキ
ム」と呼んだ。介護保険制度は保険と福祉の入れ
子構造になっている。保険給付の対象とならない
ホテルコストが利用の抑制の要因になるとすれ
ば，「保険あって福祉なし」の構造にならざるを
得ない。しかもその「保険」すらも危うい状況に
陥っている。高齢化の進展，サービス量の増加，
サービス利用率の上昇など介護保険制度財政の見
通しは楽観を許さない状況にあるといえよう。
さらにコムスン事件に見られるような悪質事業
者の排除の取組も今後一層求められる課題であ
る。適正な準市場が機能し，これから加速度的に
増大する介護ニーズに十分に応えられるような仕
組みづくりが求められる。

V　準市場の障害者福祉サービスへの適用

1　障害者自立支援制度の展開
2003年 4月，障害者福祉の分野で支援費制度
がスタートした。しかし，施行後わずか 3年で財
源問題を理由に障害者自立支援制度へと移行し
た。そもそも支援費制度は措置制度の余韻ともい
える応能負担方式を採用したものの，障害者福祉
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の分野に契約制度を導入するという画期的な制度
改革であった。
支援費制度は社会福祉基礎構造改革の一環とし
て「社会福祉の世界に擬似的ではあるものの市場
原理が導入され」たもので，「サービス提供事業
者間においてサービスの水準をめぐって競争が生
まれ，特に質の向上に向けた努力」が必要である
とされた〔全国社会福祉協議会，2003，p. 18〕。
ところが，支援費制度は導入直後から財源をめぐ
って問題視される8）〔社会保障研究所『介護保険
情報』2006，p. 12〕。
このような状況の下，2004年 10月，厚生労働
省障害保健福祉部は『今後の障害保健福祉施策に
ついて（改革のグランドデザイン案）』を公表し
た。同案は「今後の障害保健福祉施策の基本的な
視点」として，第一に障害保健福祉施策の総合
化，第二に自立支援型システムへの転換，第三に
制度の持続可能性の確保，をあげた。さらに改革
の基本的方向として，現行の制度的課題を解決す
るとして，市町村を中心とするサービス提供体制
の確立，効果的・効率的なサービス利用の促進，
公平な費用の負担と配分の確保を挙げ，市町村レ
ベルでの実施と「応益的な負担の導入」が強調さ
れた。
そしてその特質は厚生労働省社会・援護局長の
中村が述べている以下の五点に集約されよう〔中
村 2006，p. 8〕。
その第一は居宅サービスを義務的経費としつつ
利用者から 1割の応益負担を徴収すること，第二
にサービス体系の大幅な組み換えをすること，第
三に障害程度区分を導入し，市町村に審査会を設
置すること，第四に市町村によるサービス基盤の
整備を行うこと，第五に精神障害者も対象とする
こと，である。以上が障害者自立支援制度の制定
の背景である。
次に概要と特徴を述べよう。
障害者自立支援制度そのものの仕組みを「障害
者自立支援制度要綱」からみると，その目的は障
害者基本法の基本的理念にのっとり障害者（児）
がその有する能力および適性に応じ，自立した日
常生活または社会生活を営むことができるようサ

ービスにかかわらず給付および支援を行い，障害
の有無にかかわらず国民相互が人格と個性を尊重
して暮らせるような市町村レベルを中心とする地
域社会の実現に寄与する，とされ，社会福祉法で
いう地域福祉の推進も含意されている。
こうして 2006年 4月には障害者自立支援法の

施行に伴い，応能負担制から月額上限を設定した
1割の応益負担制の導入と，公費負担医療が自立
支援医療に移行した。また 10月からのサービス
の改編により，施設，事業体系を日中のサービス
（6種類）と夜間のサービスとに分離し，日中活
動事業（療養介護，生活介護，自立訓練，就労移
行支援，就労継続支援，地域活動支援センター）
に夜間のサービスである施設入所支援とグループ
ホームなどの居住支援を組み合わせていくという
方式となった。なかでも就労移行支援，就労継続
支援が重視されている。また，新規に市町村に設
置された「地域自立支援協議会」は相談事業関係
者，福祉サービス事業者，関係機関，障害当事者
団体，権利擁護関係者からなり，中立性･公平性
が確保されることになっている。
なお障害者自立支援制度の対象者がサービスの
利用を希望した場合，まず相談事業者か市町村に
対し給付申請を行う。相談支援事業者はサービス
利用希望を確認し，市町村に利用申請を行う。相
談支援事業者はアセスメントを，市町村は障害程
度区分の認定を行う。この場合，原則としてコン
ピュータによる一次判定を行い，有識者から構成
される審査会による二次判定と障害程度区分の認
定が行われる。これにより市町村から支給決定が
なされ，この障害の状態像に応じて利用者は介護
給付サービス，または訓練等給付を受けることに
なる。これらのサービスはその種類ごとに月を単
位として期間･支給量が決定される。なお，障害
程度区分や支給決定に不服がある場合，審査請求
が可能である。また，原則，対象者は自ら利用を
希望するサービスを計画策定段階で盛り込み，希
望するサービスを契約に基づいて利用する。この
場合，月額負担上限が設けられた 1割の応益負担
と事業者に支払われる 9割の代理受領で費用が賄
われることとなっている。この仕組みはほぼ介護
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保険制度と同様である。

2　障害者福祉サービスに対する準市場の適用
（1）　サービス利用主体への影響
障害者といっても身体障害，知的障害，精神障
害があり，その程度・態様もさまざまである。し
かし，障害者自立支援法ではこれらの障害を一元
化して取り扱うこととしたのは既に述べたとおり
である。
ここで問題となってくるのはいわゆる契約能力
にかかわる部分である。障害の種類・程度によっ
て，契約の内容を理解することが困難な者への対
策が充分になされる必要がある。障害特性を考慮
せず，画一的に契約を結ばなければサービスを提
供できない状態は避けなければならない。つまり
障害の種類・程度に応じた契約方法を充分に考慮
しなければならない。
さらにサービスの利用にあたっては応益負担方
式が用いられ，訓練・作業等で得られる工賃より
も自己負担額のほうが上回るという事態を招いて
いる〔丸山・朝日 2008，p. 24〕。これではサービ
スの利用に結びつかないどころか，従来受けてい
たサービスから排除されてしまう。準市場のポイ
ントはサービスの普遍主義化に伴ってニーズのあ
る誰もがサービスを利用できる点にある。ホテル
コストをのぞいた負担の上限額があるにせよ，現
在のわが国の制度には根本的な矛盾があるといわ
ざるを得ない。

（2）　サービス提供主体への影響
障害者自立支援制度では―というよりも，障害
者福祉の分野では―脱施設化の流れがあり，とく
に 2004年に宮城県がうたった「脱施設化宣言」
は記憶に新しい。さらに在宅福祉サービスの領域
では法人格を持っていれば参入が可能であり，地
域活動支援センターとして衣替えした従来からの
小規模作業所などを含めれば，サービス提供主体
のかなりの小規模化･分散化が見込めるであろう。
また個別支援計画の立案は障害者本人から意向
聴取を行うなど一定の評価は可能である。しか
し，障害の種別によっては自らの意向を明確に主

張できなかったりするなどの限界がある。そもそ
も福祉サービス自体の質は利用してみなければ判
らないという特徴をもち，返品･交換などがきか
ない点からすれば，情報の非対称性の緩和･防止
は現状においてはさらなる工夫が必要であろう。
また，グループホームの世話人が複数の住居を
担当することを認めたり，入所型施設で対利用者
職員数を引き下げるなどの動きが見られる。この
ような職員配置の引き下げには，西原が「非専門
職による非継続的な対応」が発生するであろうと
懸念を表明している〔西原 2006，p. 31〕。また，
定員そのものの扱いも「効率的なサービス提供を
促進するために」，「利用実態に即した支払方式
（日払い）に改めるとともに」「一定期間の平均実
利用人数が定員を下回っていることを前提に，1
日あたりの実利用人員が定員を超過している場合
でも一時的に認める」ことなどが定められている
〔伊藤 2006，p. 58〕。つまり，低コストでサービ
ス水準を「維持」することが求められているので
あって，決してサービス水準の向上が達成される
とは限らないのである。そこにはいかにしてコス
トを抑制するか，といった粗効率性の考え方が貫
徹されているのである。

（3）　運営主体への影響
市町村には障害当事者も参加する「地域自立支
援協議会」の設置が義務付けられている。従来ま
では当事者の「声」が聞き届けられる余地が少な
かったが，これにより準市場でいう応答性の向上
が見込まれ，今後の役割が大いに期待される。さ
らに市町村は必須事業として相談支援事業，コミ
ュニケーション支援事業，日常生活用具給付等事
業，移動支援事業，地域活動支援センター事業な
どを行うこととし，自立支援給付とともに地方自
治体が地域の実情に応じて柔軟に実施することが
望ましい事業を，地域生活支援事業として法定化
した。これによりきめ細かい支援が可能となると
いえるが，充分な予算措置が必要である。とりわ
け地域活動支援センター事業は第二種社会福祉事
業として位置づけられ，サービス提供体制の小規
模化・分散化が図られており，その効果が期待さ
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れる。
またサービス提供費用は利用者負担分を除い
て，基本的に国が 2分の 1，都道府県と市町村が
各 4分の 1の負担配分となっている。これは介護
保険制度同様の費用分担となっており，小規模市
町村であっても，国・都道府県により一定の費用
の保障がなされている。

3　小括
障害者福祉サービスに対する準市場の適用は，
障害種類・程度に応じた契約のあり方が重要にな
ってくる。この際必要になってくる視点はアドボ
ケート9）であり，障害を持っていることの弱みに
付け込んだ契約があってはならない。
また準市場のもとでは必要な者に必要なサービ
スが提供されなければならないが，現在の障害者
自立支援制度における利用料の 1割の応益負担は
利用者を排除しかねない。これでは必要なサービ
スに手が届かなくなってしまう。介護保険制度同
様，逆進性の強い応益負担方式には課題が多いと
いわねばならない。
一方で，「地域自立支援協議会」の設置によ
り，障害当事者の「声」が聞き届けられる余地が
生まれた。今後のサービスメニューの展開に期待
が持てる。また市町村が柔軟にサービスを提供す
ることにより，準市場でいう応答性の向上につな
がると思われる。
最後に本稿では深くは言及しなかったが，就労
支援策の強化も障害者自立支援制度におけるひと
つの目玉である。持てる能力を活用して「就労」
という社会参加が図られればよいが，それは支援
の結果としての望ましさであり，就労を強制する
ような本末転倒な事態には充分注意する必要があ
る。

VI　おわりに

従来，社会福祉は家族が担うことの出来ない部
分を公的部門が担ってきたものである。その形態
は財政も提供も公的部門が担い，基本的には公的
部門による完全独占であったといってよい。しか

し 1990年代半ば以降の構造改革により，その性
格が大きく変化した。すなわち日本における福祉
サービス（介護サービス，障害者福祉サービス）
の「市場化」である。それは準市場化ともいえよ
うが，それは不完全で，一般的市場の形態に近づ
きつつあるといえよう。
その理由として，いずれの領域においてもサー
ビスの提供者は在宅福祉サービスに限って言えば
法人格さえ持っていれば参入も退出も自由であ
り，市場としては不安定であること，サービス費
用の負担は逆進的であり，それを選択し，購入す
る点も一般的市場に近い。価格についての規制は
あるが，その根拠は明確ではなく，総体の予算の
中で行政の手により恣意的に決定される（されざ
るを得ない）。
また，サービスの準市場化によって利用者はニ
ーズに見合った必要なサービスを選択しなければ
ならない。そしてそれが可能になるのは契約当事
者として選択し，責任を持つことの出来る「強い
個人」である。サービス提供者との契約が必要な
準市場においてはそのような能力が求められる。
そして，現代における市場（原理主義）への批
判として「現在の主流経済学である新古典派理論
が前提とする人間像は短期だけでなく長期の将来
をも合理的に見通すことの出来る『合理的経済
人』」であり，「他人に関わりなく自己利益（自己
の効用）の最大化を追求していけば市場メカニズ
ムがあたかも自動調整装置のようにはたらいて，
資源配分の最適化を達成できる」「強い個人像の
仮定」とするものが現代における市場の特徴であ
るとの指摘〔金子 2004，p.12〕もある。このよ
うな批判―未熟な準市場化に対して―が福祉サー
ビスの領域にも該当しないだろうか。すなわち，
金子の言葉を借りるならば，「強い個人」に焦点
化された制度設計になっていないだろうか。そし
て一般的市場化の向かう先において「強い個人」
はその恩恵にあずかることになり，そうでないも
のは疎外されていくことになろう。
松田は私生活主義の浸透，「自発的社会参加の
後退，市民相互の連帯の弱体化，マス化，アトム
化の進行する社会」を市民から「私民」へとの移
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行とし，従来型の政党―市民関係の変容･希薄化
をもたらし市民社会におけるヘゲモニーの空白が
生じるとみている〔松田 2006，pp. 138‒139〕。
福祉サービスの準市場化も「マス化･アトム
化」した社会の中での選択と契約であり，サービ
スの位置づけも社会問題としての福祉というより
は個人的なアメニティの追求に近い。そもそも準
市場は購入者（利用者）の福祉追求を動機のひと
つとして持っているが，それはサービス提供者と
の緊張関係の中から生まれてくるものである。我
が国の場合，サービス提供者との緊張関係のもと
での福祉追求と言うより，私事化されたサービス
の選択と契約である。したがって，「強い個人」
であればこその福祉サービスの利用であって，
「弱い個人」には福祉サービスが必ずしも手に入
るとは言いがたい。「強い個人」は自らの能力に
おいて自らに必要な最善の判断を下すことがで
き，また，自己責任も取ることができる。しか
し，そのような「強い個人」は存在しないといっ
てよい。誰もが不確実性の中にいる「弱い個人」
であって「強い個人」を想定した制度設計には陥
穽がある。それが近年の「構造改革」に特徴的な
「応益負担」然り，選択･契約然りなのである。
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注
 1） 1980年代後半から 90年代初頭にかけてみられ

た実体のない（バブル＝泡）好況をいう。土地，
株式などの値上がりを期待して景気が過熱し
た。その反動としていわゆる平成不況がある。

 2） 行政機関が個人や法人に対し，法規に基づい
て権利を与えたり制限したり義務を負わせる
こと。

 3） 先行研究等において Quasi-marketの訳語とし
て「擬似市場」「疑似市場」「準市場」が用い
られるが，本稿では「準市場」の意として用
いる。

 4） 代弁者のこと。

 5） 取引を行ううえで生じるロスのこと。訴訟に
あたっての弁護士費用や損害賠償金など。

 6） グッドウィルグループ傘下で 24時間介護サー
ビスをうたった「コムスン」で，介護報酬の
不正請求や不適正な人員配置が問題となった
事件。

 7） 介護保険料の徴収方法には二通りある。ひと
つは年金から自動的に天引きされる「特別徴
収」であり，もう一つは低所得などで年金か
ら天引きせずに個別に市町村に保険料を納付
する「普通徴収」である。

 8） 制度開始初年度の 2003年には厚生労働省は在
宅福祉サービスに関して 516億円の予算をつ
けるが 128億の赤字を出し，さらに翌年には
602億円の予算に対し 274億円の不足に直面せ
ざるを得なくなった。

 9） 利用者の基本的人権を守る権利擁護のことを
さす。
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I　はじめに

少子化の進展によってわが国の児童数は減少の
一途を辿っているにもかかわらず，保育所への入
所希望者数は急速に増加をしている。厚生労働省
「社会福祉施設等調査報告」によれば，認可保育
所の入所児童数は 1960年代，70年代と急速に増
加した後，1980年の 199万 6, 082人をピークに
しばらく減少を続けていたが，1994年の 159万
2, 688人を底に再び増加に転じ，2007年現在で
201万 5, 382人と過去最高数に達している。近年
は，こうした需要増に供給増が全く追いついてい
ない状況が続いており，毎年の入所定員増にもか
かわらず解消しない待機児童（2007年で 1万
7, 926人）や，そのかなりの割合が認可保育所の
待機者であると考えられる認可外保育所入所児童
（2005年で約 18万人，全国保育団体連絡会・保
育研究所編〔2007〕による）を恒常的に発生させ
ることとなっている。さらに，こうした保育サー
ビスの供給制約があるために，保育あるいは就労
自体をあきらめている潜在的待機者も大量に存在
しており，首都圏（1都 3県）だけでも，24万人
（ 内 閣 府〔2003〕）～27万 人 程 度1）（ 周・ 大 石
〔2003，2005〕，Zhou and Oishi〔2005〕）もの潜
在的待機児童がいるとの試算がある2）。
こうした保育サービス需要の高まりの背景に
は，いうまでも無く，女性の高学歴化に伴う社会
進出や働き方の多様化があり，それ自体は社会的
に望ましい変化であると考えられる。また，全員

参加社会としての女性就業率上昇や，深刻化する
少子化への対策という非常にプライオリティーの
高い政策目標を実現するためにも，その前提とな
る保育サービス需要に対処することは不可欠であ
り，現在のように，需要が満たされないまま待
機・放置されている状況を長引かせるべきではな
い。
ところで，こうした福祉分野における急速な需
要増と供給制約に伴う大量の待機者の存在は，介
護保険が開始される前の在宅介護分野を彷彿とさ
せるものである。すなわち，高齢化の進展を背景
とする急速な介護サービス需要の増加に対して，
「措置（行政処分）」として提供されるサービス供
給量が全く追いつくことが出来ず，当時，高齢者
の虐待や自殺等の深刻な社会問題が生じた。この
ため，2000年 4月に福祉分野への「市場原理導
入（準市場化）の社会実験」ともいえる介護保険
制度がスタートし，在宅介護サービスを必要とす
る全ての人々が，自由にサービスを選択して購入
できる仕組みに改められたのである。その結果，
介護サービスの価格こそ，低所得者や単身者等に
実質的に利用が限られていた措置時代に比べ上昇
したものの，それまで介護サービスの需要を満た
せなかった多数の人々がサービスを利用できるよ
うになり，サービスの供給量も参入の自由化によ
って大幅に増加した。現在，今後の高齢化の進展
に伴う需要増に対して介護保険財政をどのように
維持させるかという点が困難な課題となってはい
るが，介護保険導入自体は成功であったとする
見方が一般的であり，厚生労働省自身の評価も

保育制度への市場原理導入の効果に関する厚生分析
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高い。

1　教科書的な問題点の整理 3）

これに対して，同じ福祉分野である保育制度の
改革は遅々として進んでいない状況である。僅か
に行なわれた改革としては，1997年の児童福祉
法改正や，2000年，2001年の設置主体・運営主
体の制限撤廃等がある。すなわち，1997年の児
童福祉法改正によって，認可保育所の入所にあた
って利用者が希望する保育所を選択して，その順
位を市町村に申込む「利用者選択方式」が導入さ
れたほか，保育料徴収を，福祉としての応能負担
原則から，保育コストに見合った応益負担原則に
転換することとなった。また，2000年には，従
来，自治体と社会福祉法人に限定されていた設置
主体制限が撤廃され，株式会社，NPO，学校法
人，農協などの主体による保育所設置が可能とな
り，さらに 2001年には，公立保育所の運営委託
に係る運営主体の制限も撤廃された。しかしなが
ら，こうした僅かな取り組みですら，実際の内容
をみると，骨抜きの状態にあると言えよう。例え
ば，保育料徴収の応益負担原則であるが，「家計
に与える影響を考慮して」という但し書きが付け
られており，応益負担であるにもかかわらず，利
用者の所得に応じて 7階層の保育料徴収基準が設
けられてしまっている。これは改正以前の 11階
層と比べてほんの僅かな変化に過ぎず，区市町村
の中にはこの基準から更に多くの階層を設けてい
るところも少なくない。また，設置主体の制限撤
廃，公立保育所運営委託主体の制限撤廃について
も，形式的には参入が自由化されたものの，例え
ば営利企業の場合には，利益分配制限，財産処分
制約といった営利企業の行動原理を無視した規制
が存在しており，実質的に参入動機が働きにくい
仕組みとなっている。さらに，「利用者選択方
式」についても，「措置」よりはマシという程度
の話であって，利用者が自由に選択し契約できる
介護保険制度とは異なり，基本的な仕組みは「割
当」そのものである。こうした改革の不徹底ぶ
り，骨抜き化により，保育制度は，下記に挙げる
ような，供給規制と固定価格に伴う市場の「典型

的な病理」に侵されており，教科書に載せられる
ほどの失敗の好事例と言える。
第一に，認可保育所の保育料は，応能負担原則
のために，需給調整を行う価格機能を果たしてお
らず，また，公費負担（公的補助金）が認可保育
所に集中的に投下されることによって，市場の均
衡価格（均衡保険料）よりも遥かに低い価格に据
え置かれている。このため，需要が供給を大きく
上回る「需要超過」が生じてしまっている。
第二に，需要超過に対処するために「割当」が
行なわれているが，割当の手段として時代錯誤と
いえる「保育に欠ける4）」という要件が用いられ
ており，需要の大きい人々が必ずしも選ばれては
いない。この結果，市場原理を機能させた場合に
比べて大きな非効率が発生している。
第三に，こうしてたまたま認可保育所に割当ら
れた人々と，そうでない人々に投下される公費負
担に著しい違い5）が生じており，大きな不公平・
格差が生じている。
第四に，認可保育所のみに集中的に公費負担が
投下されている一方，求められている施設の基準
にほとんど遜色がない認証保育所等の質の高い認
可外保育所には，わずかな自治体単独の補助金が
あるだけか，あるいは全く補助金がない状態であ
り，保育料が質を反映する価格の機能を果たさ
ず，「官業の民業圧迫」ともいえるダンピングが
生じている。このため，認可外保育所は競争上の
著しい不利を余儀なくされており，健全な保育サ
ービス市場が育っていない6）。
第五に，逆に，認可保育所については，割当に
よって競争を行うことなく利用者を確保できるこ
とから，「レント」として人件費等の高コスト構
造が維持され，効率化が図られない。また，公立
保育所における特別保育事業（延長保育，休日保
育）の実施率の低さや，0歳児定員が少なさとい
った例からもわかるように，認可保育所は競争が
無いことから，利用者に対するサービス向上も図
られない。
これらの問題に対処するためには，まさに経済
学の教科書が教えるとおり，市場原理を導入する
ことが解決策であり，保育分野も介護保険導入を
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先例とした改革が行われる必要がある。

2�　規制改革会議の提言とそれに対する�
厚生労働省の反論
こうした観点に立ち，規制改革会議は，その前
身の総合規制改革会議，規制改革・民間開放推進
会議の時代から，市場原理の導入手段として，①
直接契約・直接補助方式の導入，および②「保育
に欠ける」要件の見直しを求めている（規制改革
会議〔2007e，2008〕）。まず，直接契約方式と
は，現行のように行政から認可保育所を割り当て
られるのではなく，介護保険のように利用者が直
接，自分の好むサービスの供給主体を選択して契
約を結び，サービスに応じた料金を支払うとい
う，市場としてごく当たり前の仕組みである。こ
れにより，サービスを供給する保育所は，規制主
体である市町村の方ばかり向くのではなく，契約
をして対価を払ってくれる利用者を重視し，利用
者にとっての質を上げるべく努力をするようにな
る。また，保育所間の競争が図られることから，
サービスの質向上が図られることはもちろん，価
格競争を通じて運営費用の効率性も高まることに
なる。また，こうした仕組みを機能させる前提と
しては，直接補助方式の導入が不可欠である。こ
れは，現在，施設に対して行われている機関補助
を改め，利用者に対して直接に補助金7）を与える
というものである。利用者はその直接補助に，自
己負担分の保育料を加えて，自分の選択した保育
所に，応益負担の利用料を支払うことになる。こ
れにより，現在，認可保育所だけに集中的に投下
されている公費が認可外保育所等にも用いられる
ようになり，認可保育所の保育料ダンピングが解
消する。また，このイコールフッティングによっ
て，幅広く健全な保育サービス市場が育ち，サー
ビスの供給量も増加することになる。もちろん，
これまで生じていた認可保育所入所者と認可外保
育所利用者等との間の公費投入の不公平も解消す
る。また，市場競争による効率化や自己負担分の
保育料収入が増えることによって公費負担も削減
可能となる。こうして余った公費はさらなるサー
ビスの供給増の財源に向けることもできることか

ら，時代錯誤な「保育に欠ける」要件で割当を行
う必要も無くなり，均衡保育料の下で利用したい
全ての人々が自由にサービスを利用できる望まし
い状況が形成されるのである。
このような規制改革会議の提言に対して，厚生
労働省や一部の保育専門家等からは以下のような
反論が提示されている。
第一に，低所得者や障害児のような弱者が排除
されてしまうのではないかという点である（規制
改革会議〔2007a，b〕）。これは「応益負担＝弱
者切り捨て」という短絡的な見方に基づく全くの
誤解であり，実は，直接補助・直接契約方式の下
で，こうした弱者保護はいくらでも可能である。
直接補助方式とは，全ての人々に同額の補助金を
分配することを意味せず，再分配の要素を組み込
むことが大いに可能である。保育所に支払う利用
料（直接補助＋保育料）は応益負担であるが，障
害児や低所得者には，自己負担する保育料を少な
くして，逆に直接補助を手厚く配分すれば良いの
である。障害児にはさらに，必要な運営コストを
反映した加算分を直接補助に上乗せすればよい。
また，それでも市町村の責任が曖昧になり，障害
児を引き受ける保育所が無くなるというような懸
念が示されることがあるが（規制改革会議
〔2007a，c〕），もしそのようなことが仮に起きる
のであれば，公立保育所に障害児の保育を義務付
け，その分の委託費だけは機関補助として残すこ
とも可能である。「直接契約・直接補助方式＝規
制の全面撤廃」というわけではなく，必要な規制
は残して柔軟に対応すれば良い。
直接補助による傾斜的な補助金配分は，現行制
度の下で保育に欠ける要件のために排除されてい
る（あるいは排除されやすい）短時間の非正規労
働を掛け持ちする母子世帯やワーキングプア層に
対する弱者保護にも機能する。その意味で，弱者
保護という観点からは，むしろ現行制度よりも優
れているといえる。一方，現行の認可保育所の入
所者の中には，所得 10分位中の第 1分位や第 2
分位に相当するような高所得階層も 3割程度存在
しているとみられる（八代・鈴木・白石〔2006〕）。
こうした階層には現行のような手厚い公費負担を
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与える必要はまったく存在しないことから，応能
負担によって所得分配上非効率に用いられていた
公費を削減することが出来る。その意味で，直接
契約・直接補助方式は，所得分配上も優れた制度
である可能性がある。
第二に，現行の保育所の質が低下するとの指摘
がある（規制改革会議〔2007c〕，全国保育団体連
絡会・保育研究所〔2007〕）。これは，何を質とす
るか，認可保育所の立場に立つか認可外保育所等
の立場に立つかによって見方が分かれる。まず，
保育所の質を人員配置や施設の設備と定義するの
であれば，直接契約・直接補助方式によって，認
可保育所のみに集中していた公費が幅広く行き渡
って認可保育所分が相対的に少なくなることか
ら，現在のように最低基準を大幅に上回るような
余裕を維持することは確かに難しくなるかもしれ
ない。しかしながら，そもそも，現在のような恵
まれた認可保育所の状況は，認可保育所に入所で
きなかった多数の犠牲のもとに成り立っている公
費の集中投下で維持されているわけであり，負担
を大幅に上回る受益をこれまで得てきたわけであ
る。改革によってそれが正常な状態に戻るのであ
り，ある程度の質の低下はやむを得ない面があ
る。もし，公費が減る中で質を保ちたい利用者が
多いのであれば，認可保育所プレミアムとして保
育料を高く徴収することで対応可能である。ま
た，認可保育所に投下される公費が減る代わり
に，認可外保育所等は公費が分配されて質が向上
することになる。認可外保育所等の利用者は逆に
質の向上を享受できるのである。さらに，質の定
義を利用者の利便性や利用者の望むサービスと考
えれば，すでに述べた仕組みによって，直接契
約・直接補助方式で明らかに全ての保育所の質が
向上すると考えられる。また，質の劣悪なベビー
ホテル等に対しては，補助金の利用を理由とし
て，質の規制をむしろ強化することができ，これ
まで実質的に規制が無かった状況を改善すること
ができる。以上から，全体としてみた場合には質
はむしろ上昇するとも考えられる。

3�　厚生労働省の財源確保先行主義と本稿の�
問題意識
さて，前節の 2つの論点においては，現在に至
るまで規制改革会議と厚生労働省との間で激しい
論争が続いており，直近の「規制改革推進のため
の第 2次答申」（規制改革会議〔2007e〕）および
閣議決定された「規制改革推進のための 3か年計
画（改定）」（規制改革会議〔2008〕）を巡る案文
折衝においても，激しいやり取りが行われたとこ
ろである（規制改革会議〔2007a，c〕）。しかしな
がら，こうした論争は具体的なエビデンスがない
ために，毎回，水掛け論に終止してしまってお
り，総合規制改革会議時代の 2001年に改革案が
提案されて以来，答申ではずっと「長期的に検
討」と記述される膠着状態が続いている8）。もっ
とも今回の案文折衝では，厚生労働省の反論に対
して丁寧な再反論を繰り返していたために，ある
程度理解が深まった様子があり，折衝の最終段階
では，厚生労働省からは「（直接契約・直接補助
方式の）議論を否定はしていない」という発言が
行われたり（規制改革会議 〔2007c〕），厚生労働
省からの第 2次答申案文への修正案・修正理由
（規制改革会議 〔2007d〕）には，前節のような論
理からの反論は一切見られなかった。しかしなが
ら，筆者の期待は甘いものであったのかもしれな
い。最終的に，厚生労働省は「財源確保先行主
義」とでもいうべきおよそ合理性に欠ける論理を
持ち出し，現段階での議論・検討を拒否したので
ある。すなわち，厚生労働省の主張は，①保育に
欠ける要件の見直しと直接契約・直接補助方式の
導入によって，保育の対象者が増えるので，財源
を確保しなければならない，②しかし財源の確保
が現在は難しいので，両方の見直しとも一切議
論・検討ができない，という不可解なものであっ
た（規制改革会議〔2007c〕）。一般論として，何
か制度の見直し・改革を行う際には，前もってそ
の効果を議論・検討したり，財源がどれくらいに
なるかを試算したりした上で，その必要額を財源
確保するために努力するというのが常識的な順序
であろう。しかしながら，厚生労働省において
は，そうした常識は通用せず，財源確保が全てに
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先立つというのである。しかし，財源確保という
からには，その財源額には算出根拠があるはずで
あるが，その根拠も一切示されることは無かっ
た。とにかく，財源が確保できないから，改革に
ついては一切議論・検討できないとの一点張りで
あり，この点に厚生労働省側が固執したために，
またもや改革の検討時期すら定められないとい
う，実質的な長期的検討課題となってしまった 
（規制改革会議〔2007c〕）。しかしながら，規制改
革会議が主張する改革では，保育料収入が増加し
て財政縮減が図れることから，供給量増加のため
に新たな財源確保が本当に必要かどうかは，必ず
しも明らかではない。
そこで，議論・検討すらできないという厚生労
働省に代わって，本稿は，規制改革会議が提案す
る市場原理導入による改革のために，どの程度の
追加財源確保が必要なのか，あるいは全く必要が
ないのか，データに基づいて具体的な試算を行う
ことにする。また，論理だけの水掛け論から脱却
するためにも，実際のデータに基づいて，現状の
保育制度の非効率性を計測し，市場原理導入によ
ってどれぐらいメリットがあるのかを定量的に把
握する。さらに，改革によって弱者が排除された
り，不平等・格差が拡大することがあるかどうか
についても，定量的な確認を行うこととする。

II　分析の基本戦略

本稿の分析の枠組みは，入門的な教科書に登場
する初歩的な市場の部分均衡に基づく余剰分析で
ある。今，保育所市場の現状を簡単に描いたもの
が，図 1である。保育所サービスの需要曲線が，
D1‒D1’で描かれている。保育所には供給規制が
あるために，垂直な S‒S’が供給曲線である。こ
の場合，本来，均衡は E点，均衡価格（均衡保
育料）は Pの水準になるはずであるが，公的補
助金が投入されているために，価格が低く抑えら
れ規制価格 Rの水準に固定されている。このと
き，価格が低く固定されているために，需要は G
点で決まる O‒Qの量が発生してしまっており，
割り当てられなかった S’‒Qの人々は超過需要
（待機者）として，何の消費者余剰も得ることが
出来ない。一方，たまたま割当によって保育所に
入所できた人々の消費者余剰は D1 ‒R‒F‒Eの台
形の面積となる。保育所の運営単価（児童一人当
たり費用）を Cとすると，保育所の運営費用は
C‒O‒S’‒Bの面積となる。保育料収入は，R‒O‒
S’‒Fの面積であるから，運営費用の残りである
C‒R‒F‒Bが公費負担である。O‒S’の人々は，公
費から補助金が投入され，大幅な消費者余剰を享
受するという恵まれた状況になっており，待機者
との間で著しい不公平が生じている。

図 1　保育所市場
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さて，今，市場原理導入によって保育料を均衡
保育料 Pにするという改革を行うとする。する
と，消費者余剰は D1‒P‒Eに縮小するが，保育料
収入は増加し，P‒O‒S’‒Eの面積となる。このた
め，公費は，C‒P‒E‒Bの面積まで削減される。
この場合，不公平はある程度改善され，財政縮減
も図ることができる。もっとも，この場合には，
低所得者等の弱者の保育料負担が上昇することに
なってしまうわけであるが，これは公費負担が削
減された分の財源を用いて，弱者に傾斜した直接
補助を行うことで対処できる可能性がある。加え
て，この財源を用いることにより，図中の右矢印
のように供給量を増加させることも可能である。
もっとも，この時，均衡点 Eは供給量の増加と
供に下がるので，保育料収入が減少し，したがっ
て財源自体がやや小さくなることに注意が必要で
ある。また，保育所の運営単価も市場競争によっ
て現在の認可保育所の水準から引下げることが可
能である点も重要であり（図中の下矢印），この
分も供給量増加のための財源とすることができ
る。ところで，この図は割当される人々が，
WTP（Willingness to Pay:支払意思額）が高い順
に選ばれるという想定の下で描かれているが，こ
れは現実的ではない。実際には，保育に欠ける要
件や，自治体のポイント制や裁量によって，この
ような合理的な割当が行われているとは限らず，
例えば，図の D2‒D2’のように割当されなかった
人々の方が割当された人々よりもWTPが高い可
能性がある。この場合，市場原理導入によって，
需要の大きい（WTPの高い）人々がきちんとサ
ービスを購入できるようになることにより，消費
者余剰の改善が行われ，さらに保育料収入も増加
する。
問題は，それぞれの消費者余剰や保育料収入，
公費負担が現実にどれぐらいの大きさになるかと
いう点である。これらを定量化するために，実際
にアンケート調査を行って得た情報によって仮想
市場法を用いて需要曲線を導出する。その上で，
均衡保育料を導き，実際の保育所運営費用等の統
計データを用いて改革効果の試算を行うことにす
る。また，不公平に関する指標としては，所得や

金融資産の保有状況を加味して，所得再分配とい
う観点から，ジニ係数を計算して比較する。

III　データ

本分析に用いるアンケート調査は，筆者等が独
自に企画して，インターネット調査会社9）を通じ
て 2005年 12月に実施したものである（八代・鈴
木・白石〔2006〕）。対象は全国に在住する就学前
児童（6歳以下）を持つ既婚女性であり，女性の
就業状態によって 2種類の調査票（就業票，非就
業票）を作った。調査内容は回答者の年齢，学
歴，家族構成，所得・資産の状況，就業の状況な
どの家計の基本的な属性と，子どもの保育の状
況，保育所の利用の有無と保育料，同居家族以外
に育児を手伝ってくれる人の有無など，回答者の
子育ての現況等となっている。回答者数は，就業
サンプル数を多めにとるように意図的にサンプル
割付を行ったので，就業サンプル数が 1, 734，非
就業サンプル数が 998であり，子供単位のサンプ
ルにすると，それぞれ 2, 346，1, 395となる。需
要曲線を導くためには，就業者と非就業者の比率
を現実の値と一致させている必要があるため，国
勢調査から計算した年齢別の就業・非就業者数
（八代・鈴木・白石〔2006〕）を用いて両者の比率
を計算し，非就業サンプルの中からランダムにリ
サンプリングすることにより，両者の比率が実態
に合うように調整した。調整後の総サンプル数は
7, 407である。
さて，このアンケートの特徴は，「仮想市場

法10）」と呼ばれる方法を用いて，保育所利用に対
するWTPを計測する質問を行っていることであ
る。具体的には，以下の質問文のように，改革に
よって，東京都の認証保育所をモデルとした保育
所（以下，「新保育所」と呼ぶ）を直接契約でき
るようになった場合を想定し，その保育料に対す
る支払意思を選択させている。八代・鈴木・白石
〔2006〕では，生存時間分析の方法を用いて，具
体的に需要曲線を推計する方法をとったが，本稿
では分析の利便性から，サンプル単位のWTPを
提示額間の中間値を用いて求めた11）。また，後の
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分析に用いるために，認可保育所入所者に関して
は，改革後も現在の認可保育所に入所し続けられ
るための追加支払意思額（以下，公立プレミア
ム，私立プレミアム，両者合わせて認可保育所プ
レミアムと呼ぶ）を，同様の形式を用いて尋ねて
いる。以下の分析に用いる主な変数の記述統計
は，表 1の通りである。まず，新保育所のWTP
をみると，平均は 2. 86万円であり，現行の認可
保育所の保育料の平均（2. 33万円）よりも 5千
円ほど高くなっている。また，公立，私立のプレ
ミアムの平均はそれぞれ 1. 62万円，1. 54万円で
あり，実際に払っている保育料を加えると，認可
保育所に入所し続けることのWTPは平均 3. 93
万円となる。現在の認可保育所入所者の新保育所
へのWTPが 2. 89万円であるから，現在の認可
保育所には，新保育所に比べてほぼ 1万円程度の
付加価値（プレミアム）が発生していることにな
る。

下記の文章をお読みの上，質問ページをお答え
ください。
仮に政府が保育改革を行って待機児童問題がな

くなり，次のような条件の「保育園」を奥様が就
業している世帯が，自由に利用できるものになっ
たとします。
※ただし，公立保育園・市立認可保育園に今まで
入っていた方は全ていったん退園となり，原則
として新しくできた次のような条件の「保育
園」に再入所することになります。

利用条件
①　資格を持つ保育士が子どもの担任として
付いている
②　園内給食がある
③　保育園内に子供が自由に遊べる園庭はな
いが，徒歩 5分以内にある公園で外遊びを
させることはできる
④　保育時間は 13時間以上利用可能
⑤　保育園が自宅から徒歩 15分以内にある
⑥　保育園が駅から 15分以内にある
⑦　保育を希望するお子様全員が同じ保育園
を利用できる
⑧　認可保育園ではない（設置基準は東京都
認証保育園並み※注）

表1　記述統計

注） 　認可保育所のWTPは，公立，私立のプレミアムに現在の保育料を合計したもの。保育場所（保育園）は，認可保育所だ
けではなく全ての保育所を含む。保育場所（その他）は，6歳児について調査時点ですでに小学生となったサンプルが小学
校と答えたためにやや多い割合となっている。

サンプル数 平　均　値 標 準 偏 差 最　小　値 最　大　値

新保育所へのWTP 7407 2. 858 1. 763 0 13. 5
公立保育所プレミアムWTP 667 1. 624 1. 462 0 8. 5
私立保育所プレミアムWTP 514 1. 549 1. 334 0 6
認可保育所の保育料 1181 2. 329 1. 469 0 7
認可保育所へのWTP＊ 1181 3. 931 2. 146 0 14. 25
新保育所へのWTP(認可保育所利用者のみ）＊ 1181 2. 886 1. 865 0 9
就業率 7407 0. 3167 0. 4652 0 1
認可保育所入所率 7407 0. 1594 0. 3661 0 1
保育場所（家庭） 7407 0. 4719 0. 4992 0 1
保育場所（幼稚園） 7407 0. 2260 0. 4183 0 1
保育場所（保育園）＊ 7407 0. 2507 0. 4335 0 1
保育場所（その他）＊ 7407 0. 0514 0. 2209 0 1
0歳児 7407 0. 1846 0. 3880 0 1
1歳児 7407 0. 1567 0. 3636 0 1
2歳児 7407 0. 1519 0. 3589 0 1
3歳児 7407 0. 1752 0. 3802 0 1
4歳児 7407 0. 1287 0. 3348 0 1
5歳児 7407 0. 1123 0. 3158 0 1
6歳児 7407 0. 0906 0. 2870 0 1
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※東京都認証保育園とは
・全施設で 0歳からお預かりします。
・全施設において 13時間の開所を基本としま
す。
・都が設置を認証し，実施主体である区市町
村とともに指導します。
・契約時に保護者へ「重要事項説明書」を渡
し，サービスの内容や施設の概要，事業者
の概要などを説明することを義務づけます。
・利用者と保育園が直接利用契約できます。
・認可保育園について国が定めている基準よ
りは緩和しますが，都独自の基準を設定
し，適切な保育水準を確保します（例え
ば，0歳児・1歳児の一人当たりの基準面積
3. 3 m2 は 2. 5 m2 でも可とする）。

・運営主体は株式会社など多様な民間事業者
が中心です。

（（財）東京都高齢者研究・福祉振興財団 HP「認証保育所制度
について」より転載）

問　この保育園の保育料が月額 4万円であっ
た場合，あなたはこの保育園を利用します
か。

1  利用する→付問 1へ
2  利用しない→付問 3へ

付問 1　この保育園の保育料が月額 6万円で
あった場合，あなたはこの保育園を利用しま
すか。
1 利用する（最高いくらまで支払いますか

　　　　円）
2 利用しない→付問 2へ

付問 2　それでは，保育料月額 5万円ならこ
の保育園を利用しますか？
1  利用する 2  利用しない

付問 3　それでは，保育料月額 2万円ならこ
の保育園を利用しますか？
1  利用する→付問 4へ
2  利用しない→付問 5へ

付問 4　それでは，保育料月額 3 万円ならこ
の保育園を利用しますか？
1  利用する 2  利用しない

付問 5　それでは，保育料月額 5000 円ならこ
の保育園を利用しますか？
1  利用する→付問 6へ
2  利用しない（最高いくらまでなら支払い
ますか　　　　円）

付問 6　それでは，保育料月額 1 万円ならこ
の保育園を利用しますか？
1  利用する 2  利用しない

IV　分析結果

1　需要曲線と均衡保育料
まず最初に，新保育所のWTPを高い順に並べ
て需要曲線を描いたものが図 2である。現在の認
可保育所入所者とそれ以外に分けて描いている
が，やはり，図 1で予想したとおり，認可保育所
入所者が，非入所者（認可保育所入所者以外の全
ての人々で，就業者も非就業者も含む）の人々に
比べてとりわけWTPが高いということではな
く，現在の割当方式に非効率が発生している状況
が分かる。認可保育所入所者の中には，WTPの
低い人々が含まれている一方，逆に，非入所者に
はかなり高いWTPの人々がおり，非効率であ
る。ちなみに，認可保育所プレミアムと現在の保
育料支払額から認可保育所WTPを求め，高い順
に並べたものが図中の細線である。認可保育所
WTPでみたとしても認可保育所入所者にWTP
が低い人々が多く含まれているという結果にはほ
とんど違いは無い12）。また，非入所者における潜
在的需要も非常に多いことがここからも改めて確
認できる。
次に，需給を均衡させ，均衡価格（均衡保育

料）を求めることにする。年齢別に需要も異な
り，また運営費用も異なることから，年齢別の均
衡保育料を求めた。供給量は，現在の年齢別・認
可保育所入所者数で固定しており，ここでの均衡
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保育料は供給制約下の図 1の E点に当たるもの
である13）。年齢別の需給の状況は図 3のとおりで
あり，均衡保育料は表 2にまとめられている。0
歳児の 7. 0万円から 6歳児の 3. 5万円まで年齢が
高まるほど低くなっていくことがわかる。また，
図 3からは低年齢児に幅広い需要が存在している
ことや，それに対して供給量はむしろ低年齢児で
少ないという状況がうかがえる。

2　余剰分析
この均衡保育料および需要曲線をもとに，改革
前後の余剰分析を行った結果が，表 3にまとめら

れている。まず，現状の保育制度の状況を示した
ものが，一番上段（現状）の右側（認可保育所）
である（現状のケース）。（a）現状のWTPは認
可保育所WTPを用いて，サンプル内の認可保育
所入所者分を合計し，それを現実の認可保育所入
所者数（201万 5, 382人）分になるように倍率を
乗じて求めた。その結果，WTP合計は 9, 506億
円である。（d）保育料は，やはりそれぞれのサ
ンプルの実際の保育料支払額に人数倍率をかけて
求めたものである（5, 633億円）。両者を差し引
きすると，（b）消費者余剰はわずかに 3, 873億
円に過ぎないことがわかる。これに対して，（c）
運営費用は，表 2の年齢別費用を元に計算すると
2兆 5, 934億円であるから，保育料を除いた
（e）の公費負担（公的補助金）は 2兆 302億円に
もなる。したがって，消費者余剰 3, 873億円を得
るために，その 5倍以上もの公費が投入されてい
ることになる。少子化対策や子育支援，両立支援
という観点からは，その外部性を考慮すれば，必
ずしも消費者余剰を公費負担が上回る必要はない
かもしれないが，それにしても，消費者余剰の 5
倍以上もの公費が限られた人々だけに投入されて
いる姿は非効率であり，第一，極めて不公平であ
る。
上段左側の新保育所のケース（ベンチマークの

図 2　保育所へのWTPの状況

表 2　年齢別の均衡保育料と保育所運営費用

注） 　新保育所の運営費用は認証保育所と同じとした。認証保
育所の運営費用は内閣府（2003），認可保育所の運営費用
は福田（2000）から引用した。認可保育所は公立と私立の
単純平均を用いている。

 万円（月額）

均衡保育料
運営費用

認可保育所 新保育所

0歳児 7. 0 28. 5 18. 3 
1歳児 4. 5 16. 9 10. 6 
2歳児 4. 5 16. 9 10. 6 
3歳児 4. 5 8. 2 4. 9 
4歳児 3. 5 6. 9 4. 1 
5歳児 3. 5 6. 9 4. 1 
6歳児 3. 5 6. 9 4. 1 
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図 3　年齢別の需要曲線，供給曲線
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ケース）は，改革のケースと比較するためのベン
チマークとして計算したものであり，保育所の入
所者は現在の認可保育所入所者のままとした上
で，認可保育所WTPの代わりに新保育所
WTP，認可保育所運営費の代わりに認証保育所
運営費（表 2）を用いて計算している。つまり，
現状の認可保育所入所者のみがそのまま改革によ
って新保育所に入所したケースと考えられよう。
この場合，運営費は 1兆 6, 044億円と 1兆円近く
低くなっているものの，消費者余剰は 1, 347億円
に過ぎず，消費者余剰の約 7. 7倍もの公費負担
（1兆 412億円）が生じるという非効率な状況は
変わらない。
この状況は，改革によってどのように改善され
るのであろうか。中段の改革後というケースがそ
の結果である。従来の認可保育所入所者の
68. 1％が入れ替わり，均衡保育料以上のWTPを
持つ人々が入所者となるため，WTPは 5, 814億
円も上昇して 1兆 2, 794億円となる。また，均衡
保育料が現状の保育料よりも高くなるために，保
育料収入は 4, 347億円増加して，9, 980億円とな
る。このため，公費負担は 6, 064億円にまで減少

する。これは，ベンチマークのケースから比べて
4, 347億円の財政縮減，現状の認可保育所のケー
スに比べてなんと 1兆 4, 237億円もの財政縮減が
達成されるという結果である。消費者余剰は，
2, 814億円であり，ベンチマークのケースに比べ
て 1, 467億円の上昇であり，公費負担との比率も
約 2. 2倍まで小さくなる。ただし，現状の認可保
育所のケースにおける消費者余剰は 3, 873億円で
あったから，それに比べると改革後のケースの方
が低くなっている。これはもちろん，公費のおか
げで保育料が現状では非常に低く設定されている
ことが原因である。
さて，ベンチマーク比で 4, 347億円，現状比で

1兆 4, 237億円も公費負担の削減が図られるた
め，この財政縮減分を財源として用いて，低所得
者等の弱者対策や，供給量の増加，あるいは元認
可保育所入所者で改革後に割り当てられない者へ
の補償等，いろいろな用途に活用することが考え
られる。所得再分配的要素は次節で詳しく論じる
ので，ここではその財源を全て供給量増加に振り
向けた場合にどれほど供給量を増やせるのかを試
算する。改革後のケースでは新保育所の運営費が

表 3　改革前後の余剰分析結果
億円，年ベース

新保育所 認可保育所

現状

（ a） 現状のWTP合計 6, 980 9, 506

（b） 現状の消費者余剰 1, 347 3, 873

（ c） 運営費用 16, 044 25, 934

（d） 保育料収入 5, 633 5, 633

（ e） 公費負担（c−d） 10, 412 20, 302

改革後

（ f） 均衡後のWTP合計 12, 794

（g） 均衡後の消費者余剰 2, 814

（h） 運営費用 16, 044

（ i） 保育料収入 9, 980

（ j ） 公費負担（h−i） 6, 064

差額

（k） 均衡後のWTP合計 5, 814 3, 288

（ l） 均衡後の消費者余剰 1, 467 －1, 059

（m） 保育料収入 4, 347 4, 347

（n） 公費負担 －4, 347 －14, 237
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低く，しかも，均衡保育料が高いために，そもそ
も公費負担として投下されている金額も低い。こ
のため，財源を現状よりも効率的に使うことが出
来る。もっとも，供給量を増加させると，図 3の
需要曲線から分かるように均衡保育料自体も下が
るから，保育料収入が減少して，財源に充てられ
る財政縮減分もやや少なくなってしまう。計算で
はこの効果も考慮しなければならないため，供給
量増加と財源の関数を求めて，両者の関係を考慮
した計算を行った。また，比較のために，現状の
低い保育料でしか徴収できない場合の供給量増加
分も計算することにする。これは，改革によって
割当から外れ，保育所が利用できなくなった元認
可保育所入所者を補償するために，現状の低い保
育料のまま供給量を増やして入所できるようにし
たケースと考えることが出来る。この場合，もち
ろん公費負担の割合は高く，均衡保育料を用いる
よりも供給を増加させる効率性が低くなる。計算
結果は，表 4の通りであるが，まず 4, 347億円の
財源のケースでは，約 84. 1万人（現状の保育料
負担）から 91. 5万人（均衡保育料負担14））の供
給量増加を図ることが出来ることがわかった。こ
れは，現状の認可保育所入所者数である 201. 5万
人（2007年度）の 41. 7％から 45. 4％増にあた
る量である。また，1兆 4, 237億円の財源を用い
るケースでは，275. 6万人（現状の保育料負担）
から 400. 9万人（均衡保育料負担）と大幅な供給
増が可能となる。これは，実に現状の供給量の
136. 7％から 198. 9％にあたる。つまり，最大

で，現状の 3倍近い供給量が追加的な財政負担無
しに供給可能なのである。

3　公平性に関する分析
最後に，市場原理導入による改革の公平性の側
面を見てみよう。すでに I‒2節で議論したよう
に，認可保育所の入所者は低所得層が多いため，
市場原理導入の改革による保育料引上げによっ
て，低所得者が排除されることが懸念されてい
る。しかしながら，これもすでに述べたように，
認可保育所入所者は，高所得階層も少なからず含
まれ 2局化しているため，彼らに応分の負担を求
めることは公平性の観点から望ましい。
まず，現在の実態を確認するために，本稿で用
いているデータから所得分布，金融資産分布を確
認してみよう。図 4は世帯所得の度数分布を認可
保育所入所者と非入所者で比較したものである。
よく言われるように，認可保育所の所得分布は確
かに 2つの山が確認できるが，認可保育所入所者
と非入所者を比較すると，意外にも，認可保育所
入所者の所得分布の方が高いことがわかる。これ
は，認可保育所入所者が夫婦共稼ぎが出来ている
のに対して，非入所者は，妻が非就業の場合や短
時間労働の場合があるためである。子供を保育所
に入所させなければ妻の就業はそもそも難しいの
であるから，世帯所得を両者で比較することには
やや問題があるかもしれない。そこで，夫のみの
所得を両者で比較したものが，図 5である。これ
をみると，確かに認可保育所入所者の方が非入所
者よりも低所得階層が多く，全体としても所得が
低い。しかしながら，同時にそれほど大きな差異
が生じているわけでもないことがわかる。一方，
金融資産の分布を比較したものが図 6であるが，
これも両者で大きな差異があるわけではない。
さて，公平性の尺度としてよく知られるジニ係
数を用いて，現状の保育制度の評価および改革に
よる変化を見てみよう。保育が所得分布に影響を
与えるルートとして，すぐに思いつくのは，妻の
就業選択や労働所得の多寡ということであろう。
しかしながら，保育を利用できるかどうかという
ことと，就業選択や労働時間，労働所得の関係を

表 4　財政縮減額を用いた供給量の増加
人

4, 347億円の
ケース

1兆 4, 237億円の
ケース

現在の保育料負担 841, 484 2, 755, 868

均衡保育料負担＊ 914, 543 4, 008, 620

注） 　均衡保険料負担のケースの場合，供給量が増加すれば均
衡価格が下がり，保険料収入が減少するために，公費削減
分は 4, 347億円，1兆 4, 237億円から下がることになり，
供給量増加に全額を使うことは出来ない。そのため，均衡
価格が下がる効果を織り込んだ計算をしている。このとき
の公費削減分はそれぞれ，2, 752億円，1兆 2, 062億円と
なっている。
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定量的に把握することは，これ自体大きなテーマ
であり，本稿の分析射程を超える。そこで，就業
行動の分析は別稿に譲ることにし，下記の分析で
は妻の就業行動の問題を捨象した分析をすること

にする。つまり，保育が利用できても利用できな
くても妻の就業行動は変わらないという仮定で計
算を行う。ただし，そうなると，世帯所得のジニ
係数をみることは明らかに問題があるため，妻の

図 4　認可保育所入所者と非入所者の所得分布（世帯所得）
注）　データより筆者計算。

図 5　認可保育所入所者と非入所者の所得分布（夫の所得）
注）　データより筆者計算。
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就業行動の影響が少ないと考えられる夫の所得お
よび金融資産のジニ係数を主に見ていくことにす
る。以下では保育制度が所得や資産に与える効果
として，保育における補助金の金額のみを考慮す
ることにする。つまり，保育所運営費の単価と支
払っている保育料の差額は，保育所入所者に対す
る補助金であることから，それを所得や資産に加
えてジニ係数を計算する。結果は，表 5の通りで
ある。まず，「保育無し」とは全くその補助金を
考慮しないケースであり，「現状」が補助金を考

慮したケースである。夫の所得で比較しても，金
融資産で比較してもジニ係数は低下しており，現
状の保育制度には，やはり所得再分配的要素があ
ることが確認できる（夫の所得 0. 277→0. 269，金
融資産 0. 691→0. 674）。これに対して，市場原理
導入を行って，供給量一定のままで，WTPの高
いものに保育所入所者が入れ替わったケースが改
革 1である。既に述べたように，この改革によっ
て従来の認可保育所入所者のうち 68. 1％が非入
所者に置き換わる変化が起きるが，その中には低
所得者も少なからず含まれているために，やはり
予想通り，ジニ係数は高まって不平等化する。す
なわち，夫の所得が 0. 275，金融資産が 0. 680に
まで上昇してしまう。しかしながら，前節でみた
ように，この改革により，公費負担も大幅に削減
されるため，低所得者に手厚い，もしくは，もと
の認可保育所入所者に補償を行うような措置も，
縮減した分の財源で実施可能である。ここでは，
①公費を用いて新保育所の供給増を図り，改革に
よって入所できなくなった元認可保育所入所者の
うち，世帯年収 500万円までの人々を現在の低い
保育料のまま入所させるケース（改革 2），②さ
らに供給増を図り，改革によって入所できなくな

図 6　認可保育所入所者と非入所者の金融資産分布
注）　データより筆者計算。

表 5　所得および資産のジニ係数の比較

注） 　改革 1は，保育サービス利用者数を現状と同じにして計
算したもの。改革 2は，現在の認可保育所利用者で，改革
1によって利用が出来なくなる人々のうち，世帯年収 500
万円以下の人々を，現在と同じ保育料で利用可能とした供
給増のケース。改革 3は，現在の認可保育所利用者で，改
革 1によって利用が出来なくなる人々全員を，現在と同じ
保育料で利用可能とした供給増のケース。

世帯所得 夫の所得 金融資産

保育無し 0. 279 0. 277 0. 691
現状 0. 279 0. 269 0. 674
改革 1＊ 0. 277 0. 275 0. 680
改革 2＊ 0. 274 0. 270 0. 675
改革 3＊ 0. 275 0. 270 0. 672
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った元認可保育所入所者「全員」を，現在の低い
保育料のまま入所させるケース（改革 3）の 2つ
のケースを試算した。まず，表 6にある通り，年
収 500万以下の改革 2の場合には，供給増が必要
な人数は 68万 7, 721人であり，4, 282億円の公
費負担が必要である。また，全員の改革 3の場合
には，137万 2, 030人の供給増に対して，7, 833
億円の公費負担が必要となる。いずれも，改革に
よる財政縮減額である 1兆 4, 237億円を遥かに下
回る水準であり，十分に対応が可能であると共
に，残りの財政縮減額を用いてさらに供給増をす
る余地がある。このときのジニ係数は，現状とほ
ぼ同じ水準まで下がることになる（夫の所得は改
革 2，改革 3とも 0. 270，金融資産はそれぞれ
0. 675，0. 672）。すなわち，再分配を考慮するこ
とにより，市場原理導入を行っても格差は拡大し
ない。

V　結語

本稿は，わが国の保育制度への市場原理導入の
効果について厚生分析を行った。具体的には，供
給量規制および価格規制と割当によって特徴付け
られる現行の保育制度の非効率性を計測した上
で，規制改革会議が主張している①直接契約・直
接補助方式の導入，②「保育に欠ける」要件の見
直しの効果を，余剰分析および公平性の分析を行
って，定量的に評価した。その結果，得られた主
な結論は以下の通りである。

①　現状の認可保育所には，必ずしも保育需要
の大きい人々（WTPが高い人々）が割り当
てられていないという意味で大きな非効率が
発生している。このため，消費者余剰は，投

入されている公費負担のわずか 1／5程度に過
ぎず，費用対効果の面から問題である。
②　規制改革会議の主張する市場原理導入によ
る改革を行うことにより，保育料収入は 4千
億円強の増収となり，保育所間の競争によっ
て運営費の効率化が図られるため，公費負担
は最大で 1兆 4千億円余りの削減が可能であ
る。
③　この財政縮減分を，直接補助（保育所運営
費と保育料の差額を利用者に補助）の財源に
用いることにより，保育所の供給量（入所児
童数）を最大で 400万人程度増加させること
が出来る。これは，現在の認可保育所入所者
数の約 3倍の供給量を意味しており，現在の
待機児童問題はもちろん，逃げ水的に発生す
る潜在的待機児童の問題も，追加財源無しで
全て解決することができる。
④　改革により現在の保育所入所者の中には，
新たな保育料の下で利用できない（利用しな
い）人々が発生することになる。例えば，こ
れらの人々を補償する意味で，現在と同じ低
い保育料で保育所に全員入所できるように供
給量を増加させても，その分にかかる公費負
担は 8千億円程度であり，改革による財政縮
減分で十分に対応可能である。また，このと
き，ジニ係数で計測される保育制度の再分配
効果は，現状の保育制度の下の状況とほぼ変
わらない水準であり，適切な再分配を考慮す
ることによって市場原理導入の下でも格差が
拡大しないようにすることが出来る。

ここで最も重要な結果は，市場原理の導入によ
って大幅な財政縮減が図られるということであ
る。この理由は，保育料収入が増加することに加
え，保育所の運営費が下がることの効果が大き
い。市場原理を導入することのもう一つの意義
は，現状の制度下では高コスト構造をなかなか是
正できない認可保育所，特に公立保育所が，認証
保育所等の民間の保育所との競争にさらされるた
めに，運営費の効率化を図らざるをえなくなると
いうことである。つまり，高コスト構造を変えら

表 6�　供給増による人数とそれにかかる公費負担
（公的補助金）額

注）　改革 2，改革 3の内容は表 5の注を参照。

改革 2 改革 3

供給増の人数（人） 687, 721 1, 372, 030
公費負担（億円） 4, 282 7, 833
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れない場合には，価格競争に負けて市場から淘汰
される。しかし，このことは必ずしも認可保育所
の質が下がることを意味しない。現在の認可保育
所の質が認証保育所等よりも高いのであれば，そ
の分は「認可保育所プレミアム」として利用者が
価値を評価しているのであるから，保育料をその
分高く設定して質を保つ原資とできるからであ
る。市場の価格競争はあくまで質対比の価格競争
であるから，「安かろう悪かろう」ということで
最低基準に全ての保育所が張り付くということに
はならない15）。しかも，この質の高さを反映した
運営費の上昇は，保育料収入としてまかなわれる
ので，公費負担を上昇させない。
さて，つい先ごろ，政府は「新待機児童ゼロ作
戦」として，10年後に保育所入所者を 100万人
増加させるという目標を発表したところである。
この保育サービスの拡充に年間 8千億円程度の財
源が必要とされているが，その財源の手当につい
ては全く見通しが立っていない。保育に対する財
源については，八代〔2007〕や八代・鈴木・白石
〔2006〕が主張する育児保険もしくは家族保険と
いうアイディアもあるし，消費税率の引き上げも
有力な候補とみられているが，高齢化の急速な進
展でますます社会保障支出が増える中，追加財源
の確保は今後も困難な状況が続くであろう。しか
しながら，本稿が分析したように，規制改革会議
が主張する保育への市場原理導入は，追加財源を
全く確保することなく，供給を大幅に増加できる
アイディアなのである。これこそ，まさに規制緩
和の利益，醍醐味である。したがって，厚生労働
省の財源確保先行主義（財源が確保されなけれ
ば，直接契約・直接補助導入も保育に欠ける要件
の見直しも議論・検討すらできない）は全く的外
れな主張であり，直ちに改革の議論・検討を進め
るべきである。既に周知のように，わが国の少子
化の状況は深刻な事態となっており，対策は一刻
を争う。厚生労働省が「長期的に検討」として不
作為のまま改革を放置している間に，事態は益々
悪化していき，将来に取り返しの付かないほどの
大きなツケを残す。新待機児童ゼロ作戦が定めて
いる 10年後という目標期間もあまりに悠長であ

る。直ちに，市場原理導入による改革を実行すべ
きである。

謝辞
筆者は現在，規制改革会議の専門委員（福祉・
保育・介護 TF）を務めているが，本稿に述べた意
見はあくまで個人的なものであり，規制改革会議
を代表するものではない。ただし，本稿の着想
は，白石真澄教授（関西大学）を初めとする同会
議福祉・保育・介護 TFのメンバーとの議論や，八
代尚宏教授（国際基督教大学）との共同研究や議
論に多くを負っている。深く感謝を申し上げた
い。本稿の分析は，文部科学省科学研究費補助
金・特別推進研究「世代間問題の経済分析」（研究
代表者：高山憲之），同基盤 B研究「婚姻の行動モ
デル解明と少子化対策としての婚姻推進政策のあ
り方に関する実証的研究」（研究代表者：八代尚
宏）の助成を受けている。

注
 1） 論文中の潜在的待機率をもとに，筆者が計算
した。

 2） 八代〔2000〕が最初に指摘したように，まさ
にこの潜在的待機児童が存在することこそが，
供給増にもかかわらず，それが需要を顕在化
させ，逃げ水的に待機児童がなかなか解消し
ない理由となっている。

 3） 以下，八代〔2007〕，八代・鈴木・白石〔2006〕
による問題点の整理も参考にされたい。

 4） 児童福祉法施行令第 27条では，保育に欠ける
要件として，①昼間の就労を常態としている
こと，②妊娠中または出産後間もないこと，③
病気・ケガ，または心身の障害があること，④
同居の親族を介護していること，⑤災害の復
旧にあたっていることなどを定めており，児
童福祉法第 24条によって，保育所は，こうし
た「保育に欠ける児童」について，保護者に
代わって保育する児童福祉施設と位置づけら
れている。

 5） 筆者等が調査を行なった内閣府〔2003〕では，
認可保育所入所者の運営費に対する保育料の
カバー率（負担率）は 25. 7％に過ぎず，3／4
程度の費用が公費負担分として，認可保育所
入所者に補助されている。

 6） 一方，質の劣悪なベビーホテルなどに対しては，
補助金がないために規制が難しく，事実上，監
視の目が十分に行き届かないという問題があ
る。

 7） 実際には，金銭ではなくバウチャー，利用ク
ーポンのような保育にしか利用できないもの
で補助するべきである。これは，金銭で補助
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金を支払った場合，親によっては保育に利用
せずに他の物品やサービスに消費をしてしま
う可能性があるからである。

 8） 規制改革会議は，直接契約・直接補助方式や
保育に欠ける要件見直しによって問題が生じ
るかどうかのエビデンスを検証するために，こ
のような制度を既に採っている認定こども園
及び東京都の認証保育所の両方のデータを用
いて検証するように要求している。しかしな
がら，厚生労働省は認定こども園のみのデー
タによる検証に固執している。しかしながら，
認定こども園は，制度自体が始まったところ
であり，具体的な検証が行えるまでには相当
の時間がかかることになる。加えて，厚生労
働省は，具体的な検証が行う時期や，検証を
行うに足るとする園数も一切示しておらず，こ
のままでは今後も長い間「長期的に検討」と
して具体的な改革が進まない可能性がある。直
接契約・直接補助方式を「長期的に検討」と
する答申の記述は，既に 2001年から 6年間も
続いている。

 9） インターネット調査会社は，（株）エルゴブレ
インズであり，登録する膨大なモニターサン
プルの中から，該当する属性のモニターを，都
道府県人口を考慮した割付をして抽出した。イ
ンターネット・アンケートは，ランダムサン
プリングの観点からは当然ながら問題はある
ものの（本多・本川〔2005〕），就学前児童を
持つ親の年代ではインターネット普及率が
90％以上となっており（総務省「通信利用動
向調査（平成 17年度調査）」），この年代の調
査に限ってはかなりの代表性があると考えら
れる。

10） 仮想市場法については，例えば栗山〔1997〕，
寺脇〔2002〕を参照されたい。保育の分野では，
周・大石〔2003〕によってはじめて導入され，
潜在的待機児童数の推計が行われた。

11） 例えば，3万円の提示を拒否し，2万円の提示
を受諾する場合にはWTPは 2. 5万円として計
算した。上限，下限は提示した金額そのもの
を用いている。この場合，需要曲線を推計し
てはいないが，就業者・非就業者のサンプル
比率を揃えているために，WTPを高い順に並
べることにより，需要曲線となる。中間値を
用いることにはもちろん誤差が伴うが，一方
で，推計によって特定の分布を当てはめるよ
りも実態にあった分布になっており，一長一
短といえる。

12） 認可保育所入所者は，すでに認可保育所に入
所しているのだから，新保育所へのWTPは少
なくなるとの批判があることを想定し，認可
保育所WTPも描くことにした。ただし，この

質問文では認可保育所に入所し続けることが
出来ないと明記しているし，実際，新保育所
WTPを 0としたサンプルは 8. 0％に過ぎない
のでこうした懸念は無用であると思われる。実
際，認可保育所WTPでみても，非常に低い人々
が割り当てられており，現行の保育制度の非
効率性は明らかである。

13） この年齢別の供給量は，現実の割合とほぼ等
しいものとなっている。すなわち，厚生労働
省「保育所の状況（平成 19年 4月 1日）等に
ついて」によれば，認可保育所入所者の年齢
別の割合は，0歳児 4. 2％，1-2歳児 28. 3％，
3歳以上児 67. 5％となっているが，本稿のサ
ンプルでは，0歳児 4. 2％，1-2歳児 26. 6％，
3歳以上児 69. 2％である。本稿のサンプルは
全体の年齢別構成が低年齢児にやや偏ったも
のとなっているが（表 1），厚生分析の際には，
年齢別に均衡保育料を求め，供給制約のとこ
ろで現実の年齢構成に近づけており，そのバ
イアスが調整されるようになっている。

14） 均衡保育料負担のケースでは，実際には，供
給量が増加すると均衡保育料が下がるため，
4, 347億円の財源をそのまま充当することはで
きず，2, 752億円となる。また，1兆 4, 237億
円の財源も，結局，1兆 2, 062億円となる。

15） また，認証を含め全ての認可外保育所に，直
接補助として公費が使われるため，それを理
由に最低基準を満たすよう全ての保育所に規
制の網を広げることができる。すなわち，本
稿が想定した認証レベルの最低基準を満たさ
ない保育所は，開設を認めないようにむしろ
規制強化を図るべきである。しかしながら，調
理施設や 3. 3m2のほふく室の面積基準など，
必要性の乏しい規制は緩和して，あくまで法
律で規制するレベルは文字通り「最低基準」と
して，必要最低限のものにする必要がある。
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I　はじめに

教育サービスに市場原理を導入して教育成果を
向上させるという発想は，日本でも次第に有力に
なりつつある。全般的な学力低下を背景として，
これまでの公教育に対する信頼度が揺らぐ一方，
規制改革の一環として学校選択や教育バウチャー
制度の導入などを主張する声も強まってきた。も
ちろん，教育サービスには通常の財やサービスの
取引とは異なる面が少なからずあり，市場原理の
導入に際しても政策的に考慮すべき点が多い。そ
のため，教育サービスへの市場原理導入には一定
の制約をかける必要があり，その意味でこのプロ
セスは一般的に「準市場」（quasi‒market）化と
呼ばれる。
本稿では，まず，IIにおいて教育サービス分野

における「準市場」導入の意義を整理する。次
に，IIIでは「準市場」化を教育政策の明示的な
方針としてきた英国の経験に注目し，制度改革の
効果を実際のデータに基づいて検討する。IVで
は，日本の教育分野における「準市場」導入をめ
ぐる議論や最近の実証分析を概観した上で，解決
すべき問題点を英国での経験を参考にしつつ指摘
する。最後に，Vでは全体の議論をまとめる1）。

II　教育サービスにおける「準市場」

1　教育サービスにおける「準市場」の意義
教育サービスにおける「準市場」の導入をとり

わけ明確に打ち出したのは，後述するように，英
国 の「 教 育 改 革 法（Education Reform Act）
1988」である。様々な政策分野において民営化な
ど市場原理の導入を進める，いわゆる「サッチャ
ーリズム」の動きは，1980年代になると教育分
野にも及ぶことになった。同法は，教育行政をそ
れまで独占的に行ってきた地方教育当局（Local 
Education Authorities；LEA）から各学校の経営
母体に学校運営の権限を移譲するとともに，国全
体の統一的な教育カリキュラムの実施を目指すも
のとして策定されている。

Le Grand〔1991〕や Glennerster〔1991〕は，
このような教育サービスにおける「準市場」化の
動きを次のように特徴づけている。まず，通常の
意味での市場化との共通点としては，国家や地方
政府がそれまで独占的に供給してきた教育サービ
スを，消費者（親や生徒）に対して互いに競争す
る主体（学校）に供給させることによって，競争
的な市場メカニズムが働くという点が挙げられ
る。これに対して，通常の市場メカニズムと異な
る点として次の 3点が指摘されている。第 1に，
教育サービスの供給主体（学校）は通常の市場に
おける企業とは異なり，利潤の最大化を目的とせ
ず，私的な所有も前提としない。第 2に，新たな
供給主体による自由参入はなく，また，既存の供
給主体も自由に退出できない。そして，第 3に，
消費者（親や生徒）による教育サービスに対する
購買は，貨幣を用いて行われるのではなく，指定
された予算による一種の「バウチャー」形式をと
る2）。

教育サービスの「準市場」化の意義と課題
――英国での経験と日本へのインプリケーション――

小　塩　隆　士
田　中　康　秀
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これらの特徴は通常の市場のそれとは明らかに
異なり，「準市場」化には単純な市場原理の導入
というイメージでは十分に捉えきれない要素が存
在する。さらに，市場原理の導入といっても，政
府による関与が維持されている点は改めて認識し
ておく必要がある。教育は，その便益が教育を受
ける本人だけでなく広く社会に波及するという，
経済外部効果を発揮するサービスの典型であり，
その供給を私的な意思決定に委ねると社会的に最
適な水準が確保できない。したがって，政府によ
る財政的な支援が必要になる。教育サービスにお
ける「準市場」化は，あくまでも政府による関与
を前提とした上で，供給面で競争的な市場原理を
促し，教育の効率化を図る仕組みである。

2�　「準市場」化の制度的枠組み：英国「教育
改革法 1988」の例
英国の「教育改革法（Education Reform Act）

1988」は，こうした教育サービスにおける「準市
場」化の制度的な枠組みを定めたものであり，そ
の枠組みは次の 4点にまとめられる（田中
〔2004a〕2節）。
第 1は，義務教育年齢の生徒に対する統一的な

カリキュラムの設定である。これは，教育内容や
レベルの全国的な統一を目指すものだが，生徒の
達成度を全国で統一的にチェックするために，義
務教育期間内に 4つのキーステージ（7歳，11
歳，14歳，16歳）を設定し，それぞれのステー
ジにおいて全国統一テストを実施して「学校成果
表」（School Performance Tables）という形で結
果を公表する。
第 2に，親による学校の選択権を追認するとと
もに，各学校の入学許可件数を政府（教育雇用省
大臣）が設定する「標準数」以下に抑えることを
禁止し，「標準数」を変更する場合は大臣の許可
が必要となることを規定する。
第 3に，全教育予算の約 75％を占める予算の

配分に際して，各学校に現実に入学した子供数と
その年齢を反映させる。また，教育予算の運営責
任を LEAから各学校の経営母体に移譲する。
第 4に，LEA管轄下にある学校に対して，そ

の管轄から離れて中央政府から直接学校の運営経
費を受け取れる制度に移行する権利を各学校に与
え，学校運営に関する LEAの権限縮小を目指す。
要するに，英国政府は全国統一テストの成績と
いう形で各学校の教育パフォーマンスを比較可能
な形で公表し，親に学校を選択させて，入学する
子供数に応じて予算を配分するという仕組みを設
定したことになる。生徒数に応じた教育予算配分
の仕組みは，英国だけでなく，オランダやスウェ
ーデン，米国の一部の州でも進められてきた。

3　教育サービスの経済学的特性
教育サービスにおける「準市場」導入の効果に
関する評価は，基本的に実証分析に委ねざるを得
ないテーマである。次節では，効率性と公平性と
いう 2つの観点から英国における導入効果を具体
的に検討するが，その前に，効果の方向性の予測
を難しくする要因として，教育サービスに備わっ
ている次の 3つの経済学的特性に注目しておこ
う。
第 1は，教育需要が階層性を帯びやすい点であ
る。日本におけるこれまでの実証分析（例えば，
荒井〔1990〕，樋口〔1992〕，松浦・滋野〔1996〕
など）でも明らかにされているように，教育需要
は親の学歴や所得，社会的地位など親の属性に大
きく左右される。学歴や所得水準，社会的地位が
高く，子供に高い学歴を期待する親ほど学校選択
には敏感になるだろうし，また，そうした親の行
動を反映して教育需要は階層性を帯びることにな
る。教育熱心な親に育てられた子供とそうでない
子供とでは，通学する学校が異なるという展開も
十分に考えられる。そのため，「準市場」導入に
際しては，消費者（親や子供）の分断化
（segregation）や選別化（sorting）が進むかどう
かが重要な注目点となる。
第 2に，Rothschild and White〔1995〕が指摘
するように，教育というサービスは消費者自らが
その生産に参加するという特殊な特徴を持ってい
る。教育は，教育の供給主体（学校）が一方的に
消費者（親や子供）に供給して完結するのではな
く，消費者がどのように関与するかでその成果が
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かなり違ってくる。例えば，教育需要そのものに
上述のような階層性が生じれば，教育の成果にも
階層性が生まれるだろう。さらに，Epple and 
Romano 〔1998〕が指摘するように，教育には，
それを同時に受ける子供たちが影響を与え合うと
いうピア効果が発揮されるため，どのような子供
と一緒に教育を受けるかで教育の成果も異なって
くる。このように，消費者の行動や相互関係が教
育というサービスの生産に無視できない影響を及
ぼす場合，教育に市場メカニズムを導入しても，
供給主体間で競争が高まって消費者がそのメリッ
トを受けるという単純な構造を想定するのは誤り
である。
第 3は，教育には「規模の経済」が伴うという
点である。一人当たり教育コストは，通学する子
供数が増えるほど基本的に低下する。そこで単純
に児童生徒数に比例して予算を配分すれば，大規
模校に通う子供ほど優遇されることになる。もち
ろん，入学者が減少し予算を削減されたのは，学
校の創意工夫が足りなかったなど学校側に責任が
求められるはずだが，予算の単純な比例配分は少
人数校に通学する子供に一方的に不利に働く。
もちろん，こうした教育サービスの経済学的特
性が，「準市場」化の成果にどのような形で，ま
たどの程度影響するかは先見的に明らかでない。
しかし，「準市場」化の成果がすべての消費者に
一様に波及するのではないことは明らかである。
したがって，「準市場」化の効果は，全体的な効
率性の向上だけでなく，学力格差の拡大など公平
性の観点からも評価する必要性がどうしても出て
くる。

III　英国における教育の「準市場」化の効果

1　効率性からの評価
本節では，英国を例にとって教育サービスにお
ける「準市場」化の効果を効率性・公平性の両面
から評価することにしよう。最初に効率性の観点
から検討する。効率性の観点から評価する場合，
費用面の議論をとりあえず別とすれば，「準市
場」導入によって子供たちの学力がどの程度向上

したかが最大の注目点となる3）。この点でいえ
ば，英国は初等・中等教育の各キーステージにお
いて全国統一テストを実施し，その結果を公表し
ているために，教育成果の経年変化を客観的に把
握できるようになっている。これは，政策評価と
いう観点から見て高く評価されるべき仕組みであ
る。以下では，田中〔2004a〕の分析をベースに
新たなデータを加味して，2つのデータから教育
成果の変化を概観することにしよう。分析対象期
間は，「教育改革法 1988」による教育の「準市
場」化が本格化した 1990年代中頃以降とする。
第 1の注目点は，キーステージ 2（11歳）およ

びキーステージ 3（14歳）のそれぞれの段階にお
いて，英語・数学・理科の各教科の試験で期待さ
れる水準――キーステージ 2では 6段階で 4段階
以上，キーステージ 3では 8段階で 5段階以上―
―をクリアした生徒の全体に占める割合の変化で
ある4）。それを具体的に示したのが図 1だが，こ
の図から明らかなように，期待される水準をクリ
アした生徒の割合は 1995年から 2007年にかけて
大幅に上昇している（例えば，数学の場合，キー
ステージ 2では 45％から 77％へ，キーステージ
3では 58％から 76％へ）。
第 2の注目点は，中等教育終了資格である

GCSE（Genera l  Cer t i f ica te  o f  Secondar y 
Education） お よ び 職 業 資 格 で あ る GNVQ
（General National Vocational Qualification）にお
ける成績上位者（A*，Aから Gまでの 8段階の
うち上位の A*から Cまでを 5科目以上獲得した
生徒）の割合の変化を調べる。それを全公立
（All maintained schools）および全学校について
男女別および全体で見たものが図 2である。これ
から分かるように，1996／97年から 2005／06年に
かけて成績上位者の割合はどの分類でも 8‒9％ポ
イント上昇している。
このように，「教育改革法 1988」施行後の「準

市場」化は教育成果を有意に高めており，その意
味で，教育の効率性は大きく改善したと評価でき
る。さらに，効率性向上をより精緻に分析した実
証研究として，次の 2つのタイプの分析がある。
第 1は，Bradley et al.〔2000〕や Bradley and Taylor
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図 1　各段階において期待される水準をクリアした生徒の割合
出所）　UK Department for Education and Employment, Statistical Bulletin, 各号より作成。

図 2　GCSE/GNVQにおいて A*-Cレベルを 5科以上達成した生徒の割合
出所）　UK Department for Education and Employment, Statistical Bulletin, 各号より作成。
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〔2002〕のように，いわゆる教育の生産関数を推
計することである。彼らは各学校の生徒の学力
が，競争相手となる他校の生徒の学力が高いほど
高まることを明らかにしている。さらに，
Bradley and Taylor〔2002〕は，その影響が大都
市圏以外よりも大都市圏で大きいことも確認し，
学校間の競争が各学校のパフォーマンス向上に寄
与したことを報告している。ただし，こうした分
析では教育にかかった費用の評価が行われていな
い点に注意が必要である。
第 2は，Bradley, Johnes and Millington〔2001〕
のように，データ包絡分析法（Data Envelopment 
Analysis）によって技術面の効率性を評価するこ
とである。この方法は，教育に複数の生産物があ
ると考える場合に有益である。彼らは，試験の点
数と，無断欠席率の逆数を教育の 2つの生産物と
して捉え，効率性の時系列的な変化を説明する回
帰式を推計している。その結果，①技術面の生産
性の変化に学校間の競争の度合いが有意な影響を
及ぼすこと，②分析対象期間の前に生産性が低か
った学校のほうが，生産性が元々高い学校より生
産性を改善していること，が明らかになってい
る。この結果も，「準市場」化による競争状態の
高まりが効率性向上に寄与したことを示す材料と
いえよう。
ただし，試験の点数をそのままの形で教育成果
として評価することには，技術的な問題がある。
例えば，その教育を受ける前の教育成果（prior 
attainment）を考慮しなければ，教育成果の評価
が不正確になることに注意すべきである（Meyer
〔1997〕参照）。例えば，その教育を受ける前にす
でに高い学力があれば，教育の質が高くなくても
最終的な試験の点数が高くなる傾向がある。その
ため，英国政府は上述の「学校成果表」の公表に
際しても，各キーステージ間における教育成果の
変化分を，若干の統計的処理を行った上で「付加
価値」（value added）として捉えて公表してい
る。ただし，Taylor and Nguyen〔2006〕が指摘
するように，この付加価値も，生徒の家庭・社会
環境など学校が制御できない要因によって左右さ
れるため，それに基づいて教育成果を評価するこ

とには慎重でなければならない。

2　公平性からの評価
一方，英国における教育サービスの「準市場」
化の効果を公平性の観点から見るとどう評価でき
るだろうか。この点について，Glennerster
〔1991〕は，教育サービスの「準市場」化に伴う
効果として，「効率性競争」（‘E’競争 efficiency 
competition）とともに，「選抜競争」（‘S’競争 
selectivity competition）があることを指摘してい
る。前者は上述のように生徒数や予算の獲得のた
めに効率性を高める競争を意味するが，後者は，
学校の平均的な教育成果を高めることが期待でき
る優秀な学生だけを選抜して入学させようとする
競争である。その結果，クリーム・スキミングが
生じて（全体としての教育成果は高まっても）学
校間格差が拡大するかもしれない。学校間格差の
拡大は，公平性の観点から看過できない結果であ
り，教育分野における市場メカニズム導入に対す
る反論材料としてしばしば指摘される点でもあ
る。以下では，この問題を検討した 2のタイプの
分析を紹介する。
第 1のタイプは，各学校における前述の GCSE
における成績上位者（A*から Cまでを 5科目以
上獲得した者）の割合の不平等度の変化を直接測
定する分析である。以下では，この方法を実際に
適用した田中〔2004b〕の結果を紹介する5）。不平
等度の測定法としては，しばしば用いられる変動
係数とジニ係数のほかに，Rumberger and Willms
〔1992〕が用いた「非類似性指標（dissimilarity 
index）」を計算する。t時点における非類似性指
標 Dtは，

として定義される。ここで，NSitは t時点におけ
る第 i学校の生徒数，pitは t時点の第 i学校にお
ける成績上位者割合，NStは t時点における全生
徒数，p̄tは成績上位者割合の全学校単純平均値，
nは学校数であり，学校間格差が大きいほどこの
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指標は大きな値をとる。
表 1は，入学者を選抜しない学校（非選抜学

校）とすべての学校について，非類似性指標，変
動係数，ジニ係数の変化を 1992年から 2003年に
かけて調べたものである。この表からも分かるよ
うに，非類似性指標こそ明確な低下傾向を示して
いないものの，残りの変動係数とジニ係数は顕著
な低下傾向を示しており，総じて見ると学校間格
差は縮小傾向にあると評価できる。
第 2のタイプとして，各学校において学校給
食が無償となる資格を得た生徒の割合が，「準市
場」化が進んだ 1993‒1999年にどのように変化し
たかを調べるという，Bradley and Taylor〔2002〕
の分析がある。学校給食が無償になるためには資
力審査が必要となり，無償資格を得た生徒は家庭
が低所得層であることを意味する。彼らの分析に
よると，①同期間において成績が上昇した学校ほ
ど無償資格者の割合が低下し，②同期間において
同一地域のほかの学校の成績が上昇した学校ほど
無償資格者の割合が上昇している。しかも，②の
効果は学校間の競争状態が弱い非大都市圏では有
意でないが，大都市圏では有意となっている。こ
れらの結果は，学校間の競争激化の中で生徒の階
層化が学校間で進んでいることを示唆するもので
ある。もちろん，学校が意図的に低所得層を排除
しているわけではなく，教育成果に注目して学校

を選択する層と，そうでない層との間で分断化が
結果的に進んでいるということだろう。
第 1の分析と第 2の分析とでは，結果のニュア
ンスがかなり異なる。もっとも，後者の Bradley 
and Taylorも，公平性の観点から見た望ましくな
い効果の規模は比較的小さいとして，「準市場」
化はこれまでのところ総じて望ましい効果を上げ
ていると評価している。また，学校間格差の拡大
が，学校間の「選抜競争」（‘S’競争）あるいは
親による学校選択によって，そもそも存在した子
供間の格差が別の形で示されたものに過ぎないの
であれば，問題は過度に深刻に受け止めるべきで
はない。しかし，学校間格差がピア効果などを通
じて子供間の格差につながったり，学校間格差を
反映した予算配分が低所得層より高所得層に有利
になったりしている可能性も否定できず，公平性
の観点からのさらなる検討が必要であろう。

IV　日本の教育における「準市場」導入の可能性

1　これまでの議論
これまで紹介してきた教育サービスにおける

「準市場」化の動きは，「準市場」という用語こそ
明示的に用いられていないものの，学校選択制や
バウチャー制度の導入という形で英国以外でも幾
つかの国々で進められてきた。これらの効果につ

非類似性指標 変動係数 ジニ係数 標本学校数

非選抜学校 全学校 非選抜学校 全学校 非選抜学校 全学校 非選抜学校 全学校

1992 0. 273 0. 312 0. 472 0. 555 0. 207 0. 258 3022 3186 
1993 0. 269 0. 309 0. 451 0. 526 0. 199 0. 248 2980 3142 
1994 0. 270 0. 311 0. 437 0. 506 0. 189 0. 234 2973 3134 
1995 0. 270 0. 311 0. 434 0. 499 0. 190 0. 233 2963 3123 
1996 0. 265 0. 307 0. 417 0. 479 0. 176 0. 219 2940 3100 
1997 0. 267 0. 309 0. 417 0. 476 0. 173 0. 214 2951 3110 
1998 0. 269 0. 312 0. 413 0. 467 0. 169 0. 209 2938 3097 
1999 0. 271 0. 313 0. 403 0. 450 0. 167 0. 203 2919 3078 
2000 0. 271 0. 314 0. 392 0. 437 0. 163 0. 198 2891 3050 
2001 0. 269 0. 312 0. 378 0. 422 0. 158 0. 192 2863 3022 
2002 0. 261 0. 306 0. 360 0. 400 0. 151 0. 184 2835 2994 
2003 0. 262 0. 305 0. 345 0. 381 0. 145 0. 176 2814 2973 

表 1　各不平等度測定法による変化の推移

出所）　 田中〔2004b〕。
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いては，英国だけでなく米国等でも理論・実証両
面からの研究が進んでいる。しかし，その効果を
めぐっては研究者の間でも議論が分かれており，
制度改革が全体としてプラスの効果をもたらすこ
とが保証されているわけではない6）。
一方，日本でも義務教育の学校選択制が全国各
地において徐々に広がっており，「準市場」化は
すでに進行しつつある。内閣府が 2006年 11月に
公表した「学校選択制等の実施状況に関するアン
ケート」によると，全国の市区教育委員会に学校
選択制の導入状況を尋ねたところ（回収率
84. 5％），小学校で「導入している」という回答
が全体の 14. 9％，「導入していないが，導入を検
討中である」という回答が 18. 0％あった。一
方，中学校では「導入している」が 15. 6％，「導
入していないが，導入を検討中である」が
18. 1％となっている。
学校選択制導入の動きは，2000年度に一部自
治体が小学校を対象に行ったのを皮切りにしてい
るが，政府内でも学校選択制を部分的に認める方
向がそれまでに打ち出されていた。また，2000
年 9月に教育改革国民会議が発表した「中間報
告」でも「通学区域の弾力化を含め，学校選択制
の幅を広げる」ことが主張されている。こうした
学校選択制の背景には，進学実績面における公立
校の相対的地位の低下や，公教育の質に対する消
費者の不満の高まりがあったものと考えられる。
政府も 2001年以降，学校選択制は積極的に推
進するものと位置づけてきた。2005年 6月に閣
議決定された「骨太の方針 2005」では「学校選
択制について，地域の実情に応じた導入を促進
し，全国的な普及を図る」としたほか，規制改
革・民間開放推進会議も，同年 12月に発表した
「第 2次答申」の中で，「児童生徒・保護者が多様
な選択肢の中から質の高い教育を自由に選ぶこと
ができる機会を拡大することを通じて，心身およ
び能力等の発達に応じて真に必要な教育サービス
を享受できる環境を整えるとともに，学校の質の
向上を促す必要がある」として学校選択制の必要
性を強調している。
一方，義務教育段階におけるバウチャー制度の

導入についても，規制改革・民間開放推進会議が
2004年 11月に出した「文部科学省の義務教育改
革に関する緊急提言」の中で同制度導入の検討を
初めて求めている。さらに，同会議の「第 2次答
申」も同様の要請を行い，文部科学省もそれに対
応して「教育バウチャー制度に関する研究会」を
設置し，検討を進めている。2006年に設置され
た教育再生会議では，学校選択制やバウチャー制
度についても検討が行われた。規制改革会議で
も，これら制度の導入が引き続き重要な検討課題
として位置づけられている。
しかし，日本では，学校選択制の歴史がまだ浅
く，成果に関する情報公開も十分に進んでいない
し，バウチャー制度はそもそも導入されていな
い。そうした中で，注目すべき調査・研究として
次の 3つが挙げられる。第 1は，内閣府が実施し
てきた一連のアンケート調査である。本稿の分析
のベースとなる調査の前進である「学校制度に関
する保護者アンケート」（2005年 10月）をはじ
めとして，「学校制度に関する保護者アンケー
ト」（2006年 11月），市区教育委員会を対象とす
る「学校選択制等の実施状況に関するアンケー
ト」（同）がある。ここでは，現行の学校制度に
対する保護者の満足度のほか，学校選択制の実施
状況や評価，バウチャー制度導入への賛否などが
尋ねられている。
第 2は，学校選択制やバウチャー制度の導入を
直接検討したものではないものの，群馬県太田市
の市立中学校に通う子供たちの親を対象としたア
ンケート調査に基づいて，英語コース選択の決定
要因や，その選択のために支払っても構わないと
考える金額（支払意志額：WTP）を試算した伊
藤・小塩〔2006〕がある。彼らは，義務教育の規
制改革を通じた消費者の選択肢拡大の経済的便益
を具体的に試算し，さらに教育需要が親の属性に
大きく左右されることを示している。
第 3に，Yoshida, Kogure, and Ushijima〔2006〕
は，東京都足立区における中学校の学校選択制導
入に注目し，制度改革によって学校に通う生徒が
選別化（sorting）されたか，また，それによっ
て学校間の学力格差が高まったかを検証してい
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る。彼らの分析によると，社会的地位が高い職業
従事者の多い学区ほど，制度導入後でも私立校を
選択したり，公立校でも平均学力の高い学校を選
択したりする傾向が見られる。しかし，公立校間
の学力格差には拡大傾向が見られないという興味
深い結果を報告している。

2　一様でない「準市場」化の効果
学校選択制が一部の自治体で既に進められてい
るものの，その効果を定量的にチェックできる態
勢が整備されておらず，日本における「準市場」
化の効果を的確に評価することは現時点では不可
能といわざるを得ない。特に，「準市場」化を政
策として進めるためには，教育成果が少なくとも
平均的に上昇していることを示す必要がある。格
差拡大といったデメリットを危惧し，「準市場」
化に反対する論者を説得するためにも，それは不
可欠な作業であろう。それはともかくとしても，
正確な統計的処理に耐えうるデータを公表しない
ことは，教育行政のあり方として致命的な問題と
いわざるを得ない。この点は，英国政府が「学校
成果表」として各学校の成果を積極的に公表して

いる姿勢とは対照的である。
以下では，日本において「準市場」化を進める
に当たって考慮すべき点を，利用可能なデータを
用いた実証分析の結果に基づいて指摘しておこ
う。これは，「準市場」化そのものに反対するた
めではない。「準市場」化を政策として正当化す
るためには，教育成果が少なくとも平均的に見て
上昇するなど，そのメリットを客観的に立証する
必要があることを強調したいためである。
注目すべき最大のポイントはやはり，英国でも
問題視された学校格差の拡大や子供の階層化の危
険性である。これは，次の 2つの実証分析の結果
から具体的に指摘できる。第 1は，Yoshida et 
al.〔2006〕も注目している東京都足立区における
動きである。同区は 2000年以降，義務教育の学
校選択制を進めるとともに，各学校の平均学力の
結果をウェブサイト上で公表するという画期的な
取り組みを行ってきた。しかし，2006年度の学
力調査において一部の学校で不適切な行為があっ
たことが判明したことを受け，同区は 2007年 11
月以降その公開を過去の分も含めて取りやめてい
る。

図 3　平均学力と入学倍率　（東京都足立区立中学校の場合）
出所）　小塩〔2007〕。
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しかし，小塩〔2007〕は，公表取りやめ前の時
点で入手可能だったデータを用いることにより，
同区立の 37中学校について，横軸に 2006年度に
おける 3教科達成度合計（全学年平均，300点満
点），縦軸に 2007年度の入学倍率（最終応募者数
／受入可能者数）の関係を調べている。図 3がそ
れであるが，この図からは両者の間に正の相関の
あることが認められる。つまり，親は平均的な学
力の高い学校に自分の子供を通わせようとしてい
ることが分かる。この図はあくまでも 2年度分の
状況を示したものに過ぎず，子供間の学力格差拡
大については何も語っていない。また，Yoshida
らの実証研究とも併せて検討する必要がある。し
かし，学校間格差の拡大傾向という，子供間格差
につながり得るモメンタムの存在にはこれからも
細心の注意を払っていくことがここから示唆され
る。
第 2は，学校選択やバウチャー制度に関する親
の意識の違いである。小塩他〔2007〕は，内閣府
が 2006年 10月に実施したインターネット調査に
基づき，現行の学校制度や教員に対する評価のほ
か，学校選択制やバウチャー制度の導入に関する
親の意識がどのような要因によって決定されるか
を分析している。このうち最も注目されるのは，
学校選択制やバウチャー制度の導入に対する評価
が親の属性に大きく左右される点である。
表 2は，それらの結果の一部をまとめたもので
ある。ここでは，学校選択制やバウチャー制度の
導入にそれぞれ賛成する場合を 1，そうでない場
合をゼロとするプロビット分析を行っている。い
ずれの場合も賛成する確率は，回答者が大卒以上
であれば，そして，子供の学歴として一流大卒な
ど高い水準を期待する場合ほど高まることが統計
的に確認される。さらに，小塩他〔2007〕は，公
立校が受験対策など特別授業を行う場合どの程度
追加的に費用を支払う意志があるかという点につ
いても分析しており，高学歴・高所得で子供の学
歴に対する期待が高い親ほどその額が高めになる
ことも確認している。
こうした事実は，「準市場」化が消費者である
親の行動に及ぼす影響が一様でなく，学校やそこ

に通う子供の分断化・選別化が進む可能性を示唆
するものである。もちろん，それらはあくまでも
可能性に過ぎない。さらに，実際のデメリットの
大きさは限定的であり，「準市場」化のメリット
のほうがデメリットを大幅に上回るという可能性

説明変数 学校選択 バウチャー

子供（末子）の属性
　　女児 －0. 016 －0. 005

（0. 76） （0. 20）
　　塾に行っている －0. 015 0. 048 ＊ 

（0. 67） （1. 89）
　　私立に通っている 0. 007 0. 119 ＊＊

（0. 15） （2. 41）
回答者の属性
　　母親 0. 016 －0. 082 ＊＊＊

（0. 70） （3. 15）
　　年齢 0. 000 －0. 005 ＊＊

（0. 05） （2. 31）
　　大卒 0. 047 ＊＊ 0. 045 ＊ 

（1. 99） （1. 69）  
子供数 －0. 018 －0. 005

（1. 19） （0. 32）
log（世帯一人当たり所得） 0. 047 ＊＊ 0. 036

（1. 99） （1. 37）
持ち家 －0. 035 0. 022

（1. 53） （0. 88）
現在学校選択導入 0. 077 ＊＊＊ －0. 015

（3. 31） （0. 59）
子供に期待する学歴
　（子供の自主性に任せる＝0）
　　専門学校 －0. 022 －0. 010

（0. 34） （0. 13）
　　高校 －0. 072 0. 102

（1. 26） （1. 58）
　　短大 0. 063 0. 117 ＊＊

（1. 30） （2. 00）
　　大学 0. 008 0. 123 ＊＊＊

（0. 32） （4. 18）
　　一流大学 0. 089 ＊＊＊ 0. 159 ＊＊＊

（3. 02） （4. 65）
　　大学院 0. 070 0. 067

（1. 13） （0. 96）

Observations 1958 1958

地域ダミー yes yes

表 2　学校選択・バウチャー制度に対する評価

注） 　各制度導入に賛成する場合を 1とするプロビット分析。 
係数はすべて，平均値で評価した決定要因の限界効果。 
＊＊＊，＊＊，＊はそれぞれ 1％，5％，10％で有意。
（　）内の数字は z値。

出所）　小塩他〔2007〕。
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も否定できない。だからこそ，教育成果に関する
徹底した情報公開とそれに基づく実証分析が不可
欠となる。

V　まとめ

本稿では，教育サービスにおける「準市場」化
の意義と課題について，英国の経験を参考にしな
がら検討してきた。主な論点は，次の 3つにまと
められる。
第 1に，教育サービスにおける「準市場」化
は，教育に関する政府の関与や支援を維持しつ
つ，教育サービスの供給主体（学校）に競争させ
ることにより，全体としての効率化を目指すもの
である。しかし，教育の経済学的特性を考慮すれ
ば，その効果は消費者に一様に発揮されるわけで
はなく，学校や子供の分断化・選別化が進む危険
性もある。そのため，「準市場」化の効果は効率
性・公平性の両面から評価しなければならない。
第 2に，「教育改革法 1988」以降，教育サービ

スの「準市場」化を進めてきた英国の経験を見る
と，全国統一テストの成績が大幅に上昇している
ことから判断して，教育サービスの効率性は大き
く改善したと判断できる。他方，公平性の観点か
らは，学校間の成績格差が縮小している一方で，
成績のよい学校ほど低所得層の子供の割合が低下
するなど学校間で子供の分断化が進んでいる傾向
も確認され，評価が分かれる面がある。
第 3に，日本でも学校選択制の導入など，教育
サービスの「準市場」化は徐々に進んでいるもの
の，実証分析に耐えうるデータの公表が十分に進
んでおらず，改革の効果の具体的な評価が不可能
になっている。その一方で，平均的な学力が高い
学校ほど入学倍率が高めになるという傾向も一部
に見られ，さらに高学歴で子供の学歴に多くを期
待する親ほど学校選択やバウチャー制度の導入を
歓迎しているという事実も確認される。そのた
め，学校や子供の分断化・選別化が進むという危
惧は払拭できない。教育サービスの「準市場」化
を進めるためには，少なくとも教育成果が平均的
に上昇していることを立証する必要があり，その

ためにも教育統計の整備と公表が要請される。

注
 1） 本稿は，田中〔2004a〕および田中〔2004b〕
で展開された議論をベースにしている。

 2） ただし，実際に「バウチャー」が発行される
必要は必ずしもなく，消費者が学校を選択し，
生徒数に応じて教育予算を配分するという仕
組みでも構わない。

 3） ただし，Card and Krueger〔1992〕のように，
教育成果を学力テストの点数ではなく学校卒
業後の賃金で評価するという考え方もある。

 4） 英国政府は，各キーステージにおける教育達
成度の目標を具体的に設定している。例えば，
2007年においては，英語・数学について，キ
ーステージ 2および 3において 5段階以上の
生徒の割合を 85％以上，理科についてはキー
ステージ 3で 80％以上に高め，2008年もその
水準を維持するとしていた。

 5） Tanaka〔2004〕は，イングランド北西部の中
等学校について，以下に述べる分析を行って
いる。

 6） 米国における最近の研究成果をまとめた代表
的文献として Hoxby〔2003〕がある。
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I　はじめに

社会保障分野の行政管理上，準市場が最も影響
を与えたのは，介護や保育などの社会福祉サービ
スの分野であった。本稿は，社会福祉サービスの
行政管理における準市場の課題を考察することを
目的としている。
本稿は社会福祉サービスにおける準市場の課題
が何であるかを問う。これに対する本稿の解答
は，様々な性格を持つ供給主体間の競争条件の設
定，それにあたっての各供給主体の持つ公益性の
判断・評価が大きな課題となっている，というこ
とである。営利法人・NPO法人は公益性を果た
しうるのか，また社会福祉法人の持つ公益性をど
のように判断・評価していくか，が行政管理上の
争点として浮かび上がったことである。公益法人
の公益性は所与のものとされてきたが，供給主体
の多様化と一定の競争原理導入によって，その公
益性の判断・評価が行政管理の論点として発生し
たのではないか。
この解答を追求するにあたって，イコール・フ
ッティング（競争条件平等化）の議論をとりあげ
る。
イコール・フッティング論は，伝統的供給主体
である社会福祉法人と新しい供給主体である営利
法人・NPO法人との間の競争条件平等化を求め
る議論である。新しく福祉サービスに参入した営
利法人・NPO法人から主張される議論である
が，社会福祉法人側からの反論も展開されてい

る。その論点の本質は，それぞれの公益性（特に
社会福祉法人のもつ公益性）をどう判断するかに
あるが，これまでの議論では，そもそも公益性と
は何かということが十分に問われてこなかった。
本稿は，福祉サービスの供給主体の公益性がサー
ビスの質や平等性など 4つの要素によって構成さ
れるとする「福祉サービス事業者の公益性モデ
ル」を提示する。
この公益性モデルに従って，本稿は，特にサー
ビスの質と合規性について伝統的供給主体（社会
福祉法人）と新しい供給主体（営利法人・NPO
法人）の間の差違を比較考察する。資料の制約等
から，本稿においてイコール・フッティングをめ
ぐる議論の解決が図られるような公益性分析は成
し得ないが，実証的な公益性分析が必要であるこ
とを訴えていきたい。
本稿全体を通じて準市場の導入が供給主体の公
益性という論点を提起し，行政管理の課題となっ
ていることが指摘される。本稿での分析は介護・
保育など社会福祉サービスを事例とするが，本稿
で指摘する問題点は今後，医療・教育などの公共
サービス領域で表面化する可能性がある。以上が
本稿の内容である。

II　準市場の競争条件設定

準市場は，法的根拠を持ち公的財源によって提
供される公共サービスに市場原理を導入した運営
方式である。駒村康平は，準市場を「購入と供給
の分離による供給者間の競争の促進という形で公

社会保障の行政管理と『準市場』の課題

狭　間　直　樹
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的部門の内部に市場メカニズムを導入することに
より効率性を高める擬似的な市場メカニズム」
〔駒村，1999b〕と定義している。また児山正史
は「準市場」とは政府が費用を負担し，当事者間
に交換関係がある方式であると定義している。
「準市場が『準』であるのは，サービス費用を利
用者ではなく政府が負担するからである。準市場
が『市場』であるのは，当事者間に交換関係があ
るからである」〔児山，2004，p. 134〕。
本稿は日本の社会福祉サービスの準市場の課題
を追求している。日本の社会福祉サービスにどの
ような特徴的な課題が指摘されうるのだろうか。
関連する先行研究として平岡公一の見解があげ
られる。平岡は Le grandらの議論を紹介し，準
市場が機能するための条件として次の 5つの問題
領域をあげる〔平岡，2002，p. 15〕（ただし，5
条件の概要説明は〔佐橋，2002，p. 141〕に基づ
いている）。
①　市場構造
供給主体の数やサービスの質・応答性を確保
するために，供給主体間の競争や新規参入
策・退出防止策が必要であること。
②　情報の非対称性
参加や費用，質についての情報が必要である
こと。
③　取引コスト
準市場の構造における取引過程は複雑なた
め，不測の事態や処理の遅延・損害に対する
コストを考慮しておく必要があること。
④　動機付け
市場から好反応を得るためには供給者が利潤
動機を持つ必要があるとする一方で，とくに
購入者は利用者の福祉追求という動機を持つ
ことが必要であること。
⑤　クリームスキミング
供給者が自分の都合の良い利用者を選ぶとい
った「いいとこ取り」を防止する必要がある
ことである。

そして平岡は，日本の介護保険制度とイギリス
との比較を通して，この中から市場構造（サービ

ス供給システムの相違），情報の非対称性につい
て次の 3つを日本の準市場の特質として強調す
る。
まず第 1に市場構造について言えば，選択権の
場所に違いがある。日本は，利用者本人もしくは
家族に選択権がある。平岡は，スウェーデンの研
究者 Bjorm  Blomの説明をふまえて，イギリス
を「サービス購入型」，日本を「利用者補助型」
に分類し，その結果，日本の方が購入者・供給者
の数が大きく，競争的介護サービス市場が発生す
る可能性は高い（ただし，地域格差，施設への参
入規制は考慮する必要あり）と指摘している。第
2も市場構造に関わるが，日本の場合，価格の上
限規制があり，価格の競争は限定的になること，
そして第 3に情報の非対称性についていえば日本
の方が個々の利用者がサービスを購入することに
なっているため情報の非対称性が顕著になるこ
と，を指摘している。
佐橋克彦は，同じく Le grandらの指摘する準
市場が機能する 5つの条件に基づいて，より広範
に日本の介護保険制度の課題とその特質を指摘し
ている〔佐橋，2002，pp. 142-146〕。
佐橋の見解によれば，まず第 1に市場構造につ
いては，イギリスでは，利用者－購入者－供給者
という構造で，購入者は競売的な方法を通じてサ
ービスを利用者に購入・配分する一方で，日本で
は購入者（利用者）と供給者（事業者）の介護報
酬を媒介とする構造である。第 2に情報について
は社会福祉・医療事業団の情報ネットワークシス
テム「WAMNET」など一定の情報供給体制があ
るものの，制度的な保障が乏しいこと，第 3に取
引費用については不測の事態への対応策が不備で
あることを指摘している。そして，第 4に動機付
けについては，歪められた動機付けが存在するこ
と，第 5にクリームスキミングについては供給者
によるクリームスキミングの可能性を指摘してい
る。
佐橋はこれら 5つの成功条件のもとでの日本的
特質をあげ，準市場が目標とする価値基準が「現
状では達成途上か，もしくは方向性が異なる」こ
とこそがわが国の「準市場化の特異性」であると
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している。達成途上の価値基準とは応答性，選択
性，という基準である。応答性に関しては，保険
給付対象外に由来する限界があること，選択性に
関しては情報公開等に関して制度的保障が乏しい
こと，が指摘されている。また方向性が異なる価
値基準としては効率性，公平性があげられてい
る。効率性に関しては，わが国の場合生産性効率
よりも粗効率性を指向していること，公平性に関
しては 責任の所在を契約化により曖昧化させな
がら，サービス供給における行政の関与の度合い
を低めていること，が指摘されている。
本稿が日本の社会福祉サービスの準市場の課題
として指摘するのは，社会福祉サービスにおいて
は様々な性格を持つ供給主体間の競争条件設定が
大きな課題となる可能性である。そして，競争条
件設定にあたっては，各供給主体のもつ公益性の
判断・評価が必要になる，ということである。
日本の社会福祉サービスは，伝統的供給主体で
ある社会福祉法人に加えて，営利法人（民間企
業）・NPO法人などの新規参入者という様々な性
格を持つ供給主体によって，一定の競争状態のも
とで運営されるようになったが，様々な供給主体
への法的規制・補助金・税制優遇措置などの政府
の関与は大きく異なっている。どのような競争条
件を設定するのが最良なのか，そしてその判断根
拠とは何か。
本稿が指摘する「供給主体間の競争条件設定」
という準市場の課題は Le grandの 5つの条件す
べてに関連しているが，中でも特に市場構造条件
に関わるものである。市場構造の論点は，どうい
った供給主体を参加させるか，またそこにどうい
った競争状態をつくるかという論点であり，5つ
の条件の根本的条件であるといえる。本稿は市場
構造を形成する各供給主体への政府の関与（条件
整備手法）に関心を集中させている（図 1）。
平岡，佐橋の議論でも，日本とイギリスの間の
市場構造の差異が言及されているが，市場構造に
ついて単に決定権の所在の違いだけを言及するの
に留まらず，供給者の競争を成立させている様々
な政府の関与を取り上げ，異なった性格を持つ
種々の福祉サービス供給主体によって構成される

準市場の課題へと議論の可能性を探りたい。平岡
がいうように，日本の準市場は利用者の選択の度
合いがより強く，競争的な状態になりうることも
予想できる。適正な競争状態，それに政府がどう
関わるかが課題となって発生する可能性があると
いえる。

III　イコール・フッティング論と公益性視点

日本の社会福祉サービスの準市場においては，
各供給主体間の競争条件設定とそれにあたっての
各供給主体の公益性判断が大きな課題となってい
る。このことを示すために，近年，特に介護・保
育の分野で展開されるイコール・フッティング
（競争条件平等化）論に焦点をあてることにしよ
う。
イコール・フッティング論は，介護保険制度を
はじめとする近年の改革のなかで規制緩和論者か
ら展開されるようになった議論で，社会福祉サー
ビスの伝統的供給主体である社会福祉法人と新規
参入者である営利法人・NPO法人との競争条件
格差を問題視しその是正を求めることを内容とし
ている。
イコール・フッティング論の内容は福祉サービ
スにより様々であるが，営利法人等に参入できな

図 1
〔筆者作成〕　
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いサービスがあること（参入規制），営利法人等
に参入が認められたにも関わらず社会福祉法人と
比較して補助金や税制優遇措置に大きな差がある
こと，などに対する批判を内容としている（図
2）。
例えば，特別養護老人ホーム（介護老人福祉施
設）は，一部地域での公設民営方式による参入は
あるものの営利法人による設置運営は認められて
いない。施設サービスと組み合わせた在宅介護サ
ービスを展開できないことに営利法人等からは批
判がある。
一端，設置主体としての参入が許可されると，
次に，補助金が問題となる。特に施設サービスの
場合，施設建設等に多くの補助金が設定されてお
り，その交付を巡って，供給主体間に差が生じる
ことになる。日本の社会福祉サービスでこの状態
にあるものの代表は保育所である。保育所の建設
運営にあたっての補助金は国・自治体レベルで複
雑多岐にわたるが，自治体によっては施設建設費
に加えて運営経費においても，社会福祉法人と営
利法人等の区別によって大きな差があることが確
認されている〔狭間，2006〕。
補助金がそれほど多く設定されていない場合，
次に問題となるのが税制優遇措置である。たとえ
補助金の差は表面化しなくとも，その収益に大き
な影響を与える課税の差が供給主体間に発生し，
この差の是正をめぐって営利法人等の主張が展開
される。介護保険等における訪問介護（ホームヘ
ルプ）はこの状態にあり，社会福祉法人と営利法

人とは同じ収益を上げても，課税金額に大きな差
が発生する〔狭間，2006〕。
以上のような差が仮に克服されたとしても，イ
コール・フッティングの主張が消滅するとは限ら
ない。長らく伝統的な公共サービスの担い手であ
った社会福祉法人は前述のように行政機関との関
係においても慣例上，優位な立場に立つケースが
ある。また知名度において新規参入者である営利
法人等よりも優位な立場にあることが格差として
主張されることがある。
このようなイコール・フッティングの議論は，
企業経営者や NPO関係者という競争の利害関係
者だけでなく，国や自治体の報告書でも指摘され
るようになっている〔内閣府国民生活局物価政策
課，2002〕〔公正取引委員会，2003ab〕〔東京都
福祉局，2002〕。例えば，厚生労働省社会保障審
議会福祉部会では第 8回（2004年 2月 17日開
催）から第 10回（2004年 6月 23日開催）にか
けて社会福祉法人の存在意義を問うような発言も
見受けられる。
堀田力委員（財団法人さわやか福祉財団理事）
は介護保険制度をはじめとして社会福祉サービス
が普遍化する中で，どのような人を対象にして，
どのような理念で社会福祉法人の優遇措置が理由
づけられるのかが不明確であると述べている。ま
た佐口和郎委員（東京大学大学院経済学研究科教
授）は次のように述べている。「社会福祉法人の
公益性・公共性という問題に関しては，もう少し
説明が必要。イコール・フッティングの議論を意

図 2
〔狭間（2006）〕　
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識して，社会福祉法人の高い公益性，公共性を主
張するほど，それは行政がやればいいではないか
という議論になり，なぜ社会福祉法人という主体
がやらなければいけないかという理由が不明にな
る。また，株式会社でもある種の社会的承認を根
拠にしているという点では公共性を有していると
言えるので，公共性の高い低いという説明だけで
は議論が前に進まない」〔厚生労働省，2004〕。
イコール・フッティング論は法的規制や財政措
置における社会福祉法人の優位を疑問視するが，
このような議論には社会福祉法人側から強い反論
もある。
介護保険制度を端緒として社会福祉サービス全
体が市場化していくことを警戒する見解は根強
い。民間企業は営利性を第一に追求し介護や保育
の継続性を犠牲にする可能性が指摘されている
〔芝田，2001〕〔保育行財政研究会，2002，p. 35〕。

2006年 10月に全国社会福祉協議会から出版さ
れた報告書『社会福祉法人経営の現状と課題』
は，特に営利法人に対する，より踏み込んだ社会
福祉法人の存在意義の提唱になっている〔社会福
祉法人経営研究会，2006〕。この報告書では，イ
コール・フッティングを補論として扱っている。
そして問題の所在を補助金と税制優遇措置に絞
り，どちらかといえば税制優遇措置についての議
論に重点を置いた内容となっている。すなわち，
それが社会福祉法人にだけ認められることの妥当
性についてである。
補助金については，「現行の施設整備費補助金
に関しては，施設整備における優遇措置と考えら
れるが，現行の憲法第 89条の解釈を前提とする
限り，『公の支配』すなわち，行政の強い監督と
表裏一体をなすものとして，原則として社会福祉
法人に対象を限ることは正当化されると考えられ
る」〔社会福祉法人経営研究会，2006，p. 60〕と
して，憲法 89条規定をもとに正当化を主張して
いる。また税制優遇措置の正当性については，①
社会福祉事業は公益性を有する事業であること，
②社会福祉法人は，公益性を有する社会福祉事業
の適切な実施が担保できる仕組みを内在している
法人であること，が言える必要があるとしてい

る。
この報告書では，2006年の内閣府「公益法人
制度改革に関する有識者会議」報告書を基にし
て，公益性を有する法人の目的を「積極的に不特
定多数の利益の実現を図ること」と規定してい
る。そしてその内容について，「社会全体にとっ
て，その実施が必要不可欠なものであるかどうか
に加え，市場では安定的・継続的に供給すること
が難しいものであるかどうかも考慮することが適
当」とし，次の 3点を社会福祉法人の公益性であ
るとしている〔社会福祉法人経営研究会，2006，
pp. 60-62〕。
① 　支払能力が低い者を排除しない（低所得者
対策を実施する）こと
「特別養護老人ホームの運営における利用者
の所得区分で，8割以上が第 3段階までの低
所得者である」ことである。また同時に介護
保険制度や障害者自立支援制度における利用
料の減免措置についても言及されている。さ
らに僻地でのサービス提供を採算性に関わら
ず提供できることである。
②　労力・コストのかかる者を排除しないこと
「著しい問題行動を有する者」や，「重複障害
を有する高齢者」などへの専門ケアは「労力
がかかる性質のもの」であり，営利企業が排
除したり，ケアを過少供給しようとするのに
対して社会福祉法人が十分対応できると述べ
ている。
③　制度外のニーズに対応すること
「引きこもり」「虐待を受けている者」「ホー
ムレス等」などを既存制度が届きにくい人々
とし，その支援を営利企業は行えないとして
いる。また，地域における福祉サービスの質
の向上には「養成研修システムの確立が不可
欠であり，学生の実習受入れやスキルアップ
をめざす講習会等の実施はそのために重要」
とし地域福祉の基盤確立における社会福祉法
人の意義を述べている。

このような競争条件の差の議論が発生する原因
は，社会福祉法人と営利法人等が，同じ福祉サー
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ビスの事業者でありながらも，異なった制度設計
に基づいて運営されていることにある。図 3のよ
うに，社会福祉法人は突然の施設の閉鎖による利
用者の不利益などを防ぐといった「公益性」維持
のために，「強い規制のもと，強い財政措置（強
い補助金・税制優遇措置）」のもとに運営されて
いる。一方で，営利法人等は「弱い規制ながら，
弱い財政措置」で運営されている。異なった制度
設計の根拠と正統性は，社会福祉法人が強い公益
性を持つ組織であるという理屈に基づいている。
イコール・フッティングの論点の本質は異なっ
た制度に基づいた様々な供給主体間の公益性（特
に社会福祉法人の公益性）をどのように判断する
かによると考えられる。規制緩和論者は，社会福
祉法人の公益性について疑問を投げかけているわ
けであり，社会福祉法人に対する強い規制や財政
措置などの妥当性を支持する意見は，社会福祉法

人の公益性を認めている意見である。
議論の本質は，社会福祉法人にそれだけの公益
性があるか，営利法人・NPO法人には社会福祉
法人に匹敵する公益性があるかどうか，というこ
とに他ならない。そして，この公益性の実証こそ
がイコール・フッティングの建設的議論のために
必要不可欠なのである。
しかし，この公益性がそもそも何を指すのかが
今までの議論では明確でなかった。本稿が，社会
福祉法人のみならず，営利法人・NPO法人も含
めて社会福祉サービス事業者が備えるべき公益性
として提示するのが 4つの要素によって構成され
る「福祉サービス事業者の公益性モデル」である
（図 4）。
ここでは社会福祉サービス事業者の公益性を大
きく 4つの要素に分類した。Aの「サービスの
質」とは，利用者個人の自立につながるケアや援
助の質である。介護であれば，日常生活介助の技
量，プライバシーの尊重，ケアの継続性などがそ
の内容となる。Bの「平等性」とは利用者の間で
不平等をつけないということである。地域や所
得，要介護度といった利用者属性に基づいて事業
者が利用者を選別せず，さらには率先して不平等
の解消に向かうことも含められる。また Cの社
会貢献とは，公的な社会福祉サービスの特定の利
用者ではなく，地域社会全体に対応した公的な社

図 3
〔筆者作成〕　

図 4　福祉サービス事業者の公益性モデル
〔筆者作成〕　
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会福祉事業以外のサービス展開である。例えば，
地域の見守り活動，地域貢献基金設置などであ
る。これらに付け加えて D「合規性」と言う要素
を付け加えることもできる。利用者に対するサー
ビス提供，社会貢献など様々な活動において，法
律や規則を遵守した活動を行っているか，またそ
れらの活動が利用者や市民に説明責任の果たされ
た透明性の高いものになっているか，という点で
ある。
イコール・フッティング論の本質は，社会福祉
法人の公益性は本当に高いのか，そのための規制
や財政措置は妥当であるのか，という問いかけに
ある。極論してしまえば，強い規制と財政措置に
よる社会福祉法人の存在は，比較的弱い規制と財
政措置による営利法人・NPO法人で代替可能な
のではないか，という考えを議論の本質としてい
る。
イコール・フッティングへの反論の本質は，営
利法人・NPO法人が本当にこれらの公益性を維
持しうる存在であるのか，という問いかけにあ
る。A「サービスの質」，B「平等性」など 4つの
要素それぞれの運営において社会福祉法人が優位
であることが証明できれば社会福祉法人の公益性
を補強するものになる。
前述の全社協『社会福祉法人経営の現状と課
題』報告書で提唱された社会福祉法人の公益性の
うち①支払能力が低い者を排除しない（低所得者
対策を実施する），②労力・コストのかかる者を
排除しないという点は，本稿でいうと B「平等
性」要素に含まれると考えられる。また，同報告
書における③制度外のニーズに対応する，は本稿
でいうと C「社会貢献」要素に近いと思われる。
社会福祉法人が専門性を発揮し，企業や NPOな
どと比較して高い満足度や社会的評価をうけるケ
アや援助を行い，平等性や合規性について高い水
準にあることが証明できればそれは即，社会福祉
法人の公益性を代弁するものとなるのである。
これら 4つの公益性の要素は，前述のように

Le grandが規定した準市場の 5つの成功条件と
も大きく関連している。例えば，成功条件にいう
情報の非対称性とは，サービス供給者と利用者

（もしくは購入者）の間の情報量の差を埋める必
要があるという条件だが，情報の非対称によりサ
ービスの質が評価できず，結果的に質の悪いサー
ビスが提供されることを危惧している。クリーム
スキミングは，供給者が自らの都合で利用者を選
択し，結果的に利用者間に大きな不平等が発生す
ることを危惧している。このモデルの意義は準市
場の供給主体への様々な制度設計のあり方を比較
検討するにあたって，供給者が備えるべき成功条
件を供給主体ごとに規範から捉えなおしたことで
ある。もちろん Le grandの準市場の成功条件の
範囲外と考えられるものもある。Le grandの成
功条件は公的財源によって提供されるフォーマル
なサービスを中心に設定されている印象を持つ
が，特に非営利組織が市場に参加するにあたって
は，非営利組織がインフォーマルに社会に提供す
る活動に準市場がどのように影響を与えるかもみ
ていく必要がある。本稿の公益性モデルの社会貢
献要素はそのようなインフォーマルな活動を検討
するための視点である。

IV　供給主体別の公益性分析―サービスの
　　質と合規性に着目して―

1　サービスの質
このような供給主体別の公益性分析は実証的に
行われ，建設的な議論に発展させられる必要があ
る。残念ながら，本稿でイコール・フッティング
の議論を解決するような十分な実証分析は成し得
ないが，公益性を構成する 4つの要素のうち，特
にサービスの質と合規性についてどのような議論
が展開しうるか検討することにしよう。
公益性を構成する要素のうち，まず第 1に，供
給主体間でのサービスの質を比較することにしよ
う。
供給主体別のサービスの質については，いくつ
かの研究がある。2002年 8月の内閣府国民生活
局物価政策課介護サービス価格に関する研究会に
よる報告書『介護サービス市場の一層の効率化の
ために』における調査研究は介護保険の市場構造
を広く分析したものだが，その中で営利組織と非
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営利組織の介護サービスの質を大規模かつ実証的
に比較している。関東地方の訪問介護事業者にア
ンケート調査を行い，「サービス内容の管理・維
持」「利便性」など 12項目を調査して，様々な質
問項目の平均点を算出した結果は，営利業者（株
式会社など）が 28. 9点，非営利業者（社会福祉
法人・医療法人など）29. 9点であり， 若干ながら
非営利業者が高くなっているが明らかな差はな
い，と結論づけている。非営利業者は「サービス
内容の管理・維持」「従業員の資格・経歴」「事業
の計画性・透明性」などで優れ，営利業者は「利
便性」で優れていることは統計上有意な差として
確認できるという結論になっている。
このように，サービスの質を測定する際に，

「より良い」「より利用者満足度が高い」サービス
を構成するであろう属性の有無を検証することが
最も妥当であるが，より直接的に，利用者の満足
度を測定する方法も考えられる。近年，国や地方
自治体で福祉サービスの第三者評価が推進され，
特に地方自治体ではサービス事業者ごとに利用者
満足度の測定が試みられている。供給主体別に利
用者満足度の結果に差が発生していれば，それは
供給主体間のサービスの質の差を反映したものと
考えることができる。このような供給主体間の比
較が成立するためには，一定程度，営利法人が参
入し，社会福祉法人と同一のサービスでの利用者
満足度を比較することが必要となる。
横浜市の福祉サービス第三者評価では認可保育
所でこのような評価が可能である。保育所は従
来，地方自治体・社会福祉法人による設置しか認
められてこなかったが，近年，自治体によっては
株式会社等の営利法人，NPO法人による参入が
始まっている。2007年 4月の段階では，横浜市
の保育所のうち約 14％が営利法人・NPO法人に
よる設置運営である。横浜市の福祉サービス第三
者評価では，これらの認可保育所に対しても利用
者の満足度調査が実施されている。2006年 12月
の段階で，横浜市において市の第三者評価を受け
た認可保育所のうち，公立保育所は 12カ所，社
会福祉法人立保育所は 15カ所，営利及び NPO
法人立保育所は 6カ所である。これらの保育所の

総合的評価について「満足」と回答した保護者・
家族の割合は平均すると，公立が 52. 6％，社会
福祉法人立が 52. 5％，営利及び NPO法人立が
56. 8％となっている。
結果としては，社会福祉法人が最も低い満足度
となっているが，第三者評価を受審した施設数が
少ないためサンプル数が少なくなっており，十分
な比較ができない。また，社会福祉法人と営利法
人立では保育所の規模に違いが大きく，満足度調
査の対象になった対象者の数も大きく異なってい
る。
そこで，（財）東京都高齢者研究・福祉振興財

団が運営する東京都福祉サービス第三者評価にお
ける認知症対応型共同生活介護（グループホー
ム）の利用者調査データ（平成 18年度）をもと
に結果を比較してみよう。認知症対応型共同生活
介護を事例として選んだ理由は，まず第 1に，認
知症共同生活介護もまた営利法人・NPO法人が
一定程度参入を果たしたサービス領域であること
である。東京都の場合，40％以上が営利法人事
業所で占められている。そして第 2に第三者評価
を受審した施設が多いことである。2006（平成
18）年度においては，220事業所のうち 207事業
所（94. 1％）が評価を受け，利用者調査の中で満
足度が調査されている。同じ 2006年度の東京都
第三者評価においても，例えば訪問介護では
2, 677事業所中，評価を受審した事業所は 19件
（1％）である。
利用者調査は第三者評価機関が利用者に対して
行うアンケート調査であり，認知症対応型共同生
活介護の場合，主として利用者家族を対象に実施
されている。すべての事業所に共通して 22項目
の調査が実施されており，サービス内容，生活支
援，地域との交流，利用者意思の尊重などの質問
項目が設定されている。例えば，サービス内容に
関しては「ご本人の病気やケガなどの時，十分に
対応してくれますか」というような質問がある。
東京 23区内の事業所（123事業所）において社
会福祉法人と営利法人が運営する事業所を対象と
した。それぞれの事業所で利用者調査に回答する
人員が異なるので 9人以上の回答があった事業所
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に限定した（結果として社会福祉法人は 9事業
所，営利法人は 38事業所が対象となった。残念
ながら回答者数には差があり，社会福祉法人は 1
事業所につき平均 11. 4人，営利法人は 13. 1人で
ある）。
各質問項目に「はい」と肯定的評価を回答した
利用者家族の比率の平均値を 22項目の質問ごと
にまとめたのが表 1である。その結果，社会福祉
法人は全般的に営利法人を上回る肯定評価を獲得
しているが，統計的に有意な差があるといえるの
は質問項目 1（食事の献立），項目 11（日常生活
の自由度），項目 14（地域との交流），項目 16
（計画立案時における利用者の要望把握），項目
17（計画立案時に十分な説明があること）などの
7つであった。
印象としては，前述の内閣府国民生活局物価政
策課介護サービス価格に関する研究会における結
果と同様，このケースでは社会福祉法人が営利法

人に対して部分的に質的優位を保持している可能
性を感じた。ただし，この優位が圧倒的なもので
あるかどうか，補助金・税制優遇措置を正当化し
うるものであるかについては確信が持てない。競
争条件で劣っているにも関わらずサービスの質に
おいても大きな差がないのではないか，という営
利法人からの反論の余地は依然として残ると思わ
れる。

2　合規性
次に，公益性を構成する要素として「合規性」
について考えてみよう。合規性も様々な視点で分
析できるが，本稿では介護報酬の返還に注目した
い。介護保険法では不正な介護報酬を受給した事
業所に対して報酬返還を求めることができる。
図 5のように，2005年度において，介護報酬

の返還対象となった事業所数は居宅介護支援が最
も多く 1, 396カ所，次いで訪問介護の 657カ所で
ある。その他，訪問介護，通所介護，介護老人福
祉施設，介護老人保健施設などほとんどのサービ
スで介護報酬の返還が発生しており，2002年度
と比較すると全般的に返還対象となる事業所数は
増加する傾向にあると言えそうである。報酬返還
の推移を金額でみると，2005年度においては，
すべてのサービスを合計すると，約 37億円の介
護報酬の返還が発生している。サービスごとに介
護報酬の単価に相違があるので，金額による推移
をサービスごとに比較すると，訪問介護の約 7億
9千万円で最も金額が大きく，次いで居宅介護支
援が約 6億 9千万円である。1事業所あたりの返
還金額は施設サービスほど高く，介護老人保健施
設では 1事業所あたり約 200万円である（図 6）。
このような介護報酬の不正請求の実態が供給主
体別に判明すれば，合規性についての各供給主体
の性格を把握するうえで有益な情報になると考え
られる。しかしながら，介護報酬不正請求返還に
ついての供給主体別の情報は極めて不足してい
る。厚生労働省においては，供給主体別の件数や
金額の取りまとめがなされていない。都道府県に
おいても取りまとめがなされていない自治体の方
が多数のように見受けられる。照会に対して回答

表 1

〔著者作成〕
注）1）　＊ 5％水準
　　2）　項目 18-20は未回答が多いため削除。
出所） 　（財）東京都高齢者研究・福祉振興財団公式

ホームページ（http://www.fukunavi.or.jp）評
価結果

質問項目 社福法人 営利法人 有意差

 1 73. 90 49. 18 ＊
 2 53. 89 45. 18 
 3 64. 07 62. 15 
 4 75. 34 70. 09 
 5 88. 14 79. 93 ＊
 6 71. 34 80. 91 
 7 89. 02 84. 88 
 8 89. 22 86. 33 
 9 91. 34 85. 63 
10 68. 72 70. 62 
11 71. 07 53. 56 ＊
12 87. 29 79. 84 
13 82. 13 76. 06 
14 75. 78 45. 53 ＊
15 90. 49 80. 30 ＊
16 88. 01 69. 59 ＊
17 83. 81 64. 78 ＊
21 68. 82 68. 70 
22 79. 62 74. 91 
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表 2　福岡市における介護報酬返還状況

〔筆者作成〕　

2005（H. 17）年度 2006（H. 18）年度 2007（H. 19）

社会福祉
法人

営利法人 NPO法人
社会福祉
法人

営利法人  NPO法人
社会福祉
法人

営利法人  NPO法人

訪問介護
事業所数 0 3 0 0 5 0 1 5 0

金額（円） 0 98,784 0 0 16,144,811 0 1,842,432 8,201,542 0

居宅介護
支援

事業所数 5 4 0 3 12 1 0 5 0

金額（円） 4,639,260 402,449 0 3,891,331 5,155,388 74,439 0 19,990,543 0

図 6　介護報酬の返還状況（金額）

〔筆者作成〕　
出所）　 厚生労働省（各年）『介護保険関係指導結果報告書』

図 5　介護報酬の返還状況（事業所数）

〔筆者作成〕　
出所）　 厚生労働省（各年）『介護保険関係指導結果報告書』
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のあったいくつかの自治体の状況をみていくこと
にしよう1）。
横浜市の介護報酬不正請求金額は 2000年 4月
から 2008年 2月 5日までの累計で約 1億 9千万
円である（約 40％の加算を含む）。不正請求件数
を法人種別ごとに見ると，営利法人が 11件，医
療法人が 3件，社会福祉法人が 5件，NPO法人
が 2件である。しかし，サービスごとの不正請求
の発生件数や，法人種別ごとの金額は不明であ
る。
福岡市の場合，サービスごとに供給主体別の返
還状況がとりまとめられている。全国的に返還対
象となった件数が多い訪問介護と居宅介護でみて
みると，表 2のようになる。

2005年度の厚生労働省『介護サービス施設・
事業所調査』によれば，福岡市の訪問介護事業所
総数は 179カ所，そのうち社会福祉法人が 14カ
所，営利法人によるものが 122カ所である。また
居宅介護支援事業所総数は 214カ所，そのうち社
会福祉法人が 28カ所，営利法人が 94カ所であ
る。社会福祉法人対営利法人の事業所数の構成割
合は，訪問介護の場合およそ 1対 9，居宅介護支
援の場合およそ 2対 8である。訪問介護，居宅介
護支援のいずれの場合にしても営利法人の方が，
事業所数が多いため報酬返還の件数は多くなって
いる。2006年と 2007年の訪問介護の例のように
同じ事業所数でも事業所の規模によって返還金額
が大きく異なる。社会福祉法人は事業所数は少な
いものの，一般的に利用人員の多い大規模事業所
が多いことから，件数は少なく報酬返還の金額は
大きくなる傾向が指摘できそうである。
大阪府の場合も，事業所数においては営利法人
の方が多い。大阪府の訪問介護事業所総数は
2, 203カ所，そのうち社会福祉法人が 327カ所，
営利法人が 1, 494カ所，NPO法人が 106カ所で
ある。また居宅介護支援事業所総数は 2, 160カ
所，そのうち社会福祉法人が 420カ所，営利法人
が 1, 083カ所，NPO法人が 58カ所である。社会
福祉法人対営利法人・NPO法人の事業所数の構
成割合は，訪問介護の場合およそ 2対 8，居宅介
護支援の場合およそ 3対 7である。事業所数でみ

た発生割合はやはり概ねこの構成割合に従ってい
るものと思われるが，金額で見た場合，1事業所
あたりの返還金額は社会福祉法人の方が大きくな
る（表 3）。
介護報酬の不正請求はすべての供給主体で発生
している。印象としては，社会福祉法人も営利法
人同様に介護報酬返還の対象になっていると感じ
た。ただし，この点もより慎重な分析が必要かも
しれない。社会福祉法人と営利法人では介護報酬
を含めて運営のチェックに差があり，社会福祉法
人に対してはより厳格なチェックが存在している
可能性もある。不正請求のチェック体制の内実と
ともに詳細を検討する必要がある。

V　おわりに

日本の社会福祉サービスの準市場においては，
供給主体間の競争条件の設定，それにあたって各
供給主体の持つ公益性を分析していくことが大き
な課題となっている。本稿であげたモデルにおい
ても，今後検討されるべき多くの課題が残ってい
ると考える。「平等性」要素においては，社会福
祉法人による低所得者減免措置の実態，社会福祉
法人はコストがかかる者を排除しないという実態
を実証的に明らかにする必要がある（逆に，営利
法人等が所得や要介護度によって利用者を選別し
ているという実態を明らかにしても良い）。また
「社会貢献」要素にあたっては，どのような活動
が社会貢献という要素を構成するのかさらに細分
化して，供給主体別に比較検討する必要がある。
社会貢献の貢献度合いを比較するにあたっては，
どのような比較基準を作成するかが大きな課題と

表 3　大阪府における介護報酬返還状況

〔筆者作成〕　

2006（H.18）年度

社会福祉法人 営利・NPO法人

訪 問 介 護 事業所数 22 120

金額（円） 9, 540, 388 20, 027, 819

居宅介護支援 事業所数 48 102

金額（円） 37, 118, 720 11, 487, 154
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なると思われる。
社会福祉法人という公益法人の持つ公益性は所
与のものとされてきたが，今後も繰り返し議論の
対象となる可能性がある。また，社会福祉法人の
公益性を完全に無視した供給主体の多様化・競争
原理導入も社会にとって好ましくない結果をもた
らす可能性がある。実証的な研究と建設的議論が
必要であろう。

注
 1） 　東京都・神奈川県・横浜市・大阪府・大阪市・
福岡県・福岡市の担当部署に照会を行った。そ
のうち，横浜市からは健康福祉局介護保険課担
当係長名の書面（2008年 3月 10日付）にて，
福岡市からは保健福祉局高齢者部事業者指導係
より書面（同年 3月 4日付）にて，大阪府から
は健康福祉部事業者指導係より口頭（同年 3月
6日聞き取り）にて回答があった。他の自治体
からは資料の不存在により，回答を得ることが
できなかった。
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はじめに

近年，経済市場の「外枠」であるはずの福祉国
家に「市場論理への整合化」を求めていこうとす
る「市場の全面化」の動きが着々と進行している
〔渋谷・平岡編 2004，p. 8〕。介護・医療・教育な
ど各種社会サービスにおける「準市場 quasi-
market」の導入をはじめ，各国で進められてい
る市場化の進展は，法制度の変更にとどまらず，
「福祉」の見方や求め方の変容を伴うものである
ともいえる。
本稿では，イギリス福祉国家の市場化（サッチ
ャー改革）前後において，社会政策の策定過程と
学術論議に主導的役割を果たしてきた二人の福祉
理論家の議論を検討する。そして，両者間の主題
の変容に，社会防衛論（社会の護り方に関する認
識）の転換を見出し，そのような転換の思想的背
景を考えることを通して，福祉国家の市場化とい
う趨勢の「深層論理」を探ることが本稿のねらい
である1）。
本稿で扱う二人の理論家とは，社会政策研究の
草分けとしてわが国でもよく知られるティトマス
（Richard Morris Titmuss）と，ロンドン大学「リ
チャード・ティトマス社会政策教授」のルグラン
（Julian Le Grand）である。周知のようにティト
マスは，イギリス福祉国家の成長期（戦後～
1970年代初頭）において，社会政策の規範的正
統化と学問的発展に寄与した。その学術的貢献も
さることながら，労働党政権の各種政策顧問や審

議会委員を歴任し，実際の政策運営にも多大な影
響を与えた。他方，ルグランは生粋の経済学者で
あり，戦後イギリス福祉国家における平等主義の
失敗（中産階級の優遇）を実証的に明らかにした
研究でも知られている〔Le Grand 1982〕。彼は
1997年発足のブレア労働党政権の主席政策顧問
（senior policy advisor, 2003-2005）を務めるな
ど，ティトマスと同様，実際の政策過程に積極的
な関与を行っている。
一見するとよく似た境遇の二人だが，その理論
的主題は好対照をなす。前者から後者へと至る主
題の変容は「社会市場 social marketから準市場
quasi-marketへ」と表現することもできる。本題
に入る前に，「福祉国家の市場化」の意味と「社
会防衛」と福祉国家との関わりを確認しておきた
い。

I　福祉国家の市場化と社会防衛

1　福祉国家の市場化と準市場：基本事項の確認
準市場は福祉国家の市場化の一環として捉えう
るが，その理解は決して一様ではない〔児山
2004〕。わが国の準市場研究は多数に上る〔駒村
1995，1999；長澤 2002，2005；河野 2005；佐橋
2006など〕。その多くはルグランらの初期の研究
〔Le Grand ＆ Bartlett 1993〕を参照している。ル
グランによれば，準市場は顧客をめぐって独立の
提供者が「競争」を繰り広げるという意味では
「市場のようなもの」であるが，ある重大な点で
「通常の市場とは異なっている」とされる〔Le 
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圷　　　洋　一
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Grand 2007, p. 41〕。それは，利用者がサービスを
自腹で購入することなく，国家が費用を賄うとと
もに，バウチャーなどを通じて利用者の「選択」
の自由を促す点である。準市場は，人々の購買力
の違いから生じる不平等を回避するような形で公
共サービスを提供するしくみであり，基本的に
「平等主義的装置」であるとされる。ルグラン
は，こうした準市場のあり方を中心にすえた公共
サービス論と，これを基礎づけるための理論を展
開しているが，その詳細については IIIで検討す
る2）。
また福祉国家の市場化は，準市場の展開に尽き
るものではない。わが国の対人社会サービス分野
では，社会福祉基礎構造改革と介護保険制度，そ
して支援費制度から自立支援法に至る各種の改革
に，準市場的な展開を認めることができる。これ
に先行し，シルバー・ビジネスなど民間営利部門
の福祉サービス事業への参入をはじめ，福祉供給
主体の「多元化」「営利化」もみられた。昨今の
社会政策の基調をなす「自立／就労支援」の促進
や強化，そして「契約化」や「応益負担」の流れ
（これらが反映する「消費者主義」カルチャー）
も市場化の一環とみなせよう。対人社会サービス
に限らず，臨調行革路線の延長上に橋本内閣以降
「構造改革」として進められた一連の「規制緩
和」「民営化」「分権化」，そして近年における民
間企業の経営手法の導入を企図した行政改革（新
公共管理：New Public Management）としての
「市場化テスト」「PFI」「指定管理者制度」など
も，福祉国家の「市場化」に位置づけられるはず
である。

2　市場と福祉国家：存在理由としての社会防衛
こうした広い意味での「市場化」が淡々と進め
られていくのを目の当たりにすると，それはまる
で抗しがたい「時代の流れ」であるかのようにみ
えてくる。しかし，福祉国家が市場との緊張関係
のもとで形成されてきた経緯を忘却することは，
その存在理由を見失うことにもつながりかねな
い。
福祉国家や社会保障の概説書には，トーンの違

いはあるものの，社会が国家によって市場の拡大
や産業化のネガティブな影響（失業，低所得，不
平等など）から防衛・保護されていく一連の展開
が描かれている 3）。このような展開は，福祉国家
の歴史的な存在理由が市場からの「社会保護＝社
会防衛 social protection」に見出せることを示し
ている。〔Spicker 2000＝2004, pp.182-3〕。
社会防衛ということで直ちに想起されるのは，
グローバリズム批判〔Gray1998＝1999〕や市場
社会の再検討〔佐伯・松原編 2002〕などの文脈
で，近年あらためて脚光を浴びているポランニー
の議論であろう。その主著『大転換』には，「自
己調整的市場」をはじめとする 4つの制度から構
成された「19世紀文明」が，20世紀に大転換を
遂げていくプロセスとメカニズムが描かれている
〔Polanyi 1957＝1975〕。ポランニーは近代西欧の
歴史を，市場経済（資本主義経済の拡張運動）と
社会（社会の自己防衛運動）の「二重の運動」と
して描き出した〔ibid. p. 101〕4）。20世紀の大転
換をもたらしたのは「悪魔のひき臼」のごとき市
場経済の浸透からの社会の自己防衛であり，その
結果，世界史的なできごと（二度の世界大戦，管
理通貨制，社会主義，ファシズム，ニューディー
ル）が生じたとされる〔ibid. p. 273〕。こうした
ポランニーの議論は，福祉国家研究の拠り所にも
なっている5）。

3　福祉国家「市場化」と社会防衛の転換
ポランニーの思想は，社会にアクセントがある
ものの，「市場か社会か」式の二元論にはおさま
らない議論（二重運動論）であり，このことがポ
スト冷戦（ポスト社会主義）の現代において市場
を批判的に考察する手がかりとして多くの論者を
惹きつけていると思われる。ポランニーの視点を
継承した者は少なくないが，なかでも異彩を放っ
ているのがグレイである〔Gray 1998＝1999〕。
グレイの議論にも「社会的市場」という表現が
散見される。これは「社会に根ざし，多くの種類
の規制や制約から逃れられない市場」〔ibid. 
p. 3〕をさしており，文脈依存的な（社会に埋め
込まれ，また文化に根ざした）「市場」を，社会
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的・文化的文脈を無視したグローバル市場（アメ
リカ型の市場原理主義）に対置させるものであ
る。ポランニーを下敷きにしたグレイの議論は，
福祉国家の「市場化」が，グローバリズムの時代
における「二重運動」と，そのもとでの「社会防
衛の転換」として捉えうることを示唆している。
では，その転換とはどのようなものなのだろう
か。以下その転換を，ティトマスからルグランに
至る主題の変容に読み取ってみたい。

II　ティトマスの社会市場論の負債

1　ティトマス社会市場論の骨子
ティトマスは，社会行政（social administration）
の位置づけを探るために，モースとボールディン
グによる非市場領域に関する議論を参照した文脈
で，社会市場という表現を用いた。そこにはポラ
ンニーと同種の発想がみてとれる6）。

「たとえそれが現金，時間，エネルギー，償
い，血液，生命それ自体など，いかなる形をとろ
うとも，補助（grant）や贈与や一方的移転は，
社会的なもの the socialの特徴的な印であり，そ
れはちょうど交換や相互移転が経済的なもの the 
economicの印であるのと同じである。大げさか
もしれないが，この社会的なものの領域を，「経
済市場」と対照区別し「社会市場」として概念化
することを検討してもよいのではないだろうか」
〔Alcock et. al., eds. 2001, p. 206〕7）。

残念ながらこの引用箇所からは，社会市場が主
として国家福祉供給の領域をさすのか，またそれ
以上の広がりを認めうるものなのかは判然としな
い。だが「社会的なものの印」であるという規定
や，次節で述べる一連の議論をもとにすれば，国
家福祉供給に限らず，これを含んだ「贈与関係」
が展開する広範な社会過程を「社会市場」の範囲
と考えるのが自然であろう。社会市場がそのよう
な広がりをもつものと解釈できるとするなら，テ
ィトマス理論の全体を「社会市場論」として特徴
づけてもさしつかえないと思われる。

ティトマスの社会市場論的福祉理論は，「ティ
トマス・パラダイム」という表現もあるように，
1950年代から 70年代初頭までの社会政策研究を
左右した〔Wilding 1995, p. 150〕。ティトマスの
理論は，成長期の福祉国家における「福祉」の見
方・語り方・求め方を水路づけるような知的基盤
をなしていたといっても過言ではないだろう。と
同時に，ティトマスへの批判とその「負債」の清
算に，福祉国家をめぐる知的基盤の転換を（さら
にはそこに反映される範囲で福祉国家的な社会防
衛の転換をも）みてとることもできると思われ
る。

2�　ティトマス社会市場論的福祉理論の概要と
その「負債」
ティトマスは経済市場の道徳的弊害と産業化の
物質的弊害に対する「社会防衛」として，社会市
場の諸活動（普遍主義的社会サービスによる必要
充足）を位置づけたといえる8）。社会市場におけ
る必要充足理由としてティトマスは「社会的費
用」という観点を強調した。社会的費用とは，産
業化の影響によって社会が被る集合的なコスト
（損失・犠牲・費用）をいう〔Alcock et.al., eds. 
2001, pp. 52-3〕。それはとりわけ脆弱な人々や不
利を被っている人々に集中し，不平等を拡大させ
ていくとされる。こうしたコストのうち，公害や
差別などのように，発生原因や責任主体を突き止
めることが困難である場合，国家が普遍主義的な
社会サービスを通じて「補償」する他はないとテ
ィトマスは主張した〔ibid. pp. 120-1〕。こうした
コストを償い社会を防衛する方法は，「社会統
合」に貢献すると目された普遍主義的社会サービ
スと制度的・計画的な再分配であるとされた
〔ibid. p. 117〕9）。
こうしたティトマスの社会市場論は，経済成長
とその弊害が指摘されるなか，産業化の反省的乗
り越えとしての「福祉化」〔藤村 2006，p. 13〕に
大きな期待がかけられた時代にマッチした枠組み
を提供するものであった。ティトマスは「福祉」
の特殊性（社会の犠牲者としての利用者，利他的
贈与の道徳的優位性など）に依拠して経済市場か
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ら切り離した社会市場もとで，経済成長に見合っ
た「社会成長」を期待したが，その議論は二項対
立図式に基づく社会市場一元論に陥ってしまった
と批判されてきた〔Reisman 2001, p. 243〕10）。
ティトマス批判のポイントは，①経済市場が社
会サービスの財源となる富を創出していることを
軽視しすぎている，②経済市場の力をもっぱら搾
取と社会的費用の元凶とみなしている，③市場へ
の包摂がもたらす結合力を認めていない，④彼の
影響力によって社会政策研究者の多くは経済市場
を機能させることに無関心となってしまった，⑤
経済市場の力を社会的善に向けて飼い慣らし調整
する可能性も社会政策研究から排除されてしまっ
た，という 5点に整理できる〔Wilding 1995, 
p. 151〕。ピンカーは，市場と親和的な多元的福
祉供給論を展開することで，その「負債」を理論
的に清算しようとした〔Pinker 1979＝2003〕。そ
してピンカーが切り開いた多元主義を，さらに推
し進めた本格的な清算人こそルグランであった11）。

3　わが国における社会市場論
ルグランの議論に関する検討に入る前に，それ
とは別方向の「清算」について触れておきたい。
ティトマスの社会市場概念は，わが国の福祉研究
でもしばしば言及されてきたが 12），最も精力的
に当概念の再評価を試みてきたのは京極である。
京極はこれまでも折に触れて社会市場概念に言及
し，社会福祉の理論構築に活用してきた〔京極
1990, pp.56－ 8； 1998, pp.77－ 82〕。近年では，
社会市場概念を再検討しながら，準市場をも包摂
する理論装置に仕立て，社会保障改革への問題提
起を行っている〔京極 2007，2008〕。
その際，議論の軸とされるのが独特な「福祉需
給モデル」である。そこでは福祉サービスを需要
と供給のみでとらえる「フリードマン型」，経済
市場の需給関係と区別される社会市場の必要・資
源関係に特化した「ティトマス型」，ティトマス
型の必要に政策需要を組み入れ，これに供給（公
的福祉供給）を対置させる「三浦型」，そして必
要と需要，資源と供給の区別をふまえた「京極
型」の 4つの説明モデルが対比される。

京極〔2007〕は，自身の福祉受給モデルに基づ
いて社会市場の輪郭を描き，価格メカニズムでは
なく行政手法によって公共サービスの需給関係が
調整されていく政策空間として社会市場を概念化
している。京極は，社会的に構成される「必要」
と「資源」との間に，政策的に構成される「需
要」（顕在化した必要；行政需要）と「供給」（実
現化した資源）の関係を見てとり，そこにある種
の「市場性」（経済市場との類似性や選択的親和
性）を認める〔ibid. pp. 50-5〕。
その社会市場論の全般的特徴は，①社会市場と
経済市場との相補性・連続性，②福祉供給経路の
多元性・多様性，③経済市場で培われた倫理・方
法（効率性，選択の重視等）の有効性，④社会市
場の相対的自律性（上記の受給関係，需要拡大効
果，減税支出を含む「社会貨幣」の供給等）の 4
点を強調することに見出せよう。それは以下で見
るように方向性は異なるものの，ルグランの福祉
理論と大きく響き合うものであり，いずれもティ
トマスから出発し，その「負債」を乗り越えつ
つ，喫緊の政策課題に応えようとしている。京極
の社会市場論は進行途中の議論であり〔京極
2008〕，今後のさらなる深化が期待される。

III　ルグランの福祉理論と準市場

1�　イギリスにおける知的基盤の転換：ミクロ
経済福祉への着目
ティトマスは「マクロ経済福祉」に強い関心を
もっていた〔Reisman 2001, p. 57〕。「マクロ経済
福祉」とは，ティトマスが福祉国家に密かに期待
した規範的目的であり，主として未公刊の講義・
講演の記録やノートに散見されるもので，具体的
には「完全雇用への集合的責任，労働権，経済の
管理と監視，ケインズ革命，大量失業の除去」な
どをさす〔ibid. p. 58〕。公刊された研究ではほと
んど明示されなかったが，ティトマスは各国での
講演で，戦後の福祉向上（栄養状態の改善や平等
化）は「いかなる社会サービスよりも，完全雇用
のおかげである面が大きい」と公言していた
〔ibid. p. 59〕。先にみた京極の社会市場論は，テ
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ィトマスが明示的には扱わなかったこの「マクロ
経済福祉」に焦点をあてた社会市場の現代化論と
いえる。
他方，ティトマスは「ミクロ経済福祉」なるも
のを，その市場個人主義フォビアもあって，徹底
して排除した〔ibid. p. 64〕。「ミクロ経済福祉」
とは，職業訓練・機会均等・参入禁止是正などの
雇用（機会）政策や，価格統制・最低賃金・家計
補助などの所得政策によって向上が期待される，
個別の経済主体（家計，売り手，買い手）の福祉
のことである。その一部については「財政福祉」
として言及しながらも，ティトマスはミクロ経済
福祉を意図的に無視することで，福祉供給におけ
る個別主体の「動機づけ」を政策科学的に扱うた
めの理論枠組みを自ら放棄してしまったのである
〔ibid. pp. 243-67〕。
このように，ティトマス社会市場論の「負債」
を清算する方向には，「マクロ経済福祉」に着目
するものと，「ミクロ経済福祉」に着目するもの

がありうる。ティトマスからルグランへと至るイ
ギリスにおける知的基盤の転換は，後者の方向で
進められてきたといえる。

2　ルグランの公共サービス論の概要
ルグランの準市場論は，ティトマス社会市場論
の負債を清算し，ミクロ経済的観点を導入するこ
とでその「現代化」を企図するものといいうる13）。
ルグランは「よい公共サービスとは何か」という
問いから議論に着手する〔Le Grand 2007, p. 6〕14）。
そして「よい公共サービス」のための手段として
4つの提供モデルを示す〔ibid. pp. 14-5〕。それ
は①「信頼 trustモデル」（専門職などの公共サ
ービス従事者が，質の高いサービスを提供するこ
とに信頼をおくモデル），②「成果主義 targets 
and performance managementモデル」（上位権限
者が従事者に良質のサービスを提供するよう命令
したり方向づけたりする指揮監督的モデル），③
「発言 voiceモデル」（公共サービス利用者が自ら

長　所 短　所

信頼
モデル

①利他的動機（「ナイト」的動機）に基づく独立自尊の
専門職が最善のサービスを提供することが期待される，
②期待通りなら監視のコスト（実施費用，監視者の労力
や負担感，被監視者の意欲低下）を削減できる。

①専門職は必ずしも純粋な利他的動機で行動せず，利己
的に行動した場合の弊害はきわめて大きい，②純粋な利
他的動機に基づくとしても利他主義の弊害に陥りうる，
③当モデルが前提とする他職種との協働・連携は破綻し
やすい，④当モデルの枠内では上記の問題を解決できそ
うにない（ピアレビューの限界等）。

成果主義
モデル

数値目標や賞罰の厳格な設定と指揮監督の徹底により，
短期的にはサービス水準を向上させ，かつてなら考えら
れなかったようなめざましい成果をあげうる。

①成果目標達成だけを動機づけ持続的な革新を萎縮させ
る，②達成数値のごまかしなどの不正が横行する，③管
理能力を超えた事態による成果達成の失敗や成功に対す
る賞罰が恣意的で不公平になりやすい。

発言
モデル

①利用者の必要や欲求が感じたままに伝えられる，②改
善を図ろうとする提供者にとり有益な情報となる，③コ
ミュニティの関心が考慮される。

①苦情処理手続には多大な時間・労力・覚悟が求められ
る，②声の大きい者（明瞭に語れる者，教育のある者，
裕福な者，コネのある者）の意見が通りやすい，③中産
階級は公的な苦情処理のしくみに頼る必要はない，④サ
ービスが独占供給されていれば，いかなる苦情も無視さ
れる。

選択・競争
モデル

①自律原理を満足させる，②利用者の必要と欲求への敏
感さを促進する，③供給者に質の向上と効率化を動機づ
ける，④他の手段よりも公平になる傾向がある。

多くの成立要件を満たさねばならない（たとえば，提供
者の新規参入を容易にする手だて，利用者の選択を支援
するための情報や資金の提供等）。

表 1　ルグランによる公共サービス提供モデル

出典）　 Le Grand 2007, pp. 16-62をもとに作成。
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の見解を各種の方法でサービス提供者へと直に伝
達するモデル），④「選択・競争 the ‘invisible 
hand’ of choice and competitionモデル」（提供者
が販売競争を繰り広げているサービスの中から，
利用者が希望するサービスを選択するモデル）で
ある。この④は準市場の理念型である。ルグラン
は，各モデルには一長一短があって，実際の政策
はこれらを組み合わせて用いており，どれか一つ
のモデルで他を置き換えることはできないとして
いる〔ibid. p. 15〕。各モデルの長所と短所は表 1
のようにまとめられる。そして④は，それらの短
所を克服し，「よい公共サービス」の条件を備え
たものとされる。

3　ルグランによる動機と行為主体性の基礎理論
つぎに，その下敷きとなっている基礎理論のポ
イントをおさえておく。ルグランは「動機
motivation」を，行為を誘発する内的な欲望や選
好と定義し，「行為主体性 agency」を，そうした
行為をなすための適切な能力と定義する〔Le 
Grand 2003, p. 2〕。そして，いかなる公共政策が
形成されるかは，政策策定者が，ステークホルダ
ー（提供者と利用者）の動機と行為主体性をどう
捉えるかに左右されるとする。そうした政策策定

者の想定を，ルグランはチェス駒に喩えて類型化
する。動機に関しては「騎士 knights」（公共精
神に満ちた利他的な行為主体とその動機）と「悪
漢 knaves」（自己利益によってのみ動機づけられ
る利己的な行為主体とその動機）が区別され，行
為主体性に関しては「兵隊 pawns」（受動的組織
人・無力な利用者）と「女王 queen」（能動的で
賢い消費者）が区別される15）。
ルグランによれば，公共サービス提供の「準市
場革命」は，動機と行為主体性に関する政策策定
者たちの想定の転換として解釈できるという
〔ibid. p. 17〕。そして戦後の社民的福祉国家（そ
してこの時代を象徴するティトマスの社会市場
論）は，提供者をナイト，利用者をポーンとみな
す想定のもとで形成されてきたが，ニューライト
的再編と準市場革命は，提供者をネイブ，利用者
をクイーンとみなす想定のもとで生じた，とされ
る〔ibid. pp. 4-11〕。
ルグランは，行為主体性をめぐる問題は「その
性質上，総じて規範的である」という。なぜなら
それは「行為主体性とは何かという問題ではな
く，行為主体性は何であるべきかという問題」に
関わっているからだとされる〔ibid. p. 73〕16）。そ
してルグランは，行為主体性問題に応答していく

行為主体性問題の焦点 行為主体性問題への応答

福祉主義 welfarist

アプローチ

個々人の福祉がどのような影響を被るかが焦点。
個々の利用者をポーンとして扱うべきかクイーンと
して扱うべきかは，その扱いが利用者の福祉を増大
させるかどうかにかかっている。

個人こそが当人の福祉に関する最善の判定者であ
り，基本的には利用者をクイーンとして扱うべきだ
が，公共政策の場面ではこれがあてはまらないこと
もあり，その場合にはポーンとして扱うべきだ。

自由主義 liberal

アプローチ

個人の自由にどのような影響が及ぶかが焦点。利用
者がポーンであるべきかクイーンであるべきかは，
最終的にそれが行為の自由を増大させるかにかかっ
ている。

決定し選択すべきは利用者であり，たとえ専門家の
決定が利用者の決定・選択能力を拡大することがあ
るとしても，利用者には能力拡大を選ばない権利も
あり，あくまで利用者はクイーンであるべきだ。

共同体主義
communitarian

アプローチ

決定に関する個人のパワーの拡張が社会全般にどの
ような影響を及ぼすかが焦点。その拡張（つまりク
イーンとして扱うこと）が，最終的に共同体にとっ
て利益となるか損害となるかにかかっている。

決定と選択の主体は利用者であるとしても，経済学
でいう「外部性」，つまり決定や選択が他の利用者
や非利用者そして社会全体に及ぼす影響（肯定的・
否定的な結果）を勘案し，誰が決定・選択するかを
決めるべきだ。

表 2　行為主体性問題をめぐる 3つのアプローチ

出典）　 Le Grand 2007, pp. 16-62をもとに作成。
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うえで，3つのアプローチがありうると指摘する
〔ibid. pp. 75-8〕。各アプローチがどのように行為
主体性問題に応じるか，議論の焦点と，想定され
る応答については表 2のように整理できる。
ともあれ実際は，利用者と供給者の間には情報
や権力の格差・非対称がみられ，両者のパワーバ
ランスは非常に不安定なものとなっている。そう
したなか，3つのアプローチからも合意がえられ
るかたちで，利用者と供給者の間に適切なパワー
バランスをもたらすには，公共サービス提供シス
テムを利用者がエンパワーメントされるよう設計
すべきだとし，二種類の方法をあげる。それは
（〔Hirschman 1970＝2005〕からの援用である）
「発言 voice」と「離脱 exit」である〔Le Grand 
2003, p. 82〕。「発言」は表 1の通りである。「離
脱」とは，利用者が現在の提供者のもとを離れ別
の提供者に移れるような状態にあることをいう
が，その短所は，利用者を失った提供者は資金難
になり，利用者を獲得した提供者は資金源を得る
ことになる結果，提供者間の二極化や分断が生
じ，さらにそれが「クリームスキミング」（提供
者に都合の良い利用者の囲い込み）を通じて加速
され，施策の公平性を損なってしまうおそれがあ
ることだとされる。
望ましい公共サービス提供システムは，上記の

「選択・競争モデル」であり，それは発言や離脱
によるエンパワーメントを通じて利用者をクイー
ンとして扱うとともに，過剰な利用と供給をもた
らしたり利用者本人と社会にダメージを与えたり
するようなサービス利用を避けうるものとなろ
う，とルグランは指摘する〔ibid. p. 84〕。それは
また，ネイブとナイトの適切なバランスにねざし
つつそうしたサービスを提供するよう提供者を動
機づけるとともに，社会が期待するような形で
（たとえば効率的かつ公平に）サービスを提供し
てくことになろう，との期待を表明している。

IV　整理と考察

1　社会防衛論としての整理
最後に，これまでの検討をふまえ，福祉国家の

市場化という趨勢の深層にいかなる論理を見出せ
るかについて考察してみたい。まず，ティトマス
とルグランの議論は，次のような「社会防衛論」
として捉え直せるだろう。
ティトマスは，経済市場と区別された社会市場
において「社会的なもの」の隔離的な保護・防衛
により，「経済成長」と相補的であるべき「社会
成長」を追求しようとした〔Reisman 2001, 
p. 253〕。これは福祉国家の成長期にマッチした
社会防衛論であり，社会市場は，社会成長のため
の保護された倫理的な場（ナイトの領域）として
構想することが許された時代の産物ともいいう
る。だがそれは，市場のポテンシャルを遠ざける
ことになるがゆえに，その二項対立図式に基づく
経済市場の切り離しと軽視は「負債」とみなされ
た。
他方，ルグランは市場の「全面化」とポテンシ
ャルを前向きにうけとめ，準市場をはじめ，ポー
ンをクイーン化するための公共サービス改革によ
る能動的な「社会」防衛をめざしているといえよ
う。それは，強く賢い自律的で能動的な生活者の
形成によって，ナイト的・ネイブ的な動機と行動
の弊害（英雄主義的パターナリズム，情報の非対
称性の悪用，社会資源の濫用など）から「社会」
を防衛しようとするものである。この場合の「社
会」は，後述するように人々が主として経済的利
益を追求する「市場社会」であり「生活者がつく
る市場社会」〔久米編 2008〕とも表現しうる。こ
れは市場が「全面化」する時代にフィットする社
会防衛論であるともいえる。

2�　福祉国家市場化の深層論理：市場社会の商
業平和としての「社会防衛」
ティトマスからルグランへと至る社会防衛論の
転換には，以下のような福祉国家市場化の「深層
論理」が見出せよう。それはルグランが議論の下
敷きにするハーシュマンの市場擁護論と関わ
る17）。ルグランは自らの市場擁護を率直に表明
している〔Le Grand 2003, p. 164〕。そこで引用さ
れるハーシュマンの議論は，資本主義の生成期に
いかなる意図や期待のもとで市場が擁護されたの
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かを，モンテスキューらの所説をたどって再確認
するものである。その意図・期待とは，「人間を
敵対的な権力闘争から遠ざけ，若干馬鹿げたも
の，不愉快なものではあるが，本質的には無害な
富の蓄積に向かわせる制度」である「金儲け」
（金銭的「利益」）に，人々の情念（戦争や暴力に
向かう自尊心や虚栄心といった人間の「危険な情
念 」） を 振 り 向 け さ せ る こ と に あ っ た
〔Hirschman 1977＝1985, p. 135〕。ハーシュマン
は，「正しい理性で社会を統治するのではなく，
より穏和な情念を有害な情念に対抗させること
で，結果的に社会を安定させるということが，革
命と戦乱が渦巻くなかで真剣に模索されてきたこ
との重要性にあらためて目を見開かせようとし
た」のである〔矢野 2004，p. 170〕。
ルグランの社会防衛論には，経済的利益による
飼い慣らしの手綱を逃れた「情念」が，（ネイブ
のみならずナイト的欲望も含む）名誉や威信へと
なだれ込み，他者支配や権力行使といった野蛮な
かたちをとって「社会」に破壊的な影響を及ぼし
始めることへの警戒がみてとれる。つまり，福祉
国家の市場化の深層論理は，ハーシュマン＝ルグ
ラン説に基づけば，経済的利益へと人々の情念を
水路づける「市場社会」の商業平和（「穏和な商
業」doux commerce）への期待であり，その維
持・促進をめぐって「市場」登場以来その底流を
なしてきた黙示的理路として解釈することができ
る，ということである。

3　課題
一方は「社会的」と形容され，他方は経済市場
に「準ずるもの」と形容される二つの市場概念
は，それぞれ異なった社会防衛のあり方を切り拓
いている。図式的にいえば，前者（ティトマス社
会市場論）は，社会的なものを経済的なものから
防衛しようとする発想にたち，後者（ルグランの
準市場論）は，社会的なものを経済的なものによ
って防衛しようとする発想にたつものとして区別
しうる。
福祉国家の市場化をはさんで登場した二つの市
場構想は，いずれも資本主義的自由市場には集約

しえない市場のポテンシャルを追求しようとして
いるとも考えられる。その意味で両者は「市場を
超えた市場」を模索するものといえるだろう。そ
のようなポテンシャルを見定めつつ，「社会的な
もの」を防衛さらには創造していく方途を探って
いくことに，「社会的な国家」〔市野川 2006〕に
おける福祉追求の理論的課題を見出すことができ
ると思われる。そのとき，見定めるべき市場のポ
テンシャルは，自己利益だけを見るように促すよ
うな私益没入作用ではなく，自己利益と他者の利
益追求とを関連づけるように促す共的（共感的・
共同的・公共的）な作用にあるといえるのではな
かろうか。

注
 1） 「深層論理」とは，主題とされる現象（本稿で
は「福祉国家の市場化」）に兆候として現れて
はいるが，見えにくい事態や発想を意味してい
る。そうした事態や発想を言葉にして見えやす
くしながら，そこに何らかの理路を見出すこと
には，主題に関する議論の広がりや深まりが期
待しうると思われる。見えないところに真実が
隠れていると私たちは考えやすく，深いところ
は見えにくいことから「深層＝真相」といった
連想もうまれやすいが，「深層論理」は決して「真
相論理」ではない。

 2） なお，ルグランにとって準市場メカニズムは，
後述するように，あくまで公共サービス利用者
をエンパワーメントし，ポーンからクイーンへ
と転換するための手段・方法のひとつであり，
とくに社会サービス（医療，教育，介護）に適
した手法として位置づけられる。むしろ，その
他の手法として「デモグラント」（部分的基本
所得）や「パートナーシップ預金」などを活用
し，「 資 産 型 平 等 主 義 asset-based 
egalitarianism」に定位した制度的インフラの整
備（所得保障を超えた資産保障）こそ，人々の
自律と能動性にとって欠かせないとしている
〔Le Grand 2003, p. 124〕。

 3） 市場と福祉国家の関係をめぐる一般的理解の骨
子は次のような比喩的説明で確認できるのでは
ないだろうか。あるときあるところで（19世
紀初頭イギリス），天然の土壌（伝統社会）に
埋め込まれていた種子から発芽した奇妙な植物
（市場）が，土壌の豊富な養分を吸い上げなが
ら急速に生長をとげていった。そして土壌（相
互扶助的な共同体）は，次第にこの植物の実り
に依存し始めていった（産業化と商品化）。発
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育途上の段階では植物の実りはいまだ少なく，
土壌は収奪されるがままとなるが，土壌の疲
弊が顕著になると，植物自体の生存も危うく
なった（不況・恐慌，貧困の蔓延，階級闘争
の激化）。その結果，果実を収穫して肥料とし
て蒔いたりするなど土壌のメンテナンスが求
められていった（各種政府介入）。そうしたメ
ンテナンスは，当初，発育に最低限必要な範
囲にとどまっていた（夜警国家）。だが，放っ
ておけば土壌から養分を吸い上げ尽くし，ま
たほとんどの果実を再吸収してしまう貪欲な
植物と，果実の養分にもっぱら依存するよう
変質した土壌（産業社会，労働社会）を前に，
双方への本格的なメンテナンスが要請されて
いった（ケインズ・ベヴァリッジ主義的福祉
国家としての社会防衛）。

 4） 包括的なポランニー研究〔佐藤 2006〕に依拠
すると，その社会防衛論の要点は次のように
まとめられる。それは，①伝統的社会の「構
造化」された人間関係がおりなす「共同体的
なもの」の非匿名的・人称的文化 〔ibid. p. 56〕を，
②「人々の自尊心と規範の喪失などからなる
道徳的退廃」〔ibid. p. 49〕を伴う自己調整的市
場の匿名的・非人称的文化の浸透による破壊
から，③「自己調整的市場」イデオロギーへ
の対抗運動としての「民主主義への要求」〔ibid. 
p. 84〕によって護ろうとする，「社会の自己防
衛運動」ということになる。そして福祉国家は，
民主主義への要求をうけた国民国家による社
会防衛的な統治形態（佐藤の表現では「基層
社会＋国民国家」）として解釈できる〔ibid. 
p. 100〕。

 5） 福祉国家研究との関わりでは，エスピン－ア
ンデルセンがレジーム分析に用いた「脱商品
化」が，ポランニー由来の概念であることは
よく知られている〔Esping-Andersen 1990＝
2001, p. 41〕。労働・土地・貨幣が「擬制商品」
であるというポランニーの指摘は，もはや社
会科学にとって「常識」の範疇にあり，福祉
国家研究の基本的視点であるともいえる〔武
川　2007, p. 19〕。ポランニーの議論を，福祉
国家の哲学として位置づける試みもある〔若
森 2007〕。また，ポランニーが見出した社会原
理をもとに，福祉国家を含む近代社会の資源
配分様式（自助，互酬，再分配，市場交換）を
捉える議論もある〔藤村 1999, pp. 12-20〕。

 6） ティトマスは「社会学的経済学 sociological 
economics」に強く魅入られていたという
〔Reisman 2001, p. 241〕。ライスマンのいう社
会学的経済学とは，財とサービスの生産・消費・
分配・交換を「社会的事実の束」と捉え，経
済を広範な社会現象の一部とみなすアプロー

チであり，ポランニーを筆頭とする経済人類
学とほぼ同義といえる。ここからはティトマ
スの社会市場と，ポランニー的な社会（防衛）
観との親和性がみてとれる。

 7） しかしティトマスは，この言及のあと社会市
場概念をほとんど深めることはなく，むしろ
それはフォロワーたちが広めたものであると
いえる。近年ではギルバート〔Gilbert ＆ 
Gilbert 1989＝1999〕や後述の京極による拡張
的議論もみられるが，とりわけそれはピンカ
ーによってティトマスの議論を特徴づける概
念として積極的に用いられてきた〔Pinker 
1971＝1985, pp. 25-6；1979＝2003, p. 81〕。なお，
ティトマスの原典からの引用頁数は，煩雑さ
を回避するために，オルコックらが編集した
ティトマス選集〔Alcock et. al., eds. 2001〕に
統一する。

 8） ティトマスにとって社会市場の社会サービス
は，二重の意味で自己防衛的である。という
のも，必要の社会的な構築と充足は，社会が
有機体として生き残ろうとする意思の表明で
あるとともに，他者の生き残りを支援しよう
とする万人の意思の表明でもあるとみなされ
ていたからである〔Alcock et. al., eds. 2001, 
p. 62〕。

 9） ティトマスは，社会統合こそ社会政策を経済
政策から分かつ本質的特質と考え，その主題
は統合を促進し疎外（今日風にいえば社会的
排除）を阻止するための社会制度にあるとし
た〔ibid. p. 190〕。だが当時のイギリス福祉国
家における再分配はかなり控えめであり，医
療や所得保障などの普遍主義的な社会サービ
スは，低所得階層よりも中・上流所得階層に
とって有利な結果をもたらし，むしろ分断と
不平等を促進していた。最も重大な必要を抱
えている人々に，スティグマのおそれを最小
限にとどめつつ，これまで以上に資源を振り
向けていかねばならない。この難問に対する
ティトマスの答えは「積極的優遇」であり，そ
れは普遍主義を基礎としながら，カテゴリー
と必要の観点で選別を行うというものであっ
た〔ibid. p. 191〕。

10） ピンカーは，個人は現実には経済市場と社会
市場の両方に暮らさねばならない，とティト
マスによる厳格な区別を批判した〔Pinker 
1971＝1985, p. 143〕。そうした区別は「道徳的
統合失調症 moral schizophrenia」とも揶揄さ
れる〔Reisman 2001, p. 261〕。

11） ただしルグランは，ピンカーによる自著への
書評を読むまで「私は彼の二つの重要な研究
である『社会理論と社会政策』（1971）と『福
祉の概念』（1979）が，私の主張を予示してい
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たことに気がつかなかった」と述べている〔Le 
Grand, 2003, p. 208〕。

12） たとえば古川は 1980年代の転換期に登場して
きた社会福祉の諸パラダイムを「集権主義対
分権主義」と「自由市場原理対社会市場原理」
という対抗軸を設定して整理している〔古川
1997，pp . 236-8〕。武川は，ティトマスの業
績に言及するなかで，「経済的市場」の作動原
理が貨幣的裏づけを伴う「需要」とそれに基
づく「交換」だとすれば，「社会的市場」の作
動原理は貨幣的裏づけとは無関係な「必要」と
それに基づく「贈与」であるとティトマスは
考えた，と指摘している〔武川 1991，p. 8〕。
高沢は，福祉サービスと経済市場との接点に
言及し，補助金の交付や業務委託契約が進み，
「一定の公的監督の下での市場メカニズムが作
用している場合」には「社会的市場」が形成
されると論じている〔高沢 1985，p. 71〕。また
吉沢は，ティトマスや高沢の社会的市場概念
の曖昧さに言及している〔吉沢 1987，p. 20〕。
坂田は，社会福祉政策の資源配分について説
明するなかで，「移転による資源配分を経済市
場になぞらえて社会市場という場合もある。そ
こでの配分はラショニング（割当）によって
行われることに特質がある」と指摘する〔坂
田 2000，p. 17〕。

13） ルグランのティトマス評価については〔Le 
Grand 2004〕を参照。坂田は，ルグランが近年
の福祉政策における人間観の変容を「騎士か
ら悪漢へ」という図式で解説したと指摘して
いる〔坂田 2007，pp. 272-273〕。坂田が言及
したのはルグランの LSE就任講演であるが，
本章ではこの講演を基礎にした主著〔Le Grand 
2003〕と，その一般向け解説書〔Le Grand 
2007〕をもとに，その準市場論的福祉理論の
概要を整理する。

14） その条件としてルグランは「良質性 quality」「効
率性 efficiency」「応答性 responsiveness」「応
責性／説明責任 accountability」「公平性 equity」
の 5点をあげている〔ibid. pp. 6-14〕。

15） なお「悪漢」とはヒュームとマンデヴィルか
ら借用された概念で，そういうチェス駒があ
るわけではない。以下，それぞれナイト・ネ
イブ・ポーン・クイーンと表記する。

16） この規範問題を形式化すれば「誰が，何につ
いて，その程度と担い手を決定するためのパ
ワーをもつべきか？」という問いが成立し，さ
らにそうしたパワーをもつのは「提供者であ
るべきか，利用者であるべきか？」が問われ，
後者とした場合，「利用者はポーンであるべき
か，クイーンであるべきか？」が問われると
いう。

17） ティトマスの「負債」（市場の無視・敵視）の
清算人としてのルグランは，経済的利益を媒
介に互いを尊重しあう市場のポテンシャルを
福祉供給に活用することを通じて，「福祉国家
の市場化」に垣間見える〈可能性〉を追求し
ている。その意味でルグランはハーシュマン
の「ポシビリズム」（可能性追求主義）に忠実
であるといいうる〔矢野 2004〕。ルグランが「福
祉国家の市場化」そして準市場に見出した〈可
能性〉の中心は，市場メカニズムを通じた「他
者の尊重」「相互尊重」にある〔Le Grand 2003, 
p. 165〕。これはティトマスが「社会市場」に
期待したものであるが，ルグランはそれを「市
場社会」（市場とともにある社会／社会ととも
にある市場）で追求しようとした。こうした
意味でルグランは，ティトマスの「負債」を
清算しながら「遺産」を継承しようとしてい
るともいえる。
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要　旨

介護保険では，「第二の国保」化することを避
けるために，介護保険料を通じた高齢者における
「受益者負担の原則」が比較的明確な財政負担構
造になっている。従って介護給付水準や介護保険
料は，介護保険の財政運営の観点からも，介護サ
ービス水準や高齢者の経済的負担という観点から
も，非常に重要な指標である。しかし，全国規模
の保険者レベルのデータを用いて介護給付水準や
介護保険料の地域差の要因を分析した研究はほと
んど存在しない。そこで本稿では，介護給付水準
がどのような要因に影響されているのかを全国規
模の保険者データを用いた回帰分析によって検証
する。その上で介護給付水準の地域差の要因と介
護保険料額との関係を検証し，今後の介護保険財
政運営へのインプリケーションを述べる。
本稿ではまず，高齢者一人当たりの介護サービ
ス給付水準を，認定率，居宅サービスの利用率，
居宅サービスの一人当たり給付水準，施設利用
率，施設サービスの一人当たり給付水準に分解
し，これら給付水準の諸指標の決定要因を保険者
データを用いた回帰分析によって検証した。 そ
の上で，推定結果より影響力が高いと考えられる
要因を抽出し，その要因と介護保険料額の関係に
ついて考察した。その結果，第一に，保険者地域
の諸要因が介護給付水準の指標に多様な影響を与
えていることが示唆された。第二に，給付水準の
各指標や高齢者一人当たりの給付水準に対して，

特に後期高齢者割合と県の施設定員率の影響力が
高く，所得段階 1の高齢者割合も安定的に影響を
与えていることが判明した。第三に，介護保険料
額が全国レベルで上位と下位の保険者について，
これら 3要因と介護保険料額の関係を見ると，保
険料額が高い（低い）保険者においては，所得段
階 1割合や県の施設定員率が全国平均よりも高い
（低い）傾向があることが明らかになった。
本稿の分析によって介護給付水準や介護保険料
額に一定の影響を与えることが判明した地域の所
得水準や県レベルの施設定員率は，保険者の裁量
的な調整や抑制の対象とはなりにくい。従って現
状においては，介護保険料額の高騰を必ずしも保
険者機能の弱さに起因させることはできない。保
険者による給付適正化に様々な限界や問題点があ
ることも考慮すると，中長期的な観点からは，マ
クロの財政負担とミクロのケアプランの適切性の
相方を考慮した介護保障制度を再構築することが
必要である。

I　はじめに

介護保険の施行から 6年以上経過し，介護給付
水準や高齢者（第 1号被保険者1））の第 1号保険
料（以下，介護保険料）額が高まっている。原則
的に 3年ごとに改定される介護保険料は，第 1期
には全国平均で月額 2, 911円であったのに対し，
第 3期には月額 4, 090円にまで上昇した。厚生労
働省は，介護給付費や介護保険料の高額化を抑制
するために，介護給付費適正化運動や介護予防プ

介護給付水準と介護保険料の地域差の実証分析
――保険者データを用いた分析――

安　藤　道　人
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ログラムなど，様々な施策を打ち出している。
このように介護保険料が高くなるのは，介護保
険制度では高齢者内での「受益者負担の原則」が
比較的明確な財政負担構造になっているからであ
る。すなわち，保険者から支払われた介護給付費
の一定割合を2），65歳以上の高齢者（第 1号被保
険者）が介護保険料として負担することによっ
て，部分的に高齢者層における「受益者負担の原
則」が実現している。この仕組みには，財政規律
の弛緩による介護保険の「第二の国保」化を防ぐ
という狙いがあった3）。介護保険料の高まりとい
う目に見える負担増を受けて給付適正化に向けた
様々な取り組みが多くの自治体で行われているこ
とは，この「受益者負担の原則」がある程度機能
していることの証左といえよう。しかし一方で，
介護費用の上昇が保険料の高騰に直結して高齢者
の経済的負担が重くなることや，保険者が介護保
険料の高騰を防ぐために要介護認定や介護給付を
過度に厳しくチェックするなどの弊害を指摘する
声もある。
このように介護給付水準や介護保険料は，介護
保険の財政運営の観点からも，介護サービス水準
や高齢者の経済的負担という観点からも，非常に
重要な指標である。しかし，全国規模の保険者レ
ベルのデータを用いて介護給付水準や介護保険料
の地域差の要因を分析した研究はほとんど存在し
ない。そこで本稿では，介護給付水準がどのよう
な要因に影響されているのかを全国規模の保険者
データを用いた回帰分析によって検証する。その
上で介護給付水準の地域差の要因と介護保険料額
との関係を検証し，今後の介護保険財政運営への
インプリケーションを述べる。

II　介護給付水準の地域差の分析

1　先行研究の検討
まずは介護保険給付水準の地域差の要因を実証
的に分析している先行研究を検討しよう。第一に
都道府県データを用いた先行研究としては，まず
田近・菊池〔2003〕が，都道府県データを用いて
居宅サービスの給付費の実証分析を行っており，

施設サービスが供給制約に直面しており，「満た
されない施設需要」が存在する地域では居宅給付
費が押し上げられていると指摘している。また
Mitchell, et al〔2004〕も都道府県パネルデータを
用いて認定率や居宅・施設サービスの利用率（高
齢者数に対するサービス利用者の割合）を被説明
変数とした回帰分析を行っており，人口密度，保
険医療セクターの賃金，平均賃金，後期高齢者割
合，施設定員率が被説明変数と相関を持つことを
指摘している。また，山内〔2004〕，湯田〔2006〕
は，都道府県パネルデータを用いて供給者誘発需
要の検証を行い，介護事業者密度が高くなると要
介護認定者もしくは居宅サービス利用者当たりの
介護サービス水準が増加する可能性を示唆してい
る。田近・油井〔2004〕もまた，都道府県データ
を用いた分析で，介護サービスの供給水準が介護
サービス利用水準を高めていることを指摘してい
る4）。
第二に保険者データを用いた先行研究として，
油井〔2006〕が青森県の保険者データを用いて，
青森県内の保険者間の地域差，介護施設水準が居
宅サービス（民間施設や通所介護）需要に与える
影響，高齢者医療費と介護費用との関係などを検
証し，介護施設数は通所介護，通所リハビリの給
付額と正の相関があることなどを指摘している。
また，清水谷・稲倉〔2006〕は全国レベルの保険
者データを用いて，保険者の財政状況が認定率，
利用率，利用者数，一人当たり支給額に与える影
響を検証しており，財政状況の悪化している保険
者の認定率や利用率の伸びは抑制されていると指
摘している。
これらの先行研究はいずれも重要な分析である
が，都道府県レベルのデータや単一県の保険者デ
ータを用いた分析がほとんどであり，実証モデル
の特定化の根拠が必ずしも明確でないものも多
い。しかし介護保険制度は市町村単位で運営され
ていることや介護サービスの給付水準は様々な要
因によって複雑に決定されることを考慮すると，
全国の保険者データを用いて，慎重に実証モデル
の特定化を行うことが望ましい。従って次節から
は，本稿の分析における被説明変数と説明変数の
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特定化について論じる。

2　被説明変数
本稿では介護給付水準の目安となる代表的な指
標を「高齢者一人当たりの介護給付単位数」（以
下，「高齢者一人当たり単位数」）と定める。ここ
で「高齢者一人当たり単位数」は，以下のように
分解できる。

施設利用者数
施設サービス単位数

高齢者数
施設利用者数
居宅利用者数

居宅サービス単位数
施設利用者数認定者数

居宅利用者数

高齢者数
施設利用者数

高齢者数
認定者数＝

高齢者数
単位数

×+

×

−
×






 −

ここで，左辺を「高齢者一人当たり単位数」
U，右辺を第一項から順に「認定率」a，「施設利
用率」rI，「居宅利用率」rH，「居宅一人当たり単
位数」UH，「施設利用率」rI（再掲），「施設一人
当たり単位数」UIと定義すると，この式は以下
のように書き換えられる。

（1）
つまり，「高齢者一人当たり単位数」は，「認定
率」，「居宅利用率」，「居宅一人当たり単位数」，
「施設利用率」，「施設一人当たり単位数」の 5つ
の給付水準の指標に分解することができる。本章
の分析では，これら（1）式の 6つの変数のう
ち，「施設一人当たり単位数」を除く 5つの指標
について地域差の要因分析を行う5）。
また，「認定率」の地域差は要介護度によって

も異なるため，要介護度別の「認定率」を被説明
変数とした分析も行う。さらに「居宅一人当たり
単位数」においては，主要な居宅サービスの種類
（訪問介護，訪問看護，通所介護，通所リハビリ
テーション，福祉用具貸与，短期通所）別の分析
も行い，「施設利用率」については施設種類別の
分析も行う。

3　説明変数
それぞれの変数の決定要因について個別に検討
する前に，介護給付水準の決定要因について一般
的に考察しておこう。介護サービス市場が存在す
る以上，介護サービスの給付水準は通常の市場と
同じく，需要と供給によって決定される。介護サ
ービスの需要要因としては，所得水準，要介護者
本人の介護ニーズ，家族の介護力，介護サービス
へのアクセスの容易さなどが考えられ，供給要因
としては介護サービスの供給制約や供給者誘発需
要が考えられる。つまり，線形を仮定すると下記
の実証モデルを想定することができる。

ここで yは介護給付水準を表す被説明変数であ
る。一方，Incomeは所得水準，Needsは介護ニー
ズ，Familyは家族の介護力，Accessは介護サー
ビスへのアクセスしやすさ（介護サービスの利用
しやすさ），Districtはその他の地域特性，Supply

は供給要因を表す変数の行ベクトルであり，b1～
b6は各変数に対応する係数の列ベクトルであ
る。uiは撹乱項である。この一般的な実証モデル
に基づいて，個別の変数についてさらに検討す
る。

（1）　「認定率」の決定要因の仮説
「認定率」が被説明変数のとき，Incomeについ
ては，高齢者世帯の所得水準が低ければ，地域の
介護サービス需要は低くなり，「認定率」は低く
なることが想定される。しかし，介護保険には所
得階層ごとの自己負担上限や自己負担軽減措置が
存在することや，生活保護世帯などの低所得階層
のほうが公的サービスへの行政的・情報的アクセ
スが容易なケースもあることを考えると，所得水
準が「認定率」に与える影響の方向をアプリオリ
に想定することは困難である6）。ここでは地域の
高齢者の所得水準として第一号被保険者世帯の各
所得段階割合を説明変数として用いる7）。Needs

に関しては，地域の高齢者に占める後期高齢者の
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割合（後期高齢者割合）が高い場合，「認定率」
は高くなると考えられる。

Familyについては，高齢者世帯における高齢
単身世帯や高齢夫婦世帯の占める割合が高い場
合，その地域の家族介護力は弱く介護サービス需
要は高くなり，「認定率」は高くなることが考え
られる。一方で，要介護状態になったために家族
と同居する高齢者も少なくないことを考慮する
と，要介護者の増加が高齢単身世帯割合や高齢夫
婦世帯を減少させることも考えられ，この場合に
は同時性バイアスが発生する。従って本稿では
Familyの指標として，4年のラグをとった高齢単
身世帯割合と高齢夫婦世帯割合の変数を用いる8）。

Accessについては，身近に介護サービスやサー
ビス提供主体が多く存在する場合，アクセスコス
トが低下して，「認定率」は高まる可能性があ
る。アクセスコストの指標としては，居宅介護サ
ービス事業所密度（介護サービス事業所数を要介
護認定者数や居宅サービス受給者数で除したも
の）や施設定員率（施設定員数を高齢者数で除し
たもの）などが考えられる9）。しかし，居宅介護
サービス事業所密度に関しては，保険者レベルの
データは入手できない。従って本稿では居宅介護
サービスへのアクセス指標として人口密度を用い
る。人口が密集している地域ほど，身近に利用可
能な介護サービス事業所が多くある可能性が高い
と考えたためである10）。一方，施設定員率に関し
ては，介護施設は都道府県の管轄であり，広域的
な観点から保険者区域内に限定せずに供給されて
いることから，保険者レベルではなくも都道府県
レベルの施設定員率のほうがアクセスの指標とし
てより適切であると考えられる11）。Districtにつ
いては，農村部や山間部などでは，家族介護の規
範が強いという文化的要因から「認定率」が低い
可能性がある。逆に都市部では，家族介護規範が
弱く，「認定率」が高い可能性がある。これらの
地域特性をコントロールするために，各産業の就
業者比率を説明変数に含める12）。また，要介護認
定では主治医の意見書が必要となるため，医師へ
のアクセスの容易さも「認定率」に影響を与える
かもしれない。ここでは医師へのアクセスの指標

として医師密度（人口千人当たりの医師数）を用
いる。

Supplyについて，いくつかの先行研究は，介護
事業者による介護サービスの「掘り起こし」によ
って介護需要が誘発されていると論じている13）。
逆に，事業所が少ないところでは居宅介護サービ
スの供給制約（需要超過）が生じている可能性も
ある。供給者誘発需要の研究においては，アクセ
スコストの低下からくる自発的な需要増加と供給
者による誘発需要を区別する必要がある。また供
給制約による給付水準の低下を確認するために
は，サービス待機者などの需要超過の発生を検証
しなければならない。しかし本章の目的は「認定
率」に影響を与える変数を特定化することであっ
て，掘り起こし（供給要因），アクセスコスト
（需要要因），供給制約（供給要因）を厳密に識別
する必要はない。従って，需要要因として取り上
げた人口密度や施設定員率を，供給要因を表す指
標として併用する。最後に，広域連合特有の影響
を考慮するために広域連合ダミー変数を用いた。

（2） 　「居宅利用率」，「居宅一人当たり単位数」
の決定要因の仮説

「居宅利用率」や「居宅一人当たり単位数」が
被説明変数のときは，Income，Needs，Family，
Access，Districtといった需要要因については，
「認定率」とほぼ同様の仮説があてはまる。ただ
し Needsに関しては，後期高齢者割合に加えて，
各要介護度の要介護者の割合によっても「居宅利
用率」や「居宅一人当たり単位数」は変わると考
えられるため，各要介護度割合を説明変数に含め
る14）。
一方，「認定率」と異なり，居宅サービスへの

Accessの要素として施設定員率を含める必要はな
いと考えられる。しかし Supplyとしての施設定
員率を考えると，田近・菊池〔2003〕が指摘する
ように，施設サービスの供給水準が低い地域で
は，「満たされない施設需要」によって居宅サー
ビス水準が高くなる可能性や，逆に油井〔2006〕
が示すように通所系サービス水準が低くなる可能
性がある。従って「認定率」と同様に県レベルの
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施設定員率を説明変数に加える。さらに居宅サー
ビスには訪問看護，通所リハビリ，短期入所療養
介護など，医療と密接に関わるサービスも多いた
め，地域の医療供給状況もサービス利用に影響を
与える可能性がある。従って医師密度を説明変数
に加える。最後に，広域連合特有の影響を考慮す
るために広域連合ダミー変数を用いた。

（3）　「施設利用率」の決定要因の仮説
次に「施設利用率」の決定要因について検討す
る。保険者レベルでの施設利用率の地域差の要因
を実証的に分析した研究はほとんど存在しない。
しかし，都道府県レベルでは田近・菊池〔2003〕
が，介護保険施設の供給制約によって介護保険施
設の給付費が施設定員率にほぼ完全に規定される
ことを指摘している。同様に，保険者レベルの
「施設利用率」も供給制約によって施設定員率に
規定されている側面は大きいと考えられる。ただ
し前述したように，介護保険施設は都道府県の管
轄下で広域的な観点から保険者地域に限定せずに
供給されていることから，保険者レベルの「施設
利用率」を規定する要因としては，保険者レベル
の施設定員率ではなく，より広域な範囲での施設
定員率のほうが適切であろう。
この場合，ある広域圏において施設入所を望む
要介護者は，同一保険者内のみならず隣接保険者
に属する要介護者とも，限られた施設入所枠を巡
って優先順位を競わなくてはならない。このよう
な状況下では，ある保険者の「施設利用率」は，
広域圏の施設定員率に加えて，保険者内の要介護
者の需要要因にも左右される可能性が高い。例え
ば介護老人福祉施設については，2002年に出さ
れた省令15）以降，家族の介護が期待できない人や
生活困窮度の高い人など，施設ニーズが高い要介
護者ほど優先的に入所できるようになった。従っ
て，低所得者，後期高齢者，重度要介護者，高齢
単身・夫婦世帯が多い地域の介護福祉施設の「施
設利用率」は高くなることが予想される。介護保
健施設や介護療養施設についても，同様の配慮が
なされている可能性がある。
また介護施設は，地価や人件費の問題もあり，

中心部よりも郊外，都市部よりも農村部・山間部
のほうが供給水準が高いと言われている。さらに
人口密度が低い地域では，居宅サービスの展開が
困難なため，居宅サービス水準が低く，施設サー
ビス利用が多いこともありうる16）。同一圏内での
これらの違いもコントロールする必要がある。さ
らに各施設の供給水準に加えて，医療供給水準が
高い地域では，介護福祉施設よりも医療色の強い
介護保健・療養施設への入所が増加する可能性も
ある。
以上の考察より，広域圏（県レベル）の施設定
員率に加えて，各所得段階割合，後期高齢者割
合，各要介護者割合，高齢単身・夫婦世帯割合，
人口密度，第一次就業者比率，第三次就業者比
率，医師密度を説明変数とする。ただし，同時性
の問題を避けるために高齢単身世帯割合と高齢夫
婦割合はラグ変数を用いる。また他の実証モデル
と同様に広域連合ダミー変数を用いる。

（4） 　「高齢者一人当たり単位数」の決定要因の
仮説

最後に，「高齢者一人当たり単位数」Uの決定
要因について考える。基本的には，上述した「認
定率」，「居宅利用率」，「居宅一人当たり単位
数」，「施設利用率」の説明変数が，Uの説明変数
となるはずである。しかし第一に，（1）式の右辺
の各変数の実証モデルが線形である場合，それら
を統合した Uの実証モデルは本来ならば線形で
はあり得ない。また第二に，「認定率」以外の実
証モデルで説明変数として用いた各要介護度割合
は，Uの構成要素である「認定率」との間に同時
性を持つ可能性がある17）。本稿では，線形モデル
を仮定した上で，各要介護度割合は他の説明変数
によって内生的に決定されると仮定して説明変数
から除いて分析を行う。従ってこの実証モデルの
推定結果には一定の留保が必要である。

4　分析に用いるデータ
上述した実証モデルを検証するに当たって，保
険者のクロスセクションデータを用いて分析を試
みた。給付水準の 6指標や各所得段階割合と各要
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表１　記述統計量

変数名 標本規模 平均値 標準偏差 最小値 最大値
高齢者一人当たり単位数 (月額１単位） 2225 1819. 7220 335. 9463 505. 1492 3865. 2780 
認定率（合計）（％） 2225 15. 7352 2. 8295 8. 9498 30. 2368 
認定率（要支援）（％） 2225 2. 4362 1. 3956 0. 1297 12. 2040 
認定率 (要介護度１）（％） 2225 4. 9813 1. 2530 1. 8009 11. 6147 
認定率 (要介護度２）（％） 2225 2. 3433 0. 5077 0. 6098 5. 0562 
認定率 (要介護度３）（％） 2225 2. 0554 0. 4088 0. 5545 4. 1009 
認定率 (要介護度４）（％） 2225 1. 9866 0. 4010 0. 1608 4. 1846 
認定率 (要介護度５）（％） 2225 1. 9324 0. 4990 0. 6920 6. 3889 
居宅利用率（％） 2225 72. 4792 8. 2251 22. 4505 127. 3498 
居宅一人当たり単位数（合計）（月額１単位） 2225 9697. 1340 1522. 5430 3871. 2120 31734. 4300 
居宅一人当たり単位数（訪問介護） 2225 1748. 0940 763. 1507 127. 5272 6038. 2170 
居宅一人当たり単位数（訪問看護） 2210 374. 8333 234. 2056 1. 1223 2283. 0540 
居宅一人当たり単位数（通所介護） 2224 2741. 7960 1072. 6290 12. 6812 7863. 6360 
居宅一人当たり単位数（通所リハビリ） 2196 1119. 5570 857. 5697 0. 9191 7853. 7730 
居宅一人当たり単位数（用具） 2223 546. 6322 166. 6010 14. 7059 1338. 2080 
居宅一人当たり単位数（短期入所） 2224 1249. 5610 621. 2209 3. 9604 5584. 9060 
施設利用率（合計）（高齢者 100人当たり） 2225 3. 3794 0. 9384 0. 9319 9. 2361 
施設利用率（介護老人福祉施設） 2225 1. 7769 0. 8012 0. 1951 7. 1528 
施設利用率（介護老人保健施設） 2218 1. 1186 0. 5258 0. 0357 4. 5401 
施設利用率（介護老人療養施設） 2169 0. 5000 0. 4044 0. 0017 3. 9282 
所得段階１割合（％） 2225 1. 4385 1. 2550 0. 0384 13. 1847 
所得段階２割合（％） 2225 36. 3568 11. 5689 7. 5269 82. 8125 
所得段階３割合（％） 2225 42. 7887 11. 5794 8. 5938 76. 4186 
所得段階４割合（％） 2225 11. 0790 3. 5658 1. 9807 23. 0375 
所得段階５割合（％） 2225 8. 3370 4. 4448 0. 1280 41. 2791 
後期高齢者割合（％） 2225 48. 3014 5. 1959 27. 4117 64. 9153 
要支援割合（％） 2225 14. 9363 6. 6580 0. 9901 44. 4444 
要介護度１割合（％） 2225 31. 5011 4. 4809 15. 8730 53. 3333 
要介護度２割合（％） 2225 15. 0267 2. 7515 4. 9383 37. 1429 
要介護度３割合（％） 2225 13. 2651 2. 6185 3. 4483 30. 1587 
要介護度４割合（％） 2225 12. 8419 2. 6593 1. 0638 25. 6000 
要介護度５割合（％） 2225 12. 4289 3. 0236 3. 7629 29. 8701 
高齢単身世帯割合（％） 2225 28. 3122 5. 7544 10. 0000 48. 0752 
高齢夫婦世帯割合（％） 2225 38. 8879 5. 1772 21. 8045 56. 2791 
高齢核家族世帯割合（％） 2225 71. 6878 5. 7544 51. 9248 90. 0000 
人口密度（人 /km2） 2225 869. 5772 2039. 2670 2. 8904 19854. 1400 
施設定員率（県　合計）（人口 100人当たり） 2225 3. 3074 0. 5360 2. 3367 4. 9055 
施設定員率（県　介護老人福祉施設） 2225 1. 5136 0. 2011 1. 1368 2. 0419 
施設定員率（県　介護老人保健施設） 2225 1. 2158 0. 2476 0. 5262 2. 0863 
施設定員率（県　介護老人療養施設） 2225 0. 5780 0. 3129 0. 1441 1. 5766 
第一次産業比率（％） 2225 13. 6738 10. 9191 0. 0149 77. 2447 
第二次産業比率（％） 2225 31. 9662 8. 8286 1. 7102 60. 7145 
第三次産業比率（％） 2225 54. 3600 10. 9908 21. 0451 88. 8463 
医師密度（人口 1000人当たり） 2225 1. 3653 2. 0154 0. 0000 39. 2396 
広域連合ダミー 2225 0. 0229 0. 1497 0 1 
（レファレンス変数をベースにした場合） 標本規模 平均値 標準偏差 最小値 最大値
所得段階１割合（％） 2225 4. 2742 5. 4861 0. 0517 78. 4354
所得段階２割合（％） 2225 100. 0507 68. 3621 15. 9981 963. 6364
所得段階４割合（％） 2225 28. 3701 12. 9264 5. 0448 108. 8235
所得段階５割合（％） 2225 21. 6090 15. 1980 0. 3206 206. 3957
要支援割合（％） 2225 107. 9340 65. 1483 4. 3478 580. 0000
要介護度１割合（％） 2225 217. 9747 59. 5668 46. 1539 1025. 0000
要介護度３割合（％） 2225 90. 4339 22. 6859 20. 0000 375. 0000
要介護度４割合（％） 2225 87. 8630 24. 2091 8. 3333 400. 0000
要介護度５割合（％） 2225 85. 4231 27. 2870 29. 1990 350. 0000
高齢単身世帯割合（％） 2225 40. 4361 11. 8240 11. 1111 92. 5861
高齢夫婦世帯割合（％） 2225 54. 6751 8. 8856 25. 7397 84. 9462
第一次産業比率（％） 2225 29. 2542 28. 7063 0. 0168 367. 0429
第二次産業比率（％） 2225 62. 4159 24. 7543 8. 1264 181. 9672

注）1）　カッコ内は単位あるいは表示形式を示している。
　　2）　短期入所は，短期入所生活介護と短期入所療養介護の合計である。
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介護度割合のデータは厚生労働省〔2004a〕から
作成した。県の施設定員率は厚生労働省
〔2004c〕と厚生労働省〔2004b〕から作成した。
それ以外の高齢単身・夫婦世帯割合，人口密度，
就業者比率，医師密度の保険者データは，総務省
統計局〔2006〕 （医師数は 2002年度医師・歯科医
師・薬剤師調査，それ以外は 2000年度国勢調査
のデータ）より作成した18）。保険者は 2004年度
末時点のものであり，標本規模は 2225である19）。
回帰モデルにおいて Breusch‒Pagan検定によ

る均一分散の帰無仮説が棄却された場合には，分
散の算出には white〔1980〕の分散修正値を用い

ている。また，多重共線性の有無を調べるために
分散拡大要因（VIF）を求めたところ，全ての実
証モデルの説明変数において，VIFは 5以下であ
った。記述統計量は表 1に記している。

5　推定結果（実証モデル別）
表 2～6に，「認定率」，「居宅利用率」・「居宅一

人当たり単位数」，「施設利用率」，「高齢者一人当
たり単位数」を被説明変数とした実証モデルの推
定結果を記載している。
表 2は「認定率」の実証モデルの推定結果であ
る。推定結果によれば，ほとんどの説明変数の係

表２　「認定率」：回帰分析の結果

変数名
認定率
（全体）

認定率
（要支援）

認定率
（要介護 1）

認定率
（要介護 2）

認定率
（要介護 3）

認定率
（要介護 4）

認定率
（要介護 5）

所得段階 1割合
0. 1019 ＊＊＊ 0. 0139 0. 0498 ＊＊＊ 0. 0097 ＊＊＊ 0. 0071 ＊＊ 0. 0079 ＊＊＊ 0. 0134 ＊＊＊

（0. 0155） （0. 0110） （0. 0080） （0. 0029） （0. 0036） （0. 0025） （0. 0038） 

所得段階 2割合
－0. 0007 0. 0019 ＊＊ －0. 0017 ＊＊ －0. 0008 ＊＊＊ 0. 0000 0. 0000 －0. 0001 
（0. 0016） （0. 0009） （0. 0008） （0. 0003） （0. 0003） （0. 0003） （0. 0003） 

所得段階 4割合
－0. 0183 ＊＊ －0. 0024 －0. 0019 －0. 0020 －0. 0010 －0. 0040 ＊＊＊ －0. 0070 ＊＊＊

（0. 0084） （0. 0043） （0. 0042） （0. 0018） （0. 0016） （0. 0014） （0. 0019） 

所得段階 5割合
0. 0063 －0. 0001 0. 0010 0. 0010 0. 0025 ＊＊ 0. 0001 0. 0017 
（0. 0062） （0. 0032） （0. 0030） （0. 0015） （0. 0011） （0. 0010） （0. 0013） 

後期高齢者割合
0. 1036 ＊＊＊ 0. 0036 0. 0278 ＊＊＊ 0. 0115 ＊＊＊ 0. 0206 ＊＊＊ 0. 0216 ＊＊＊ 0. 0186 ＊＊＊

（0. 0147） （0. 0074） （0. 0073） （0. 0032） （0. 0027） （0. 0026） （0. 0031） 

高齢単身世帯割合
0. 0298 ＊＊＊ 0. 0276 ＊＊＊ 0. 0030 0. 0016 0. 0005 －0. 0007 －0. 0021 
（0. 0078） （0. 0043） （0. 0039） （0. 0016） （0. 0014） （0. 0014） （0. 0016） 

高齢夫婦世帯割合
0. 0328 ＊＊＊ 0. 0157 ＊＊＊ 0. 0284 ＊＊＊ 0. 0024 －0. 0078 ＊＊＊ －0. 0059 ＊＊＊ 0. 0000 
（0. 0091） （0. 0046） （0. 0045） （0. 0018） （0. 0017） （0. 0016） （0. 0018） 

人口密度（100人 /km2）
0. 0133 ＊＊＊ 0. 0045 ＊＊＊ 0. 0042 ＊＊＊ 0. 0016 ＊＊ 0. 0000 0. 0019 ＊＊＊ 0. 0011 ＊

（0. 0031） （0. 0017） （0. 0016） （0. 0008） （0. 0006） （0. 0005） （0. 0006） 

施設定員率（県）
1. 7331 ＊＊＊ 0. 6768 ＊＊＊ 0. 5371 ＊＊＊ 0. 1449 ＊＊＊ 0. 1014 ＊＊＊ 0. 0899 ＊＊＊ 0. 1830 ＊＊＊

（0. 1129） （0. 0633） （0. 0566） （0. 0252） （0. 0198） （0. 0201） （0. 0228） 

第一次産業比率
－0. 0060 ＊＊＊ 0. 0010 －0. 0038 ＊＊＊ －0. 0015 ＊＊＊ －0. 0014 ＊＊＊ －0. 0012 ＊＊＊ 0. 0008 
（0. 0022） （0. 0011） （0. 0011） （0. 0005） （0. 0004） （0. 0004） （0. 0005） 

第二次産業比率
－0. 0050 ＊＊ －0. 0015 －0. 0022 ＊ －0. 0003 －0. 0009 ＊ －0. 0007 0. 0006 
（0. 0026） （0. 0012） （0. 0013） （0. 0005） （0. 0005） （0. 0005） （0. 0006） 

医師密度
0. 0595 ＊＊ 0. 0204 ＊＊ 0. 0198 ＊＊ 0. 0100 ＊ －0. 0001 0. 0018 0. 0077 ＊

（0. 0239） （0. 0086） （0. 0086） （0. 0057） （0. 0044） （0. 0037） （0. 0044） 

広域ダミー
0. 7585 ＊＊ 0. 3009 ＊ 0. 1348 0. 1057 0. 0954 ＊＊＊ 0. 0651 ＊ 0. 0565 
（0. 3490） （0. 1698） （0. 1595） （0. 0707） （0. 0359） （0. 0375） （0. 0564） 

定数項
2. 2970 ＊＊＊ －2. 1356 ＊＊＊ 0. 3621 1. 2186 ＊＊＊ 1. 1693 ＊＊＊ 1. 1339 ＊＊＊ 0. 5486 ＊＊＊

（0. 8074） （0. 4090） （0. 4005） （0. 1756） （0. 1379） （0. 1399） （0. 1641） 

標本規模 2225 2225 2225 2225 2225 2225 2225 
Ｆ値  F（13, 2211）=97. 13＊＊＊  F（13, 2211）=74. 26＊＊＊  F（13, 2211）=46. 46＊＊＊   F（11, 2213）=9. 49＊＊＊ F（13, 2211）=15. 77＊＊＊   F（13, 2211）=22. 69＊＊＊   F（13, 2211）=35. 56＊＊＊

調整済み R二乗値 0. 3546 0. 3402 0. 2031 0. 0473 0. 0709 0. 1000 0. 1464 
Breusch－Pagan検定 chi2（1）= 140. 46＊＊＊  chi2（1）=482. 40＊＊＊ chi2（1）=98. 58＊＊＊ chi2（1）=1. 11  chi2（1）=26. 26＊＊＊  chi2（1）=50. 03＊＊＊ chi2（1）=162. 41＊＊＊

注）1）　上段は推定値，下段は標準誤差である。
　　2）　＊＊＊は 1％有意水準，＊＊は 5％有意水準，＊は 10％有意水準でそれぞれ有意であることを示す。
　　3）　Breusch-Pagan検定が有意である場合には，White(1980)の分散修正を用いて標準誤差を求めている。
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数は，全体の「認定率」のみならず，複数の要介
護度別の「認定率」のモデルにおいて有意であ
る。また，実証モデルのあてはまり（修正済み決
定係数）は要支援や要介護度 1の「認定率」で比
較的高い。従って全体の「認定率」の地域差は，
各要因の地域差によって生じた軽度要介護者の
「認定率」の地域差による部分が大きいと考えら
れる。
個別の説明変数を見ると，所得段階 1割合は正
に有意であり，生活保護世帯などの低所得階層に
要介護状態の高齢者が多く存在している可能性
や，この階層が要介護認定にアクセスしやすい
か，あるいは認定審査を通りやすい可能性を示唆
している。他の変数については，概ね仮説通りの
結果である。ただし，高齢夫婦世帯割合について
は，要介護度 3，4の「認定率」に対して負に有
意である。これは，（高齢核家族世帯に占める）
高齢夫婦世帯割合が高い地域では中重度の要介護
認定者が発生しにくい可能性やラグ変数では同時
性バイアスを回避できていない可能性を示唆して
おり，今後のさらなる検証が必要である。広域ダ
ミーの係数値は，広域連合では「認定率」が高く
なる傾向があることを示している。
各要因の影響力を厳密に比較することは困難で
あるが，参考までにサンプル平均で評価した「認
定率」の各変数に対する弾力性εを求めると，施
設定員率（ε＝0. 3643）と後期高齢者割合（ε＝
0. 3180）に対する弾力性が比較的高い。
表 3には「居宅利用率」と「居宅一人当たり単
位数」の実証モデルの推定結果を記載している。
「居宅利用率」の推定では，後期高齢者割合，高
齢夫婦世帯割合，施設定員率などの係数が有意で
あるが，修正済み決定係数は低い。一方，「居宅
一人当たり単位数」の推定は，多くの説明変数の
係数が有意であり，修正済み決定係数も比較的高
い。個別の説明変数を見ると，高所得者（低所得
者）や重度（軽度）の要介護者の係数は正に（負
に）有意である。所得水準の影響については，
「認定率」の場合とは逆に，低所得は利用者当た
りの給付水準の抑制に繋がることが示唆される。
また第一次就業者数の係数は負に有意であり，医

師密度は正に有意である。また仮説とは異なり，
高齢単身・夫婦世帯割合の係数は負に有意であ
り，県の施設定員率は正に有意である。前者につ
いては，介護サービス利用が（高齢でない）家族
の介護サービス需要によって実現している側面が
強い可能性や，高齢単身・夫婦世帯には重度の要
介護者が少ないことを反映している可能性が考え
られる。後者については，「満たされない施設需
要」によって居宅サービスの給付量が増加すると
いう田近・菊池〔2003〕の主張とは逆に，地域に
施設が多く存在する場合には居宅サービスも増加
することを示している。これらについては居宅サ
ービス種類別の分析で詳しく取り上げる。
個別の居宅サービス種類別で見ると，所得水準
が各サービスの給付水準に与える影響はサービス
の種類によって異なる。所得段階ごとの自己負担
上限額やサービスの価格や代替性などを考慮し
た，より精緻な分析が必要である。また，高齢単
身世帯割合の係数は，訪問介護では正に有意であ
るが，訪問看護や通所・入所系サービスでは負に
有意である。このうち通所系サービスについて
は，これらのサービス利用が家族の介護サービス
需要によって実現していることを示唆している。
訪問看護や短期入所についても同様の可能性があ
る一方，これらのサービス利用は重度の要介護者
に偏っているため，高齢単身世帯に重度要介護者
が少ないことの反映である可能性も否定できな
い。一方，高齢夫婦世帯割合の係数は高齢単身世
帯割合とは逆の符号で有意であることが多い。こ
れは家族がいるかいないかということと，家族が
高齢の配偶者か子どもかということは，介護サー
ビス利用に異なる影響を与えることを示唆してお
り，さらなる検証が必要である。最後に，供給状
況や地域状況の影響についてみると，人口密度は
訪問介護や福祉用具貸与などの在宅系では正に有
意に，通所・入所系では負に有意である。逆に施
設定員率の係数は，在宅系では負に有意であり，
通所系では正に有意である。つまり，田近・菊池
〔2003〕の「満たされない施設需要による居宅サ
ービスの増加」という仮説は，在宅系サービスで
は正しいが，通所系サービスにはあてはまらな
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表４　「施設利用率」：回帰分析の結果

変数名
施設利用率
（合計）

施設利用率
（介護福祉施設）

施設利用率
（介護保健施設）

施設利用率
（介護療養施設）

施設定員率（県） 0. 7467 ＊＊＊ 0. 6145 ＊＊＊ 0. 8168 ＊＊＊ 0. 7339 ＊＊＊

（0. 0363） （0. 0727） （0. 0548） （0. 0362） 

所得段階 1割合 0. 0184 ＊＊＊ 0. 0164 ＊＊ 0. 0061 ＊ －0. 0028 
（0. 0057） （0. 0067） （0. 0034） （0. 0021） 

所得段階 2割合 0. 0017 ＊＊＊ 0. 0025 ＊＊＊ －0. 0007 ＊＊ －0. 0001 
（0. 0006） （0. 0007） （0. 0003） （0. 0003） 

所得段階 4割合 －0. 0084 ＊＊＊ －0. 0182 ＊＊＊ 0. 0051 ＊＊＊ 0. 0041 ＊＊＊

（0. 0027） （0. 0027） （0. 0018） （0. 0014） 

所得段階 5割合 0. 0012 0. 0074 ＊＊＊ －0. 0036 ＊＊＊ －0. 0020 ＊＊

（0. 0017） （0. 0017） （0. 0011） （0. 0008） 

後期高齢者割合 0. 0329 ＊＊＊ 0. 0155 ＊＊＊ 0. 0120 ＊＊＊ 0. 0066 ＊＊＊

（0. 0045） （0. 0046） （0. 0032） （0. 0021） 

要支援割合 －0. 0007 ＊＊ －0. 0010 ＊＊＊ 0. 0001 0. 0001 
（0. 0003） （0. 0003） （0. 0002） （0. 0001） 

要介護 1割合 －0. 0013 ＊＊＊ －0. 0009 ＊＊ －0. 0001 －0. 0002 
（0. 0004） （0. 0004） （0. 0002） （0. 0002） 

要介護 3割合 －0. 0016 －0. 0013 0. 0003 －0. 0006 
（0. 0011） （0. 0010） （0. 0006） （0. 0005） 

要介護 4割合 －0. 0002 0. 0011 －0. 0014 ＊＊ －0. 0001 
（0. 0009） （0. 0009） （0. 0007） （0. 0005） 

要介護 5割合 0. 0038 ＊＊＊ 0. 0040 ＊＊＊ －0. 0008 0. 0010 ＊＊

（0. 0009） （0. 0009） （0. 0006） （0. 0004） 

高齢単身世帯割合 －0. 0015 －0. 0040 0. 0024 －0. 0001 
（0. 0026） （0. 0026） （0. 0018） （0. 0011） 

高齢夫婦世帯割合 0. 0137 ＊＊＊ 0. 0233 ＊＊＊ －0. 0048 ＊＊ －0. 0032 ＊＊

（0. 0031） （0. 0032） （0. 0020） （0. 0014） 

人口密度（100人 /km2） －0. 0002 －0. 0011 0. 0002 0. 0006 ＊

（0. 0008） （0. 0008） （0. 0005） （0. 0004） 

第一次産業比率 0. 0008 0. 0027 ＊＊＊ －0. 0007 －0. 0011 ＊＊＊

（0. 0008） （0. 0008） （0. 0007） （0. 0004） 

第二次産業比率 －0. 0031 ＊＊＊ －0. 0005 －0. 0015 ＊＊＊ －0. 0012 ＊＊＊

（0. 0008） （0. 0008） （0. 0005） （0. 0004） 

医師密度 －0. 0076 －0. 0230 ＊＊＊ 0. 0112 ＊＊ 0. 0031 
（0. 0056） （0. 0077） （0. 0047） （0. 0036） 

広域ダミー 0. 1978 ＊＊＊ 0. 1171 ＊＊ 0. 1244 ＊＊ －0. 0445 
（0. 0685） （0. 0512） （0. 0513） （0. 0367） 

定数項 －1. 0368 ＊＊＊ －1. 0156 ＊＊＊ －0. 0457 －0. 0215 
（0. 2682） （0. 2509） （0. 1906） （0. 1173） 

標本規模 2225 2225 2218 2169 
Ｆ値 F（18, 2206）=139. 95＊＊＊ F（18, 2206）=67. 19＊＊＊ F（18, 2199）=35. 64＊＊＊ F（18, 2150）=41. 94＊＊＊

調整済み R二乗値 0. 4821 0. 3468 0. 1801 0. 3259 
Breusch－Pagan検定 chi2（1）=213. 98＊＊＊ chi2（1）=696. 15＊＊＊ chi2（1）=45. 32＊＊＊ chi2（1）=379. 73＊＊＊

注）1）　上段は推定値，下段は標準誤差である。
　　2）　＊＊＊は 1％有意水準，＊＊は 5％有意水準，＊は 10％有意水準でそれぞれ有意であることを示す。
　　3）　Breusch-Pagan検定が有意である場合には，White(1980)の分散修正を用いて標準誤差を求めている。
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い。これは油井〔2006〕の青森県の保険者データ
を用いた分析結果とは整合的である。　
ここでも参考としてサンプル平均で評価した

「居宅一人当たり単位数」の各変数に対する弾力
性εを求めると，要介護度 1割合（ε＝－0. 1443），
高齢夫婦世帯割合（ε＝－0. 1494），施設定員率
（ε＝0. 0997），に対する弾力性が比較的高い。
表 4は「施設利用率」の実証モデルの推定結果

である。まず，全てのモデルで施設定員率の係数
値は約 0. 6～0. 8と大きく，保険者レベルの「施
設利用率」は県レベルの施設定員率に多くの部分
を規定されている。一方で，所得段階割合，後期
高齢者割合，要介護度割合，高齢夫婦世帯割合，
就業者比率，医師密度の係数なども複数のモデル
で有意であり，低所得者，後期高齢者，重度要介
護者，高齢夫婦世帯の増加は施設利用率（合計）
の増加に繋がっている。一方，人口密度は施設利
用率（合計）とは有意な相関が見られなかった。
また係数値は小さいものの，第一次就業者比率
の係数からは，農村部・山間部では介護福祉施設
の利用率が高くなり，介護療養施設の利用率が低
くなることが示唆される。同様に医師密度の係数

からは，医師・医療へのアクセスが容易な地域で
は介護福祉施設の利用率が若干低く，介護保健施
設の利用率が若干高くなることが示唆される20）。
参考としてサンプル平均で評価した「施設利用
率」の各変数に対する弾力性εを求めると，施設
定員率（ε＝0. 7308）と高齢夫婦世帯割合（ε＝
0. 4701）に対する弾力性が高い。
表 5は「高齢者一人当たり単位数」の推定結果
である。所得段階 1・5割合，後期高齢者割合，
人口密度，県の施設定員率，第一次・第二次就業
者比率，医師密度，広域ダミーの係数が有意であ
る。所得段階 1割合は正に有意であり，所得段階
1割合の増加による「認定率」と「施設利用率」
上昇の効果は，「居宅一人当たり単位数」減少の
効果よりも大きいことが推察される。また，後期
高齢者割合と県の施設定員率は t値も係数値も弾
力性21）も比較的大きく，介護サービスの給付水準
に与える影響が大きい。また，広域ダミー変数の
係数値は，他の要因が一定ならば，広域連合の保
険者では高齢者一人当たりの給付水準が月額で約
1, 000円高くなることを示している。

表５　「高齢者一人当たり単位数」：回帰分析の結果

変数名 係　数 標準偏差 t P＞t

所得段階 1割合 6. 7942 ＊＊＊ 1. 9917 3. 41 0. 001 
所得段階 2割合 0. 1144 0. 2362 0. 48 0. 628 
所得段階 4割合 －1. 3933 1. 0869 －1. 28 0. 200 
所得段階 5割合 1. 8112 ＊＊＊ 0. 6773 2. 67 0. 008 
後期高齢者割合 16. 2394 ＊＊＊ 1. 7539 9. 26 0. 000 
高齢単身世帯割合 0. 3577 0. 9290 0. 39 0. 700 
高齢夫婦世帯割合 －1. 6161 1. 1451 －1. 41 0. 158 
人口密度 (100人 /km2) 1. 3086 ＊＊＊ 0. 2939 4. 45 0. 000 
施設定員率（県） 336. 5229 ＊＊＊ 13. 4837 24. 96 0. 000 
第一次産業比率 －1. 0560 ＊＊＊ 0. 3172 －3. 33 0. 001 
第二次産業比率 －0. 6571 ＊＊ 0. 2975 －2. 21 0. 027 
医師密度 8. 7940 ＊＊＊ 2. 8635 3. 07 0. 002 
広域ダミー 98. 7403 ＊＊＊ 35. 1234 2. 81 0. 005 
定数項 2. 3724 95. 4281 0. 02 0. 980 

標本規模 2225
Ｆ値  F（13, 2211）=125. 52＊＊＊

調整済み R二乗値 0. 3994 
Breusch‒Pagan検定 chi2（1）=59. 72＊＊＊

注）1）　＊＊＊は 1％有意水準，＊＊は 5％有意水準，＊は 10％有意水準でそれぞれ有意であることを示す。
　　2）　Breusch-Pagan検定が有意であるので，White(1980)の分散修正を用いて標準誤差を求めている。
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6　推定結果（要因別）
次に，介護サービスの主要な給付水準（（1）式
の 6指標）に対する各要因の横断的な影響につい
て，本稿の仮説と推定結果から示唆される点を整
理する。Incomeについては，上述したように所
得段階 1割合が高くなると「認定率」と「施設利
用率」は増加し，「居宅一人当たり単位数」は減
少するが，「高齢者一人当たり単位数」は増加す
る。Needsについては，後期高齢者割合が上昇す
ると全ての給付水準の指標が増加する。一方，要

介護度割合については要介護認定者の重度化は
「居宅一人当たり単位数」と「施設利用率」を高
くする。Familyについては，高齢単身世帯割合
の増加は，「認定率」を上昇させるが，「居宅一人
当たり単位数」を減少させ22），「高齢者一人当た
り単位数」には有意な影響を与えない。また高齢
夫婦世帯割合の増加も，「認定率」と「施設利用
率」を上昇させるが，「居宅利用率」と「居宅一
人当たり単位数」を減少させ，「高齢者一人当た
り単位数」には有意な影響を与えない。Accessや

表６　介護保険料と所得段階１割合・後期高齢者割合・施設定員率・施設利用率

保険料額
順位 市区町村 都道府県 保険料額

（月額 円）
所得段階 1
割合指数
（平均＝１）

後期高齢者
割合指数
（平均＝１）

施設定員率（県）
指数

（平均＝１）

施設利用率
指数

（平均＝１）

1 鶴居村 北海道 5942 2. 29 1. 02 1. 15 2. 51 
2 糸満市 沖縄県 5680 3. 21 0. 94 1. 47 1. 78 
3 与那国町 沖縄県 5652 5. 25 0. 96 1. 47 2. 59 
4 名瀬市 鹿児島県 5500 9. 54 1. 06 1. 14 1. 40 
5 那覇市 沖縄県 5226 4. 47 0. 87 1. 47 1. 29 
6 沖縄市 沖縄県 5178 5. 21 0. 81 1. 47 1. 29 
7 宜野湾市 沖縄県 5158 2. 34 0. 78 1. 47 1. 25 
8 名護市 沖縄県 5008 2. 02 1. 01 1. 47 1. 67 
9 石川市 沖縄県 5000 1. 81 0. 93 1. 47 1. 59 
10 百石町 青森県 4996 1. 47 0. 96 1. 06 1. 09 
11 十和田湖町 青森県 4988 1. 74 0. 97 1. 06 1. 25 
12 西原町 沖縄県 4950 1. 44 0. 93 1. 47 1. 49 
12 下田町 青森県 4950 1. 18 0. 83 1. 06 1. 01 
14 藍住町 徳島県 4930 0. 95 0. 92 1. 53 1. 46 

2698 川北町 石川県 2000 0. 00 1. 07 1. 18 0. 93 
2698 伯方町 愛媛県 2000 0. 32 1. 02 1. 11 0. 81 
2698 山添村 奈良県 2000 0. 23 1. 10 0. 86 0. 74 
2698 猿島町 茨城県 2000 0. 93 1. 03 0. 81 0. 62 
2698 月ヶ瀬村 奈良県 2000 0. 24 1. 12 0. 86 0. 50 
2698 志波姫町 宮城県 2000 0. 46 1. 03 0. 76 0. 46 
2698 桂村 茨城県 2000 0. 66 1. 10 0. 81 0. 42 
2698 花園村 和歌山県 2000 0. 95 1. 02 0. 98 0. 32 
2698 川内村 福島県 2000 0. 67 1. 04 0. 73 0. 31 
2707 栄村 長野県 1950 0. 20 1. 16 0. 88 0. 71 
2708 矢祭町 福島県 1940 0. 49 1. 05 0. 73 0. 77 
2709 常北町 茨城県 1900 0. 45 1. 02 0. 81 0. 52 
2709 岩井市 茨城県 1900 0. 60 0. 97 0. 81 0. 51 
2711 八開村 愛知県 1800 1. 16 1. 06 0. 75 0. 66 
2711 上北山村 奈良県 1800 0. 75 1. 06 0. 86 0. 42 
2713 下総町 千葉県 1785 0. 66 1. 01 0. 76 0. 37 
2714 秋山村 山梨県 1783 0. 37 1. 04 0. 85 0. 46 

注）1） 　介護保険料額は 2003年度，所得段階１割合は 2003年度（2002年度はデータが入手不可能のため），後期高齢者
割合，施設定員率（県），施設利用率は 2002年度の値。

　　2） 　2003年度に域内で複数の介護保険料を設定した保険者や 2003年度の途中に合併した保険者（合計 15保険者）
はサンプルから除かれている。
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Supplyについては，人口密度の増加は「認定率」
を増加させ，給付水準全体も増加させる。県の施
設定員率は，全ての給付水準の指標を増加させ
る。また医師密度の増加も「施設利用率」以外の
指標の増加に繋がる。Districtについては，第一
次就業者比率が高いと，「認定率」，「居宅一人当
たり単位数」が低くなり，「高齢者一人当たり単
位数」も低くなる。第二次就業者比率が高いと
「認定率」，「施設利用率」が低くなる一方，「居宅
利用率」が高くなり，「高齢者一人当たり単位
数」は低くなる。また広域連合の保険者において
は，「認定率」と「施設利用率」が有意に高くな
り，「高齢者一人当たり単位数」も高くなる。

7　検証：介護保険料との関係を中心に
本章では，介護給付水準の地域差の要因を詳細
に分析してきた。最後に，このような介護給付水
準の地域差が介護保険料の地域差に直結するとい
う「受益者負担」のあり方について検証する。本
稿の分析結果によると，特に後期高齢者割合と施
設定員率（県）の増加は，介護給付水準の増加に
繋がる。また，所得段階 1割合の係数も「認定
率」，「施設利用率」，「高齢者一人当たり単位数」
のモデルにおいて有意であるだけでなく，係数値
も比較的大きい。従って，第 1期の給付水準が第
2期の介護保険料額に直結していることを踏まえ
ると，第 1期においてこれら 3要因の水準が高い
（低い）保険者は第 2期の保険料が高く（低く）
なる可能性が高い。ただし後期高齢者割合は，補
正係数の効果によって保険料額の上昇の効果が相
殺される可能性もある23）。そこで，第 2期の介護
保険料額が全国レベルで上位と下位の保険者を抽
出し，各保険者の所得段階 1割合，後期高齢者割
合，施設定員率（県）の水準を検証した。また参
考のために施設利用率も併載した24）。
その結果が表 5である。上位 14保険者におい
ては，所得段階 1割合，施設定員率（県），施設
利用率の指数（個別保険者の値÷全保険者平均の
値）がほぼ全て 1以上であり指数値も大きいのに
対して，下位 17保険者の指数はほぼ全て 1未満
である。一方，後期高齢者割合については上位の

保険者のほうが低い傾向があり，後期高齢者補正
の効果であると考えられる。つまり，少なくとも
上位と下位の保険者に関しては，後期高齢者の増
加は保険料額の増加に繋がっていないが，低所得
者や県レベルの介護施設供給の増加は保険料額の
増加に直結していると考えられる。

III　結語

介護保険制度における「受益者負担の原則」の
部分的な明確化は，保険者に財政規律へのインセ
ンティブを与えようという狙いがあった。しか
し，本稿の分析によって介護給付水準や介護保険
料額に一定の影響を与えることが判明した地域の
所得水準や県レベルの施設定員率は，保険者の裁
量的な抑制や調整の対象とはなりにくい。従って
現状においては，介護保険料額の高騰は必ずしも
保険者機能の弱さに起因させることはできない。
厚生労働省や保険者は，介護保険料額の高騰を
受けて，所得水準ごとの介護保険料負担額の見直
しやケアプランチェックによる介護給付の適正化
をさらに積極的に進めようとしている。確かにこ
れらの政策には一定の効果があることが期待され
る。しかし，これまでの介護費用の高騰の要因の
ほとんどは一人当たりの居宅サービス給付水準の
増加ではなく高齢者数や認定率の増加であるこ
と25）や，居宅サービス需要の抑制は施設・グル
ープホーム需要の増加に転嫁することなどを考慮
すると，居宅介護サービスの抑制・適正化は，効
果的な介護費用や保険料額の抑制に繋がらない可
能性もある。
また，介護保険制度の財政的な持続可能性を高
めるための努力が，本来高い個別性が求められる
ケアプランを保険者が一律に書類や統計によって
チェックするという作業に集中することにも問題
がある。現在の介護保険制度下のケアプランがど
の程度要介護者のニーズを満たしているか否かの
ミクロレベルでの十分な検証が進んでいないま
ま，現行の財政規模・負担のあり方を前提に給付
抑制が先行するのは望ましいとは言えない。
中長期的な観点からみれば，最適な保険者の規
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模や権限，「受益者負担の原則」を含む財政運営
や財源調達・財政調整のあり方，介護ニーズを満
たすケアプランの水準，施設給付と在宅給付のバ
ランスなどを実証的に検証した上で，マクロの財
政負担とミクロのケアプランの適切性の相方を考
慮した介護保障制度を再構築することが必要であ
る。

（平成 19年 5月投稿受理）
（平成 19年 12月採用決定）
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注
 1） なお，本稿では「第 1号被保険者」と「高齢
者」はともに 65歳以上の男女を意味する。

 2） 第 2期（2003～2005年度）では 18％，第 3期
（2006～08年度）では 19％であった。

 3） 菊池・田近・油井〔2005〕。
 4） ただし，個表データを用いた Noguchi and 

Shimizutani〔2006〕では供給者誘発需要は観
察されていない。

 5） 「施設一人当たり単位数」については，介護サ
ービス市場の需給状況や地域特性ではなく施
設の種類や介護報酬によって制度的に決定さ
れる部分が大きいと考えられるため，分析対
象から除く。

 6） 所得水準と介護サービス利用量の関係を分析
した研究は調査報告も含めると多く存在する
が，一致した見解は得られていない。

 7） 回帰においては所得第 3段階の世帯数をレフ
ァレンス変数として用いるため，各所得段階
割合の係数は，第 3段階世帯数に対する割合
が変化した場合の被説明変数の変化を示す。
中間に当たる第 3段階をベースとすることに
よって，低所得化と高所得化の影響を比較的
正確に捉えることができる。

 8） 回帰においては高齢者を含む核家族世帯数を
レファレンス変数として用いるため，高齢単
身・夫婦世帯割合の係数は高齢核家族世帯数
に対する割合が変化した場合の被説明変数の
変化を示す。データ上の制約から，高齢者を
含む 3世代家族世帯数をレファレンス変数に

反映させることはできなかった。
 9） 田近・油井〔2004〕，山内〔2004〕，湯田〔2005〕

ではこれらの変数を後述する供給者誘発需要
の変数として扱っているが，湯田〔2005〕が
指摘するようにこれらの変数はアクセスの容
易さを表す指標でもある。

10） 人口密度をアクセスの指標として用いる場合
には以下の 2点の留保が必要である。第一
に，指定都市・中核市の平成 17年度における
人口密度と訪問介護事業所密度の単相関係数
を調べると 0. 55である（指定都市・中核市 51
市の介護保険事業所数は厚生労働省〔2005〕
にて入手可能）。ただし，居宅サービスへの
アクセスは，市区町村に存在する事業所数よ
り，（近隣市区町村を含む）生活圏において利
用可能な介護サービス事業所数に影響を受け
ると考えられるため，市区町村単位での事業
所密度それ自体が介護サービスへのアクセス
の指標として必ずしも最適とはいえない点に
も注意が必要である。第二に，Mitchell, et al
〔2004〕や清水谷・稲倉〔2006〕は人口密度を
「都市化」の説明変数として用いている。本稿
においては「都市化」は後述する産業別就業
者比率でコントロールしているが，このよう
に人口密度にはアクセス以外の要素も反映さ
れうる点には留意が必要である。

11） 施設へのアクセスの指標としては，二次医療
圏などの広域圏の施設定員率を用いるのがよ
り適切であると考えられる。また保険者圏の
施設定員率を用いた分析を試みることも有益
であろう。しかし今回は両者のデータを得ら
れなかった。また保険者レベルの施設利用率
も施設へのアクセス指標と捉えうるが，他の
給付水準の指標との間に同時性が疑われるた
め，本稿では用いない。

12） 回帰においては第三次産業の就業者数をレフ
ァレンス変数として用いるため，第一次就業
者比率と第二次就業者比率の係数は，第三次
就業者数に対する比率が変化した際の被説明
変数の変化を示している。

13） 介護サービスにおける供給者誘発需要の研究
については II-1，注 4，注 9を参照。

14） 回帰においては要介護度 2の要介護者数をレ
ファレンス変数として用いるため，各要介護
度割合の係数は，要介護度 2の要介護者数に
対する割合が変化した場合の被説明変数の変
化を示す。中度の要介護度 2をベースとする
ことによって，要介護度の軽度化と重度化の
影響を比較的正確に捉えることができる。

15） 平成 14年 8月 7日厚生労働省令第 104号「指
定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に
関する基準の一部を改正する省令」
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16） 山本〔2002〕。反論としては池田〔2002〕。
17） 後述する本稿の分析結果からも明らかなよう
に，「認定率」の高まりは主に軽度の認定者の
増加により生じる。従って，「認定率」は単相
関において軽度の要介護度割合とは正の相関
があり，重度の要介護度割合と負の相関があ
る。しかしこれは各要介護度割合が「認定率」
に影響を与えているわけではなく，両者が共
通の要因によって同時に決定されることを意
味する。

18） 上述したように，高齢単身・世帯割合が 2000
年度のものであることは，同時性を避けるラ
グ変数としての意味合いがある。

19） 2004年度末の 2248保険者から，ある所得段
階割合や要介護度割合がゼロとなる 22保険者
と，2000年度国勢調査において人口や世帯数
がゼロである東京都三宅村をサンプルから除
いた。

20） ただし，県レベルの施設定員率ではコントロ
ールできない二次医療圏・保険者圏の施設供
給水準が医師密度と施設利用率に同時に影響
を与える場合，医師密度の係数には同時性バ
イアスが生じている可能性がある点には留意
が必要である。

21） サンプル平均で評価すると，県の施設定員率
に対する弾力性は 0. 6116，後期高齢者割合に
対する弾力性は 0. 4310であった。

22） ただし 10％有意水準でのみ有意である。
23） 厚生労働省〔2002d〕に記載されている算定方
法を単純化すると，第 2期第 1号保険料基準
額は，
介護保険料額＝高齢者一人当たり費用推計×
0. 9×0. 18×θ×ω÷γ
の式によって表すことができる。ここで高齢
者一人当たり費用の推計値は，第 1期の高齢
者一人当たり費用に当期の居宅サービス利用
希望の伸び率等を反映させた数値である。ま
た，θは「後期高齢者加入割合補正係数」，
ωは「所得段階別加入割合補正係数」，γは
保険者圏の高齢者世帯の所得水準に関わらず
所定の第一号保険料負担分総額を確保するた
めの，所得段階割合による高齢者数補正であ
る。ωは当該保険者と全国平均の高齢者世帯
の所得段階の分布によって，γは当該保険者
の高齢者世帯の所得段階の分布によって決定
される。ωとγは原則的に相殺し合い，当該
保険者における所得分布状況と全国における
平均的な所得分布状況の乖離による保険料基
準額の格差を調整するように設定されている。

24） 介護保険料額は厚生労働省が公表している第
2期の第 1号介護保険料基準額の保険者デー
タ（2003年度 4月 1日現在），所得段階 1割合

は厚生労働省〔2003b〕（2002年度データは入
手不可のため），後期高齢者割合と施設利用率
は厚生労働省〔2002a〕，施設定員率（県）は厚
生労働省〔2002c〕と厚生労働省〔2002b〕よ
り算出。過渡的措置として 2003年度中は同一
保険者内に複数の介護保険料を設定した保険
者や 03年度の途中に合併した保険者（合計 15
保険者）はサンプルから除いている。

25） 鈴木〔2002〕，厚生労働省〔2003b〕，牧野
〔2005〕。
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I　はじめに

少子化の進行が社会的に注目されるようになっ
た 1990年以降，少子化対策として様々な取り組
みが行われてきた。1994年の「エンゼルプラ
ン」は，保育サービスの充実を重視したものであ
ったが，1999年の「新エンゼルプラン」では，
仕事と育児の両立支援の観点から保育サービスの
充実に加え，雇用環境の見直し等も盛り込まれ
た。さらに，2002年の「少子化対策プラスワ
ン」では，仕事と育児の両立支援だけでなく，子
育てをする家庭すべてに対する支援という視点か
ら，より幅広い総合的な対策が打ち出され，少子
化対策は現在，多様化している。以上の現状を鑑
みると，これらの対策が少子化に与える影響をそ
の相関関係も踏まえ分析する必要性が高まってき
ているといえるだろう。しかし，これらの対策が
子どもの数に与える影響について，その関係性も
踏まえて議論された研究は Apps and Rees
〔2004〕のみである。Apps and Rees〔2004〕は，
保育サービス利用への補助金と児童手当という 2
対策について理論的に分析し，児童手当を減ら
し，代わりに保育サービス利用への補助金を増や
すと，女性の就業と出生がともに促進されること
を明らかにしている。本稿では，保育サービスの
充実と労働時間の短縮（育児休業制度や短時間勤
務制度等の導入）を取り上げ，これらの対策が子
どもの数に与える影響を理論的に分析し，その関
係を明らかにする。今後も，女性の社会進出と，

それに伴う少子化の進行が予測される日本におい
て，この 2対策は極めて重要な対策といえるだろ
う。
この 2対策については，1つの対策の影響のみ
を分析している研究は多いが，2対策を同時に扱
い，その影響を分析している研究は，管見の限り
では Del Boca〔2002〕と滋野・大日〔2001a〕の
みである1）。Del Boca〔2002〕では，保育サービ
スの利用と労働時間の短縮（パートタイムでの就
業可能性）が女性の就業と出生に与える影響につ
いて，理論・実証両面から分析されている。しか
し，モデル分析では，保育サービス利用とパート
タイムでの就業可能性が女性の就業確率や子ども
数に影響を与えるということは指摘されている
が，どのような影響を与えるかについての詳細な
分析は行われていない。対して，実証分析では，
保育サービス利用率とパートタイム比率はとも
に，女性の就業と出生に正の影響を与えることが
示されているが，その関係については議論されて
いない。一方，滋野・大日〔2001a〕では，保育
サービスと企業の福利厚生（育児休業制度や勤務
時間短縮制度等）の充実が出生と女性の就業継続
に与える影響について実証的に分析されている。
分析では，保育サービスの充実（1歳児の保育所
待機率の低下）は，第 1子出産に正の影響を与え
るが，第 1子出産後の就業継続には効果を与えな
いことが示されている。対して，企業の福利厚生
の充実（育児休業制度等の有無）は，第 1子出産
には効果を与えないが，勤務時間短縮制度は第 1
子出産後の就業継続に正の影響を与えることが示

少子化対策として効果的なのは
保育サービスの充実か労働時間の短縮か？

坂　爪　聡　子
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されている。しかし，Del Boca〔2002〕と同様，
2対策の関係については議論されていない。
この 2つの対策の間には，代替関係が成立して

いる可能性がある。保育サービスを充実させれ
ば，就業環境をさほど改善せずとも仕事と育児の
両立は可能となる。一方，女性の労働時間を短縮
し，かつ弾力的にすると，保育サービス充実の必
要性は低下する。しかしながら，保育サービスが
充実されても，就業時間が非常に長時間である場
合，女性はより多くの子どもを持とうとするだろ
うか？ あるいは，労働時間を短縮させる制度が
導入されても，保育サービスがほとんど充実して
いない状況では，女性は制度を利用して子どもを
持とうとするだろうか？ つまり，これらの 2対
策は，その関係性において効果があまり期待でき
ない可能性があるのではないか？
日本は，多様な対策が打ち出されているにもか
かわらず，出生率が低下しつづけ，ついに「超少
子化社会」に突入した。今必要なのは，対策を
次々打ち出すのではなく，状況に応じた効果的な
対策を講じることではないか？ そのためには，
対策間の関係を踏まえた上でそれぞれの状況に適
した対策は何かを考えることが不可欠である。保
育サービスの供給状況は地域によって差があり，
かつ育休や時短等の制度の導入や利用の状況は企
業により差があるため，女性によって置かれてい
る状況はかなり異なっていると考えられる。それ
ぞれの女性の置かれている状況に適した対策を講
じることが，少子化の進行を阻止するには必要で
ある。
本稿のモデルは基本的に Becker〔1965〕に従
っている。しかしながら，ここでは労働時間短縮
の効果を分析するため Becker〔1965〕と異なり，
労働時間を外生変数とする。そして，育休や時短
等の制度の導入により労働時間が減少すると，子
どもに対する需要はどのように変化するか分析す
る。一方，保育サービスの充実は，保育サービス
の価格と保育サービスと親の育児時間の代替可能
性の 2つに影響を与えると考えられる。つまり，
多様な保育サービス（通常保育，延長保育，夜間
保育，休日保育等々）を量的に拡充させると，高

価なベビーシッターや認可外保育施設を利用する
必要がなくなり，実質的に保育サービスの価格は
低下することになる2）。一方，保育サービスの質
を向上させると，保育サービスと親の育児時間の
代替可能性が高まることになる。本稿では，保育
サービスの充実，特に前者の保育サービスの量的
拡充により，子どもに対する需要はどのように変
化するか分析する。本稿の分析から得られる主な
結果は次の通りである。保育サービスが充実して
いない状況では，保育サービスの充実，特に量的
拡充が必要不可欠である。なぜなら，多様な保育
サービスが量的に充実していない状況では，労働
時間を短縮させる制度を導入しても，その効果は
あまり期待できないからである。
本稿の構成は以下のようになっている。まず，
第 2節では，子どもの需要に関する意思決定をモ
デル化する。次に，第 3節では，モデルを用い
て，保育サービスの量的拡充と労働時間を短縮さ
せる制度の導入が子ども数に与える影響を分析
し，2対策の関係について検討する。以上の分析
を踏まえ，最後に，日本における効果的な少子化
対策について述べる。

II　モデル

本稿のモデルは基本的には，Becker〔1965〕
の家計内生産の理論に従っている。しかし，前述
したように労働時間短縮の効果を分析するため，
女性の労働時間 lfを所与とする。さらに，本稿で
は，結婚・出産を行う女性の一生をモデル化して
いるが，単純化のため，静学モデルを用いて結
婚・出産後の選択に絞って分析を行う。女性は，
結婚・出産前は就業しているとし，結婚・出産後
も，就業するか否かを選択する。さらに，就業す
る場合では，労働時間を短縮させる育児休業や短
時間勤務等の制度が導入されると，それを利用す
るか否かを選択する（以下では，労働時間を短縮
させる制度を時短制度と呼ぶ）。つまり，時短制
度が導入されると，女性は，就業しない，時短制
度を利用して就業する，時短制度を利用せずに就
業するの 3パターンから選択することになる。た
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だし，本稿では，就業しない場合でも，lf ≥ 0が
成立する。なぜなら，女性は結婚・出産前は就業
しているため，生涯労働時間を表す lfはある程度
の長さになるからである。
以下では，本稿のモデルを説明していく。ま
ず，家計内生産物を子どもとそれ以外の家計内生
産物にわけ，家計の効用はこの 2変数に依存する
ものとする。さらに，簡単化のため，子ども以外
の家計内生産物の生産には市場財のみが投入され
るとし，家計の効用関数は次のように与えられる
ものとする。

（1）
ここで，Cは子どもの数，xZは市場財，例えば食
事，娯楽，住居などを表すものとする。なお，子
どもの質については，所与とする。つまり，ある
一定水準の質の子どもについて，その数のみを考
えることにする。ここでは簡単化のため，効用関
数を，

（2）
とおく3）。次に，子どもの生産関数については，
簡単化のため，Constant Elasticity of Substitution
（CES）関数の形をとるとし，

（3）

とおく。ここで，tCは女性の育児時間，xCは保
育サービスを表している。本稿では，Ermish
〔1989〕やMartinez and Iza〔2004〕に従い，簡
単化のため，育児は女性のみが行い，子どもの生
産には女性の育児時間と保育サービスのみが投入
されるものとする。r（r＜1）については，rの値
が大きくなると，子どもの生産関数の代替の弾力
性 s（＝1/（1－r））が大きくなり，女性の育児時間
と保育サービスの代替可能性が高くなる。なお，
簡単化のため，rの値は，保育サービスの質のみ
に依存し，子どもの年齢などには依存しないもの
とする。
このとき，家計の予算制約は次のように与えら
れる。ただし，xZをニューメレールとし，その
価格 pZは 1とする。

（4）

ここで，pCは保育サービスの価格，lf（＜ 1）は
女性の労働時間，wfは女性の賃金率を表してい
る。本稿では，簡単化のため，男性の労働所得は
省略する4）。労働時間 lfについては，前述したよ
うに所与とし，総時間を 1とすると，労働時間と
育児時間の間には，lf＋tC＝1が成立する。この
とき，育児時間は tC＝1－lfと表され，これを
（3）式に代入すると，（3）式は，

（5）

と書き換えられる。
以上の仮定のもとで，効用最大化問題を解く

と，xCに関して，

（6）

が導出され，xCは、
（7）

で表される5）。また，xZに関しては以下の式が導
出される。

（8）

さらに，（7）式を（5）式に代入することによ
り，子どもの需要関数が求められる。

（9）

III　分析

以上のモデルを用いて，保育サービスの量的拡
充（pCの低下）と時短制度の導入（lfの減少）が
子どもの数に与える影響を分析し，その関係につ
いて考察する。ただし，pCの低下は，wf /pCの上
昇として扱う6）。なぜなら，（6）式より，（7）式
は xC＝xC（wf /pC, lf ; r）と置き直すことができる
ため，子ども数を表す（9）式も C＝C（wf /pC, lf ; 
r）と置き直すことができるからである。分析で
は，pCの低下については，その影響が女性の労
働時間 lfと女性の育児時間と保育サービスの代替
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可能性の程度 rによってどのように変化するか
検討する。一方，lfの減少については，その影響
が保育サービスの価格水準 wf /pCと女性の育児時
間との代替可能性の程度 rによってどのように
変化するか検討する。加えて，lfの減少について
は，効用の水準に与える影響も検討する。なぜな
ら，たとえ時短制度が導入されても，利用すると
効用水準が低下する場合，女性は制度を利用しな
いため，制度導入の効果は期待できないからであ
る。

1　保育サービスの量的拡充
まず，保育サービスの量的拡充（wf /pCの上
昇）が子どもの数に与える影響を，次の 4ケース
について検討する。ケース①では lf＝0. 9，r＝ 
－2. 0，ケース②では lf＝0. 6，r＝－2. 0，ケース
③では lf＝0. 9，r＝0. 5，ケース④では lf＝0. 6，
r＝0. 5が成立している（表 1）。
以上の 4ケースについて，wf /pCと子ども数の
関係を図示すると図 1のようになる7）。図から明
らかなように，すべてのケースについて，wf /pC

が上昇すると子どもの数は増加するが，その程度
は lfと rの値によって異なる8）。lfの値が大き
く，かつ rの値が小さい，つまり女性の労働時
間が長く，かつ女性の育児時間と保育サービスの

代替可能性が低いケース①は，他のケースと比較
すると，極めて子ども数の増加程度は小さい。こ
のことから，次の 2つのことがいえる。まず，女
性の育児時間と保育サービスの代替可能性が高い
ほど，子ども数の増加程度は大きくなる。これ
は，女性の労働時間が長い場合，代替可能性が高
いほど，wf/pCの上昇による xCの増加分が大きく
なるためである。次に，女性の労働時間が短いほ
ど，子ども数の増加程度は大きくなる。これは，
代替可能性が低い場合，育児時間が長いほど，
wf /pCの上昇による xCの増加分が大きくなるた
めである。
以上より，保育サービスの量的拡充の効果につ
いては次のことがいえる。量的拡充による wf /pC

の上昇は一般に子どもの数に正の効果を与える。

表１　８ケースのパラメーターの値

lf wf /pC r

ケース① 0. 9 ― －2. 0
ケース② 0. 6 ― －2. 0
ケース③ 0. 9 ― 0. 5
ケース④ 0. 6 ― 0. 5
ケース⑤ ― 0. 2 －2. 0
ケース⑥ ― 2. 0 －2. 0
ケース⑦ ― 0. 2 0. 5
ケース⑧ ― 2. 0 0. 5

図１　保育サービス価格と子ども数
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しかし，その効果は，女性の労働時間が長く，か
つ女性の育児時間と保育サービスの代替可能性が
低いときは，極めて小さくなる。

2　時短制度の導入
次に，時短制度導入（lfの減少）が子どもの数
に与える影響を，次の 4ケースについて検討す
る。ケース⑤では wf /pC＝0. 2，r＝－2. 0，ケー
ス⑥では wf /pC＝2. 0，r＝－2. 0，ケース⑦では
wf /pC＝0. 2，r＝0. 5， ケ ー ス ⑧ で は wf /pC＝
2. 0，r＝0. 5が成立している（表 1）。
以上の 4ケースについて，lfと子ども数の関係
と，lfと効用水準の関係を図示すると図 2と図 3
のようになる9）。ただし，（8）式より，効用水準
を表す（2）式は wf /pCに加えて pCのみにも依存
しているため，ここでは wf＝2. 0とし，ケース⑤
と⑦は pC＝10. 0，ケース⑥と⑧は pC＝1. 0とす
る 10）。また，子ども数と効用水準は，lfの値が 0
や 1の付近で急速に変化するため，図は 0. 1 ≤ lf ≤
0. 9の範囲について示している。
それぞれのケースについて，女性の就業選択，
子ども数，および時短制度導入の効果をまとめる
と表 2のようになる（図 2・3）。まず，wf /pCの
値と rの値がともに小さい，つまり保育サービ
スが量・質ともに充実していないケース⑤では，

女性は就業することを選択する可能性が高い。な
ぜなら，就業する場合と就業しない場合，つまり
労働時間 lfが例えば 0. 8の場合と 0. 2の場合を比
較すると，就業するほうが効用水準は高いからで
ある11）。この場合では，時短制度が導入されて
も，子どもの数は変化しない可能性が高い。なぜ
なら，制度を利用して労働時間が減少すると，例
えば 0. 7に減少すると，効用水準が低下するため
女性はその制度を利用しないからである。次に，
wf /pCの値は大きいが，rの値は小さい，つまり
保育サービスが量的には充実しているが，質は低
いケース⑥では，同様に考えると，女性は就業す
ることを選択し，時短制度が導入されると，女性
はその制度を利用し，子どもの数は大きく増加す
る可能性が高い。逆に，rの値は大きいが，wf /
pCの値は小さい，つまり保育サービスが質は高
いが，量的に充実していないケース⑦では，同様
に考えると，労働時間が 0. 9のように非常に長い
場合，女性は就業しないことを選択する可能性が
ある12）。この場合，時短制度が導入されると，制
度を利用して就業するほうが効用水準は高くなる
ため，就業することを選択する女性が増加し，女
性の就業は促進される可能性が高い。しかし，同
時に，子どもの数は減少する可能性が高い。一
方，労働時間が長時間でない場合，女性は初めか

図 2　労働時間と子ども数
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ら就業することを選択しており，時短制度が導入
されると，制度を利用し，子どもの数は増加す
る。最後に，wf /pCの値と rの値がともに大き
い，つまり保育サービスが量・質ともに充実して
いるケース⑧では，同様に考えると，女性は就業
することを選択し，労働時間が非常に長い場合で
は，時短制度が導入されると，女性は制度を利用
し，子どもの数は増加する可能性がある。しか
し，それ以外の場合では，時短制度が導入されて
も，効用水準が低下するため女性は制度を利用せ
ずに就業し，子どもの数は変化しない可能性があ
る。
従って，時短制度導入が子どもの数に正の影響
を与えるケースは，保育サービスが量的には充実

しているが，質は低いケース⑥と，保育サービス
が質は高いが，量的に充実しておらず，かつ労働
時間が長時間でないケース⑦と，保育サービスが
量・質ともに充実していて，かつ労働時間が極め
て長いケース⑧である。ただし，ケース⑦では，
労働時間がある水準より長い場合，制度導入によ
り女性の就業は促進されるが子どもの数は減少す
る可能性がある13）。
なお，以上の結果は，賃金の水準が非常に高い
女性については異なる可能性がある。なぜなら，
たとえ pCが高くとも，wfが高いときは，wf /pC

の値は大きくなるからである。つまり，保育サー
ビスが量的に充実していないケースでも，賃金の
高い女性については，⑤ではなく⑥の，⑦ではな

表２　保育サービスの充実度による女性の就業選択、子ども数、および時短制度導入の効果

女性の就業選択 子ども数 時短制度導入の効果

ケース⑤
量×　質×

就業する 非常に少ない 子ども数変化なし

ケース⑥
量○　質×

就業する 多い 大きく子ども数増加

ケース⑦
量×　質○

労働時間が
非常に長い

就業しない 少ない
子ども数減少
女性の就業促進

それ以外 就業する 非常に少ない 子ども数増加

ケース⑧
量○　質○

就業する 非常に多い
労働時間が非常に長い場合のみ、
子ども数増加

図 3　労働時間と効用水準



季刊・社会保障研究116 Vol. 44  No. 1

く⑧のケースの結果になる可能性がある。

3　2対策の関係
以上の結果から 2対策の効果を比較すると，保

育サービスの量的拡充による価格低下がどのよう
なケースでも子どもの数に正の影響を与えるのに
対して，時短制度の導入が子どもの数に正の影響
を与えるケースは限定的であるといえる。特に，
保育サービスが量的に充実していないケースで
は，時短制度導入の効果はあまり期待できない。
そのため，時短制度を導入する前に，保育サービ
スをある程度充実させる必要がある。
この保育サービスの量的拡充の効果は，ケース
⑤から⑧の子ども数と効用水準を比較することに
よって，より明らかになる（図 2・3）。保育サー
ビスが量的に充実し，wf /pCの値が大きいケース
⑥と⑧は，量的に充実しておらず，wf /pCの値が
小さいケース⑤と⑦より，全般的に子どもの数は
多く，効用水準も高い。つまり，保育サービスの
量的拡充は大きな効果が期待できる。
加えて，この量的拡充には女性の就業を促進さ
せる効果もある。確かに，時短制度の導入も女性
の就業を促進させる可能性がある。しかし，前述
したように，ケース⑦において女性が就業しない
ことを選択している場合，時短導入は女性の就業
を促進させるが，子どもの数を減少させる可能性
がある。一方，同じ場合，量的拡充には，子ども
数増加とともに，女性の就業促進の効果も期待で
きる。なぜなら，wf /pCの上昇により，ケース⑧
の条件が成立することになり，就業することを選
択する女性が増加するからである（表 2）。
以上より，保育サービス充実と時短制度導入の
効果の関係をまとめると次のようになる。保育サ
ービスの充実のほうが子ども数増加により効果的
であり，特に量的拡充には大きな効果が期待でき
る。さらに，この量的拡充には，女性の就業を促
進させる効果も期待できる。そのため，まず保育
サービスを量的にある程度充実させ，その上で，
並行して時短制度の導入やサービスの質の向上を
進めると，それぞれの対策が複合的に効果を発揮
し，さらに子どもの数は増加する可能性がある。

以上の結果は，ケース①から④を比較すること
によって，より明らかになる（図 1）。lfの値が異
なるケース①と②，rの値が異なるケース①と③
をそれぞれ比較すると，wf /pCの値が小さい範囲
では，子どもの数に差はあまりないが，wf /pCの
値が大きい範囲では，差は大きい。つまり，保育
サービスの量的拡充がなされた状況では，労働時
間の短縮やサービスの質の向上は子どもの数を大
きく増加させることがいえる。さらに，lfの値が
小さく，rの値が大きいほど，wf /pCの上昇の効
果は大きい。つまり，労働時間の短縮や質の向上
がなされた状況では，量的拡充の効果はより大き
くなることがいえる。
では，最後に，本稿のモデル分析の結果が，関
連する実証分析の結果と一致しているか確かめて
みよう。本稿のモデル分析をまとめると，次の 3
つになる。①多様な保育サービスが量的に充実
し，コスト（価格）が低いほど，女性の就業率は
高い水準にある。②多様な保育サービスが量的に
充実し，コストが低いほど，出生率は高い水準に
ある。③多様な保育サービスが量的に充実してい
るケースでは，時短制度の導入により出生率は上
昇する可能性が高い。以上の点について，関連す
る実証分析の結果をみていく。まず，①について
は，保育サービスの価格低下は女性の労働供給に
正の影響があることが実証されている〔駒村，
1996，永瀬，1997，大石，2003，滋野，2003，清
水谷・野口，2004〕14）。さらに，保育サービスの
充実（保育所数の増加，特別保育実施率の上昇，
利用率（0～2歳児）や定員率の上昇，待機児童
率の低下）は，女性の就業を促進させることが示
されている〔医療経済研究機構，1996，永瀬，
1997，滋野・大日，2001b，森田，2002，大石，
2003，内閣府，2006〕。次に，②については，保
育サービスのコストが出生に与える影響について
実証的に分析されたものはないが，保育サービス
の充実（1歳児の保育所待機率の低下）が結婚後
約 3～4年以上経過した女性の第 1子出産に正の
影響を与えることが示されている〔滋野・大日，
2001a〕15）。さらに，日本同様，地域によって乳幼
児の公的保育サービスが不足しているイタリアで
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は，3歳未満児の保育所利用率は出生に正の影響
があることが示されている〔Del Boca, 2002〕16）。
最後，③については，育児休業制度の導入や利用
は出生に正の影響を与えることが示されている
〔樋口，1994，森田・金子，1998，駿河・西本，
2002，駿河・張，2003，滋野・松浦，2003，坂
爪・川口，2007〕。さらに，パートタイムとフル
タイムの賃金格差のないイタリアでは，パートタ
イム比率は出生に正の影響があることが示されて
いる〔Del Boca, 2002〕17）。しかし，前述したよう
に時短制度の影響と保育サービスとの関係につい
て議論された研究は見当たらない18）。ただし，今
田・池田〔2006〕では，出生ではないが，女性の
就業継続に，育児休業制度，保育サービス，同居
親の援助，夫の育児参加が与える影響について，
相関関係も踏まえ実証的に分析されている。その
結果，保育サービス利用の効果が最も大きく，単
独でも女性の就業継続を促進させるが，育児休業
制度は単独では効果は期待できず，保育サービス
や親族援助と組み合わさることで効果を発揮する
ことが示されている。以上の分析を踏まえて，最
終節では，日本において必要と考えられる対策を
挙げる。

IV　おわりに

本稿では，少子化対策の中で保育サービスの充
実と労働時間の短縮を取り上げ，これらの対策が
子どもの数に与える影響を理論的に分析し，その
関係を明らかにした。分析の結果，まず多様な保
育サービスを量的に拡充させることが不可欠であ
り，その上で時短制度の導入やサービスの質の向
上を進めると，少子化の阻止に効果的であること
がいえた。以上の結果を踏まえ，以下では日本に
おいて効果的な対策を考える。
まず，保育サービスが量的に充実していない地
域では，量的拡充が必要不可欠である。日本で
は，都市部を中心に依然保育サービスが不足して
いる。そのため，待機児童がいる地域について
は，早急に通常保育，特に待機児童の 7割を占め
る乳幼児の保育サービスを拡充する必要がある。

加えて，女性の働き方の多様化にあわせ，特別保
育の拡充も不可欠である。預かり時間や場所の問
題で，保育サービスがあっても利用できない女性
も多く，利用者のニーズにあわせて柔軟に対応で
きる体制を整える必要がある。以上のような保育
サービスの充実には，自治体の役割が重要となっ
てくる。なぜなら，保育サービスの供給状況や保
育サービスに対するニーズは地域により大きく異
なっており，地域にあわせた保育サービスの充実
が必要となるからである。現在，「次世代育成支
援対策推進法」の制定により保育サービス充実に
関して独自の取り組みを行う自治体が増えてい
る。しかし一方で，自治体の財政力や方針によ
り，保育サービス供給（保育料も含め）の地域間
格差が拡大する可能性は高く，国による関与も必
要ではないか。
さらに，今後は企業の役割も増してくるだろ
う。自治体同様，「次世代育成支援対策推進法」
の制定により従業員 301人以上の企業について
は，行動計画の策定が義務づけられた。今後，事
業所内託児施設の設置など，企業による保育サー
ビスの提供が増えることが期待される。しかし，
企業にとって託児施設の設置はコスト面などから
負担が大きく，2005年時点で，託児施設を設置
している事業所割合（従業員 30人以上）は
2. 1％と極めて低い水準にある〔厚生労働省，
2005〕。企業による低額の保育サービスの提供を
促進させるためには，政府による支援や企業間の
協力が不可欠であろう。また，施設の設置が不可
能な企業については，ベビーシッター等の利用費
や保育費の援助など育児経費援助の措置を導入す
ることでも同様の効果が期待できる。
以上のような保育サービスの量的拡充をある程
度進めた上で，次に述べるようなサービスの質向
上や労働時間短縮のための対策を進めると，子ど
も数増加に対して大きな効果が期待できる。
まず，保育サービスの質の向上については，継
続的な保育者の確保や保育者対子どもの割合の改
善などの対策を講じる必要がある。現在，非常勤
保育士の導入や保育所定員の弾力化が進んでお
り，質が向上しているとはいえない。就業してい
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る母親の子どもが，発達において専業の母親の子
どもと差がでないための条件は，保育の質と安定
性の確保，つまり信頼できる保育者が安定的に確
保されていることであるという発達心理学者によ
る研究結果がある〔ゴットフライド・ゴットフラ
イド，1996，柏木，2003〕。とすると，母親の育
児時間と代替可能性の高い保育サービスを提供す
るためには，継続的な信頼できる保育者の確保が
不可欠となる。そのためには，質の高い常勤の保
育士の配置を促進させることが必要である。ただ
し，質の向上の効果については，その限界性を考
慮する必要がある。母乳信仰による「一歳児神
話」や日本のように「三歳児神話」が根強く残っ
ている場合，保育サービスと母親の育児時間の代
替可能性を高める対策には限界がくることは否定
できない。その場合は，以下で述べるような時短
制度の導入がより必要となるだろう。
次に，労働時間の短縮については，企業におけ
る育児休業制度や勤務時間短縮等の措置の制度
（短時間勤務制度，所定外労働免除，始業・終業
時刻の繰り上げ・繰り下げ等々）の導入をより進
めると同時に，実際に利用できるように制度や環
境を整備する必要がある。
育児休業制度がある事業所割合（従業員 30人
以上）は 86. 1％とかなり高く，就業継続した女
性については取得率も 80. 2％と高くなっている
〔厚生労働省，2005〕。しかし，7割の女性が出産
を機に退職しており，出産前に就業している女性
のうち，育児休業を取得し，就業継続している割
合は 11.0％と非常に低い〔内閣府，2006〕。育児
休業の取得が困難な要因として，代替要員確保の
難しさが指摘されている。近年，特に中小企業を
対象に代替要員確保に対する支援を行う自治体が
増えており，今後も国や自治体による助成金の支
給や非営利の人材派遣事業への補助などの支援が
進むことが期待される。さらに，企業も，その企
業での就業経験のある女性や高齢者の活用など代
替要員として適した人材を安定的に確保できるシ
ステムを構築する必要がある。　
一方，勤務時間短縮等の措置の制度がある事業
所割合（従業員 30人以上）は，2005年時点では

63. 0％まで上昇したが，育児休業制度と比較す
ると，導入は進んでいない〔厚生労働省，
2005〕。さらに，制度別に利用状況をみると，女
性育児休業復職者に占める利用者割合は最も高い
「短時間勤務制度」でも 18. 2％と低い水準になっ
ており，他の「所定外労働免除」では 7. 0％，
「始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ」で
8. 9％と極めて低くなっている〔厚生労働省，
2005〕。制度が利用されない理由として，今田・
池田〔2006〕では，労働者のニーズと企業の対応
に乖離があることが指摘されている。つまり，女
性労働者の制度利用希望は多いにもかかわらず，
「労働者のニーズがない」という理由から制度自
体を導入していない企業が多く，さらに導入して
いても，その措置が女性のニーズに適していない
可能性もある。とすると，利用率を上昇させるた
めには，まず企業が労働者のニーズを的確に把握
することが不可欠となってくる。

（平成 19年 6月投稿受理）
（平成 19年 11月採用決定）
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注
 1） なお，1つの対策の影響のみを分析している先
行研究のサーベイは，第 3節で行う。

 2） 実際，待機児童の多い神奈川県や東京都で
は，認可外保育施設数（事業所内保育施設，
ベビーホテル，その他の認可外保育施設）が
他県と比較して格段に多く，東京都 763，神奈
川県 577となっている〔厚生労働省，2003〕。
さらに，認可外保育施設在所児数も東京都
13, 396人，神奈川県 17, 142人と沖縄県につい
で最も多くなっている〔厚生労働省，2003〕。
認可外保育施設の利用料は認可保育所より格
段に高い。例えば 1～2歳児を預ける場合，月
平均利用料は公立認可保育所では 2万円程度
であるのに対して，認可外保育施設では約 4
万円と高額になっている〔内閣府，2005〕。さ
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スでは，労働時間が非常に長い場合，女性は
就業しないことを選択する可能性があるとい
える。

13） ただし，この場合，前述したように時短制度
の導入は効用水準にはプラスの影響があるた
め，効用水準からみると時短制度の導入は効
果的であるといえる。

14） 欧米を中心に，保育サービスのコストが女性
の就業に与える影響について分析した実証研
究は多い。しかし，保育サービスのシステム
が国によって違うため，分析結果は国によっ
て異なっており，そのサーベイは Del Boca and 
Vuri〔2007〕を参照。

15） 民間の多様な保育サービスが充実しているア
メリカでは，保育サービスのコストが出生に
与える影響について実証的に分析されたもの
があり，Blau and Robins〔1989〕では就業し
ていない女性の出生に，Mason and Kuhlthau
〔1992〕ではサンプルの 8％程度の女性の出
生に，保育サービスのコストは負の影響があ
ることが示されている。一方，理論的には，
Ermish〔1989〕などによって，保育サービス
のコストは出生に負の影響があることが示さ
れている。

16） Del Boca〔2002〕でも指摘されているように，
保育所利用率の水準は需要側の要因にも依存
しており，保育サービスの充実度のみを表し
ているわけではなく，結果の解釈には留保が
必要である。しかし，3歳未満児については，
地域によって保育サービスの供給状況に差が
あるため，この結果は，保育サービスの不足
が出生を抑制する可能性を示唆しているとい
える。

17） イタリアでは，パートタイム女性の賃金率
は，フルタイム女性を 100とすると，103. 0と
なる〔OECD，1999〕。

18） 前述したように滋野・大日〔2001a〕では，2
対策の関係は議論されていないが，出生に対
して保育サービスの充実は正の影響を与える
が，育児休業制度や勤務時間短縮制度の導入
は効果を与えないことが示されている。
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I　事案の概要

1　上告人 X（原告，被控訴人）は，Aの兄の
長女であり，Aとは叔父・姪の関係にある。A
は，父 B，母，弟及び妹と同居していた。Aは
C（Xの母のいとこ）と婚姻して子 Dをもうけ
たが，Cは Dの出産前後から統合失調症に罹患
し，Dを残して実家に帰ってしまった。Kに勤務
していた Aは夜勤があるため，Dの世話は農業
を営む Aの父母が行っていたが，多忙のため十
分な世話ができていなかった。Xは，春休み，夏
休みなど長期の休みには父の実家を訪れ，Dの
世話をし，Dは Xになついていた。親族の中で
戸主的立場にあった Bの提案に従って，Xは A
と昭和 33年末頃から夫婦としての共同生活をは
じめ，この関係は Aの死亡する平成 12年まで約
42年間続いた。この間，AXの間には子どもが 2
人誕生し，両名は Aにより認知されている。
2　Aの死亡後，Xが遺族厚生年金の支給裁定

請求をしたところ，被上告人 Y（社会保険庁長
官，被告，控訴人）は，Xと Aの関係が民法 734

条の禁止する近親婚にあたり，Xは厚生年金保険
法（以下「法」という）59条 1項の配偶者とは
認められないとして不支給処分をした。Xは同処
分を不服として，その取消を求めた。
3　第一審は，近親婚関係が民法 734条に違反

し反倫理的であるというだけで法 3条 2項該当性
を否定すべきではなく，その関係の内容，形成の
経緯，態様，社会一般の通念や当該地域社会にお
ける受容性などを総合考慮した上で判断する必要
があるとし，本件の Xと Aとの関係は法的婚姻
関係に等しい実質をもったものと認められるとし
て，法 3条 2項該当性を肯定し，Yの処分を取り
消した。Y控訴。
4　第二審は，民法 734条 1項がその婚姻を禁

止する三親等傍系血族の関係にある Aと Xは，
厚生年金保険の被保険者である Aと内縁関係に
あったとしても，法 3条 2項所定の「婚姻の届出
をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情に
ある者」に当たらないというべきであるから，本
件不支給処分は適法であると判断し，第一審判決
を取り消し，Xの請求を棄却した。X上告。

社 会 保 障 法 判 例

本　澤　巳代子

厚生年金保険の被保険者であった叔父と内縁関係にあっ
た姪が厚生年金保険法に基づき遺族厚生年金の支給を受
けることのできる配偶者に当たるとされた事例

最一小判平成 19年 3月 8日（民集 61巻 2号 518頁，判時 1967号
86頁）
一審東京地判平成 16年 6月 22日（判時 1864号 92頁）
二審東京高判平成 17年 5月 31日（判時 1912号 3頁）
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II　判　旨

原判決破棄，被上告人の控訴棄却。
1　法が，「遺族厚生年金の支給を受けること

ができる地位を内縁の配偶者にも認めることとし
たのは，労働者の死亡について保険給付を行い，
その遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与すると
いう法の目的にかんがみ，遺族厚生年金の受給権
者である配偶者について，必ずしも民法上の配偶
者の概念と同一のものとしなければならないもの
ではなく，被保険者等との関係において，互いに
協力して社会通念上夫婦としての共同生活を現実
に営んでいた者にこれを支給することが，遺族厚
生年金の社会保障的な性格や法の上記目的にも適
合すると考えられたことによるものと解される。」
2　「他方，厚生年金保険制度が政府の管掌す
る公的年金制度であり（法 1条，2条），被保険
者及び事業主の意思にかかわりなく強制的に徴収
される保険料に国庫負担を加えた財源によって
賄われていること（法 80条，82条）を考慮する
と，民法の定める婚姻法秩序に反するような内縁
関係にある者まで，一般的に遺族厚生年金の支給
を受けることができる配偶者に当たると解するこ
とはできない。」
3　「民法 734条 1項によって婚姻が禁止され

る近親者間の内縁関係は，時の経過ないし事情の
変化によって婚姻障害事由が消滅ないし減退する
ことがあり得ない性質のものである。」しかも，
その禁止は「社会倫理的配慮及び優生学的配慮と
いう公益的要請を理由とするものであるから，
……一般的に反倫理性，反公益性の大きい関係と
いうべきである。殊に，直系血族間，二親等の傍
系血族間の内縁関係は，我が国の現在の婚姻法秩
序又は社会通念を前提とする限り，反倫理性，反
公益性が極めて大きいと考えられるのであって，
いかにその当事者が社会通念上夫婦としての共同
生活を営んでいたとしても，法 3条 2項によって
保護される配偶者には当たらないものと解され
る。そして，三親等の傍系血族間の内縁関係も，
このような反倫理性，反公益性という観点からみ

れば，基本的にはこれと変わりがないものという
べきである。」
4　もっとも，わが国では，「かつて，農業後

継者の確保等の要請から親族間の結婚が少なから
ず行われていたことは公知の事実であり，……こ
のような社会的，時代的背景の下に形成された三
親等の傍系血族間の内縁関係については，それが
形成されるに至った経緯，周囲や地域社会の受け
止め方，共同生活期間の長短，子の有無，夫婦生
活の安定性等に照らし，反倫理性，反公益性が婚
姻法秩序維持等の観点から問題とする必要がない
程度に著しく低いと認められる場合には，上記近
親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請より
も遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとい
う法の目的を優先させるべき特段の事情があるも
のというべきである。」
5　これを本件についてみると，前記認定事実

関係によれば，「上告人と Aとの内縁関係につい
ては，上記の特段の事情が認められ，上告人は，
法 3条 2項にいう「事実上婚姻関係と同様の事情
にある者」に該当し，法 59条 1項本文により遺
族厚生年金の支給を受けることができる配偶者に
当たるものというべきである。」
6　「以上によれば，上告人の遺族厚生年金の
受給権を否定し本件不支給処分に違法はないとし
た原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明
らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいう
ものとして理由があり，原判決は破棄を免れな
い。上告人の請求には理由があり，これを認容し
た第一審判決は正当であるから，被上告人の控訴
を棄却すべきである。」
7　横尾裁判官の反対意見。「民法 734条 1項
は，三親等の傍系血族間の婚姻について何らの留
保も置かず禁止しているのであり，各婚姻関係間
において，反倫理性，反公益性の大小を論ずるこ
とには躊躇せざるを得ない。」「法 3条 2項も，婚
姻関係の一般法である民法が定める婚姻法秩序を
当然の前提としていると解され，三親等の傍系血
族間の内縁関係についてのみ上記当然の前提要件
を緩和し，諸事情を総合勘案する旨の定めはな
い。したがって，被上告人が本件不支給処分を行
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うに当たり，本件申請について，婚姻を禁止すべ
き公益的要請に優先する個別事情の存否を考慮し
なかったことに違法は認められない。」

III　解　説

本判決の結論および理由の一部については，疑
問がある。
1　本判決の意義
本判決の意義は，内縁関係にあった三親等の傍
系血族に対する遺族厚生年金支給の可否につい
て，最高裁が初めて判断を示した点にある。すな
わち，最高裁は，法 3条 2項の「事実上婚姻関係
と同様の事情にある者」について，①一般的に
は，民法の定める婚姻法秩序に反するような内縁
関係にある者が，これに該当すると解することは
できないこと，②三親等の傍系血族間の内縁関係
も，反倫理性，反公益性という観点からみれば，
基本的には変わりがないこと，③例外的に，内縁
関係にあった三親等の傍系血族に対して遺族厚生
年金の支給が認められるためには，近親者間にお
ける婚姻を禁止すべき公益的要請よりも，遺族の
生活の安定と福祉の向上に寄与するという法の目
的を優先させるべき「特段の事情」があること，
④「特段の事情」の有無は，その形成経緯，周囲
や地域社会の受け止め方，共同生活期間の長短，
子の有無，夫婦生活の安定性等を基準に判断すべ
きであることとしたのである。
しかし，反対意見が述べるように，民法の文言
から，親等の遠近による取扱いの違いは出てこな
いのであり，①②を前提としつつ，③三親等の傍
系血族間の内縁関係についてだけ例外を認めるた
めには，より説得力のある法的根拠を示す必要が
あるように思われる。最高裁は意図していなくて
も，三親等の傍系血族の近親婚は，他の近親婚よ
りも反社会的でないという一般論も提示されてい
るからである〔本山　2007，p. 37〕。

2　本判決と第一審・第二審判決の関係
本判決が，本件の特殊事情ゆえに「特段の事
情」を認め，社会保険庁の遺族厚生年金不支給処

分を取り消して控訴を棄却したといっても，Xの
主張を認めたわけでも，第一審判決の判断理由を
支持したわけでもないことに注意しなくてはなら
ない。とくに①②の点に関しては，本判決は第二
審判決の立場を支持しているのであり，Xの主張
（現行禁婚規定の一部の不合理性，死亡による内
縁関係の反倫理性の消滅，重婚的内縁の取扱いと
の不均衡，三親等傍系血族の内縁関係の反倫理性
の低さ）を全面的に退け〔南方　2007，p. 2〕，
また第一審判決に比べて非常に慎重な態度をと
っているからである。ちなみに第一審は，法 3条
2項の解釈に当たって重要なのは，婚姻の届出が
「できる」「できない」ではなく，婚姻の届出をし
ていない「事実状態」の安定性や社会的周知であ
るとの判断に基づいて，重婚的内縁の配偶者に対
する遺族年金支給の場合と同様に，④に列挙され
た個別事情を判断する手法を取っている。この点
は，民法の近親婚禁止規定に反する内縁関係の効
力（婚姻障害の治癒の可能性の有無）に関する民
法学説の対立にも係わるものであり，法解釈学的
には重要な論点の一つである。
婚姻障害が内縁障害となるかをめぐる民法学説
の対立は，一方では現実に自生してしまった結合
関係を処理する問題であるから，実質的な婚姻結
合が現実に存在すること以外に何らの要件も必要
でないとする説があり，他方では婚姻の実質的
要件の全てを備えることを要するとする説もあ
り，またその中間的な立場もある〔太田　1985，
p. 26以下参照〕。今日の通説的見解とされる相対
的効果説は，例えば内縁関係を存続させるような
効果（婚姻費用分担義務や同居協力扶助義務な
ど）は，公序良俗に反する関係として近親婚や重
婚禁止に反する場合には認められないが，当該内
縁関係が解消した場合の効果（不当破棄や交通事
故の損害賠償，遺族年金など）や第三者の間に生
じる効果（日常家事債務の連帯責任など）は，近
親婚や重婚禁止に反する場合にも認められるとす
る〔二宮　2005，p. 146参照〕。すなわち，内縁
関係の解消に係わる遺族年金支給については，婚
姻の届出が「できる」「できない」は重要ではな
く，法律婚と同様の「事実状態」が存在していれ
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ば，法律婚と同様の保護を与えるということにな
る。Xの主張するところであり，第一審の拠って
立つところである。その意味で，本判決は，近親
婚的内縁については，相対的効果説には立たない
ことを明言したものといえる。

3　昭和 60年判決との関係
近親婚にあたる内縁関係について遺族厚生年金
支給が問題となった公表判例は，姻族一親等にあ
たる内縁関係に関する事案があるだけである（最
判昭 60年 2月 14日訟月 31巻 9号 2204頁）。本
判決で「事案を異にし本件に適切でない」として
一蹴されたものである。確かに親族上の属性が異
なるという意味では事案を異にする。
しかし，昭和 60年判決の事案においても，当
該近親婚的な内縁関係は 23年間継続したもので
あり，2人の間に産まれた子 3人を内縁の夫が認
知しているという点で，本件との類似性を見出す
こともできる事案である。ちなみに，昭和 60年
判決において，最高裁は，①将来においても法律
上有効な婚姻関係に入り得る余地のない内縁関係
を反倫理的でないと解することはできず，②公的
給付を受けるにはそれにふさわしい者を給付対象
とすべきものと解され，③将来法律上有効な婚姻
関係に入り得るかなどの点において，重婚的内縁
の場合とは事情を異にしており，④反倫理的関係
に立つ者に受給資格を認めることはできないと
した原審判決（東京地判昭 59・1・30行集 35巻
1号 39頁，東京高判昭 59・7・19行集 35巻 7号
956頁）を正当としている。すなわち，内縁関係
の「事実状態」にある者であっても，将来におい
ても婚姻の届出が「できない」関係は反倫理的で
あるとして，法 3条 2項の配偶者性を否定したの
である。
こうした取扱いは，「婚姻の届出をしていない
が，事実上婚姻関係と同様の事情にある者」の認
定要件として，社会通念上，夫婦の共同生活と認
められる事実関係を成立させようとする合意と事
実関係の存在を挙げた上で，民法 734条，735条
または 736条の規定のいずれかに違反する反倫理
的な内縁関係にある者は，事実婚関係にある者と

は認定しないと明記した通知（昭 55・5・16庁保
発 15号）に合致するものである。その限りで，
本判決で問題とされた社会保険庁の処分決定は正
当なものであり，本判決は，734条の規定の中の
三親等傍系血族についてだけ，上記通知の内容を
変更したということになる。しかし，本判決にお
ける最高裁の非常に限定的かつ慎重な態度からし
て，上記通知を改正し，民法 734条の近親関係の
うち三親等傍系血族の場合にだけ，④で列挙され
た「特段の事情」として考慮すべき事由につい
て，重婚的内縁の場合のように規定する必要があ
るか，はたして疑問である。
近親婚の禁止という婚姻制度の根幹をなす規定
について，本判決に従った行政解釈により，重婚
的内縁と同様の「なし崩し的取扱い」が一般化す
る〔本山　2007，p. 37〕よりも，上記通知に示
された行政の認定要件に関する原則は維持したま
ま，本件のような極めて例外的な特殊ケースにつ
いては，書面審査を越えた具体的な事実関係につ
いても審査できる保険審査会の判断を待つことと
し，さらには司法判断を仰ぐということでも良い
のではないかと思うからである。書面審査による
画一的判断を求められる行政庁の第一線におい
て，個別ケースごとに具体的判断をすべしと主張
する家族法や社会保障法の学者達が多い（後掲・
判例批評参照）。しかし，行政庁に個別具体的な
判断をさせるためには，明確な客観的判断基準を
予め提示しておく必要がある。その意味では，今
後の論点は，「特段の事情」の客観的判断基準と
なる事実関係の議論が重要となる。そのような明
確な客観的判断基準を示すことなく，「個別具体
的な事案ごとの適切な解決」の名の下に，男女の
共同生活という至極プライベートな領域に行政庁
を関与させることに，私としては危惧の念と抵抗
感を持たざるを得ない。

4　「特段の事情」として斟酌すべき事由
本判決が「特段の事情」の判断基準として列挙
した事由は，内縁関係の形成経緯，周囲や地域社
会の受け止め方，共同生活の長短，子の有無，夫
婦生活の安定性等である。これらの事由が，上記
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にいう「特段の事情」の判断基準として客観的判
断基準たりうるかについて検討したい。本判決の
挙げる事由のうち，周囲の受け止め方，共同生活
の長短，子の有無，夫婦生活の安定性について
は，例えば，住民票，出生事項と認知の事実が記
載された戸籍の謄本，勤務先における健康保険・
年金保険の取扱いを示す書類など，社会保険事務
所が書類や文書等により審査できるものであれ
ば，客観的判断基準として採用することは可能で
あるし，上記通知の中に盛り込むことも可能とい
えよう。さらに，周囲の受け止め方を示すものと
して，結婚式・披露宴や新婚旅行の写真なども書
証たり得るであろう。
これに対し，本判決は，近親婚的内縁のうち，
三親等の傍系血族にだけ例外を認めるため，内縁
関係が形成された何十年も前の経緯を持ち出して
いる。Xの主張以外，Yの立証しようのないもの
である。重婚的内縁の場合に，内縁関係に入った
動機や法律婚を破綻に導いた当事者の有責性を問
題としない〔二宮　2005，p. 152〕ことと比べて
も，均衡を失するといわざるを得ない。また，周
辺や地域社会の受け止め方に関連して，本件内縁
関係の形成された地域の特殊性が強調されてい
る。しかし，民法の婚姻規定は強行法規であり，
本判決は，法 3条 2項もその原則に従うというの
であるから，契約法と異なり，家族に関する規律
に地域性を持ち込むべきではないし，また，持ち
込めないはずである〔本山　2007，p. 35〕。これ
ら行政庁が事実確認しようもない何十年も前の内
縁形成の経緯や地域性といった主観的事実は，
「特段の事情」を判断する上で考慮すべき事由と
すべきではないと思う。
地域性について，本件の事実関係を若干検討し
てみよう。本判決が指摘するように，農業地域に
おいて後継者を得るために，いとこ婚や逆縁婚な
どが多かったことは事実である。しかし，それら
は合法的な近親婚であり，そうした近親婚が多か
ったからといって，禁婚関係にある三親等の傍系
血族間の近親婚的内縁が多かったということには
ならない。Xの主張以外，具体的事実が証明され
ているわけでもない。事実上男女が夫婦として共

同生活をし，その間に子どもが産まれていれば，
その男女が禁婚関係にある叔父・姪関係なのか，
合法的ないとこ関係なのか，全く血の繋がらない
関係なのか，いちいち関心を持たないのが一般で
あるし，また知る由もないのではないだろうか。
Aと Xの内縁共同生活が周囲に受け入れられて
いた根拠として Xが主張する事実関係，すなわ
ち Aと Xの共同生活が Xの親元で開始され，そ
の後も同地において共同生活を続けたという事実
は，むしろ Aと Xが叔父・姪関係であることを
知る地域（Bの居住地）で共同生活することを避
けたともいえるものである。Bの指揮の下に執り
行われたとする Aと Xの結婚祝いの席に，他郡
で生活していた Xの友人達が招待されなかった
ことも，そうであるならば納得がいくことにな
る。
「内縁関係が形成されるに至った経緯」につい
ても，Xの主張には疑問が残る。Aと Xが共同
生活を始めた昭和 33年は，戦後の家制度解体か
ら 13年以上も経っていること，Xは戦後教育を
受けて高校にまで通っていたこと，戸主的立場に
あった（X主張では戸主）Bの意思とはいえ，B
の居住する郡とは異なる郡において，自分の家族
と一緒に生活していたにもかかわらず，Bの意思
に従わざるを得なかったとは考えにくい。Dの
世話についても，Aの父 Bと母が家業である農
業のため十分できずにいたと Xは主張するが，
同居していた Aの弟妹は何故 Dの世話をしなか
ったのだろうか。子守など雇用することができる
経済状態になかったのか等，すべては何十年も前
の，しかも Xの主張でしかなく，事実確認のし
ようがない。また，Bが戸主的立場にあったとし
て，Xを「家制度」の犠牲者とするが，Bの権限
がそれほど強かったにもかかわらず，何故に長
男である Xの父が他郡で Bと別居して生活して
いたのであろうか。さらに，Aの結婚条件の悪さ
の根拠とされた年老いた B夫妻の介護について
も，結果的に Aと Xが B夫妻と同居せずにすん
でいるのであるから，それ程必然性があったわけ
でもないということであろう。

Xが古い因習と家制度の残骸の被害者であると
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する Xの主張，それに基づいて Xに同情的な判
断をした第一審の判決に，本判決も感情的に引っ
張られたように思えてならない。むしろ内縁成立
の背景事情等に裁判官達が拘ったのは，叔父・姪
の近親婚関係に対する倫理的抵抗感があったため
ではないだろうか。あるいは，姪が自由意思で叔
父と結婚したいと思うはずがないという偏見があ
ったのではないだろうか。いずれにしても，行政
庁が書面等で真偽を確認できないような，何十年
も前の内縁関係の形成経緯や地域性などを，「特
段の事情」として挙げることに，どこまで合理性
があるのか疑問である。また，これらの事実関係
については，Yや第二審が法解釈学的観点の違い
から十分に検証していないのであるから，また本
判決が学説・判例および年金実務に及ぼす影響を
考えれば，最高裁は「特段の事情」について事実
関係を慎重に審査するために，高裁に差し戻すこ
とを考えて然るべきであったのではないだろう
か。
いずれにしても，本判決が近親婚的内縁に関す
る先例としての意味を持つことを考えれば，「特
段の事情」の判断基準として挙げられた地域性や
内縁成立の背景事情を知るための重要な事実関係
は，本判決の公表にあたって明らかにされるべき
であったのではないだろうか。地域性にかかわる
事実関係としては，内縁成立前に Aと Xそれぞ
れが居住していた県や郡，そして内縁成立後に長
年生活してきた郡が何処であったか，内縁成立の
背景事情を知る上での事実関係ともいえる Aと
Xの生年は何年であったかなど，個人が特定され
ない範囲内であれば情報を公表すべきであろう。
この程度の情報を公表するだけで個人が特定さ
れ，何らかの弊害が生じるというのであれば，そ
れこそ Xの主張する周囲の受け止め方自体に疑
問があるということになるのではないだろうか。

5　おわりに
本判決が，「遺族厚生年金の受給権者である配

偶者について，必ずしも民法上の配偶者の概念と
同一のものとしなければならないものではなく，
被保険者等との関係において，互いに協力して社

会通念上夫婦としての共同生活を現実に営んでい
た者にこれを支給することが，遺族厚生年金の社
会保障的な性格や法の上記目的にも適合すると考
えられたことによるものと解される。」とするの
であれば，相対的効果説にたって，当事者の関係
が近親婚違反に当たるかどうかにかかわらず，事
実上の夫婦共同生活を重視して判断すれば良いで
あろう（第一審判決の立場）。さらに一歩を進め
て，正に自生した事実上の夫婦関係を重視した，
民法の婚姻法秩序とは異なる社会保障法上の「婚
姻」概念や「配偶者」概念を確立するほうが，少
なくとも社会保障法体系の中では一貫性が保てる
のではないだろうか。
また，本判決が，「厚生年金保険制度が政府の

管掌する公的年金制度であり（法 1条，2条），
被保険者及び事業主の意思にかかわりなく強制的
に徴収される保険料に国庫負担を加えた財源によ
って賄われていること（法 80条，82条）を考慮
すると，民法の定める婚姻法秩序に反するような
内縁関係にある者まで，一般的に遺族厚生年金の
支給を受けることができる配偶者に当たると解す
ることはできない。」とするのであれば，第二審
判決や反対意見のように，例外を認める必要はな
いであろう。むしろ，第二審のような判断が，社
会的正義や国民感情に反するというのであれば，
あるいは現在の多様な男女関係にそぐわないとい
うのであれば，新しい婚姻秩序を定めるために民
法を改正すれば良いであろう。
確かに，法律の条文が個々の具体的な事案すべ
てに適合しないことはいうまでもない。しかし，
「特段の事情」を持ち出して，個々の事案に適合
した結論を得れば，それで良いというものでもな
い。本判決が「特段の事情」によって開けた穴
は，重婚的内縁の場合と同様に，少なくとも「事
実先行」の内縁関係に関しては，民法 734条の近
親婚禁止規定を「なし崩し」に侵食していくこと
になるであろう。現に，本件第一審判決が出た
後，全国で同様の遺族年金支払請求が少なからず
行われるようになったとのことである。
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『福祉サービス契約の法的研究』

小　西　啓　文

岩村正彦編

（信山社，2007年）

Ⅰ

本書は，その「はしがき」にもあるように，厚生労
働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業）を受け
2002年度から 2004年度の 3カ年度にわたって行った
執筆者 5人を共同研究者とする『社会福祉サービス利
用契約の法的研究』の成果をベースに，このテーマに
関連する既発表の論文を加えてまとめたものである。
本書が公表される前年には，同じく 2002年度に厚
生労働科学研究費補助金を受けた「福祉契約研究会」
の成果をベースとする新井誠・秋元美世・本沢巳代子
編著『福祉契約と利用者の権利擁護』（日本加除出
版・2006）が出版され，日本社会保障法学会第 44回
大会の統一テーマが「社会福祉と契約」に設定される
など，いわゆる社会福祉の領域に，契約的発想を導入
することの意義とそれがもたらす効果について，近年
とくに議論が集中しているようにみえる。
その議論を喚起する重要な契機となったのが，高齢
者にかかる介護保険法と障害者にかかる支援費・自立
支援給付制度の登場であった。本書がその「はしが
き」において「介護保険法制や新しい社会福祉法制に
よって，契約によるサービスの利用については一定の
法的枠組みが整備された」現状下において，契約方式
の下における利用者保護のあり方，既に発生し，また
今後生じうる法的紛争の類型，紛争が生じた場合の紛
争処理のあり方等，「利用者と当該サービス提供事業
者との間で締結されることになる社会福祉サービス利
用契約をめぐる法的諸問題を，比較法的考察を踏まえ
て，法政策的観点および法解釈論的観点の両面から検
討し，今後の法解釈，制度運営および法制度設計への
示唆を得ることを試み［る］」必要性を説くとき，本
書が「その理論的支柱となる基礎的な法理論の蓄積は

必ずしも十分ではない」福祉サービス利用契約をめぐ
る法的諸問題に対して理論的支柱を示そうとする明確
な問題意識をもって編纂されたものであることがわか
る。

Ⅱ

以下，本書を書評するにあたり，各章の構成と概要
について簡単に触れることにする。
第 1章「社会福祉サービス利用契約をめぐる法制度
と課題」（岩村正彦）は，「『措置から契約へ』という
高齢者介護・障害者福祉の分野での大きな方向転換
と，それに伴う法改正によって，社会福祉サービス利
用契約の重要性は大きく増加した」が，「社会保障法
学においては社会福祉サービス利用契約に関する研究
の蓄積が必ずしも十分ではない」ため，「社会福祉サ
ービス利用契約をめぐる法的な論点を整理し，検討す
べき課題を抽出」することを試みる。
第 2章「社会福祉サービス利用契約の締結過程をめ
ぐる法的論点―社会保障法と消費者法との交錯―」
（岩村正彦）は，高齢者や障害者といった利用者が，
社会福祉施設や在宅サービス等の社会福祉サービスを
提供する法主体との間で締結するサービス利用契約を
めぐる法的問題を，消費者法の観点から分析する。
第 3章「ホーム契約規制論と福祉契約論」（丸山絵
美子）は，1980年代後半から登場した，有料老人ホ
ーム契約に対する特別法の必要性を主張する「ホーム
契約規制論」と，1990年代後半から，介護保険制度
や支援費支給制度における「措置から契約へ」の転換
を契機に登場した，社会福祉給付の性格に対応した契
約法理の形成や特別法の制定が課題であるとする「福
祉契約論」の関係について，契約法の基礎理論を踏ま
えた検討を展開する。
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第 4章「ドイツの介護保険法における介護契約規
制」（倉田聡）は，日本とドイツの介護保険法の相違
点がどのような原因に拠るものであるかを探究する体
系的な研究業績が蓄積されていないという現状認識の
もと，ドイツ介護保険法を概観し，同法の介護契約に
かかる規制の枠組みを紹介しようとする。
第 5章「ドイツホーム法 2001年・2002年改正の紹
介―私法的規制のあり方を中心に―」（丸山絵美子）
は，2005年老人福祉法改正（2006年施行）によって
有料老人ホームに対する規制の強化が行われたもの
の，老人ホーム契約に対する民事特別ルールが存在せ
ず，私法的問題の解決は，民法や消費者契約法による
解決の下に置かれているわが国の現状に対して，「果
たして，ホーム契約に対する私法的規制は，民法や消
費者契約法による対応に委ねておけば足りるのであろ
うか」という問題意識に立脚し，介護保険法等との調
整と消費者保護強化の方向で改正されたドイツホーム
法の 2001年・2002年改正を学説・裁判例の分析を通
じて紹介する。
第 6章「フランスにおける社会福祉サービスと契約

への規制」（嵩さやか）は，フランスにおいて近年，
社会福祉サービス提供者と利用者との関係を契約当事
者の関係と把握し直す動きが見られることを踏まえ，
日本と同様，社会福祉における契約化という変化が見
られるフランスにおいて，社会福祉サービスを提供す
る際に締結される契約にどのような法規制がなされて
いるのかを，高齢者福祉サービスを中心に検討する。
そして資料（笠木映里訳）で，フランスで実際に用
いられている入所契約，入所施設の規則，入所契約に
付属する文書，ホームヘルパーの労働契約が紹介され
る。
第 7章「スウェーデンにおける福祉サービス利用関

係の法的検討」（中野妙子）は，実地での聞き取り調
査を踏まえ，スウェーデンの社会福祉制度を，特に高
齢者福祉サービスの利用過程に重点を置いて検討す
る。
第 8章「総括」（岩村正彦）は，本書の総括とし

て，ドイツ・フランス・スウェーデンの社会福祉サー
ビスの利用に関する研究のまとめと比較法的考察を行
い，それをもとにわが国の社会福祉サービス利用契約
の法制度への示唆の模索を試みる。

Ⅲ

1　「社会保障審議会介護保険部会の『介護保険制
度の見直しに関する意見』（2004年 9月）は，介護保
険制度施行後に対応が求められている課題の一つとし
て，『サービスの質』を担保する公正な市場ルールや
実効ある事後規制システムの整備を挙げ，①利用者の
選択の実効性を確保するための情報開示の徹底と，②
劣悪なサービスを迅速に市場から排除する実効ある事
後規制ルールの確立，を今後の課題としている」。こ
の一文は，岩村が注で引用しているものであるが（22

頁注 14），本書が解明しようとしている社会福祉サー
ビス利用契約をめぐる問題状況を端的に表している。
そこで岩村は第 2章で，消費者法の理論的蓄積に依

拠し，社会福祉サービス利用契約の締結過程を二つの
段階に大別する。「第一の段階は，サービス事業者の
選択や，サービス内容の比較検討のために必要な情報
の入手」であるが，契約の締結段階では，「情報入手
の段階に引き続いて，事業者の候補者を絞り込んだ上
で，提示された契約内容・条件を検討し，場合によっ
ては，交渉をして，しかるべき事業者と契約を交わす
ことになる。つまり，特定の事業者との具体的な契約
の締結という第二の段階が来る」（21頁以下）。
そして岩村は，行政監督（行政指導）や苦情処理に
よる履行確保手段の有効性は否定しないとしつつ，行
政が動かない場合にはそれらは機能しないことを指摘
し，「利用者としては，契約の取消しや，損害賠償を
司法上求めていくことになるが，これらの規定が，私
法上，どのような効力を持つかは，規定上は，不明確
なままである」とする。この点，「現段階でも，事業
運営基準を手がかりに，解釈論として，サービス利用
契約の締結過程で事業者に情報提供義務を認め，私法
上の救済（損害賠償）を与えることは十分に可能であ
ると思われる」（37頁）が，立法論として，「明文
で，私法上の効果を定めるのが適切である」（41頁）
というのである。
しかし「情報提供義務は，サービス利用契約の当事
者間に存在する情報の非対称性を解消するのに役立つ
が，それだけでは，利用者の利益を保護するには不十
分である」。というのも「附合契約性のある利用契約
では，重要事項開示文書や契約書の作成者である事業
者が，自らに一方的に有利な条件を定めた条項を挿入
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する可能性があるから」であり，このような情報の開
示自体はなされているために情報提供義務違反で対処
することはできない事態に対し，「契約内容に介入し
て，事業者に一方的に有利な条項，いわゆる不当条項
を排除する必要が生じる」。
もっとも，サービス利用契約の内容について介護保
険法は触れておらず，「事業運営基準が，一方では，
事業の人員や設備，各種サービスの提供方法の基本的
指針等を定め，契約内容の根幹に関わる部分につき，
詳細な規制をし」，他方で，「法定代理受領サービス対
象外のサービス利用料等につき，給付と対価との均衡
維持を義務づける定めを置き，この点について，不当
な条項が設けられることを防止しようとしている」。
それでも「2005年の介護保険制度改革によって同年
10月から食事の提供にかかる利用料と居住，滞在お
よび宿泊にかかる利用料とが保険給付から除外された
結果，これらの利用料が事業運営基準や介護報酬基準
等の規制が及ばなくなっている」ため，「介護保険や
障害者自立支援制度の定着によって，サービス利用契
約が一般化すると，事業運営基準等による規制が及ん
でいない不当条項が問題となる余地がある」とする。
「したがって，サービス利用契約についても，事業
運営基準が定めるよりもさらに踏み込んで，利用者に
不当な不利益を及ぼす不当条項を一般的に排除する規
制，および，排除されるべき不当条項を具体的に例示
列挙するリストを導入する必要があると考える」と締
めくくるのである。
このように岩村は，本書の総論ともいうべき第 1章
で研究の方向性を示し，第 2章で消費者法の視点を明
示したうえで，社会福祉サービス利用契約をめぐる法
的諸問題を，行政による規制と私法的な規制の関係に
着目しながら法政策・法解釈学的に分析する必要性を
説いているものと指摘できる。
2　以上のように本書における社会福祉サービス利
用契約をめぐる法的諸問題に対するアプローチの仕方
を理解する場合，第 3章以下が第 2章までで提示され
た問題関心をどこまで踏まえて叙述されているか検証
することが，本書評において求められた課題の一つで
あるということができよう。
第 3章（丸山）はまず，有料老人ホーム契約におけ
る解釈論・立法論を，①法的性質論，②契約内容に関
する適正な表示・情報提供の確保，③入居一時金の性
質・保全，④クーリング・オフ，入居者の解除権，⑤

設置者からの解約，⑥契約内容の改訂，⑦居住の権利
と第三者への対抗，という観点から分析する。その上
で，介護保険法の施行と軌を一にして改正された老人
福祉法によっても，「クーリング・オフ類似の制度，
解約要件，契約内容の改訂手続，居住の権利の確保と
いった問題については，私法的効果に直接結びつくよ
うな実体法的手当は何ら施されていない」と指摘し，
新たに展開しつつある福祉契約論の理論状況を丹念に
分析したうえで，「社会福祉サービスが，それを必要
としている者へ平等かつ迅速に割り当てられなければ
ならないという目的からくる，契約の自由の制約や各
種制度的手当てにおいて，どの程度まで契約自由の制
約が正当化され，消費者保護法理や不当条項規制法理
などがその特殊性の考慮を要請され，また公法的規
制・私法的規制としてどのようにそれが現れるべきか
は，契約の基礎理論を踏まえた上で，個別の論点毎の
さらなる考察を行うことが課題となる」とする。
そして丸山は，このような検討を経ない段階での

「包括的」福祉契約（サービス）立法論には躊躇せざ
るをえず，従来のホーム契約規制論は，現在の法状況
下においても，妥当し得る提案を備えているのであっ
て，介護保険法に基づく「運営基準」や「モデル契約
書」などを，居住の態様等に応じて類型化し，罰則や
私法的効果を備える形で実体法規化することなども
「そのような介入はどのような理屈で正当化されるの
かが問題とならざるを得ない」とする。
丸山のこれらの見解は，岩村が提示する情報提供義
務について「明文で，私法上の効果を定めるのが適切
である」とする見解や「利用者に不当な不利益を及ぼ
す不当条項を一般的に排除する規制，および，排除さ
れるべき不当条項を具体的に例示列挙するリストを導
入する必要」があるという指摘に対応する部分である
が，社会保障法学の見地にたつ岩村と民法の基礎理論
を重んじる丸山の間の微妙な立場の違いを感じさせよ
う。
それでは，丸山のいう「個別の論点」とは実際にど
のようなものであろうか。
3　本書の特色のひとつは，4章（倉田）と 5章（丸
山）を用いてドイツ法に関する 2本の研究を掲載して
いることである。それぞれ，社会保障法と民法という
異なる学問分野を専攻する研究者が，介護保険法とホ
ーム法という異なった視点からドイツにおける福祉サ
ービス利用契約の姿を浮かび上がらせようとする。
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倉田が志向する先は，IIでも触れたとおり，ドイツ
介護保険法の構造の正確な把握に立った，福祉サービ
ス利用契約の規制枠組みの分析である。
倉田は，86頁で「ドイツの介護保険給付をめぐる
法関係」を図示し，介護給付の内容規制は，「連邦勧
告→大綱契約→供給契約」という 3段階の集団自治的
決定を介在させることによって，当事者である個別の
介護金庫と介護施設経営主体による私的自治の余地を
狭めつつ，給付の対価として介護金庫が支払うべき報
酬については，金庫と施設経営主体との個別合意
（「介護単価協定」）によって直接決定されることを明
らかにする（89頁）。そして倉田は，介護保険法施行
前後でホーム法と連邦社会扶助法の適用関係がどのよ
うに変化したかの分析を試みる。
この適用関係の交錯がもっとも複雑な形であらわれ
るのが，介護と不可分一体に提供される食事と宿泊の
費用，いわゆるホテルコストの領域である。これは本
来ならば，被保険者と介護事業者による私的自治に委
ねられるものであるが，ドイツ介護保険法は，この部
分にかかる施設経営主体と利用者ないし入所者との交
渉権限を介護金庫に委ねた（社会法典第 11編 87

条）。このことを倉田は，介護保険法がこれまでホー
ム法の前提とする私的自治に委ねられていたホテルコ
ストの場面に対して，「公法規定が強行法規的な制限
を加えようとしている」と評価するのである（93

頁）。
このホテルコストの問題こそ，岩村がわが国におけ
る規制のあり方について検証の必要を唱えているもの
であり，丸山も 5章でこの論点を検討しているのであ
る。
すなわち丸山は，現行のホーム法について，社会法
典との調整の関係でホーム法の内容自体が非常に見通
しの悪いものとなっていること，社会法典における規
制がホーム法に優先し，介護保険や社会扶助にかかる
給付内容や対価・費用の問題に関しては，介護保険や
社会扶助に係る規定・システムが決定的な役割を果た
していることを指摘し，「保険給付の対象外であるホ
テルコスト（宿泊費と食費）についても，介護金庫が
被保険者（入居者）の利益代弁者として交渉にあたり
決定するシステムがとられている」ことにつき，「保
険給付にかかわらないホテルコストの部分に関してま
で，入居者とホーム設置者との私的自治に委ねられな
い枠組みがなぜ正当化されるのかは，たとえ実務的に

それが入居者の保護に資するとしても，介護金庫等や
社会扶助事業者が入居者等の利益を代弁し得る立場か
という問題も含めて，実態をも踏まえた理論的検討が
必要であろう」というのである（137頁以下）。岩村
と丸山の見解の微妙な相違がホテルコストの問題をめ
ぐり倉田と丸山との間で再現されているとも評されよ
うが，他方でこの相違はホテルコスト問題を立体的に
捉えさせることに寄与してもいるのである。
4　第 6章（嵩）は，フランスの高齢者福祉サービ
スについて，介護特別給付（PSD）に代わる制度とし
ての個別的自立手当（APA）を中心に分析する。

IIでも既に触れたように，フランスでは日本と同
様，社会福祉における契約化が進展しているとされる
が，嵩は，「フランス高齢者福祉サービスにおける契
約と当事者間の責任」の節において，その進捗状況を
実態調査を踏まえて明らかにしようとする（158頁以
下）。すなわち，居宅サービスの場合，派遣方式と委
任方式があること，契約締結・契約内容に関する高齢
者の保護には，一方で精神的・肉体的衰退に対する保
護としての民法上の「成年無能力者保護制度」がある
こと，他方で，消費者としての高齢者保護として，不
当条項委員会による高齢者施設入所契約への勧告があ
ることを詳述する。
なかでも不当条項委員会の活動は，「入居者がホー

ム契約の内容に関し裁判を起こすことが殆どなく，裁
判によるルールの明確化・ルール形成は殆ど期待し得
ない状況であったが，2007年 6月から施行予定の消
費者契約法における消費者団体訴権により，消費者契
約法に違反する行為や契約条項に対し，差止が行われ
る可能性はある状況となっている」（丸山・143頁）
わが国にとって，極めて示唆深いものと思われる。実
際，フランスでは政府認可消費者団体による集団的訴
訟において不当条項委員会の勧告が参考にされている
という（173頁）。嵩自身，不当条項委員会による勧
告という手段によって契約内容を規制する点を「特徴
的である」とし，「この『消費者』として高齢者を捉
える視点は，今後高齢化の進展により介護サービスの
供給量が増加するであろう日本においてはますます重
要なものとなってくるだろう」と指摘するが（180

頁），具体的にどのような争いがあるのか，例えば，
岩村によって提起され，倉田・丸山が検討を加えるホ
テルコストの問題に対してフランスの議論からどのよ
うな示唆をえられるかなど，興味は尽きない。
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第 7章（中野）も，嵩同様，スウェーデンにおける
聞き取り調査を踏まえ，高齢者福祉サービスの制度を
詳述する。
本章の意義は，スウェーデン国内で「社会法の研究
が未成熟」（216頁注 18）な状況にあるという高齢者
福祉の法領域について，「サービス決定過程の法律関
係」の節では利用者保護の制度としての財産管理人・
成年後見人制度，「サービス利用過程の法律関係」の
節ではコミューンと利用者の法律関係，サービス提供
業者と利用者の法律関係，さらに「社会サービスをめ
ぐる争訟」の節では主に抗告訴訟と損害賠償請求訴訟
の実際について分析し，われわれに提示しているとこ
ろに求められる。この分析を踏まえ，中野が「小括」
において，社会サービス利用関係は，サービス決定自
体は行政決定であるが，行政実務上，コミューンの社
会福祉委員会によるサービス決定通知書が高齢者福祉
サービスの利用契約書になると理解されていることか
ら，これを「擬似契約的な関係」と捉えている点は，
従来わが国において措置制度の法的性質をめぐり繰り
広げられてきた理論状況を彷彿させ，極めて示唆深い
ものである。

Ⅳ

この書評では，主に岩村によって提起された問題関
心を，各論者がどのように斟酌し，各章で展開させて
いるかに注目して検討を加えてきたが，「行政規制と

私法的規制の整合的な連携」（281頁）に向けての基
礎的な法理論の蓄積という当初の目標は，各国の比較
法的考察を通じて十分に達せられていると評すること
ができよう。
もっとも，各章の連携という点では，例えば，

Rahmenvertragを「枠契約」（丸山）と訳したり，「大
綱契約」（倉田）と訳したり，訳語の点でみてもう少
し整合性がとれたのではないか，という思いが残ると
ころもあった。もちろん，報告書の性格を維持しつつ
もそれぞれが独立の論文として編まれている以上，各
論者が適切であると考えた言葉を各自選択することは
ありうることであって，この指摘も本書に対する批判
とはならないものである。
本書を通読し，福祉サービス利用契約を消費者契約
的にとらえて分析する意義は極めて大きいと痛感され
たが，「果たして，ホーム契約に対する私法的規制
は，民法や消費者契約法による対応に委ねておけば足
りるのであろうか」という民法学者である丸山の発し
た問題意識に対して，検討の対象とする社会福祉の性
質を踏まえて研究グループ内でどのような議論が展開
されたか，に想像を巡らせて読み返してみると，その
端々からこの問題に対する各論者の思いが滲みだして
くるような感想を抱くのは，果たして評者一人だけの
ことであろうか。

（こにし・ひろふみ　明治大学専任講師）
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